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１ 環境行政全般 

表 1-1 国における環境行政の主な動向（平成 5（1993）年～） 

年 概要 

平成 5(1993)年 
・環境基本法公布 (11 月)   

・生物の多様性に関する条約発効 (12 月) 

平成 6(1994)年 ・第一次「環境基本計画」決定 (12 月) 

平成 7(1995)年 
・気候変動枠組条約第 1 回締約国会議(COP1)開催 (3 月) 

・生物多様性国家戦略決定 (10 月)  

平成 9(1997)年 

・環境影響評価法公布 (6 月)  

・気候変動枠組条約第 3 回締約国会議(COP3)(地球温暖化防止京都会議)開催、気

候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書採択 (12 月) 

平成 11(1999)年 
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

(PRTR 法)公布 (7 月) 

平成 12(2000)年 
・循環型社会形成推進基本法公布 (6 月)  

・第二次「環境基本計画」決定 (12 月) 

平成 14(2002)年 ・新・生物多様性国家戦略決定 (3 月) 

平成 15(2003)年 ・第一次循環型社会形成推進基本計画決定 (3 月) 

平成 17(2005)年 ・気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書発効 (2 月) 

平成 18(2006)年 ・第三次「環境基本計画」決定 (4 月) 

平成 19(2007)年 ・第三次生物多様性国家戦略決定 (11 月) 

平成 20(2008)年 
・第二次循環型社会形成推進基本計画決定 (3 月) 

・生物多様性基本法公布 (6 月) 

平成 22(2010)年 

・生物多様性国家戦略 2010 決定 (3 月)  

・生物多様性条約第 10 回締約国会議(COP10)開催、生物の多様性に関する条約の

遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関

する名古屋議定書と新戦略計画・愛知目標(ポスト 2010 年目標(2011～2020 年))

採択 (10 月) 

・地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進

等に関する法律(生物多様性地域連携促進法)公布 (12 月) 

平成 23(2011)年 

・平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所

の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措

置法(放射性物質汚染対処特措法)公布 (8 月) 

平成 24(2012)年 
・第四次「環境基本計画」決定 (4 月) 

・生物多様性国家戦略 2012-2020 決定 (9 月) 

平成 25(2013)年 

・微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合が PM2.5 に関する注意喚起のため

の暫定的な指針を策定 (2 月)  

・第三次循環型社会形成推進基本計画決定 (5 月) 

・放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律公布 

(6 月) 

・水銀に関する水俣条約採択 (10 月)  

平成 26(2014)年 ・PM2.5 に関する注意喚起の運用方法を改善 (11 月) 
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平成 27(2015)年 

・水銀に関する水俣条約締結 (2 月) 

・水銀による環境の汚染の防止に関する法律、大気汚染防止法の一部を改正する

法律公布 (6 月)  

・気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(COP21)開催、パリ協定採択 (11 月)  

平成 28(2016)年 ・パリ協定発効 (11 月) 

平成 30(2018)年 
・第五次「環境基本計画」決定 (4 月) 

・第四次循環型社会形成推進基本計画決定 (6 月) 

平成 31/令和元

(2019)年 
・G20 大阪サミット開催、大阪ブルー・オーシャン・ビジョン合意 (6 月) 

令和 3(2021)年 
・気候変動枠組条約第 26 回締約国会議(COP26)開催、グラスゴー気候合意採択 

(11 月) 

令和 4(2022)年 

・地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 (6 月) 

・生物多様性条約第 15 回締約国会議(COP15)開催、昆明・モントリオール生物多

様性枠組採択 (12 月) 

令和 5(2023)年 

・生物多様性国家戦略 2023-2030 決定 (3 月)  

・G7 広島サミット開催、G7 札幌気候・エネルギー・環境大臣会合で 2040 年まで

に追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心に合意(大阪ブルー・オーシャン・

ビジョンの 2050 年からの 10 年前倒し) (4 月) 

令和 6(2024)年 

・第六次「環境基本計画」決定 (5 月) 

・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律公布(5 月) 

・第五次循環型社会形成推進基本計画決定 (8 月) 

・地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(生物多

様性増進活動促進法)公布 (12 月) 

表 1-2 大分県における環境行政の主な動向（平成 10（1998）年～） 

年 概要 

平成 10(1998)年 ・第 1 次大分県環境基本計画策定 (3 月) 

平成 11(1999)年 

・大分県環境影響評価条例制定 (3 月)  

・大分県環境基本条例制定 (9 月)  

・大分県生活環境の保全等に関する条例制定 (12 月) 

平成 14(2002)年 ・第 1 次大分県廃棄物処理計画策定 (3 月) 

平成 16(2004)年 
・美しく快適な大分県づくり条例制定 (3 月)  

・大分県産業廃棄物税条例制定 (6 月) 

平成 17(2005)年 
・第 2 次大分県新環境基本計画策定 (11 月)  

・大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例制定 (7 月) 

平成 18(2006)年 ・大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例制定 (7 月) 

平成 19(2007)年 ・第 2 次大分県廃棄物処理計画策定 (3 月) 

平成 23(2011)年 
・第 3 次大分県廃棄物処理計画策定 (3 月) 

・第 1 次生物多様性おおいた県戦略策定 (3 月) 

平成 28(2016)年 

・第 3 次大分県環境基本計画策定 (3 月) 

・第 4 次大分県廃棄物処理計画策定 (3 月) 

・第 2 次生物多様性おおいた県戦略(2016-2020)策定 (3 月) 

令和 3(2021)年 ・第 5 次大分県廃棄物処理計画策定 (3 月) 

令和 5(2023)年 ・第 2 次生物多様性おおいた県戦略(2016-2023)策定 (3 月) 

令和 6(2024)年 
・第 3 次生物多様性おおいた県戦略(2024-2030)策定 (3 月) 

・第 4 次大分県環境基本計画策定 (9 月) 
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表 1-3 大分県の環境関連条例 

条例等の名称 公布年月日 概要 

大分県環境基本条例 H11.9.30 
環境の保全に関する基本理念、県・市町村・事業者・県民
の責務、環境保全施策の基本となる事項を規定 

大分県環境影響評価条
例 

H11.3.16 
環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業に関する環
境影響評価の手続等について規定 

大分県生活環境の保全
等に関する条例 

H11.12.24 
公害の防止に関する規制に加えて、化学物質や廃棄物の適
正処理などの事業活動や日常生活における環境への負荷
の低減のための措置等について規定 

美しく快適な大分県づ
くり条例 

H16.3.31 
ごみのない美しく快適な大分県づくりを県民総参加のも
と広域的に推進するため、ごみのポイ捨てやピンクちらし
掲示等の行為を禁止すること等について規定 

大分県エコエネルギー
導入促進条例 

H15.3.20 
太陽光、風力等のエコエネルギーの導入促進について、各
主体の責務等を明確にするとともに、施策の基本的事項に
ついて規定 

大分県産業廃棄物税条
例 

H16.6.25 
産業廃棄物の排出抑制や再生利用等の取組を誘導すると
ともに、産業廃棄物の適正処理推進のための税の仕組み等
について規定 

大分県産業廃棄物の適
正な処理に関する条例 

H17.7.11 
産業廃棄物処理施設の設置及び県外産業廃棄物の搬入に
係る事前手続等を規定 

大分県土砂等のたい積
行為の規制に関する条
例 

H18.7.7 
土砂等に関する安全基準等を設定し、不適切なたい積行為
の禁止、特定事業に関する規制について規定 

水質汚濁防止法第3条第
3項の規定に基づく排水
基準を定める条例 

S47.12.25 
瀬戸内法適用区域内の事業所（排水量50㎥/日）に適用 
規制項目はCOD、SS、n-ヘキサン抽出物質 

大分県公害紛争処理条
例 

S45.9.29 
大分県公害審査会の設置、手続費用等公害紛争の処理につ
いて規定 

大分県公害被害救済措
置条例 

S48.12.25 
原因不明の公害被害の救済について規定 
大気汚染による健康被害、水質汚濁による漁業被害 

大分県立自然公園条例 S32.12.27 
優れた自然風景地の保護と利用を図ることを目的として、
自然公園の指定、区域内における工作物の設置等の行為の
規制、公園事業等について規定 

大分県自然環境保全条
例 

S47.10.13 
優れた自然環境の保全を図ることを目的として、自然環境
保全地域の指定、区域内における工作物の設置等の行為の
規制、保全計画等について規定 

大分県自然海浜保全地
区条例 

S55.10.1 

瀬戸内海区域の海水浴などの公衆の利用に供されている
自然海浜の保全と利用を図ることを目的として、自然海浜
保全地区の指定、地区内の行為の届出、勧告等について規
定 

大分県希少野生動植物
の保護に関する条例 

H18.3.30 
希少野生動植物の保護の推進を目的として、希少野生動植
物の指定、生息地の保護に関する規制等について規定 

大分県環境緑化条例 S48.4.16 
緑地の保全と回復を図ることを目的として、緑化基本計画
の策定、緑化地域の指定、緑化のための施策等について規
定 

大分県沿道の景観保全
等に関する条例 

S63.3.30 

県道等の沿道の景観保全及び環境美化を推進するため、沿
道景観保全地区（沿道景観保全樹木を含む。）及び沿道環
境美化地区を指定し、地区内の行為の届出指導等について
規定  
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表 1-4 条例に基づく環境影響評価の対象事業 

県では、「環境影響評価法」（平成 11 年施行）の内容も踏まえ環境影響評価の手続等の充

実を図り、より一層環境配慮が行われるようにするため、「大分県環境影響評価条例」（平成 11

年施行）を制定している。 

事業の種類等 第１種対象事業※１ 第２種対象事業※２ 

１ 県道、市町村道の設置 4 車線 7.5 ㎞以上 ― 

２ 発電所の設置 

   水力発電所 出力 22,500kW 以上 出力 15,000kW 以上 

   火力発電所 出力 112,500kW 以上 出力 75,000kW 以上 

   地熱発電所 出力 7,500kW 以上 出力 5,000kW 以上 

   風力発電所 出力 7,500kW 以上 出力 5,000kW 以上 

   太陽光発電所 

敷地全体の面積 20ha 以上 

（特別地域を含むものにあって

は、5ha 以上。工業地域、工業専

用地域は除く） 

― 

３ 廃棄物処理施設の設置 

   ごみ焼却施設 200t/日以上 ― 

   し尿処理施設 100kL/日以上 ― 

   廃棄物最終処分場 25ha 以上 5ha 以上 25ha 未満 

４ 工場等の設置 
排ガス量 10 万 N ㎥/h 以上 

排出水量 1 万㎥/日以上 
― 

５ 公有水面の埋立て又は干拓 40ha 以上 20ha 以上 40ha 未満 

６ 流通業務団地造成事業 75ha 以上 30ha 以上 75ha 未満 

７ 住宅用地造成事業 75ha 以上 30ha 以上 75ha 未満 

８ 工場用地造成事業 75ha 以上 30ha 以上 75ha 未満 

９ 運動又はレクリエーション

施設用地造成事業 
75ha 以上 30ha 以上 75ha 未満 

10 ゴルフ場用地造成事業 50ha 以上 10ha 以上 50ha 未満 

11 その他の土地開発の事業 75ha 以上 30ha 以上 75ha 未満 

12 規則で定める事業 ― ― 

 

  港湾計画 埋立て・掘込み面積 150ha 以上  

※1）第 1 種対象事業：大規模な事業であって、計画段階環境配慮書、環境影響評価実施計画書や環境影響評

価準備書について公告・縦覧や県民等からの意見書の提出などのいわゆる「住民手続」を行うもの 

※2）第 2 種対象事業：第 1 種対象事業よりも小規模な事業であって、「住民手続」を行わないもの 
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表 1-5 「美しく快適な大分県づくり条例」と市町村条例との調整状況 

              （令和７年 12 月 1 日現在)（○…県条例適用） 

市町村

名 

ごみの

投 棄

（※） 

自動販

売機の

回収容

器設置

義務 

ピンクち

らしの掲

示等（※） 

動物の

ふん等

の放置 

自 動 車 の

放置（※） 

自 転 車 の

放置（※） 

落書き

（※） 

悪

臭

等

へ

の

配

慮 

投光器

の使用

（※） 

大分市 

 
● ● ○ ●（飼犬） ● ● ○ ○ ○ 

別府市 

 
● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

中津市 

 
● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 

日田市 

 
● ● ●（印刷物等） ●（飼犬） ● ● ○ ○ ○ 

佐伯市 

 
● ● ○ ●（飼犬） ○ ● ○ ○ ○ 

臼杵市 

 
● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

津久見

市 
● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

竹田市 

 
● ● ○ ●（飼犬） ○ ○ ○ ○ ○ 

豊後高

田市 
● ● ●（印刷物等） ● ○ ● ○ ○ ○ 

杵築市 

 
● ● ○ ●（飼犬） ○ ○ ○ ○ ○ 

宇佐市 

 
● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ 

豊後大

野市 
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 

由布市 

 
● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

国東市 

 
● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 

姫島村 

 
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

日出町 

 
● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ 

九重町 

 
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

玖珠町 

 
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

注）「※」については、美しく快適なおおいた県づくり条例では違反者に過料を科す。 

  なお、印刷物等の配布等の責務については、努力規定である。 
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表 1-6 大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例許可状況 

年度 許可数 年度 許可数 

平成１８年度 8 平成２８年度 11 

平成１９年度 26 平成２９年度 13 

平成２０年度 17 平成３０年度 13 

平成２１年度 11 令和元年度 19 

平成２２年度 13 令和２年度 13 

平成２３年度 9 令和３年度 11 

平成２４年度 15 令和４年度 16 

平成２５年度 12 令和５年度 26 

平成２６年度 10 令和６年度 17 

平成２７年度 9 累計 269 

※大分市実施分も含む。 

表 1-7 大分県希少野生動植物の保護に関する条例 

県、市町村、県民等及び事業者が一体となって希少野生動植物の保護を推進することによ

り、生物の多様性が確保された良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の県民の健康

で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした「大分県希少野生動植物の保護に関する

条例」を平成 18 年に制定した。 

希少野生動植物の指定・保護管理事業計画決定 年表 

年 月 内容 

平成 18 年 3 月 公布 

平成 18 年 10 月 全部施行 

平成 18 年 12 月 指定希少野生動植物の指定 (11 種) 

平成 20 年 3 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

平成 20 年 3 月 保護管理事業計画の決定 (4 種) 

平成 21 年 3 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

平成 22 年 3 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

平成 22 年 3 月 保護管理事業計画の決定 (1 種) 

平成 24 年 3 月 指定希少野生動植物の指定 (1 種) 

平成 26 年 5 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

平成 27 年 3 月 指定希少野生動植物の指定 (1 種) 

平成 28 年 7 月 指定希少野生動植物の指定 (4 種) 

平成 29 年 8 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

平成 30 年 8 月 指定希少野生動植物の指定 (2 種) 

令和元年 5 月 指定希少野生動植物の指定等 (指定 7 種、解除 1 種) 

令和 2 年 7 月 指定希少野生動植物の指定 (5 種) 

令和 3 年 6 月 指定希少野生動植物の指定 (1 種) 

令和 4 年 4 月 保護管理事業計画の決定 (1 種) 

令和 4 年 7 月 指定希少野生動植物の指定 (5 種) 

令和 5 年 8 月 指定希少野生動植物の指定等 (指定 3 種、解除 2 種、改正 1 種) 

令和 6 年 7 月 指定希少野生動植物の指定 (3 種) 

令和 7 年 8 月 指定希少野生動植物の指定 (１種) 
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指定希少野生動植物一覧  
植 

物 

タマボウキ（ユリ科） H18.12 指定 

ヒメユリ（ユリ科） H18.12 指定 

チョクザキミズ（イラクサ科） H18.12 指定 

ナガバヒゼンマユミ（ニシキギ科） H18.12 指定 

イワギリソウ（イワタバコ科） H18.12 指定 

ヒゴタイ（キク科） H18.12 指定 

ホウライクジャク（イノモトソウ科） H18.12 指定 

オオミズゴケ（ミズゴケ科） H18.12 指定 

イワギク（キク科） H20.3 指定 

ナゴラン（ラン科） H20.3 指定 

オトメクジャク（イノモトソウ科） H21.3 指定 

オグラセンノウ（ナデシコ科） H21.3 指定 

ヤツシロソウ（キキョウ科） H22.3 指定 

ミチノクフクジュソウ（キンポウゲ科） H28.7 指定 

オキナグサ（キンポウゲ科） H28.7 指定 

カワツルモ（ヒルムシロ科） H29.8 指定 

クマガイソウ（ラン科） H30.8 指定 

トキソウ（ラン科） H30.8 指定 

ウチョウラン（ラン科） R1.5 指定 

セッコク（ラン科） R1.5 指定 

ヤマシャクヤク（キンポウゲ科） R1.5 指定 

エヒメアヤメ（アヤメ科） R2.7 指定 

サギソウ（ラン科） R2.7 指定 

アズマイチゲ（キンポウゲ科） R2.7 指定 

サクラソウ（サクラソウ科） R3.6 指定 

ミズチドリ（ラン科） R4.7 指定 

フウラン（ラン科） R4.7 指定 

サワギキョウ（キキョウ科） R4.7 指定 

ベニバナヤマシャクヤク（ケナシベニバナヤマシャクヤク含む） R4.7 指定 

ツクシカイドウ（バラ科） R5.8 指定 

ワタナベソウ（ユキノシタ科） R5.8 指定 

ムラサキセンブリ（リンドウ科） R6.7 指定 

ナツエビネ（ラン科） R6.7 指定 

ミツガシワ（リンドウ科） R7.8 指定 

動 

物 

カブトガニ（カブトガニ科） H18.12 指定 

オオウラギンヒョウモン（タテハチョウ科） H18.12 指定 

オンセンミズゴマツボ（ミズゴマツボ科） H22.3 指定 

ハッチョウトンボ（トンボ科） H24.3 指定 

クボハゼ（ハゼ科） H26.5 指定 

チクゼンハゼ（ハゼ科） H26.5 指定 

オナガラムシオイ（ムシオイガイ科） H27.3 指定 

ハブタエムシオイ（ムシオイガイ科） H28.7 指定 

ブッポウソウ（ブッポウソウ科） R1.5 指定 

オオルリシジミ（シジミチョウ科） R1.5 指定 

カスミサンショウウオ（サンショウウオ科） R1.5 指定 

ヤマグチサンショウウオ（ニホウサンショウウオ）（サンショウウオ科） R1.5 指定 R5.8 

改正 

ウブギセルガイ（キセルガイ科） R1.5 指定 

ニホンカモシカ（ウシ科） R2.7 指定 

オオジシギ（シギ科） R2.7 指定 

シオマネキ（スナガニ科） R4.7 指定 

アリアケスジシマドジョウ（ドジョウ科） R5.8 指定 

アオバズク（フクロウ科） R6.7 指定 
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表 1-8 大分県の環境行政組織の主な変遷 

年 月 組織改正内容 備考 

1965(昭和 40)年 4 月 企画部企画第一課に

「公害係」を設置 

全国的に拡大する公害問題に専門的に対応 

1967(昭和 42)年 5 月 「公害室」を設置  

1969(昭和 44)年 4 月 公害室を「公害課」に改

組 

 

1971(昭和 46)年 4 月 企画部公害課を「公害

局」に改組 

 

1973(昭和 48)年 4 月 公害局と厚生部の一部

を統合して「環境保健

部」を設置、環境管理課

と公害規制課を設置 

公害防止、自然環境保全、廃棄物処理に関する行

政組織を一元化 

1977(昭和 52)年 4 月 公害規制課に「環境保

全対策室」を設置 

 

1984(昭和 59)年 4 月 環境管理課と環境保全

対策室を統合して「環

境保全課」を設置 

 

1990(平成 2)年 4 月 環境保健部を「保健環

境部」に改称 

 

1992(平成 4)年 4 月 環境保全課に「産業廃

棄物対策室」を設置 

 

1995(平成 7)年 5 月 環境関連所属の所管業

務を再編して「環境企

画課」「廃棄物対策室」

「環境管理課」を設置 

 

1997(平成 9)年 4 月 保健環境部の環境部門

と福祉生活部の県民生

活部門を統合して「生

活環境部」を設置、生活

環境課、環境管理課、廃

棄物対策課を設置 

環境行政と県民生活関連業務の連携を強化  

2004(平成 16)年 4 月 ①生活環境課を「生活

環境企画課」に改称 

②自然保護・温泉業務

を生活環境部から企画

振興部に移管 

③環境管理課を「環境保

全課」に改称するととも

に水道業務を食品・安全

衛生課から移管 

①ごみゼロおおいた推進班を設置してごみゼロお

おいた作戦の推進体制を整備 

②企画振興部観光・地域振興局に景観自然班を設

置して魅力ある地域づくり・観光施策と自然保護

温泉施策を一体的に推進 

③水環境班を設置して水環境保全業務を一元化 

2005(平成 17)年 4 月 生活環境企画課に「ご

みゼロおおいた推進

室」を設置 

ごみゼロおおいた作戦の推進体制を強化 
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年 月 組織改正内容 備考 

2009(平成 21)年 4 月 ①ごみゼロおおいた推

進室を「地球環境対策

課」に改組 

 

 

②温泉業務を企画振興部

から生活環境部に移管  

①低炭素社会構築に向けて県民総参加による CO2

削減行動の促進やリサイクルの推進、排出量取引・

国内クレジットへの展開を視野に入れた仕組みの

検討など地球温暖化対策を一層推進するため関係

所属・班を再編統合 

②生活環境企画課環境政策班を環境政策・温泉班

に改組 

2011(平成 23)年 5 月 自然保護業務を企画振

興部から生活環境部に

移管 

生活環境企画課環境政策・温泉班を自然保護・温

泉班に改組して環境政策を生活環境部で一体的に

推進する体制を整備 

2016(平成 28)年 4 月 ①地球環境対策課を

「うつくし作戦推進

課」に改称 

②うつくし作戦推進課

に「自然保護推進室」を

設置 

①県民総参加型のごみゼロおおいた作戦の成果を

生かした地域活性化型の「おおいたうつくし作戦」

を展開 

②豊かな自然や生物多様性を県民全体で保護・保

全していくための体制づくりや祖母・傾ユネスコ

エコパークの登録推進など自然保護業務を一体的

に推進 

2017(平成 29)年 4 月 ①廃棄物対策課を「循

環社会推進課」に改称

するとともにリサイク

ル推進業務をうつくし

作戦推進課から移管 

②環境関連所属の所管

業務を再編 

①資源化推進班を設置してごみの再資源化を進め

るとともに大規模災害時の災害廃棄物の大量発生

に備えた対策を推進 

 

 

②うつくし作戦推進班を設置するとともに豊かな

豊かな水環境の創出関連業務を環境保全課から移

管して環境教育等と合わせてうつくし作戦と一体

的に推進する体制を整備 

2022(令和 4)年 4 月 うつくし作戦推進課に

「脱炭素社会推進室」

を設置 

脱炭素社会の推進に向けて県民の意識啓発を推進 

2024(令和 6)年 4 月 うつくし作戦推進課と

脱炭素社会推進室を統

合して「環境政策課」を

設置 

「カーボンニュートラルの実現」を県民運動とし

て一層強力に推進 
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表 1-9 大分県の環境保全行政組織 

 

図1.2-8　県の環境保全行政組織

(令和7年4月1日現在）

環 境 政 策 課 ―

協 働 ・ 共 助 推 進 室 ― 環境NPO、ボランティア

自 然 保 護 推 進 室 ―

環 境 保 全 課 ―

循 環 社 会 推 進 課 ―

衛 生 環 境 研 究 セ ン タ ー ― 環境保全に関する調査・試験研究

防 災 局 防 災 対 策 企 画 課 ―知
　
　
事 保 健 所 ・ 保 健 部 ― 廃棄物対策、公害苦情処理、公害保健対策、地球温暖化対策

経 営 創 造 ・ 金 融 課 ― 環境保全対策資金の融資

工 業 振 興 課 ―

産 業 Ｇ Ｘ 推 進 室 ―

企 業 立 地 推 進 課 ― 工場立地対策

産 業 科 学 技 術 セ ン タ ー ― 公害防止技術等に関する研究・企業指導

観 光 局 観 光 誘 致 促 進 室 ― グリーンツーリズム等の推進

農 林 水 産 企 画 課 ―

地 域 農 業 振 興 課 ―

水 田 畑 地 化 ・ 集 落 営 農課 ―

畜 産 技 術 室 ― 畜産経営に係る環境保全、家畜排せつ物適正処理対策

農 地 ・ 農 村 整 備 課 ― 農村環境の整備、農業用水利、多目的機能支払制度

林 務 管 理 課 ― 地域森林計画

林 産 振 興 室 ― 木質バイオマス

森 林 保 全 課 ― 治山、保安林

森 と の 共 生 推 進 室 ― 県民総参加の森づくり、環境緑化、鳥獣保護

森 林 整 備 室 ― 造林、間伐

漁 業 管 理 課 ― 漁場環境保全

水 産 振 興 課 ― 漁場環境整備

漁 港 漁 村 整 備 課 ― 漁業集落環境保全

農 林 水 産 研究 指導 セン ター ― 土壌汚染調査、漁業被害等調査、試験研究

建 設 政 策 課 ― 事業影響評価、建設資材リサイクル

道 路 建 設 課 ― 渋滞箇所の対策

道 路 保 全 課 ― 道路保全・環境整備

河 川 課 ― 河川環境整備

港 湾 課 ― 港湾環境整備

砂 防 課 ― 砂防設備等の管理

都 市 ・ ま ち づ く り 推 進 課 ― 都市計画、屋外広告物、盛土規制、都市環境

公 園 ・ 生 活 排 水 課 ― 都市公園整備、下水道・生活排水処理

建 築 住 宅 課 ― 省エネルギー住宅の普及と木造住宅の振興

義 務 教 育 課 ― 小中学校における環境教育・学習

高 校 教 育 課 ― 高等学校における環境教育・学習

社 会 教 育 課 ― 社会教育における環境教育・学習

文 化 課 ― 文化財保護対策

生 活 安 全 捜 査 課 ― 環境事犯の取締り

有機農業、IPM、GAP、環境保全型農業直接支払制度、農薬・肥料の取締、世界農業遺産

（ 教 育 委 員 会 ）

知
　
　
事

（ 警 察 本 部 ）

生 活 安 全 部

バイオマス活用推進計画

中山間地域等直接支払制度

土 木 建 築 部

生 活 環 境 部

福 祉 保 健 部

商工観光労働部

農 林 水 産 部

環境基本計画、グリーンアップおおいたの推進、環境教育、環境マネジメントシ

ステム、地球温暖化対策、気候変動適応

大気汚染、騒音、振動、悪臭、ダイオキシン対策、環境影響評価、水道、水質汚

濁、土壌汚染対策

一般廃棄物処理対策、リサイクルの推進、食品ロスの削減、産業廃棄物処理業

の許可、廃棄物処理計画、産業廃棄物処理業者監視、適正処理の指導

地球温暖化対策に係る適応策（災害予防、災害応急対策）

生物多様性、自然保護、自然公園、温泉、ジオパーク、エコパーク

産業ＧＸの推進、エネルギー対策、循環型環境産業の育成、産学官連携

休廃止鉱山保安対策、試験研究機関の研究開発
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表 1-10 大分県環境審議会の変遷 

年 月 組織改正内容 備考 

昭和 41 年 6 月 
大分県公害対策審議会を設

置 

公害対策に関する調査審議

を行う 

平成 6 年 8 月 
大分県公害対策審議会を大

分県環境審議会に改称 

環境保全に関する調査審議

の範囲を拡大 

平成 18 年 4 月 
大分県環境審議会と大分県

自然環境保全審議会を統合 

環境保全と自然環境保全に

関する調査審議を一元化 

 

表 1-11 環境保全関係審議会の組織及び調査審議状況の概要 

名称 
根拠法令 

（設置年月日） 
所掌事務 組織 令和6年度開催状況 

大分県 

環境審議会 

 

環境基本法第43条 

水質汚濁防止法第

21条第1項 

自然環境保全法第

51条 

大分県環境審議会

条例 

（H6.8.1） 

 

知事の諮問に応じ、

環境の保全に関する

基本的事項及び自然

環境の保全に関する

重要事項について、

調査審議し意見を述

べること。 

委員     42人 

総合政策部会 

16人 

水質部会   7人 

（特別委員5人） 

自然環境部会 

7人 

温泉部会  7人 

鳥獣部会  7人 

環境緑化部会7人 

（重複あり） 

 

【総合政策部会】 

R6.4.25 

・JX金属製錬株式会社佐賀関製

錬所に係る公害防止に関する細

目協定の一部改正について 

・公害防止協定に係る事務に関

する大分県環境審議会総合政策

部会への諮問事項及び報告事項

について 

・第４次大分県環境基本計画の

策定について 

・新たな県民運動の名称募集に

ついて 

・部会の報告事項について 

R6.8.21 

・第４次大分県環境基本計画（

案）の策定について 

・「大分県土砂等のたい積行為

の規制に関する条例」及び「大

分県土砂等のたい積行為の規制

に関する条例施行規則」の一部

改正について 

R7.3.14（書面開催） 

・大分県環境マネジメントシス

テムの令和5年度実績について 

 

【水質部会】 

R7.2.19 

・令和7年度公共用水域及び地下

水の水質測定計画について 

・「大分県生活環境の保全等に
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関する条例施行規則」の一部改

正について 

 

【自然環境部会】 

R7.1.17 

・指定希少野生動植物の指定（

案）について 

・大分県クリハラリス防除実施

計画（案）について 

 

【温泉部会】 

R6.5.23 R6.7.25 

R6.9.18 R6.11.20 

R7.1.30 R7.3.19 

•温泉新規掘削許可申請について 

•温泉代替掘削許可申請について 

•温泉増掘許可申請について 

•動力装置許可申請について 

 

【鳥獣部会】 

開催なし 

 

【環境緑化部会】 

開催なし 

大分県環境

影響評価技

術審査会 

 

大分県環境影響評

価条例第48条 

(H11.3.16) 

 

知事の諮問に応じ、

環境影響評価その他

の手続きに関する技

術的事項を調査審議

し、意見を述べるこ

と。 

 

委員   14人 

 

R6.9.26 

・中九州横断道路（大分～犬

飼）環境影響評価方法書につ

いて 

・（仮称）四浦半島風力発電

事業環境影響評価準備書につ

いて 

R6.11.29 

・中九州横断道路（大分～犬

飼）環境影響評価方法書に対

する答申について 

R7.3.4 

・（仮称）四浦半島風力発電

事業環境影響評価準備書に対

する答申について 

大分県公害

審査会 

 

 

 

 

 

公害紛争処理法第

13条 

大分県公害紛争処

理条例 

(S45.9.29) 

 

 

公害に係る紛争のう

ち、公害等調整委員

会が管轄する事件以

外の事件について、

あっせん、調停及び

仲裁を行うこと。 

委員   10人 

 

 

 

 

 

 

R7.2.13 

・大分県公害審査会会長の選

出 

・公害紛争処理制度について 
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大分県産業

廃棄物審査

会 

大分県産業廃棄物

の適正な処理に関

する条例第22条 

(H17.7.11) 

産業廃棄物処理施設

の設置について意見

を求められた場合や

、産業廃棄物の適正

な処理の推進に関す

る施策について知事

の諮問に応じて、調

査審議し、意見を述

べること。 

委員   10人 R6.10.2 

•有限会社クリーン環境の安定型

最終処分場変更許可申請につい

て 

R6.11.22 

•エコセンター力南株式会社の安

定型最終処分場設置許可申請に

ついて 

R6.12.12 

•九州環境管理株式会社の安定型

産業廃棄物最終処分場設置許可

申請について 

R7.1.28 

株式会社大和の管理型最終処分

場変更許可申請の事前協議につ

いて 

大分県漁業

被害認定審

査会 

 

 

 

 

 

大分県公害被害救

済措置条例 

(S48.12.25) 

 

 

 

 

 

漁業被害の補填申請

に対し、当該被害の

態様が条例第9条の規

定に補填を求める者

が同第10条の規定に

適合するか審査する

こと。 

委員   8人 

 

 

 

 

 

 

 

R7.2.6 

・令和6年度の赤潮発生に伴

う漁業被害の認定について 
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表 1-12 各種審議会委員等名簿 

⑴ 大分県環境審議会委員 
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⑵ 大分県環境影響評価技術審査会委員 

（令和 7 年 10 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 職名等 備考

衞 藤 民 子 日本野鳥の会大分県支部　事務局長

大 上 和 敏 大分大学教育学部　教授 会長

川 野 智 美 九重ふるさと自然学校　代表

久 壽 米 木 洋 子 公益社団法人大分県薬剤師会　理事

須 藤 智 徳
立命館アジア太平洋大学
サステイナビリティ観光学部　教授

副 島 顕 子 熊本大学大学院先端科学研究部　教授

堤 内 雄 二 大分昆虫同好会　会長 会長代理

富 来 礼 次 大分大学理工学部　教授

富 山 雄 太 日本ミズベ研究所　代表

永 野 昌 博 大分大学理工学部　准教授

信 岡 か お る 大分大学理工学部　教授

姫 野 由 香 大分大学理工学部　准教授

吉 岡 敏 和 豊後大野市商工観光課　ジオパーク専門員

吉 永 浩 二 大分県文化財保護指導員

任期：令和7年6月3日～令和9年6月2日
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⑶ 大分県公害審査会委員 

（令和 7 年 3 月現在） 

 

⑷ 大分県産業廃棄物審査会 

                            （令和 7 年 10 月現在） 

 

 

 

 

専 門 分 野 氏 名 役 職 名 等

吉 田 祐 治 弁護士

井 田 雅 貴 弁護士

安 部 茂 弁護士

田 中 朋 子 弁護士

貞 永 明 美 大分県医師会常任理事

斉 藤 功 大分大学医学部　教授

前 原 理 佳 大分県薬剤師会常務理事

影 山 隆 之 大分看護科学大学看護学部　教授

定 金 香 里 大分看護科学大学看護学部　准教授

大 上 和 敏 大分大学教育学部　教授

任期：令和7年1月8日～令和10年1月7日

法 律

公 衆 衛 生

産 業 技 術 ・ そ の 他

氏名 

吉松 研一 

田中 孝典 

中村 多美子 

能見 知子 

田中 綾子 

平田 誠 

信岡 かおる 

久壽米木 洋子 

大上 和敏 大分大学教育学部教授 

御沓 稔弘 

任期：令和 6 年 4 月 26 日～令和 8 年 4 月 25 日 

（公財）大分県生活衛生営業指導センター専務理事兼事務局長 
元生活環境部審議監、元大分県循環社会推進課長 

大分県薬剤師会検査センター副所長兼総務部長 
大分県薬剤師会理事 

職名 

（一社）大分県中小企業診断士協会理事・副会長 
中小企業診断士 

大分工業高等専門学校 
都市・環境工学科教授 

大分大学理工学部非常勤講師 

大分大学理工学部教授 

弁護士法人リブラ弁護士 

田中保之法律事務所弁護士 

福岡大学工学部教授 
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⑸ 大分県漁業被害認定審査会委員 

                            （令和 7 年 10 月現在） 

  
任期：令和 6 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日 

 

⑹ グリーンアップおおいた推進会議委員 

（令和 7 年 10 月 9 日現在） 

 

 

氏　　　名 職　　　　　名

原口　舞 大分県薬剤師会常務理事

小野　眞一 元大分県漁協専務理事、元農林水産部審議監

小野　裕佳 弁護士

酒井　久美子 大分大学医学部非常勤講師（医学博士）

佐藤　名保 (株)マリンパレス主任

堤　進 大分県立海洋科学高等学校校長

久門　一紀
(国研)水産研究・教育機構
水産技術研究所特任部長

大崎　悦男 佐伯市農林水産部水産課長

任期：令和６年１０月１日から令和８年９月３０日
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⑺ 自然公園指導員（大分県委嘱） 

（令和 7 年 4 月 1 日現在）   

 
（任期：令和 7 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日）  
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⑻ 自然公園指導員（環境省委嘱） 

（令和 7 年 4 月 1 日現在）  

氏名 フリガナ 主な活動地域 

国立公園 国定公園 

赤嶺 和樹 ｱｶﾐﾈ ｶｽﾞｷ 阿蘇くじゅう   

池松 信子 ｲｹﾏﾂ ﾉﾌﾞｺ 阿蘇くじゅう   

入江 久生 ｲﾘｴ ﾋｻｵ 阿蘇くじゅう   

鬼塚 隆子 ｵﾆﾂｶ ﾀｶｺ 阿蘇くじゅう、瀬戸内海   

川野 智美 ｶﾜﾉ ｻﾄﾐ 阿蘇くじゅう   

小山 正記 ｺﾔﾏ ﾏｻｷ 阿蘇くじゅう   

齋藤 行雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ   日豊海岸 

齋藤 義信 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ   祖母傾 

坂本 浩昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 阿蘇くじゅう 日豊海岸、祖母傾 

笹平 浩江 ｻｻﾋﾗ ﾋﾛｴ 阿蘇くじゅう   

指原 里美 ｻｼﾊﾗ ｻﾄﾐ 阿蘇くじゅう   

佐藤 一生 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 阿蘇くじゅう   

炭本 悟朗 ｽﾐﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

瀬口 三樹弘 ｾｸﾞﾁ ﾐｷﾋﾛ 阿蘇くじゅう   

寺田 豪淳 ﾃﾗﾀﾞ ｺﾞｳｼﾞｭﾝ 瀬戸内海   

長尾 武彦 ﾅｶﾞｵ ﾀｹﾋｺ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

二宮 孝明 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶｱｷ 阿蘇くじゅう、瀬戸内海   

原 勇人 ﾊﾗ ﾊﾔﾄ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

平野 憲司 ﾋﾗﾉ ｹﾝｼﾞ 阿蘇くじゅう 日豊海岸、祖母傾 

弘蔵 岳久 ﾋﾛｸﾗ ﾀｹﾋｻ 阿蘇くじゅう   

堀田 実 ﾎﾘﾀ ﾐﾉﾙ 阿蘇くじゅう 日豊海岸 

宮野 敬樹 ﾐﾔﾉ ｹｲｼﾞｭ   耶馬日田 

宮本 寛 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 阿蘇くじゅう 玄海国定 

山本 兆司 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｮｳｼﾞ   耶馬日田 

吉武 秀樹 ﾖｼﾀｹ ﾋﾃﾞｷ 阿蘇くじゅう   

吉野 眞治 ﾖｼﾉ ｼﾝｼﾞ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

渡辺 了孔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 瀬戸内海 日豊海岸 

高野 努 ﾀｶﾉ ﾂﾄﾑ 阿蘇くじゅう   

増田 啓次 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

種村 英大 ﾀﾈﾑﾗ ｴｲﾀﾞｲ 阿蘇くじゅう   

佐藤 三貴 ｻﾄｳ ﾐｷ 阿蘇くじゅう   

大島 和伸 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 阿蘇くじゅう 祖母傾 

河野 綾子 ｶﾜﾉ ｱﾔｺ 阿蘇くじゅう   

竹庵 明日香 ﾁｸｱﾝ ｱｽｶ 阿蘇くじゅう   

柳井 理子 ﾔﾅｲ ﾘｺ 阿蘇くじゅう   

任期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日 
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⑼ グリーンアップおおいたアドバイザー 

（令和 7 年 4 月 1 日現在）  

№ 氏　　　名 住所地 専門分野等

1 朝見　高樹 大分市 　　緑化やまちづくりの指導、森林植樹指導、自然環境保護活動の指導、自然の中の庭園づくりの指導、松林の植樹、落ち葉プール、自然観察ウォーキング

2 足利　慶聖 中津市 　　海洋ゴミ（漂着ごみ）、自然観察会（干潟観察、鳥観察、魚観察）、カブトガニの調査

3 阿部　秀幸 九重町 野鳥、自然体験活動、水生生物（田植え活動しながら）、川遊び体験

4 伊東　都茂子 大分市
幼児教育（森の幼稚園的活動）、自然体験学習、身近な自然の観察体験、フィールドに沿った簡単なクラフト制作、盲・聾の方の自然観察会（日常会話程度の
手話可能）

5  伊東 博光 大分市 動植物等の自然観察会（七瀬川、上野の森、県内の小中学校、幼稚園、保育園及びその周辺）

6 植木　和宏 大分市 環境分析（大気・水質・土壌）、環境測定（騒音・振動・悪臭）、水質その他（飲料水）

7 上村　雅樹 別府市 自然保護・観察と体験学習、植栽指導、造園（樹木）

8 江口　初男 大分市 野鳥、自然観察

9 太田　博之 中津市 中津周辺の生物調査、中津周辺の地質調査・地形調査

10 小田　　毅 別府市 自然保護、植物観察、環境保全と生物多様性

11 海原　明子 国東市 海岸保全、国東半島に上陸する海がめの保護、漂着ごみを題材とした環境学習、海岸での体験学習、地球温暖化

12 加藤　俊一 大分市 地球温暖化全般に関すること

13 川野　智美 大分市 植物生態（動植物全般）、自然観察、体験活動

14 清瀧　陽平 日田市 植物遺伝資源学、植生学、在来生物（木本類）、植物の繁殖・栽培、森づくり・山づくり

15 久保　皓一 中津市 地球温暖化問題の講座、環境問題「ゴミとリサイクル」、自然保護、家庭から取り組む環境問題

16 藏田　佳代 玖珠町 自然観察と体験活動

17 五島　明日香 中津市 段ボールコンポスト、干潟の自浄作用、環境保全・生態系

18 指原　孝治 由布市
里山の自然環境全般（山がメイン）、山の自然環境全般（森や草原、里山）
体験型の講座（「田んぼの生き物探し」、「山登りプログラム」、「落ち葉で遊ぶ」）

19 須賀　要子 中津市 ごみとリサイクル、地球温暖化、環境コミュニケーション

20 杉浦　嘉雄 大分市 自然体験活動、野鳥保護教育、鳥類保護、愛鳥養育、生物多様性の保全･再生

21 須藤　智徳 別府市 持続可能な開発（SDGsを含む）、気候変動問題、環境政策、環境経済学

22 瀨口　三樹弘 大分市 森林観察、森の散策、湿原・草原の観察、生物の分類と生態、自然環境保全

23 髙山　良範 豊後 大野市 地球温暖化問題、生物多様性、生活排水・水問題、環境マネジメント、食料・農業農村環境問題

24 田邉　勇 大分市 緑化、森林・林業、自然観察

25 利滿　邦家 大分市
省エネルギー問題、環境教育における人材育成、人的環境におけるリーダー養成、地球環境、省エネ対策の紙芝居を使った講演
地震について（3.11を東京で体験したときの話、地震時の津波の怖さ、非常時にどう対応するかを考える）

26 中内　信孝 大分市 自然保護、自然観察、自然体験、ごみ・リサイクル、食品ロス・食品リサイクル、海洋プラスチックごみ、地球温暖化、SDGｓ、防災

27 中内　仁美 大分市 自然保護、自然観察、自然体験、防災

28 花宮　廣務 由布市
気象、防災、環境問題、昆虫の移動、地球温暖化と異常気象（大雨、台風、熱波、大雪）、暮らしと災害、大雨・台風に備える、天気予報の利用、
食と災害と温暖化

29 原口　サトミ 中津市
体験型環境教育（ネイチャーゲーム、ネイチャークラフトなど）、紙芝居やパネルシアターを取り入れた環境学習、身近なエコ活動の紹介、
森林、環境保全、ごみとリサイクル

30 幡東　孝則 国東市 公園緑地、街路樹、屋上緑化、街づくり、景観計画
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31 二村　沢行 大分市 自然観察と体験学習、自然保護、ごみとリサイクル、森林・緑化

32 堀　英樹 別府市 水生生物（主に水生昆虫）、海岸動物の観察、自然観察

33 牧野　治敏 大分市 理科教育、科学教育、生活科、自然認識、自然体験活動

34 増田　啓次 九重町 登山ガイド、自然観察

35 増田　直人 中津市 食を中心とした環境について、農、林業から考える環境について

36 松尾　敏生 大分市 生物（水生生物・海・川）、自然観察会、化学

37 柗本　明美 別府市 地球温暖化、エシカル消費、SDGｓ

38 松山　真弓 大分市 ＳＤＧｓ、ISO14001

39 溝部　敏勝 大分市 地球温暖化問題（地球温暖化防止活動推進員）、プラスチックゴミ、食品ロス、省エネルギ―、ゴミとリサイクル

40 簑原　聡子 由布市 草花や生き物の観察、木工体験、竈料理体験

41 宮野　敬樹 中津市 自然観察会における指導、鳥類・植物・動物・水生生物の生態

42 宮本　靖之 九重町 生物の生態（主に昆虫）

43 森田　祐介 大分市 野生生物・小動物（哺乳類、両生類、は虫類）

44 森山　林生 杵築市
森林管理（里山林整備・育林技術を含む）、野鳥保護（巣箱作りと管理運営も含む）、野鳥観察（バードウォッチング指導など）、
野鳥調査（ガンカモ調査・鷹の渡り調査）

45 矢野　真紀夫 豊後大野市 動物全般の生態および環境

46 山田　智通 大分市 河川、ダムに関する事項（河川環境）、建設事業と環境調査、河川に生息する魚類・エビ類等の生態

47 山本　幸司 大分市 天体観測、スターウォッチング、天体観測施設環境等アドバイス、住環境と自然素材

48 山守　巧 中津市
生物学・・野依新池（中津市）を中心とした淡水止水域生物の研究
考古学・・野依・伊藤田窯跡群（古墳時代）の研究

49 横光　陽子 中津市 環境と身体に優しいエコライフ、生ごみ堆肥（ダンボールコンポストなど）、石けん（お茶石けん、ぬか石けん、カボス石けんなど）、水問題、ごみ問題、節電

50 綿末　しのぶ 杵築市
地球温暖化、地球の水環境、自然環境（川や海､生き物の生態系と循環など）、人の暮らしと環境（ごみ、リサイクル、省エネ、節電、合成洗剤、食廃油石けん
作り、エコクッキング、エコドライブ、エコライフ、牛乳パック工作など）、環境教育、環境学習指導
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表 1-13 啓発活動の実施状況 
行事名 所管課 実施期間 場所 内容 

みどりの月間 
森との共生

推進室 

4 月 15 日 

～5 月 14 日 
県内 

「緑の羽根」着用の呼びかけを行った

ほか、緑の募金街頭キャンペーンを実

施するなど緑化の普及啓発を行った。 

環境月間 

（6 月 5 日環境の日） 
環境政策課 

6 月 1 日～30

日 
県内 詳細は表 1-16 参照。 

瀬戸内海環境保全月間 環境保全課 
6 月 1 日～30

日 
県内 

期間中（公社）瀬戸内海環境保全協会

作成のポスターを市町村・保健所等へ

配布し意識の高揚を行った。 

河川愛護月間 河川課 
7 月 1 日～31

日 
県内 

期間中、河川周辺のごみ拾いや雑草刈

りを実施した。また、啓発活動用チラ

シやポスターを市町村・土木事務所等

へ配布し河川愛護思想の高揚を図っ

た。 

海岸愛護月間 河川課 
7 月 1 日～31

日 
県内 

期間中、海岸の清掃を実施し国土交通

省の作成した「海岸愛護ポスター」を

市町村・土木事務所へ配布し海岸愛護

の高揚を図った。 

道路ふれあい月間 

（8 月 10 日道の日） 
道路保全課 

8 月 1 日～31

日 
県内 

期間中道路の草刈、側溝掃除、空き缶

拾い等を実施した。また、各種広報媒

体により、道路愛護思想の高揚を図っ

た。 

生活排水きれい推進月間 

（9 月 10 日下水道の日） 

（10 月 1 日浄化槽の日） 

公園・生活

排水課 

9 月 10 日 

～10 月 10 日 
県内 

市町村と連携した各種「下水道の日」

「浄化槽の日」の広報・啓発等によ

り、生活排水対策による水環境保全思

想の高揚を行った。 

食品ロス削減月間 
循環社会推

進課 

10 月 1 日～

31 日 
県内 

広報・啓発活動等を行い、食品ロス削

減に対する意識の高揚を図った。 

みどりのまちづくり推進

月間 

森との共生

推進室 

10 月 1 日～

31 日 
県内 

県民一人ひとりの手で緑化木を植栽

し、生活環境の緑化を推進するため、

街頭での緑化苗木の配布を行い、緑化

の意識の高揚を図った。 

都市緑化月間 
公園・生活

排水課 

10 月 1 日～

31 日 
県内 

都市における緑の保全・創出や、都市

公園、街路樹の整備等を推進し、住民

参加による緑豊かな美しいまちづくり

を展開するため、「都市緑化月間」の

推進イベントを行った。 

文化財保護強調週間 文化課 
11 月 1 日～7

日 
県内 

文化財に関する講演会・芸能発表会の

開催・文化財めぐり・文化財周辺の清

掃活動・児童生徒による文化財学習な

どを実施し、文化財愛護思想の普及・

高揚を図った。 

緑化推進強化月間 
森との共生

推進室 

3 月 1 日～31

日 
県内 

期間中、県内各地で緑化用苗木の街頭

配布を行ったほか、取組パンフの配布

等により緑化の普及の啓発を行った。 

土地改良施設愛護月間 
農村整備計

画課 

7 月 10 日 

～8 月 10 日 
県内 

期間中、県内各地でため池やダム周辺

の環境整備活動を行い、参加者へ土地

改良施設維持及び農業農村の保全への

意識啓発を図った。 
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表 1-14 令和 6 年度「環境の日」及び「環境月間」関連行事 

  行事名 行事・事業内容 主催 場所 期日 

1 生ごみの水きり HP での生ごみの水きりの呼

びかけ 

宇佐市 － 通年 

2 資源ごみ拠点回収 拠点回収ボックスの設置・

回収・周知 

宇佐市 宇佐市内全域 通年 

3 清掃センター社会

見学 

ごみやリサイクルに関心を

持ち家庭内でのごみ分別や

減量を啓発する。 

市立小学

校 

豊後大野市清掃セ

ンター 

6 月は 6 校が実

施（年間通じて

平日に実施中） 

4 週末講座（磯観察） 家族等で磯の生物を採取し

観察することで自然環境保

全の意識醸成を図る 

香々地青

少年の家 

香々地青少年の家 6 月（各週末） 

5 環境絵本の読み聞

かせ 

環境に関する絵本や紙芝居

の読み聞かせを行う。 

大分市 市民図書館（J:COM

ホルトホール大分

内）、市民図書館コ

ンパルホール分館 

6 月（各週末） 

6 屋久島自然学習 フィールドワークを前に、

屋久島の自然環境について

学ぶ 

大分県立

大分舞鶴

高等学校

理数科 

大分県立大分舞鶴

高等学校 

週 1 回 

7 地域清掃活動 野球部がグラウンド周辺の

道路の除草、ゴミ拾いなど

に取り組んでいる。 

大分県立

大分舞鶴

高等学校

野球部 

大分県立大分舞鶴

高等学校グラウン

ド周辺 

週 1 回 

8 市報に環境月間特

集記事を掲載 

生物多様性や環境保全に向

けた市の取組等について紹

介 

中津市 － 6 月号市報 

9 市報で環境月間の

照会 

「広報たけた」６月号で環

境月間について紹介 

竹田市  － 6 月号市報 

10 町報での普及啓発 「広報くす」６月号で環境

保全の日河川敷清掃の取組

について紹介 

玖珠町 － 6 月号町報 

11 大分市環境展 ・３きり運動で食品ロス０

（使いきりレシピの紹介

DVD 上映等） 

・食品ロスとプラスチック

ごみの削減クイズ 

・生ごみ処理容器等の展示・

申請受付 

大分市 ガレリア竹町ドー

ム広場 

6 月 1 日 

12 大分市環境展 テーマ「見つけて体験！今

日から始めるデコ活ライ

フ」に基づき、すぐに始めら

れる環境にやさしい取り組

みを紹介。 

大分市 ガレリア竹町ドー

ム広場 

6 月 1 日 
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13 不法投棄撲滅広報

活動 

市報で不法投棄の撲滅を周

知する。 

豊後大野

市 

豊後大野市内 6 月 1 日 

14 区長通達 各区長宛に地域の環境美化

活動を文書にて呼びかけ 

杵築市 杵築市全域 6 月 1 日 

15 観光ルート清掃 観光ルートになっている中

津城周辺のごみ拾い等の清

掃活動 

中津商工

会議所 

中津城周辺 6 月 1 日 

16 テレビスポット CM

による不法投棄防

止啓発 

マスメディアを活用し、不

法投棄について、広く県民

に周知を図る。 

広報広聴

課（循環

社会推進

課より依

頼） 

－ 6 月 1 日 

～6 月 5 日 

17 2024 年度アダアプ

トプログラム助成

制度について 

アダプトプログラム参加者

募集についての広報 

公益財団

法人食品

容器環境

美化協会 

佐伯市公式ホーム

ページ 

6 月 1 日 

～6 月 12 日 

18 菌ちゃん野菜作り

生ごみリサイクル

授業 

生ごみを利用した土づくり

授業 

佐伯市清

掃課 

鶴岡幼稚園、しろ

やま共同保育園、

切畑小学校、松浦

小学校、 

6 月 1 日 

～6 月 27 日 

19 大分県公式ホーム

ページでの環境月

間周知 

大分県公式ホームページに

て、環境月間について紹介 

大分県 － 6 月 1 日 

～6 月 30 日 

20 環境ブック読み聞

かせ運動 

各施設に「環境関連図書を

集めたコーナー」を設置。

「読み聞かせボランティア

グループ」等の協力のも

と、「環境」に関する本を読

み聞かせや、紙芝居等を実

施。 

大分市 市民図書館や県立

図書館、地区公民

館、幼稚園、保育

所、小学校、中学校

等 

6 月 1 日 

～6 月 30 日 

21 庁舎内ポスター掲

示 

独自で作成したポスターを

掲示 

別府市 別府市役所本庁舎

内 

6 月 1 日 

～6 月 30 日 

22 環境関係のポスタ

ー掲示 

ポスター掲示 国東保健

部 

大分県国東保健部 6 月 1 日 

～6 月 30 日 

23 黒島海水浴場美化

活動 

黒島按針会による島内環境

美化活動 

黒島按針

会 

第２種国定公園 

黒島 

6 月 2 日 

24 美化活動 佐志生ひょうたんの会が定

期的に清掃活動を実施 

佐志生ひ

ょうたん

の会 

佐志生地区内の道

路等 

6 月 2 日 

25 大分市環境ポスタ

ー展 

市内や大分市の友好都市、

交流促進都市等の小中学生

から募集した環境問題をテ

ーマとしたポスターを展

示。 

大分市 ①荷揚複合公共施

設 1 階 コモンス

ペース 1 

②J:COM ホルトホ

ール大分 1 階 エ

ントランスホール 

①6 月 2 日 

～6 月 7 日 

②6 月 14 日 

～6 月 26 日 

26 環境出前講座 ・講座（地球温暖化） 真玉小学 真玉小学校 6 月 3 日 
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校 

27 不法投棄撲滅・街頭

啓発活動 

街頭において、不法投棄撲

滅を県民に訴える。 

一般社団

法人  大

分県産業

資源循環

協会 

大分市城址公園前

など大分県内 6 箇

所 

6 月 3 日 

28 環境月間の啓発活

動 

不法投棄防止街頭啓発活動 （一社）

大分県産

業資源循

環協会別

杵国東由

布支部 

別府観光港ローソ

ンそば 

6 月 3 日 

29 不法投棄撲滅・街頭

啓発活動 

大分県産業資源循環協会、

臼杵津久見警察署、保健所

で街頭啓発活動を実施 

大分県産

業資源循

環協会、

大分県 

臼杵津久見警察署

前 

6 月 3 日 

30 不法投棄防止街頭

啓発活動 

大分県産業資源循環協会別

杵国東由布支部会員、市町

村、保健所等で横断幕、のぼ

り旗等を用いたドライバー

への啓発 

大分県産

業資源循

環協会、

大分県 

国道 10 号線沿い

（別府観光港付

近） 

6 月 3 日 

31 全県下一斉不法投

棄撲滅街頭啓発活

動 

不法投棄撲滅・ゴミのポイ

捨て禁止をのぼり旗等によ

り通行者やドライバーに呼

びかける。 

（一社）

大分県産

業資源循

環協会 

豊後大野市役所前

交差点 

6 月 3 日 

32 不法投棄撲滅・街頭

啓発活動 

協会員とともに不法投棄防

止等の街頭啓発活動を行っ

た。 

一般社団

法人大分

県産業資

源循環協

会 

宇佐市西本町交差

店 

6 月 3 日 

33 生ごみ処理容器配

布 

生ごみ処理容器の配布 宇佐市 宇佐市内全域 申請：6 月 3 日

～6 月 21 日 

配布：7 月 16 日

～7 月 31 日 

34 ばい煙発生施設等

への立入検査 

（公害パトロール） 

・ばい煙発生施設に係る公

害防止施設等の確認 

・解体等の作業現場への立

入検査の実施 

大分県環

境保全課 

県内の公害防止協

定 

締結企業等 

6 月 3 日 

～6 月 28 日 

35 エコセンター番匠

施設見学 

ごみ処理施設（エコセンダ

ー番匠）の見学 

佐伯市清

掃課 

渡町台小学校、蒲

江翔南学園、八幡

小学校、上野小学

校、木立小学校、下

堅田小学校、佐伯

小学校、明治小学

校、佐伯東小学校、

鶴岡小学校 

6 月 3 日 

～6 月 28 日 
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36 令和６年度不法投

棄撲滅・街頭啓発活

動 

大分県産業資源循環協会日

田・玖珠支部に属する会員

と、大分県西部保健所職員

並びに日田市環境課職員で

左記において不法投棄撲滅

に係る街頭啓発活動を実

施。 

（一社）

大分県産

業資源循

環協会 

日田・玖

珠支部 

日田市玉川交差

点、玖珠町新塚脇

交差点 

6 月 4 日 

37 ごみについての「体

験環境学習」の開催 

小学生を対象に小学校及び

公民館等で「ごみの減量・リ

サイクル」や「ごみの分別・

出し方」等について、暮らし

の中で応用ができるような

学習を目的に開催してい

る。また、ごみ収集車を使用

したごみの積み込み体験な

ど、体験型の学習を行って

いる。 

大分市 ①鶴崎小学校 

②滝尾小学校 

③坂ノ市小学校 

④別保小学校 

⑤新生支援学校 

①6 月 4 日 

②6 月 5 日 

③6 月 13 日 

④6 月 18 日 

⑤6 月 19 日 

38 「ごみ減量・リサイ

クル推進懇談会」等

による各種説明会

の開催 

多くの方に、ごみ減量やリ

サイクルについて関心を持

っていただき、日々の生活

の中で実践していただくこ

とにより、循環型社会の形

成を図ることを目的とし、

「ごみ減量・リサイクル推

進懇談会」等を開催してい

る。 

大分市 光吉新町集会場 

（光吉新町ふれあ

いサロン） 

6 月 5 日 

39 新聞による産業廃

棄物広報・啓発推進

事業（不法投棄防

止、排出事業者責

任、マニフェスト報

告） 

マスメディアを活用し、不

法投棄・不法焼却等の防止、

事業者の排出責任、産業廃

棄物管理票（マニフェスト）

交付等状況報告書の提出等

について、産廃処分業者を

中心に広く県民に周知を図

る。 

広報広聴

課（循環

社会推進

課より依

頼） 

－ 6 月 5 日 

～6 月 8 日 

40 市 公 式 SNS

（ Facebook ・

Instagram）で発信 

市公式 SNS にて、すぐに実

践できるような活動例を投

稿し、個々人の行動を呼び

かける。 

別府市 － 6 月 5・12・19・

28 日 

41 特定外来生物「オオ

キンケイギク」の啓

発 

自治会へ依頼し、特定外来

生物「オオキンケイギク」の

栽培禁止についてチラシの

回覧を行い、啓発を実施し

た。 

国東市環

境衛生課 

－ 6 月 6 日 
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42 脱炭素社会実現に

向けて市が取り組

む施策の紹介 

市報 6 月号にて「脱炭素社

会の実現へ！」という題目

で”再生可能エネルギー・

非化石燃料の導入推進施

策””省エネルギー対策の

推進施策””地域環境の整

備施策””循環型社会の形

成施策””二酸化炭素吸収

源の保全と創出”など脱炭

素社会実現に向けて市が取

り組む施策の紹介を実施し

た。 

国東市環

境衛生課 

－ 6 月 6 日 

43 環境月間の周知と

併せ不法投棄の禁

止の啓発 

市報 6 月号にて「６月は環

境月間です」という題目で

環境月間及び不法投棄の禁

止について周知啓発を実施

した。 

国東市環

境衛生課 

－ 6 月 6 日 

44 クールビズの啓発 市報 6 月号にて「クールビ

ズのお知らせ」という題目

でクールビズの実施等につ

いて周知啓発を実施した。 

国東市環

境衛生課 

－ 6 月 6 日 

45 本のお医者さん 破損した本を家から持って

きてもらい、修理の仕方を

教える講座。 

大分市 市民図書館（J:COM

ホルトホール大分

内） 

6 月 8 日 

46 省エネ懇談会 地球温暖化に関する知識や

情報を広く市民に普及啓発

する。省エネ家電購入費補

助金の周知や、省エネ対策・

熱中症対策についての啓発

を実施。 

大分市 ふれあいサロン等 ①6 月 11 日 

②6 月 17 日 

③6 月 20 日 

47 電球や LED 蛍光灯

は燃えないごみで

出してください！ 

ごみの捨て方や分別につい

ての啓発 

佐伯市清

掃課 

佐伯市公式ホーム

ページ 

6 月 13 日～ 

48 環境かるたあそび 環境かるたで、環境につい

て学びながら遊ぶ。 

大分市 市民図書館（J:COM

ホルトホール大分

内） 

6 月 15 日 

49 国見地域協議会  

第 77 回清掃ボラン

ティア活動 

海岸清掃 国見地域

協議会 

向田海岸 6 月 15 日 

50 町内一斉カントリ

ー作戦 

環境月間にあわせ町内一斉

美化活動として、各区にお

いて空き缶や不燃物等の清

掃活動を実施する。 

日出町住

民生活課 

日出町全域 6 月 16 日 

51 環境出前講座 ・講座（海洋ごみ） 真玉小学

校 

真玉小学校 6 月 17 日 

52 環境出前講座 ・講座（ごみ減量） 三浦小学 三浦小学校 6 月 19 日 
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校 

53 ごみの出し方・分け

方説明会 

ごみやリサイクルに関心を

持ち家庭内でのごみ分別や

減量を啓発する。 

いきいき

サロン 

豊後大野市大野町

田中 

6 月 19 日 

54 環境出前講座 ・講座（海洋ごみ） 本町２サ

ロン 

本町２区集会所 6 月 20 日 

55 建設リサイクル法

パトロール 

解体現場における労働者の

安全衛生、石綿に関する事

前調査、廃棄物の適正処理

などの確認のため、関係機

関合同でパトロールを実施

した 

別府市、

大分県 

管内の家屋等解体

現場 

6 月 20・21 日 

56 建設リサイクルパ

トロール 

解体工事現場への立入 別府土木

事務所 

国東管内 6 月 21 日 

57 児童書のリサイク

ルフェア 

利用率の低下した児童書や

内容が更新された旧版の児

童書、保存期限の切れた児

童雑誌を、市民に配布し再

利用してもらう。 

大分市 市民図書館（J:COM

ホルトホール大分

内） 

6 月 22 日 

58 ビーチアーシング 

国東 

海岸清掃 大分県東

部振興局 

国東市黒崎海岸 6 月 22 日 

59 森林セラピー体験

ツアーin おしどり

渓谷 

森林セラピー体験 大分市 おしどり渓谷セラ

ピーロード 

6 月 23 日 

60 フリーマーケット 旧野津高校跡地の室内に

て、フリーマーケットを実

施 

臼杵市環

境課 

旧野津高校跡地 6 月 23 日 

61 野外焼却（野焼き）

は法律で禁止され

ています 

野焼き禁止ついての啓発 佐伯市清

掃課 

佐伯市公式ホーム

ページ 

6 月 24 日～ 

62 長峰小学校水生生

物調査 

五十石川に生息する生き物

を調査し、身近な環境につ

いて学ぶ。 

豊かな水

環境創出 

五十石川

等流域会

議 

五十石川(宇佐市) 6 月 25 日 

63 不法投棄撲滅広報

活動 

広報車で不法投棄の撲滅を

呼びかける。 

豊後大野

市 

豊後大野市内 6 月 25・26 日 

64 大分県廃棄物不法

処理防止連絡会議 

関係機関と廃棄物の不法処

理防止について情報共有を

行ったもの。 

循環社会

推進課 

大分県庁舎 6 月 27 日 

65 環境学習 環境学習 大分県立

国東高等

学校 

大分県立国東高等

学校 

6 月 27 日 

66 環境美化活動 桜貝の会（ボランティア団

体）が定期的に清掃活動を

実施 

桜貝の会 臼杵市内の海岸・

河川・道路等 

6 月 30 日他 
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表 1-15 令和 6 年度環境影響評価指導審査実績 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

○環境影響評価法対象事業 

№ 事業名 事業主体 種類 手続状況 

1 
中九州横断道路(大分～

犬飼) 
大分県 

道路事業 

(約 18ｋｍ、4 車線) 

方法書に対する知事意見発出

(R6.12.17) 

2 四浦半島風力発電事業 電源開発㈱ 
風力発電所 

(出力 6.45 万 kW） 

準備書に対する知事意見発出

(R7.3.10) 

○大分県環境影響評価条例対象事業 

№ 事業名 事業主体 種類 手続状況 

     

○大分県環境配慮推進要綱対象事業 

№ 事業名 事業主体 種類 手続状況 

1 県営明野住宅建替事業 県 
建築物の建設 

（5,729 ㎡） 

環境配慮調書に対する生活環境部長

意見発出（R6.5.23） 

2 
臼杵港下り松地区港湾

機能施設整備事業 
県 

公有水面埋立 

（4.6ha） 

環境影響評価書に対する生活環境部

長意見発出（R6.6.28） 

3 
国道 442号久住拡幅Ⅲ工

区道路改良事業 
県 

道路の建設 

（2.13km） 

環境配慮調書に対する生活環境部長

意見発出（R6.11.14） 

表 1-16 大分県環境影響評価制度の改正の経緯 

年 内容 

平成 17 年 
国が「環境影響評価法の基本的事項の改正」を行った。これを受けて各省庁も事業ごとに

環境影響評価の実施に必要な指針を定めた「主務省令」を改正した。 

平成 19 年 
大分県が「大分県環境影響評価条例施行規則の一部改正」と「大分県環境影響評価条例第

四条第一項の技術的事項に係る指針の一部改正」を行い、7 月 1 日に施行した。 

平成 25 年 
「平成 25 年の条例改正による配慮書手続の導入」に伴い、「条例施行規則を改正し施行」

した。 

平成 29 年 
「平成 29 年の条例改正による、発電所設置事業の対象事業への追加」に伴い、「条例施

行規則を改正し施行」した。 

令和 3 年 
「太陽光発電所の規模要件に特別地域に係る特例を設ける」ため、「条例施行規則の一部

改正」を行い、8 月に施行した。 

 

表 1-17 令和 6 年度活動実績 グリーン購入推進方針による物品調達 

大分類名 主な品目名 

R6 

基準外 1 

購入額 

文具類 ゴム印、事務用封筒など 80,048 

OA 機器 複合機、プリンタ、トナーカートリッジなど 59,366 

ごみ袋等 プラスチック製ごみ袋 21,800 

合計  161,214 

(基準外 1)グリーン購入できなかったもののうち、早急に必要で、選択している余裕がなかったものの金額 



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  111 

 

 

表 1-18 特定工場等の届出の状況 

（令和 7 年 3 月 3１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

別表番号 特 定 作 業 の 種 類 特定工場数

1 石油製品の製造の作業 1

2 石油化学基礎製品の製造の作業 6

3 合成樹脂の製造の製造 2

4 合成ゴムの製造の作業 1

5 合成染料、有機顔料、塗料又は印刷インキの製造の作業        

6 医薬品の製造の作業 1

7 農薬の製造の作業

8 1から7に掲げる作業以外の有機化学工業製品の製造の作業

9 化学肥料の製造の作業        

10 無機顔料の製造の作業        

11 か性ソーダ、塩素又は無機酸の製造の作業

12 10及び11に掲げる作業以外の無機化学工業製品の製造の作業 1

13 コークスの製造の作業

14 銑鉄、鋼若しくは合金鉄の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 1

15 非鉄金属若しくはその合金の製造又はこれらの鋳造、塑性加工若しくは熱処理の作業 2

16 建設作業、産業用機械その他の一般機械器具の製造の作業

17 電気機械器具の製造の作業

18 船舶、車両その他の輸送用機械器具の製造の作業

19 精密機械器具の製造の作業

20 骨材の製造又は加工の作業 14

21 セメント又は石灰の製造の作業 4

22 生コンクリートの製造の作業 73

23 その他の土石製品の製造の作業 3

24 パルプ、紙又は紙加工品の製造の作業 1

25 発電の作業 8

26 ガスの製造の作業      

27 汚水又は廃液の処理の作業

28 燃料その他の物の燃焼による熱媒体の加熱又は空気の加温若しくは冷却の作業 5

29 物の表面処理又はめっきの作業 30

30 炭化水素系物質の受入れ、保管又は出荷の作業

合　　　　　　　　計 153

備考：複数の特定作業を行っている特定工場については主たる業種を計数している。
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表 1-19 五地域の指定状況  

（単位：ha、％）  

 

 

表 1-20 大分県公害審査会等に係属した公害紛争事件  

 

 

表 2.6-4 五地域の指定状況                      （単位：ha、％） 

 
備考  １（ ）は、県土面積に対する割合 

２ 各地域に重複している地域があるため、五地域と白地地域の単純合計は、県土

面積を超えている。 

３ 県土面積は、毎年 10 月１日現在で国土地理院が把握している面積 

H31.3.31現在 R2.3.31現在 R3.3.31現在 R４.3.31現在 R5.3.31現在 R6.3.31現在

(16.4) (16.4) (16.2) (16.2) (16.2) (16.2)
103,865 103,865 102,731 102,731 102,731 102,731

(65.0) (65.0) (65.0) (65.0) (65.0) (65.0)
412,285 412,285 412,288 412,288 412,288 412,261

(71.2) (71.2) (71.2) (71.2) (71.2) (71.1)
451,629 451,565 451,561 451,439 451,243 451,100

(27.6) (27.6) (27.6) (27.6) (27.6) (27.6)
174,849 174,849 174,849 174,849 174,849 174,849

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
15 15 15 15 15 15

(180.2) (180.2) (180.0) (180.0) (180.0) (179.9)
1,142,643 1,142,579 1,141,444 1,141,322 1,141,126 1,140,956

(1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.2) (1.2)
7,004 7,004 7,260 7,261 7,314 7,314

(181.3) (181.3) (181.2) (181.1) (181.1) (181.1)
1,149,647 1,149,583 1,148,704 1,148,583 1,148,440 1,148,270

634,073 634,076 634,076 634,070 634,070 634,070

年

農 業
地 域

都 市
地 域

区　分

県 土 面 積

合 計

白 地 地 域

五 地 域 計

自然保全
地 域

五
地
域

自然公園
地 域

森 林
地 域

表 2.6-9 大分県公害審査会等に係属した公害紛争事件 

№ 受付年月 事件名 終結年月 終結区分 

1 平成 3 年 10 月 
ゴルフ場農薬等被害防止建設差止請

求事件 
平成 5 年 3 月 調停打切り 

2 平成７年 11 月 
下水道終末処理場建設に係る調停申

請事件 
平成 8 年 8 月 調停打切り 

3 平成 17 年 3 月 
ガソリンスタンド土壌汚染浄化工事

実施協力に係る調停申請事件 
平成 17 年 12 月 調停成立 

4 平成 27 年 8 月 
食品製造工場からの悪臭被害防止請

求事件 
平成 28 年 1 月 調停打切り 

5 平成 28 年 3 月 
福祉施設からの騒音・悪臭等被害防

止請求事件 
平成 29 年 1 月 調停打切り 

6 平成 29 年 2 月 
非鉄金属製造工場からの排水による

海底汚染物質除去請求事件 
平成 29 年 3 月 調停打切り 

7 令和元年 8 月 
コインランドリーからの騒音等被害

防止請求事件 
令和 2 年 3 月 調停打切り 

8 令和 2 年 11 月 
発電所施設からの粉じん被害防止請

求事件 
令和 3 年 10 月 調停成立 
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２ 大気関係資料 

表 2-1-1 大気汚染に係る環境基準設定年表 

年 月 項目 備考 

昭和 44 年 2 月 硫黄酸化物 新規設定 

昭和 45 年 2 月 一酸化炭素 新規設定 

昭和 47 年 1 月 浮遊粒子状物質 新規設定 

昭和 48 年 5 月 

硫黄酸化物 → 二酸化硫黄 環境基準改定 

二酸化窒素 新規設定 

光化学オキシダント 新規設定 

昭和 53 年 7 月 二酸化窒素 環境基準改定 

平成 9 年 2 月 

ベンゼン 新規設定 

トリクロロエチレン 新規設定 

テトラクロロエチレン 新規設定 

平成 11 年 12 月 ダイオキシン類 新規設定 

平成 13 年 4 月 ジクロロメタン 新規設定 

平成 21 年 9 月 微小粒子状物質 新規設定 

平成 30 年 11 月 トリクロロエチレン 環境基準改定 
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表 2-1-2 環境基準及びその評価方法 
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表 2-1-3 大気汚染防止法に基づく規制 

規制対象 対象施設 規制項目 内容 備考 

ばい煙 

一定規模以上

のボイラー、加熱

炉など 32 種類 

硫 黄 酸 化

物 

施設ごとに排出口の

高さに応じた K 値規制方

式 

環境基準達成に向

け段階的に強化 

一定規模以上

のボイラー、加熱

炉など 32 種類 

ばいじん 
施設の種類・規模ごと

に全国一律の排出基準 

昭和 46 年 6 月設

定、昭和 57 年 6 月改

定・強化 

一定規模以上

のボイラー、加熱

炉など 32 種類 

窒 素 酸 化

物 

施設の種類・規模ごと

に全国一律の排出基準 

段 階 的に強 化・ 改

定、昭和 48 年 8 月よ

り規制開始 

一定規模以上

のボイラー、加熱

炉など 32 種類 

そ の 他 有

害物質 

カドミウム、塩素、塩

化水素、ふっ素、ふっ化

水素、ふっ化けい素、鉛

など、施設の種類ごとに

全国一律の排出基準 

  

粉じん 

石綿を発生す

る施設 
特定粉じん 

工場・事業場の敷地

境界における大気中の

石綿濃度 1 リットルにつ

き 10 本以下 

  

一定規模以上

の堆積場、ベルト

コンベアなど 

一般粉じん 

施設の種類ごとに防

じん装置や散水設備の

設置、建築物内設置や

薬剤散布等を定めた設

備管理基準 

  

揮 発 性 有 機

化合物(VOC) 

VOC を排出す

る施設 
VOC 

施設の種類ごとに全

国一律の排出基準 

平成 16 年 5 月導

入、法規制と自主的

取組を組み合わせた

削減 

水銀 
水銀を排出す

る施設 
水銀 

施設の種類ごとに全

国一律の排出基準 

平成 30 年 4 月導

入、水俣条約に基づく 

注記： 

・上記の規制は、大気汚染防止法施行令により定められている。 

・各規制対象の設置者に対しては、施設の設置等の届出義務及び排出基準の遵守が課せられて

いる。 

・大気汚染防止法では、ばい煙、粉じん、VOC、水銀を排出する施設の設置者は、知事（大分

市内の場合は市長）に設置届出を行う義務がある。 
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表 2-1-4 硫黄酸化物に係る排出基準（K 値）の推移 

 

 

表 2-1-5 ばい煙発生施設等に対する立入検査実施状況(令和 6 年度) 

 

 

表 2-1-6 特定粉じん排出等作業に係る立入検査の実施状況(令和 6 年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.8～ 45.2.1～ 46.6.24～ 47.1.5～ 49.4.1～ 50.4.15～ 51.9.28～

特別排出基準 － － － －
2.34

(0.004)

2.34

(0.004)

2.34

(0.004)

一般排出基準
26.3

(0.045)
14.0

(0.024)
14.0

(0.024)
9.34

(0.016)
6.42

(0.011)
4.67

(0.008)
3.5

(0.005)

－ －
26.3

(0.045)
22.2

(0.038)
17.5

(0.030)
17.5

(0.030)
17.5

(0.030)

　　　　　　　　　　　期別
区分

大分・佐
賀関地域

その他県下地域

備考１　（　）内数値は、最大着地濃度(ppm)である。

備考２　特別排出基準は新設施設に、一般排出基準は既設施設(昭和49年3月31日以前に設置された施設)に適用する。

地域
区分

工場・事業場数 459 177 636
立入件数 34 52 86
施設数 1796 1862 3658

立入件数 38 153 191
備考：ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、VOC排出施設及び水銀排出施設が対象

工場・事業場

施設

大分県実施分 大分市実施分 合計

事前調査結果報告数 3,193 3,177 6,370
作業届出数 11 104 115

立入検査実施数 648 175 823

大分県実施分 大分市実施分 合計
　　　　　　　　　　　　　地域
　　　　　　区分
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表 2-1-7 大気汚染防止法に基づく規制の届出状況 

１ ばい煙発生施設数(令和 6 年度) 

 

※電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法に係るばい煙発生施設を除く 

 

２ 一般粉じん発生施設数(令和 6 年度) 

 

※電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法に係る一般粉じん発生施設を除く 

 

 

 

令 別 表
第 １ の
項 番 号

ばい煙発生
施設の種類

施設数
(大分市を含む)

大分県内
の施設数

(大分市を除く )

大分市内
の施設数

1 ボ イ ラ ー 971 680 291

2 ガ ス 発 生 炉 等 2 0 2

3 焙 焼 炉 等 6 1 5

4 溶 鉱 炉 等 5 0 5

5 金 属 溶 解 炉 10 8 2

6 金属鍛造用等加熱炉 22 10 12

7 石 油 加 熱 炉 38 0 38

8 触 媒 再 生 塔 1 0 1

8-2 燃 焼 炉 1 0 1

9 窯 業 焼 成 炉 等 26 12 14

10 反 応 炉 、 直 火 炉 2 0 2

11 乾 燥 炉 74 45 29

13 廃 棄 物 焼 却 炉 49 28 21

14 銅 精 錬 用 焙 焼 炉等 12 0 12

19 塩 素 反 応 施 設 等 3 0 3

21 肥 料 等 製 造 施 設 1 0 1

28 コ ー ク ス 炉 5 0 5

29 ガ ス タ ー ビ ン 13 9 4

30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 117 69 48

1358 862 496

470 354 116

施 設 数 合 計

届 出 工 場 、 事 業 場 数 合 計

令 別 表

第 ２ の

項 番 号

一般粉じん発生
施設の種類

施設数
(大分市を含む)

大分県内

の施設数
(大分市を除く )

大分市へ
の届出数

1 コ ー ク ス 炉 5 0 5

2 堆 積 場 190 83 107

3 ベ ル ト コ ンベア 1562 556 1006

4 破砕機・摩 砕機 255 189 66

5 ふ る い 196 58 138

2,208 886 1,322

126 83 43

施 設 数 合 計

届 出 工 場 、 事 業 場 数 合 計
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３ 揮発性有機化合物排出施設数(令和 6 年度) 

 

 

４ 水銀排出施設数(令和 6 年度) 

 
※電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法に係る水銀排出施設を除く 

 

 

 

 

令別表第

１ の ２ の

項 番 号

揮発性有機化合物
排出施設の種類

施設数
(大分市を含む)

大分県内
の施設数

(大分市を除く )

大分市内
の施設数

1
化 学 製 品 製 造 用
乾 燥 施 設

4 0 4

2 塗 装 施 設 9 8 1

3
塗 装 の用 に供 す る
乾 燥 施 設

4 4 0

5
接 着 の用 に供 す る
乾 燥 施 設

1 0 1

9 貯 蔵 タ ン ク 7 0 7

25 12 13

9 2 7届 出 工 場 、 事 業 場 数 合 計

施 設 数 合 計

規 則 別

表 第 ３
の ３ の
項 番 号

ばい煙発生
施設の種類

施設数
(大分市を含む)

大分県内

の施設数
(大分市を除く )

大分市内
の施設数

1
小 型 石 炭
混 焼 ボ イ ラ ー

2 2 0

2 石 炭 燃 焼 ボ イラー 0 0 0

3
一 次 施 設

（ 銅 又 は 工 業 金 ）
6 0 6

4
一 次 施 設

（ 鉛 又 は 亜 鉛 ）
0 0 0

5
二 次 施 設
（ 銅 、 鉛 又 は 亜 鉛 ）

3 0 3

6 二 次 施 設（ 工業 金） 0 0 0

7
セ メ ン ト の 製 造 の
用 に供 す る 焼 成 炉

5 5 0

8 廃 棄 物 焼 却 炉 51 29 22

9 水 銀 回 収 施 設 0 0 0

67 36 31

31 20 11

施 設 数 合 計

届 出 工 場 、 事 業 場 数 合 計
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表 2-2 大気関係公害防止協定値 

 

表 2-3 自動車排出ガス対策に関する年表 

 

排出量

（Nm
3
/h）

排出濃度（ｐｐｍ）
排出量
（kg/h）

排出濃度（mg/Nm3）

日本製鉄（株）

九州製鉄所

大分地区

R4.12 869 890.0
共火1号ボイラー 26
共火2号ボイラー 170 ほか

102
第2焼結炉  48
コークス炉　10 ほか

住友化学（株）

大分工場
H20.9 70.0 43.6

6号ボイラー　　180
ＳＴ-1焼却炉 500 ほか

12.1
6号ボイラー　　30
ＳＴ-1焼却炉 １50 ほか

王子マテリア（株）

大分工場
H14.11 78.1 83.9

重油ボイラー 180
ＲＰＦボイラー 165 ほか

19.5
重油ボイラー 100
ＲＰＦボイラー  30 ほか

クラサスケミカル（株）

及びそのグループ各社
R7.1 183.4 199.0

２号ボイラー　160
ガスタービン 　70 ほか

35.8
２号ボイラー    56
共同焼却炉 　100 ほか

NSスチレンモノマー（株）

大分製造所
H元.3 13.3 19.2

第２スチレン加熱炉
                 　80 ほか

6.8
第２スチレン加熱炉
                   46　ほか

ENEOS（株）

大分製油所
H16.3 200.0 126.1

減圧蒸留加熱炉 150
7号ボイラー　　95 ほか

66.2
減圧蒸留加熱炉 ７0
7号ボイラー　　5　ほか

九州電力（株）

新大分発電所
H25.7  ― 300.0 １、２号系列  12.5 ほか － －

JX金属製錬（株）

佐賀関製錬所
R6.6 560.0 120.3

No.2自溶炉用ドライヤ　160
No.2自溶炉 　　70　ほか

52.5
No.2自溶炉用ドライヤ　150
No.2自溶炉 　　50　ほか

太平洋セメント（株）

大分工場(津久見)
S47.6

既設工場  85
増設工場 125

－ － － －

（株）三井E＆S

大分事業所
S55.10 － - － － －

備考１　協定値は、年次区分等によって段階的に厳しく定められていることから、最終的な数値を掲げている。

備考２　窒素酸化物及びばいじんの排出濃度は、主な施設について掲げている。

備考３　企業名は令和7年１０月３１日現在のものである。

企 業 名
締結

（改正）
年月

硫黄酸化物
排出量

（Nm
3
/h）

窒素酸化物 ばいじん

年月 内容 

昭和 41 年 一酸化炭素の濃度規制 

昭和 43 年 
大気汚染防止法の制定により、炭化水素、窒素酸化物等が規制項目

に加えられる 

平成 8 年～平成 14 年 
ガソリン・LPG 自動車及びディーゼル自動車に対して規制が強化され

る。 

平成 15 年～平成 20 年 
ディーゼル特殊自動車等について PM、NOx、非メタン炭化水素及び一

酸化炭素の目標値等の設定。 

平成 22 年 
ディーゼル重量車の NOx に係る新たな排出ガス許容限度目標値等を

設定。 

平成 24 年 二輪車、ディーゼル重量車の排出ガス低減対策等の答申がなされた。 
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表 2-4 大気環境監視測定局設置状況 

 

表 2-5 大気汚染の現況  

1 環境基準の達成状況及び達成率(令和 6 年度) 

区 分 
測定局

数 

達成局

数 

達成率 

(%) 

R5 全国 

達成率

(%) 

 一般環境大気測定局 

二酸化硫黄   24(12) 24(12) 100 99.8 

二酸化窒素   24(12) 24(12) 100 100 

浮遊粒子状物質 24(12) 24(12) 100 100 

光化学オキシダント 22(10) 0(0) 0 0.1 

一酸化炭素   1(0) 1(0) 100 100 

微小粒子状物質(PM2.5) 16(10) 16(10) 100 100 

 自動車排出ガス測定局 

二酸化窒素    2(0)  2(0) 100 100 

浮遊粒子状物質  2(0)  2(0) 100 100 

一酸化炭素    2(0)  2(0) 100 100 

微小粒子状物質(PM2.5)  1(0)  1(0) 100 100 

※（ ）内の数字は大分市を除いた測定局数 
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2 各測定局の環境基準達成状況(令和 6 年度)         ○達成 ×非達成  

 

 

表 2-6 大気汚染状況の推移 

1 二酸化硫黄の年平均値の経年変化 

(一般局平均) 

 

 

2 二酸化窒素の年平均値の経年変化 

(一般局平均) 

 

 

 

3 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 

(一般局平均) 

 

4 微小粒子状物質の年平均値及び日平均値 

の経年変化(一般局平均) 

 

 

 № 市町村 設置主体 測定局
二酸化
硫黄

二酸化
窒素

浮遊
粒子状
物質

光化学
オキシ
ダント

一酸化
炭素

微小
粒子状
物質

1 別府市 県 青山中学校 ○ ○ ○ × ○
2 中津市 県 中津総合庁舎 ○ ○ ○ × ○
3 日田市 県 西部振興局 ○ ○ ○ × ○
4 佐伯市 県 南部振興局 ○ ○ ○ × ○
5 臼杵市 県 臼杵市役所 ○ ○ ○ × ○
6 県 津久見市役所 ○ ○ ○ × ○
7 市 青江小学校 ○ ○ ○
8 〃 堅徳小学校 ○ ○ ○
9 豊後大野市 県 豊肥保健所 ○ ○ ○ × ○
10 由布市 県 由布保健部 ○ ○ ○ × ○
11 国東市 県 国東高等学校 ○ ○ ○ × ○
12 日出町 県 日出町鷹匠 ○ ○ ○ × ○
13 市 王子中学校 ○ ○ ○ × ○
14 〃 南大分中学校 ○ ○ ○ ×
15 〃 西部清掃事業所 ○ ○ ○ × ○
16 〃 東大分小学校 ○ ○ ○ × ○
17 〃 三佐小学校 ○ ○ ○ × ○
18 〃 大東中学校 ○ ○ ○ ×
19 〃 敷戸小学校 ○ ○ ○ ×
20 〃 大在小学校 ○ ○ ○ × ○
21 〃 坂ノ市中学校 ○ ○ ○ ×
22 〃 丹生小学校 ○ ○ ○ ×
23 〃 戸次中学校 ○ ○ ○ × ○
24 〃 佐賀関小学校 ○ ○ ○ × ○

25 市 中央測定局 ○ ○ ○ ○
26 〃 宮崎測定局 ○ ○ ○

大分市

※県設置10局、大分市設置14局（内、自排局2局）、津久見市設置2局

 一般環境大気測定局

津久見市

大分市

 自動車排ガス測定局

34.4
29.7 30.3

25.7 25.2 27.5
20.5 23 20.4 22.4

14.4 13.7 12.8 11 10.6 10.4 8.8 9.5 8.2 8.4
0

10

20

30

40

50

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

年度

(μg/m³)

日平均値 年平均値
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5 光化学オキシダントに係る昼間の年平均 

値の経年変化(一般局平均) 

 

6 一酸化炭素に係る年平均値の経年変化 

(大分市 三佐小学校) 

 

7 非メタン炭化水素の 6 時～9 時における 

年平均値の経年変化(一般局（3 局）平均) 

 

 

 

表 2-7 自動車排出ガスの現況 

1 窒素酸化物の年平均値の経年変化 

(自排局平均) 

 

2 一酸化炭素の年平均値の経年変化 

(自排局平均) 

  
3 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 

(自排局平均) 

 

4 微小粒子状物質の年平均値及び日平均値の

経年変化(自排局平均) 

  

5 非メタン炭化水素の 6 時～9 時における年

平均値の経年変化(自排局平均) 
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表 2-8 主要交差点における測定結果(令和 6 年度) 

 

表 2-9 有害大気汚染物質調査結果(令和 6 年度) 

 

 

日平均値 8時間値 1時間値 日平均値 1時間値 日平均値 1時間値 日平均値 1時間値 日平均値 1時間値

最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値 最高値

最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値 最低値

平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値

1月16日 0.4 0.4 0.6 10 62 26 64 ** ** 14 21

～ 0.2 0.2 0.1 6 0 16 5 ** ** 3 0

1月22日 0.3 0.3 0.3 8 8 21 21 ** ** 8 8

10月17日 ** ** ** 4 10 9 19 9 27 2 4

～ ** ** ** 1 0 3 1 5 4 1 0

10月23日 ** ** ** 3 3 5 5 6 6 1 1

11月20日 ** ** ** 20 54 13 29 ** ** 8 15

～ ** ** ** 5 1 3 1 ** ** 4 0

11月26日 ** ** ** 13 13 9 9 ** ** 5 5

12月19日 0.4 0.6 0.9 29 137 31 64 ** ** 7 15

～ 0.2 0.1 0.1 3 0 6 3 ** ** 2 0

12月25日 0.3 0.3 0.3 14 14 17 17 ** ** 4 4

調査地点 調査期間

一酸化炭素 一酸化窒素 二酸化窒素

日平均値が10ppm以下､かつ､8

時間平均値が20ppm以下
**:欠測

浮遊粒子状物質

ppm ppb ppb ppb μg/m3

二酸化硫黄

－

日平均値が40ppbか

ら60ppbまでのゾーン
内又はそれ以下

日平均値が40ppb以
下、かつ、1時間値が
100ppb以下
**:欠測

日平均値が100μg

/m3以下、かつ、1時

間値が200μg/m3以
下

新宮通り入口
交差点

(別府市)

元町交差点
(日田市)

笠松交差点
(宇佐市)

堀交差点
(日出町)

環境基準
(参考)

沿道 一般環境

中津総合
庁舎

西部
保健所

津久見
市役所

狩宿北部
公民館

別府北浜
中継ポン

プ場

王子
中学校

三佐
小学校

東大分
小学校

佐賀関
小学校

自動車排
出ガス中
央測定局

自動車排
出ガス宮
崎測定局

(単位) （中津市） （日田市） （津久見市） （杵築市） （別府市）

1   ベンゼン (μg/m3) 0.55 0.61 0.58 0.70 0.71 1.8 1.4 1.2 1.2 3(環境基準)

2   トリクロロエチレン (μg/m3) 0.0090 0.0072 0.012 0.012 0.012 130(環境基準)

3 　テトラクロロエチレン (μg/m3) 0.036 0.028 0.032 0.029 0.025 0.035 0.027 200(環境基準)

4   ジクロロメタン (μg/m3) 0.75 1.1 0.70 0.68 1.7 0.93 0.86 150(環境基準)

5 　アクリロニトリル (μg/m3) 0.027 0.0099 0.011 0.0076 0.013 0.0095 2(指針値)

6 　塩化ビニルモノマー (μg/m3) 0.029 0.016 0.048 0.039 0.019 10(指針値)

7 　クロロホルム (μg/m3) 0.12 0.12 0.13 0.17 0.16 0.18 18(指針値)

8 　1,2-ジクロロエタン (μg/m3) 0.17 0.16 10 0.16 0.15 1.6(指針値)

9   1,3-ブタジエン (μg/m3) 0.023 0.034 0.085 0.075 0.091 0.31 0.16 0.14 2.5(指針値)

10　塩化メチル (μg/m3) 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 94(指針値)

11　トルエン (μg/m3) 1.8 3.3 1.1 1.8 2.2 4.8 3.7 3.7 2.6

12　アセトアルデヒド (μg/m3) 0.81 0.97 0.86 1.7 1.8 1.8 1.9 120(指針値)

13　ホルムアルデヒド (μg/m3) 1.4 1.6 1.5 2.1 2.3 2.3 2.6

14　酸化エチレン (μg/m3) 0.033 0.034 0.047

15　ニッケル化合物 (ng/m3) 2.4 1.1 1.4 2.1 2.1 6.4 25(指針値)

16　クロム及びその化合物 (ng/m3) 3.0 1.2 2.0 1.6 3.3 2.8 1.7

17　六価クロム化合物 (ng/m3) 0.058 0.052 0.066 0.082

18　クロム及び三価クロム化合物 (ng/m3) 3.7 1.7 2.4 1.5

19　ヒ素及びその化合物 (ng/m3) 1.3 0.88 1.2 1.2 1.4 4.9 6(指針値)

20　ベリリウム及びその化合物 (ng/m3) 0.011 0.0074 0.012 0.0092 0.0064

21　水銀及びその化合物 (ng/m3) 1.1 1.6 2.1 1.5 1.6 1.7 40(指針値)

22　マンガン及びその化合物 (ng/m3) 10 7.2 10 17 64 43 9.5 140(指針値)

23　ベンゾ[a]ピレン (ng/m3) 0.13 0.17 0.15 0.18 0.44 0.16 0.22 0.25

※1：上記の結果は、原則として年12回の測定値の算術平均値（六価クロム化合物、クロム及び三価クロム化合物は年6回）

調査項目

調査地点名

基準値等

大分市以外の測定局 大分市の測定局

一般環境 固定発生源周辺 固定発生源周辺 沿道
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表 2-10 空間放射線量率 

 

表 2-11 雨水の全ベータ放射能 

 

環境基準が定められている４物質の環境基準達成状況

 測定局  達成局  測定局  達成局

  ベ  ン  ゼ  ン 4 4 5 5

  トリクロロエチレン 4 4 1 1

  テトラクロロエチレン 4 4 3 3

　ジクロロメタン 4 4 3 3

100

100

有害大気汚染物質
大分市以外の測定局 大分市の測定局 R5全国達成率

（％）

100

100

最低値 最高値 平均値 最低値 最高値 平均値 最低値 最高値 平均値 最低値 最高値 平均値 最低値 最高値 平均値

令和6年4月 0.046 0.067 0.050 0.042 0.091 0.046 0.047 0.091 0.050 0.034 0.067 0.037 0.036 0.071 0.040

5月 0.046 0.067 0.049 0.043 0.084 0.046 0.047 0.092 0.051 0.033 0.077 0.043 0.036 0.080 0.040

6月 0.047 0.066 0.049 0.043 0.119 0.046 0.047 0.080 0.051 0.033 0.067 0.040 0.037 0.083 0.040

7月 0.046 0.071 0.049 0.043 0.086 0.046 0.047 0.096 0.052 0.033 0.061 0.037 0.036 0.079 0.040

8月 0.046 0.070 0.049 0.042 0.069 0.046 0.033 0.098 0.054 0.034 0.064 0.038 0.037 0.064 0.040

9月 0.046 0.060 0.048 0.044 0.065 0.046 0.046 0.064 0.050 0.034 0.062 0.037 0.037 0.051 0.040

10月 0.045 0.069 0.048 0.043 0.106 0.047 0.047 0.089 0.051 0.033 0.070 0.036 0.037 0.087 0.040

11月 0.039 0.061 0.042 0.043 0.073 0.046 0.047 0.067 0.050 0.033 0.062 0.037 0.037 0.067 0.040

12月 0.042 0.053 0.047 0.043 0.119 0.045 0.048 0.065 0.051 0.034 0.058 0.037 0.037 0.057 0.040

令和7年1月 0.046 0.062 0.048 0.043 0.083 0.045 0.048 0.081 0.051 0.034 0.060 0.037 0.036 0.060 0.039

2月 0.047 0.085 0.049 0.043 0.106 0.046 0.047 0.098 0.050 0.034 0.069 0.037 0.035 0.087 0.040

3月 0.047 0.070 0.050 0.043 0.095 0.046 0.035 0.093 0.051 0.034 0.060 0.037 0.036 0.069 0.040

年間値 0.039 0.085 0.048 0.042 0.119 0.046 0.033 0.098 0.051 0.033 0.077 0.037 0.035 0.087 0.040

備考１　μGy/h:1時間あたりのγ線の吸収エネルギー量

モニタリングポスト(μGy/h)
国東市

（大分県立国東高等学校）測定年月

モニタリングポスト(μGy/h)
大分市高江

(衛生環境研究センター）

モニタリングポスト(μGy/h)
大分市佐賀関

（大分市立佐賀関小学校）

モニタリングポスト(μGy/h)
佐伯市

（大分県立佐伯豊南高校）

モニタリングポスト(μGy/h)
日田市

（大分県日田総合庁舎）

令和6年4月 10 186.9

5月 7 154.9

6月 9 252.5

7月 6 174.7

8月 7 324.1

9月 4 162.9

10月 11 141.1

11月 4 67.5

12月 0 0

令和7年1月 3 18.0

2月 2 57.6

3月 7 144.5

　　　 計 70 1684.7

　 年間値 － －

備考１　Bq ：一秒間あたりの放射性核種の崩壊数
　　  ２　N.D：検出されない
　　  ３　降雨量は雨量計による測定値

- - 125.5

N.D 1.9 N.D～71.8

N.D N.D N.D

N.D 0.9 44.3

N.D N.D N.D

N.D 1.6 3.3

N.D 1.9 71.8

N.D N.D N.D

N.D N.D N.D

N.D N.D N.D

N.D N.D N.D

N.D N.D N.D

N.D 1.7 6.1

N.D N.D N.D

採取年月 測定回数
降雨量
（㎜）

放射能濃度（6時間値）
月間降下量(MBq/k

㎡)最低値(Bq/L) 最高値(Bq/L)
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表 2-12 環境試料中の放射性物質濃度 

 

表 2-13 ダイオキシン関係（大気、水質、底質、土壌） 

 

 

試料数 採取場所
核種名
ヨウ素
-131

核種名
セシウム

-134

核種名
セシウム

-137

4 大分市 N.D N.D N.D

12 大分市 N.D N.D N.D

1 大分市 N.D N.D N.D

(0～5㎝) 1 竹田市 N.D N.D 31

(5～20㎝) 1 竹田市 N.D N.D 9.5

1 宇佐市 N.D N.D N.D

2 宇佐市 N.D N.D

1 竹田市 N.D N.D N.D

備考１　検出値は最高値
　　  ２　N.D：検出されない

野菜類 Bq/㎏･生

牛乳 Bq/L

上水 mBq/L

土壌
Bq/㎏･乾土

Bq/㎏･乾土

精米 Bq/㎏･生

試料名 単位

大気浮遊じん mBq/m3

大気降下物 MBq/k㎡

（１）大気 （単位pg-TEQ/m3） （３）底質（河川・湖沼・海域） （単位pg-TEQ/g）

区  分 調査結果 環境基準 区  分 調査結果 環境基準

大分市※１ 西部清掃事業所 0.0048 大分市※１ 大分川　天神橋 1.1

別府市 東部保健所 0.0065 大分市※１ 大野川　川添橋 1.1

中津市 中津総合庁舎 0.0071 大分市※２ 大分川　府内大橋 0.24

日田市 西部保健所 0.0301 大分市※２ 大野川　白滝橋 0.22

佐伯市 佐伯市弥生振興局 0.0082 中津市※２ 山国川　下唐原 0.74

豊後大野市 緒方支所 0.0100 中津市 跡田川　耶馬橋 0.11

発生源周辺環境 大分市※１ 東大分小学校 0.0071 佐伯市 番匠川　番匠大橋 0.25

佐伯市 番匠川　虫月橋 0.081

臼杵市 臼杵川　馬代橋 0.11

（２）水質 由布市 大分川　村内橋 0.085

ア　公共用水域（河川、湖沼、海域） （単位pg-TEQ/L） 国東市 安岐川　港橋 0.4

区  分 調査結果 環境基準 大分川ダム※２ N-1 3.3

大分市※１ 大分川　天神橋 0.087 芹川ダム 本川９ 1.8

大分市※１ 大分川　滝尾橋 0.07 臼杵湾 Ust-2 3.2

大分市※１ 大野川　川添橋 0.064 津久見湾 TSt-1 3.5

大分市※１ 賀来川　賀来橋 0.25

大分市※１ 七瀬川　胡麻鶴橋 0.11

大分市※２ 大分川　府内大橋 0.076 （４）土壌 （単位pg-TEQ/g）

大分市※２ 大野川　白滝橋 0.073 区  分 調査結果 環境基準

中津市※２ 山国川　下唐原 0.078 大分市※１ 希望ヶ丘A 0.00078

中津市 跡田川　耶馬橋 0.026 大分市※１ 望みが丘A 0.0031

佐伯市 番匠川　番匠大橋 0.069 日田市 天瀬町 0.0042

佐伯市 番匠川　虫月橋 0.023 佐伯市 弥生 0.014

臼杵市 臼杵川　馬代橋 0.034 佐伯市 蒲江 0.079

由布市 大分川　村内橋 0.023 宇佐市 安心院町 0.028

国東市 安岐川　港橋 0.035 国東市 国見町 0.69

大分川ダム※２ N-1 0.067

芹川ダム 本川９ 0.023 ※１：大分市検査

臼杵湾 Ust-2 0.026 ※２：国土交通省検査

津久見湾 TSt-1 0.023

イ　地下水 （単位pg-TEQ/L）

区  分 調査結果 環境基準
大分市※１ 勢家Ｂ 0.057

大分市※１ 葛木Ｇ 0.057

大分市※１ 丹川Ｃ 0.063

大分市※１ 青崎Ｄ 0.058

大分市※１ 中判田Ｉ 0.058

大分市※１ 八幡Ｆ 0.057

大分市※１ 木上Ｍ 0.057

大分市※１ 廻栖野Ａ 1.4

大分市※１ 廻栖野Ｂ 0.069

別府市 竹の内 0.022

中津市 三光下秣 0.022

日田市 大山町西大山 0.022

臼杵市 海添 0.023

津久見市 上青江 0.022

豊後高田市 草地 0.023

宇佐市 日足 0.023

豊後大野市 三重町川辺 0.022

由布市 庄内町東長宝 0.022

国東市 国東町北江 0.022

一般環境 1以下

調　査　地　点 調　査　地　点

一般環境
0.6以下

一般環境 1以下

調　査　地　点

調　査　地　点

150以下一般環境

調　査　地　点

一般環境 1,000以下
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表 2-14 地球温暖化に関する年表 

世界の動向 

年 月 重要な出来事 備考 

    
産業革命以降、化石燃料の使用増加

による温室効果ガス排出量増加 
地球温暖化の始まり 

    
大気中の温室効果ガス濃度上昇によ

り、地球全体の気温が上昇 
地球温暖化進行 

平成 17 年 2 月 京都議定書発効 
温室効果ガス削減の国際的な取り組

み 

平成 27 年 
11～12

月 
パリ協定採択（COP21） 

世界共通の長期目標として、気温上

昇を 2℃未満に抑えることを定める 

平成 28 年 11 月 パリ協定発効 
地球温暖化対策の国際的な取り組み

を本格化 

平成 30 年 12 月 
パリ協定実施に向けた具体的な方策

を合意（COP24） 

実施ルールを策定し、各国の取り組

みを促進 

令和 5 年 3 月 
IPCC 第 6 次評価報告書統合報告書

公表 

人間の活動が地球温暖化の原因で

あることを改めて確認 

〃 11 月 
「 グローバル・ ストックテイク」 実 施

（COP28） 

パリ協定目標達成に向けた世界全体

の進捗状況を評価 

 

国の動向 

年 月 重要な出来事 備考 

平成 2 年 10 月 「地球温暖化防止行動計画」策定 
地球温暖化対策の総合的な推進を

図る 

平成 5 年 11 月 「環境基本法」制定 
持続可能な社会の構築に向けた枠組

みを整備 

平成 17 年 4 月 「京都議定書目標達成計画」策定 
京都議定書目標達成に向けた具体

的な対策を策定 

平成 20 年 3 月 「京都議定書目標達成計画」改定 削減目標達成に向けた取り組み強化 

平成 28 年 5 月 

「地球温暖化対策の推進に関する法

律」改正、 「地球温暖化対策計画」閣

議決定 

パリ協定に基づいた国内対策を強化 

平成 28 年 11 月 日本はパリ協定を批准   

令和 3 年 10 月 「地球温暖化対策計画」改定 
2050 年カーボンニュートラル実現に向

けた目標を強化 

令和 6 年 4 月 気候変動適応法改正 
熱中症対策などを盛り込み、適応策

を強化 
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表 2-15 森林の適正な管理・保全 

（単位：ha） 

     

年度 

                       人工造林                    

除間伐 

 

 

 合計 

 

       再造林   複層林

  

拡大造

林 

 計 

 再造林 被害地

造林 

小計 

25 758 210 968 0 114 1,082 7,357 8,439 

26 636 12 649 0 191 839 4,547 5,386 

27 691 19 710 0 132 842 5,225 6,067 

28 831 23 854 4 140 998 4,106 5,104 

29 891 36 928 2 134 1,064 2,889 3,953 

30 832 44 877 1 130 1,007 3,067 4,074 

R1 911 38 949 5 151 1,105 2,978 4,083 

R2 960 38 997 2 165 1,164 3,177 4,341 

R3 910 6 916 16 184 1,117 2,850 3,967 

R4 1,163 2 1,164 4 11 1,179 2,685 3,864 

R5 1,298 24 1,322 8 16 1,347 2,538 3,885 

R6 1,295 29 1,324 63 10 1,397 2,105 3,502 

 

表 2-16 オゾン層保護に関する法令・条約の年表 

年 内容 

昭和 60 年 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」採択 

昭和 62 年 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択 

昭和 63 年 
日本がウィーン条約及びモントリオール議定書を締結、 「特定物質の規制等

によるオゾン層の保護に関する法律」（オゾン層保護法）制定 

平成 14 年 
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の法律（フロン回収破壊

法）」施行 

平成 17 年 
「使用済み自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」施行に

より、フロン回収破壊法から第二種特定製品に関する回収等が移行 

平成 18 年 フロン回収破壊法改正、回収義務拡大と行程管理制度導入 

平成 19 年 フロン回収破壊法改正内容施行 

平成 25 年 
フロン回収破壊法改正、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す

る法律(フロン排出抑制法)」に名称変更 

平成 27 年 フロン排出抑制法施行 

令和元年 
フロン排出抑制法改正、機器廃棄時のフロン回収率向上に向けた直接罰導入

と廃棄機器の引取制限導入 

令和 2 年 フロン排出抑制法改正内容施行 



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  128 

 

表 2-17 酸性雨測定局における調査結果(pH)  

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

大分市 4.80 4.89 4.74 4.83 4.76 

※湿性沈着（降水時開放型捕集装置法による）  

表 2-18 ダイオキシン類対策の変遷 

年月 内容 

平成 9 年 ダイオキシン類の排出総量の基準年 

平成 11 年 3 月 

国は、ダイオキシン対策関係閣僚会議で「ダイオキシン対策推進基本

指針」を策定した。平成 14 年度までにダイオキシン類の排出総量を平

成 9 年に比べて約 9 割削減することを目標とした。 

平成 11 年 7 月 国は、「ダイオキシン類対策特別措置法」を制定した。 

平成 12 年 1 月 
国は、「ダイオキシン類対策特別措置法」施行した。 

耐容 1 日摂取量、環境基準、排出規制基準等を定めた。 

平成 12 年 

県によるダイオキシン類の常時監視調査を開始した。 

大気、河川、海域、土壌等について総合的な調査を実施し、結果を公

表した。 

平成 15 年 全国でのダイオキシン類の排出量は平成 9 年から約 73%減少した。 

令和 5 年 全国でのダイオキシン類の排出量は平成 9 年から約 99%減少した。 

 

表 2-19 ダイオキシン類の環境基準 

環境質 基 準 値 

大 気 年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 

水 質 年平均値 1pg-TEQ/Ｌ以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下 

底 質 150pg-TEQ/g以下 

備 考 

１ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの

毒性に換算した値(TEQ)とする。 

２ 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌については、環境基準が達成されている場合であっ

て、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合

には、必要な調査を実施することとする。 

４ 耐容1日摂取量(TDI)は、4pg-TEQ/kg/日である。 
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表 2-20 大気基準適用の特定施設 

 

表 2-21 水質基準適用の特定施設 

 

表 2-22 排ガス測定結果の報告内容 

 

表 2-23 排出水の測定結果 

 

4000㎏/時以上 14 (12) 6 (5)

2000㎏/時以上4000㎏/時未満 14 (2) 8 (2)

2000㎏/時未満 42 (13) 36 (10)

2 (2) 1 (1)

2 (0) 2 (0)

1 (0) 1 (0)

75 (29) 54 (18)

※注1)　令和7年3月31日現在　　※注2)　特定事業場数には重複がある。　※注3)　(　)内は大分市分

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

合       　計

特定施設の種類 特定施設数 特定事業場数

焼結鉱の製造用焼結炉

アルミニウム合金の製造用溶解炉

アルミニウム合金の製造用培焼炉

1 (1) 1 (1)

イ　廃ガス洗浄処理施設 7 (7) 3 (3)

ロ　湿式集じん施設 9 (9) 2 (2)

1 (1) 1 (1)

0 (0) 0 (0)

3 (3) 2 (2)

21 (21) 9 (9)

※注1)　令和7年3月31日現在　　※注2)　特定事業場数には重複がある。　※注3)　(　)内は大分市分

廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設（汚水又は廃液を排出するもの）

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設

合       　計

特定施設の種類 特定施設数 特定事業場数

廃棄物焼却炉から発生する
ガスを処理する施設のうち

カーバイト法アセチレンの製造のように供するアセチレン洗浄施設

特定施設の種類 測定結果

4000㎏/時以上 11 (9) 0～0.015 既設：1 新設：0.1

2000㎏/時以上4000㎏/時未満 13 (1) 0～2.0 既設：5 新設：1

2000㎏/時未満 33 (11) 0.00000015～7.5 既設：10 新設：5

2 (2) 0.0038～0.016 既設：1 新設：0.1

2 (0) 0.0097～0.38 既設：5 新設：1

1 (0) 0.0084 既設：5 新設：1

62 (23)

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

合       　計

基準値

 （単位：ng-TEQ/Nm3）

　(　)内は大分市分

報告施設数

焼結鉱の製造用焼結炉

アルミニウム合金の製造用溶解炉

アルミニウム合金の製造用培焼炉

-

測定結果

0 (0) -

2 (2) 0.0015～0.012

2 (2) 0.0017～0.013

4 (4) -

（単位：pg-TEQ/L）

　(　)内は大分市分

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

報告施設数

廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設

合　　　　　計

特定施設の種類
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表 2-24 ばいじんの測定結果 

 

表 2-25 焼却灰等の測定結果 

 

表 2-26 令和 5 年度集計結果 

 全国 大分県 

届出事業所数（事業所） 32,502 376 

届出物質種類数（物質） 494 161 

排出量（千トン） 137 1.4 

移動量（千トン） 266 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定結果

4000㎏/時以上 7 (5) 0.27～0.33

2000㎏/時以上4000㎏/時未満 12 (0) 0.099～16

2000㎏/時未満 29 (7) 0～28

48 (12) -

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

（単位：ng-TEQ/g）

特定施設の種類 報告施設数

合　　　　　計

　(　)内は大分市分

測定結果

4000㎏/時以上 9 (8) 0～0.022

2000㎏/時以上4000㎏/時未満 11 (1) 0.00000009～0.0093

2000㎏/時未満 31 (9) 0～1.0

51 (18) -

　(　)内は大分市分

廃棄物焼却炉
（焼却能力別）

合　　　　　計

特定施設の種類 報告施設数

（単位：ng-TEQ/g）
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３ 水質関係資料 

表 3-1 公共用水域の水質測定項目 

（令和 7 年 3 月 31 日） 

 

項 目 項 目

1 水素イオン濃度 11 プロピザミド

2 溶存酸素量 12 EPN

3 生物化学的酸素要求量 13 ジクロルボス

4 化学的酸素要求量 14 フェノブカルブ

5 浮遊物質量 15 イプロベンホス

6 大腸菌数 16 クロルニトロフェン

7 n-ヘキサン抽出物質 17 トルエン

8 全窒素 18 キシレン

9 全燐 19 フタル酸ジエチルヘキシル

10 全亜鉛 20 ニッケル

11 ノニルフェノール 21 モリブデン

12 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 22 アンチモン

13 底層溶存酸素量 23 塩化ビニルモノマー

1 カドミウム 24 エピクロロヒドリン

2 全シアン 25 全マンガン

3 鉛 26 ウラン

4 六価クロム 27 PFOS及びPFOA

5 砒素 28 クロロホルム

6 総水銀 29 フェノール

7 アルキル水銀 30 ホルムアルデヒド

8 PCB 31 4-t-オクチルフェノール

9 ジクロロメタン 32 アニリン

10 四塩化炭素 33 2,4-ジクロロフェノール

11 1,2-ジクロロエタン トリハロメタン生成能

12 1,1-ジクロロエチレン 1 全クロム

13 シス-1,2-ジクロロエチレン 2 銅

14 1,1,1-トリクロロエタン 3 溶解性鉄

15 1,1,2-トリクロロエタン 4 全鉄

16 トリクロロエチレン 5 溶解性マンガン

17 テトラクロロエチレン 1 塩化物イオン

18 1,3-ジクロロプロペン 2 塩分

19 チウラム 3 電気伝導率

20 シマジン 4 アンモニア性窒素

21 チオベンカルブ 5 亜硝酸性窒素

22 ベンゼン 6 硝酸性窒素

23 セレン 7 有機性窒素

24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 8 燐酸性燐

25 ふっ素 9 陰イオン界面活性剤

26 ほう素 10 全有機炭素

27 1,4-ジオキサン 11 クロロフィル-a

1 クロロホルム 12 2-メチルイソボルネオール

2 トランス-1,2-ジクロロエチレン 13 ジオスミン

3 1,2-ジクロロプロパン 14 濁度

4 p-ジクロロベンゼン 15 糞便性大腸菌群数

5 イソキサチオン 16 植物プランクトン

6 ダイアジノン 17 シリカ

7 フェニトロチオン 18 カルシウム

8 イソプロチオラン 19 透視度

9 オキシン銅 20 フェオフィチン(フェオ色素)

10 クロロタロニル

区 分 区 分

健
康
項
目

生
活
環
境
項
目

水生生物
の保全

要
監
視
項
目

水生生物
の保全

要
監
視
項
目

特定項目

環
境
基
準
項
目

特
殊
項
目

そ
の
他
項
目
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表 3-2 公共用水域の水質調査に係る測定機関別測定地点総括表 

 

 

表 3-3 生活環境項目（BOD、COD）の環境基準達成率の推移 

 

大 分 県 国 土 交 通 省 水 資 源 機 構 大 分 市

58 28 0 25 111

環境基準点 31 11 0 6 48

6 7 1 0 14

環境基準点 1 1 0 0 2

50 0 0 0 50

環境基準点 45 0 0 0 45

114 35 1 25 175

環境基準点 77 12 0 6 95

海 域

計

水 域 区 分 測定機関

測定地点数

計

河 川

湖 沼

水　域 類　型
基準値
(㎎/L)

ＡＡ 1以下 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3

Ａ 2以下 31 / 32 32 / 32 31 / 32 27 / 31 31 / 32 30 / 32 28 / 32 29 / 32 28 / 32 30 / 32

Ｂ 3以下 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5

Ｃ 5以下 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3

Ｄ 8以下

Ｅ 10以下

合　計 － 42 / 43 43 / 43 42 / 43 38 / 42 42 / 43 41 / 43 39 / 43 40 / 43 39 / 43 41 / 43

達成率

（％）

ＡＡ 1以下

Ａ 3以下 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 1 / 2

Ｂ 5以下

Ｃ 8以下

合　計 － 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 1 / 2

達成率

（％）

Ａ 2以下 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 10 / 10 10 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10

Ｂ 3以下 7 / 7 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6

Ｃ 8以下 4 / 4 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3

合　計 － 19 / 21 19 / 21 16 / 19 17 / 19 19 / 19 19 / 19 18 / 19 18 / 19 18 / 19 18 / 19

達成率

（％）

合　計 － 63 / 66 64 / 66 60 / 64 57 / 63 63 / 64 61 / 64 59 / 64 60 / 64 58 / 64 60 / 64

達成率

（％）

備考１　分母は調査を実施した環境基準類型指定水域数、分子は環境基準達成水域数を示す。

　　２　達成率は、環境基準達成水域数÷環境基準類型指定水域数×100（％）
　　３　達成率の（　）内は、全国の公共用水域集計結果（環境省調べ）による。

　　　 ※　環境省の最新公表データ（令和５年度公共用水域水質測定結果（令和７年４月））の数値を再掲

－

－

－

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

河川

(BOD)
－ －

－ －

－
97.7 100.0 97.7 90.5 97.7 95.3 90.7 93.0 90.7 95.3

(95.8) (95.2) (94.0) (94.6) (94.1) (93.5) (93.1) (92.4) (93.8) (93.8)※

湖沼
(COD)

－ －

－ －

－
100.0 100.0 100.0 100.0

(49.7)

100.0

(58.7) (56.7) (53.2) (54.3) (50.0)

－ －

50.0 100.0 100.0 50.0 50.0

海域
(COD)

－
90.5 90.5 84.2 89.5

(79.2)

94.7 94.7 94.7 94.7

(53.6) (50.3) (52.5) (52.5)※

(80.5)

98.4

(80.7)

100.0 100.0

95.3

(78.7)※

合　計
－

95.5 97.0 93.8 90.5

(81.1) (79.8) (78.6)

92.2 93.8 90.6

(88.3) (87.8) (89.1)

　　　 ４　環境基準の評価は、75％水質値により行い、当該水域内のすべての環境基準点におけるその値が環境

     　    基準値以下の場合に「達成」とした。

(91.1) (91.1) (89.0) (89.6) (89.2) (88.8)

－

－

－

－

－

(89.1)※

93.8

(78.6) (79.8) (78.7)

－－ － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － －

－

－ － － －

－ － － － － －
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表 3-4 生活環境項目（BOD、COD）の環境基準達成状況の推移 

 

（１）河川（BOD） (単位：㎎/L)

75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定

ＡＡ 剱 ﾉ 木 橋 0.5 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 0.6 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ 0.6 ○ 0.6 ○

Ａ 下 唐 原 0.7 ○ 0.6 ○ 0.5 ○ 1.1 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 0.7 ○ 0.9 ○

ＡＡ 津 民 小 橋 <0.5 ○ 1.0 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ 0.5 ○ 0.7 ○ 0.8 ○ 0.6 ○ 0.6 ○ 0.6 ○

Ａ 耶 馬 橋 0.8 ○ 0.8 ○ 1.2 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.2 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 1.2 ○

Ａ 今 津 大 橋 1.1 ○ 1.1 ○ 1.0 ○ 1.2 ○ 1.3 ○ 1.2 ○ 0.9 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 1.1 ○

Ａ 高 津 橋 1.3 ○ 1.8 ○ 1.9 ○ 2.5 × 1.9 ○ 3.5 × 2.4 × 2.2 × 2.2 × 2.1 ×

白 岩 橋 1.1 0.9 1.4 0.8 0.9 1.1 0.9 0.9 0.8 1.2

小 松 橋 1.0 0.8 0.8 1.2 1.4 1.0 0.9 0.7 0.7 1.2

Ａ 浮 殿 橋 2.1 × 1.8 ○ 2.2 × 3.7 × 4.1 × 2.8 × 2.6 × 1.9 ○ 1.8 ○ 1.5 ○

Ａ え び す 橋 1.0 ○ 1.9 ○ 1.6 ○ 3.0 × 1.1 ○ 1.4 ○ 1.3 ○ 1.1 ○ 1.5 ○ 1.2 ○

Ａ 出 合 橋 1.1 ○ 1.4 ○ 1.4 ○ 1.2 ○ 1.1 ○ 1.5 ○ 1.3 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 1.4 ○

Ａ 古 町 0.7 ○ 0.7 ○ 0.6 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 0.8 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 1.1 ○

Ａ 丹 過 橋 0.9 ○ 0.8 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 1.0 ○ 1.3 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 1.1 ○

Ａ 涼 月 橋 0.9 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 2.0 ○ 1.1 ○ 1.3 ○ 1.3 ○ 1.4 ○ 1.7 ○ 1.2 ○

Ａ 港 橋 0.6 ○ 0.5 ○ 0.7 ○ 0.7 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 0.7 ○ 1.1 ○ 0.7 ○ 1.4 ○

大 左 右 橋 0.7 1.2 0.8 0.6 1.1 1.0 1.1 1.2 1.7 1.4

錦 江 橋 0.9 0.9 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.9

Ａ 南 田 位 橋 1.2 ○ 1.8 ○ 1.3 ○ <0.5 ○ 0.9 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.6 ○

Ｃ 藤 助 橋 1.3 ○ 1.4 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 0.8 ○ 0.7 ○ 0.8 ○ 0.9 ○

Ｂ 御 幸 橋 1.7 ○ 1.7 ○ 1.3 ○ 1.3 ○ 1.1 ○ 1.4 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 0.9 ○

Ｃ 新 川 橋 2.3 ○ 1.7 ○ 1.8 ○ 1.3 ○ 1.2 ○ 1.4 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 1.2 ○ 1.3 ○

Ａ 丹 生 橋 1.1 ○ 1.3 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 1.2 ○ 1.2 ○ 1.3 ○ 1.0 ○ 1.4 ○

Ｂ 王 ノ 瀬 橋 1.1 ○ 1.0 ○ 0.6 ○ 0.6 ○ 0.6 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 0.8 ○ 0.6 ○ 0.8 ○

Ａ 天 神 橋 1.0 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 0.7 ○ 0.7 ○ 0.8 ○ 0.6 ○ 0.7 ○ 0.6 ○

Ａ 府 内 大 橋 1.0 ○ 0.8 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 0.6 ○ 0.8 ○ 0.7 ○ 0.9 ○ 0.6 ○ 0.6 ○

広 瀬 橋 1.4 1.0 1.2 1.1 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8

弁 天 大 橋 0.9 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 1.3 0.9 0.8 1.1

Ａ 犬 飼 0.6 ○ 1.3 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 1.1 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 1.0 ○

白 滝 橋 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5

鶴 崎 橋 1.3 1.5 2.0 2.0 1.4 1.9 2.6 2.7 2.6 2.5

Ａ 海 原 橋 1.2 ○ 2.0 ○ 1.4 ○ 2.0 ○ 1.2 ○ 1.5 ○ 1.6 ○ 1.6 ○ 2.2 × 1.1 ○

Ｃ 日 岡 橋 1.3 ○ 1.4 ○ 1.2 ○ 1.2 ○ 0.8 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 0.8 ○ 0.9 ○ 0.9 ○

馬 代 橋 0.7 1.2 0.7 2.5 1.3 2.0 2.3 1.7 3.1 1.0

臼杵川河口 0.7 1.3 1.0 1.1 1.1 0.9 1.1 2.1 1.1 1.0

Ａ 一の井手堰 0.7 ○ 1.8 ○ 1.9 ○ 1.1 ○ 1.7 ○ 1.1 ○ 1.1 ○ 1.2 ○ 1.0 ○ 1.3 ○

Ａ 番 匠 大 橋 0.6 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.7 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ <0.5 ○ 0.6 ○ 0.5 ○

Ａ 番匠川河口 0.9 ○ 0.7 ○ 0.9 ○ 1.3 ○ 1.1 ○ 1.0 ○ 0.9 ○ 1.1 ○ 1.1 ○ 1.4 ○

Ａ 柏 江 橋 <0.5 ○ 0.6 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 0.8 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ <0.5 ○ 0.6 ○

Ａ 茶屋ヶ鼻橋 0.9 ○ 0.9 ○ 0.9 ○ 1.3 ○ 1.1 ○ 0.8 ○ 1.2 ○ 0.9 ○ 1.4 ○ 0.9 ○

Ａ 木立潮止堰 0.6 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ <0.5 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.5 ○ 0.5 ○ 0.5 ○

Ｂ 新 常 盤 橋 0.8 ○ 1.4 ○ 1.4 ○ 1.3 ○ 1.5 ○ 1.0 ○ 1.5 ○ 1.3 ○ 1.0 ○ 1.3 ○

Ｂ 長 島 橋 1.0 ○ 1.9 ○ 1.2 ○ 1.4 ○ 1.1 ○ 2.1 ○ 1.8 ○ 1.9 ○ 0.9 ○ 1.0 ○

Ａ 三 隈 大 橋 0.7 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ 0.7 ○ 0.7 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 1.2 ○ 1.0 ○ 1.0 ○

Ａ 茶 屋 ﾉ 瀬 橋 1.7 ○ 1.6 ○ 0.8 ○ － － 1.1 ○ 0.9 ○ 1.2 ○ 1.2 ○ 1.5 ○ 0.9 ○

Ａ 三 郎 丸 橋 1.5 ○ 1.4 ○ 0.9 ○ 0.8 ○ 1.3 ○ 1.3 ○ 1.5 ○ 1.2 ○ 1.3 ○ 1.3 ○

Ａ 庄手川流末 0.9 ○ 1.4 ○ 0.8 ○ 0.9 ○ 1.0 ○ 1.1 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.0 ○ 1.1 ○

Ａ 市 の 村 橋 1.0 ○ 1.1 ○ 1.1 ○ 0.6 ○ 0.8 ○ 0.8 ○ 0.7 ○ 0.6 ○ 0.7 ○ 0.9 ○

ＡＡ 潜 石 橋 0.8 ○ 1.0 ○ 0.8 ○ <0.5 ○ 0.6 ○ 0.6 ○ <0.5 ○ 0.5 ○ 0.6 ○ 0.5 ○

備考 １　測定地点は、各水域の環境基準点である。

２　判定欄の〇は環境基準を達成、×は非達成であることを示す。

３　75％値 -は測定未実施であることを示す。

○○ ○○○○○○

類型
測 定 地 点

（基準点）

27年度 28年度

○○○○○

6年度

山国川
水系

山 国 川 (1)

山 国 川 (2)

津 民 川

跡 田 川

29年度 30年度 元年度 2年度

県北
河川

犬 丸 川

伊 呂 波 川

駅 館 川 Ａ

5年度3年度 4年度水 系 等

の 区 分
水 域 名

八 坂 川

朝見川下流

○ ○

寄 藻 川

桂 川

都 甲 川

○○○

○ ○

朝見川上流

Ａ

国東

半島
東部

河川

伊 美 川

田 深 川

武 蔵 川

安 岐 川

別杵
速見

河川

大分

市内
河川

祓 川

住 吉 川

丹生川上流

丹生川下流

大分川
水系

大分川上流

大分川中流

大分川下流 Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大野川

水系

大野川上流

大野川下流 Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

乙 津 川

原 川

臼杵

市内
河川

臼 杵 川 Ａ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○

末 広 川

番匠川

水系

番匠川上流

番匠川下流

堅田川上流

堅田川下流

木 立 川

中 川

中 江 川

筑後川
水系

筑 後 川 (2)

大 肥 川

花 月 川

庄 手 川

玖 珠 川

町 田 川
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（２）湖沼（COD） (単位：㎎/L)

75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定 75%値 判定

Ａ Ｍ － １ 2.0 ○ 1.7 ○ 1.9 ○ 2.3 ○ 2.1 ○ 1.8 ○ 1.9 ○ 2.0 ○ 1.9 ○ 1.9 ○

Ａ ダム前－５ 2.5 ○ 2.4 ○ 2.2 ○ 1.7 ○ 2.8 ○ 3.1 × 2.3 ○ 2.9 ○ 3.4 × 3.3 ×

備考 １　測定地点は、各水域の環境基準点である。

２　判定欄の〇は環境基準を達成、×は非達成であることを示す。

2年度 3年度 4年度 5年度
水 域 名 類型

測 定 地 点
（基準点）

27年度 28年度 29年度 6年度

松 原 ダ ム

北 川 ダ ム

30年度 元年度



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  135 

 

表 3-5 生活環境項目（全窒素、全燐）の環境基準達成率の推移 

 

  

全窒素 全　燐

Ⅰ 0.1以下 0.005以下

Ⅱ 0.2以下 0.01以下

Ⅲ 0.4以下 0.03以下 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

Ⅳ 0.6以下 0.05以下

Ⅴ 1以下 0.1以下

合　計 1 / 2 1 / 2 1 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2

達成率

(％)

Ⅰ 0.2以下 0.02以下

Ⅱ 0.3以下 0.03以下 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8

Ⅲ 0.6以下 0.05以下

Ⅳ 1以下 0.09以下

合　計 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8

達成率

(％)

合　計 9 / 10 9 / 10 9 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10 10 / 10

達成率
(％)

備考１　分母は環境基準類型指定水域数、分子は環境基準達成水域数を示す。

　　２　達成率は、環境基準達成水域数÷環境基準類型指定水域数×100（％）

　　３　達成率の（　）内は、全国の公共用水域集計結果（環境省調べ）による。

　　４　環境基準の評価は、当該水域内のすべての環境基準点における表層の年間平均値を当該水域内のすべての

基準点について平均したその値が、全窒素及び全燐ともに環境基準値以下の場合に「達成」とした。

　　　 ※　環境省の最新公表データ（令和５年度公共用水域水質測定結果（令和７年４月））の数値を再掲

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度水　域 類　型
基準値 (㎎/L)

27年度 28年度 6年度

湖沼

－ － － － － － －

29年度

－ －

－ － － － － － － － －

－ － － － － － － － －

－ － － － － － － － －

－

－
100 50 50 50 100 100 100 100 100

(51.2) (49.6) (47.9) (48.8) (49.2) (52.8) (52.8) (54.0) (50.8)※

海　域

－ － － － －

－ － － －

－

－

－ －

－ － － －

100100

－

－

－ － － － －

－

(90.1) (90.7) (92.1)

100

(91.4)

－－ －

100 100100 100

(88.2)※

合　計

－

－ 90.0

－

100

(86.8)

100

100 100

(50.8)

－

90.0 90.0 100 100 100

5年度

－

－

－

－

100

(88.2)(90.1)

－

100100

100

－

(90.8)(88.1)
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表 3-6 生活環境項目（全窒素及び全燐）の環境基準達成状況の推移 

       （
１
）
湖

沼
(
単
位
：
㎎
/
L)

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

平
均
値

評
価

総
合
評
価

全
窒
素

0.
47

×
0.
44

×
0.
42

×
0.
36

○
0.
35

○
0.
40

○
0.
31

○
0.
34

○
0.
32

〇
0.
35

〇

全
燐

0.
02
6

○
0.
02
5

○
0.
03
3

×
0.
02
7

○
0.
02
9

○
0.
02
9

○
0.
02
4

○
0.
02
5

○
0.
02
3

〇
0.
02
5

〇

全
窒
素

0.
30

－
0.
30

－
0.
32

－
0.
29

－
0.
27

－
0.
36

－
0.
24

－
0.
24

－
0.
23

-
0.
33

〇

全
燐

0.
01
2

○
0.
01
1

○
0.
01
5

○
0.
01
0

○
0.
01
0

○
0.
01
5

○
0.
01
1

○
0.
01
0

○
0.
00
9

〇
0.
00
9

〇

備
考

１
　
北
川
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
全
燐
に
限
る
。

２
　
評
価
は
年
間
平
均
値
に
て
行
い
、
評
価
欄
の
「
○
」
は
環
境
基
準
を
達
成
、
「
×
」
は
非
達
成
、
「
－
」
は
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
　

2
9年

度
3
0年

度
元
年
度

2
年
度

3
年
度

水
域
名

類
型

測
定
地
点

（
基
準
点
）

項
目

2
7年

度
4
年
度

6
年
度

松
原
ダ
ム
貯
水
池

Ⅲ
Ｍ
－
１

×
×

×
○

2
8年

度

○

○
〇

○
〇

○
○

○ ○
北
川
ダ
ム

Ⅲ
ダ
ム
前
－
５

○

○
○

○
○

5
年
度

〇 〇

（２
）海

域
(単

位
：
㎎
/L
)

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

総
平
均
値

評
価

総
合
評
価

全
窒
素

0.
15

○
0.
13

○
0.
13

○
0.
17

○
0.
14

○
0.
13

○
0.
14

○
0.
12

○
0.
11

○
0.
10

○

全
燐

0.
02
1

○
0.
01
9

○
0.
02
1

○
0.
02
3

○
0.
02
3

○
0.
02
3

○
0.
02
1

○
0.
02
1

○
0.
02
1

○
0.
02
0

○

全
窒
素

0.
12

○
0.
11

○
0.
13

○
0.
13

○
0.
13

○
0.
12

○
0.
13

○
0.
11

○
0.
08

○
0.
09

○

全
燐

0.
02
0

○
0.
01
9

○
0.
02
2

○
0.
02
2

○
0.
02
3

○
0.
02
3

○
0.
02
2

○
0.
02
3

○
0.
01
7

○
0.
01
7

○

全
窒
素

0.
15

○
0.
14

○
0.
14

○
0.
16

○
0.
17

○
0.
13

○
0.
14

○
0.
13

○
0.
11

○
0.
09

○

全
燐

0.
02
2

○
0.
01
9

○
0.
02
5

○
0.
02
5

○
0.
02
5

○
0.
02
4

○
0.
02
2

○
0.
02
4

○
0.
02
1

○
0.
01
7

○

全
窒
素

0.
13

○
0.
12

○
0.
13

○
0.
17

○
0.
14

○
0.
12

○
0.
14

○
0.
12

○
0.
10

○
0.
09

○

全
燐

0.
02
0

○
0.
01
7

○
0.
02
2

○
0.
02
4

○
0.
02
2

○
0.
02
2

○
0.
02
1

○
0.
02
4

○
0.
02
1

○
0.
01
5

○

全
窒
素

0.
13

○
0.
14

○
0.
15

○
0.
16

○
0.
12

○
0.
11

○
0.
12

○
0.
11

○
0.
02
0

○
0.
11

○

全
燐

0.
01
8

○
0.
02
0

○
0.
01
9

○
0.
02
3

○
0.
02
0

○
0.
02
0

○
0.
02
1

○
0.
02
0

○
0.
01
8

○
0.
01
8

○

全
窒
素

0.
14

○
0.
15

○
0.
18

○
0.
19

○
0.
16

○
0.
19

○
0.
14

○
0.
16

○
0.
13

○
0.
13

○

全
燐

0.
02
1

○
0.
02
1

○
0.
02
3

○
0.
02
7

○
0.
02
6

○
0.
02
8

○
0.
02
3

○
0.
02
7

○
0.
02
6

○
0.
02
0

○

全
窒
素

0.
15

○
0.
14

○
0.
15

○
0.
17

○
0.
13

○
0.
18

○
0.
13

○
0.
11

○
0.
11

○
0.
10

○

全
燐

0.
02
0

○
0.
01
9

○
0.
01
9

○
0.
02
3

○
0.
01
9

○
0.
02
2

○
0.
01
9

○
0.
01
9

○
0.
02
0

○
0.
02
1

○

全
窒
素

0.
14

○
0.
14

○
0.
14

○
0.
17

○
0.
13

○
0.
12

○
0.
18

○
0.
14

○
0.
16

○
0.
12

○

全
燐

0.
02
1

○
0.
01
9

○
0.
02
0

○
0.
02
4

○
0.
02
2

○
0.
02
2

○
0.
02
6

○
0.
02
4

○
0.
02
8

○
0.
01
8

○

備
考

評
価
は
水
域
内
の
全
て
の
環
境
基
準
点
の
年
間
平
均
値
の
総
平
均
値
に
て
行
い
、
評
価
欄
の
「
○
」
は
環
境
基
準
を
達
成
、
「
×
」
は
非
達
成
を
示
す
。
　

29
年
度

30
年
度

元
年
度

2年
度

水
域
名

類
型

測
定
地
点

（
基
準
点
）

項
目

27
年
度

5年
度

○
○

○
○

○
響
灘
及
び
周
防
灘

（
ニ
）

Ⅱ
 S
US
t-
4,
6,
8,

  
  
  
11
,1
2

○
○

3年
度

28
年
度

別
府
湾
（
イ
）

Ⅱ
 B
St
-1
1,
12
,

  
  
 1
5,
16

○
○

国
東
半
島
地
先

Ⅱ
KS
t-
1,
3,
5

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

Ⅱ
 B
St
-1
7,
18
,

  
  
 1
9,
20

○
○

○
○

臼
杵
湾

Ⅱ
US
t-
4,
5

○

○

北
海
部
郡
東
部
地
先

○

○
○

別
府
湾
（
ロ
）

津
久
見
湾

Ⅱ
TS
t-
3,
4

○

○
Ⅱ

FS
t-
1,
4

○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○ ○

○
○

○○
○ ○

佐
伯
湾

Ⅱ
 S
St
-8
,9

○
○

4年
度

○ ○

○

○ ○ ○ ○

○○○

○ ○ ○

6年
度

○ ○ ○ ○ ○
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表 3-7 水生生物の保全に係る環境基準達成状況 

 

 

１　全亜鉛

（１）河川 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

山国川上流 生物Ａ 大曲橋 － － － － <0.001 ○

山国川下流 生物Ｂ 下唐原 0.001 ○ 0.002 ○ 0.001 ○

山移川 生物Ｂ ＹＲ－１ <0.001 ○ 0.002 ○ 0.001 ○

津民川上流 生物Ａ 土居橋 － － － － <0.001 ○

津民川下流 生物Ｂ 津民小橋 － － － － <0.001 ○

跡田川 生物Ｂ 耶馬橋 － － － － <0.001 ○

犬丸川 生物Ｂ 今津大橋 － － － － 0.002 ○

伊呂波川 生物Ｂ 高津橋 － － － － <0.001 ○

白岩橋 － － 0.001

小松橋 － － 0.001

寄藻川 生物Ｂ 浮殿橋 － － － － 0.002 ○

桂川 生物Ｂ えびす橋 － － － － <0.001 ○

都甲川 生物Ｂ 出合橋 － － － － 0.002 ○

伊美川 生物Ｂ 古町 － － 0.001 ○ － －

田深川 生物Ｂ 丹過橋 － － 0.001 ○ － －

武蔵川 生物Ｂ 涼月橋 － － <0.001 ○ － －

安岐川 生物Ｂ 港橋 － － <0.001 ○ － －

錦江橋 － 0.003 －

大左右橋 － 0.002 －

南田位橋 － <0.001 －

藤助橋 － 0.005 －

祓川 生物Ｂ 御幸橋 0.002 ○ 0.004 ○ 0.015 ○

住吉川 生物Ｂ 新川橋 0.009 ○ 0.017 ○ 0.010 ○

王ノ瀬橋 0.005 0.005 0.009 ○

丹生橋 <0.001 0.004 0.006 ○

尾田川 生物Ｂ 落合橋 0.006 ○ 0.011 ○ 0.010 ○

弁天大橋 0.002 0.001 0.001 ○

府内大橋 0.001 0.001 0.001 ○

天神橋 <0.001 0.001 0.002 ○

裏川 生物Ｂ 裏川橋 0.010 ○ 0.013 ○ 0.010 ○

寒田川 生物Ｂ 平田橋 0.001 ○ 0.003 ○ 0.002 ○

七瀬川上流 生物Ａ 出合橋 0.003 ○ 0.001 ○ <0.001 ○

七瀬川下流 生物Ｂ 光吉 0.001 ○ 0.001 ○ 0.007 ○

尼ヶ瀬川 生物Ｂ 樋門 0.006 ○ 0.006 ○ 0.001 ○

賀来川 生物Ｂ 賀来橋 <0.001 ○ 0.002 ○ 0.003 ○

芹川 生物Ｂ 猿渡橋 <0.001 ○ － － － －

阿蘇野川上流 生物Ａ 村内橋 0.001 ○ － － － －

阿蘇野川下流 生物Ｂ 西鶴大橋 <0.001 ○ － － － －

鶴崎橋 0.001 0.001 0.001

白滝橋 0.001 <0.001 0.001

犬飼 <0.001 － －

猿飛橋 0.001 － －

判田川 生物Ｂ 八地蔵橋 0.003 ○ 0.001 ○ 0.002 ○

茜川 生物Ｂ 福門大橋 0.001 ○ － － － －

野津川 生物Ｂ 吉四六大橋 <0.001 ○ － － － －

三重川 生物Ｂ 下赤嶺橋 0.002 ○ － － － －

奥嶽川上流 生物Ａ 権現橋 0.002 ○ 0.002 ○ 0.002 ○

奥嶽川下流 生物Ｂ 岩戸橋 0.001 ○ － － － －

九折川 生物Ａ 岡橋 0.037 ※ 0.035 ※ 0.034 ※

緒方川上流 生物Ａ 原尻の滝 <0.001 ○ － － － －

緒方川下流 生物Ｂ 共栄橋 0.001 ○ － － － －

稲葉川 生物Ｂ 萬里橋 <0.001 ○ － － － －

玉来川 生物Ｂ 常盤橋 <0.001 ○ － － － －

乙津川 生物Ｂ 海原橋 0.003 ○ 0.002 ○ 0.003 ○

原　川 生物Ｂ 日岡橋 0.005 ○ 0.005 ○ 0.007 ○

馬代橋 － <0.001 －

臼杵川河口 － 0.001 －

末広川 生物Ｂ 一の井手堰 － － 0.001 ○ － －

臼杵市内河川
臼杵川 生物Ｂ － ○ －

大 野 川 水 系

大野川 生物Ｂ ○ － －

大分市内河川
丹生川 生物Ｂ ○ ○

大分川水系

大分川 生物Ｂ ○ ○

－

朝見川 生物Ｂ － ○ －

○

国東半島
東部河川

別杵速見河川

八坂川 生物Ｂ －

6年度

山国川水系

県北河川
駅館川 生物Ｂ － － ○

水系等の区分 水域名
水域
類型

測定地点
（基準点）

4年度 5年度
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番匠川上流 生物Ａ 虫月橋 － － <0.001 ○ － －

番匠大橋 <0.001 0.001 0.002

番匠川河口 0.001 0.003 0.004

中川 生物Ｂ 新常盤橋 － － 0.004 ○ － －

中江川 生物Ｂ 長島橋 － － 0.002 ○ － －

堅田川上流 生物Ａ 船形橋 － － <0.001 ○ － －

柏江橋 － 0.001 -

茶屋ケ鼻橋 0.002 0.006 0.004

木立川 生物Ｂ 木立潮止堰 － － <0.001 ○ － －

筑後川下流 生物Ｂ 三隈大橋 0.002 ○ 0.002 ○ 0.003 ○

玖珠川 生物Ｂ 市の村橋 － － － － 0.001 ○

町田川 生物Ｂ 潜石橋 － － － － 0.001 ○

庄手川 生物Ｂ 庄手川流末 － － － － <0.001 ○

花月川上流 生物Ａ 山神橋 － － － － <0.001 ○

花月川下流 生物Ｂ 三郎丸橋 － － － － <0.001 ○

大肥川 生物Ｂ  茶屋ノ瀬橋 － － － － 0.001 ○

　　※　九折川については、全亜鉛の基準は適用しない。

　　　１　測定地点は、各水域の環境基準点である。

　　　２　平均値 -は測定未実施であることを示す。

　　　３　判定欄の〇は環境基準を達成、×は非達成、- は測定未実施のため評価不可であることを示す。（以下同じ）

－

筑後川水系

番匠川水系

番匠川下流 生物Ｂ ○ ○ ○

堅田川下流 生物Ｂ － ○

（２）湖沼 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

湖沼生物Ｂ Ｍ－１ 0.002 ○ 0.003 ○ 0.002 ○

湖沼生物Ｂ ダム前－５ 0.001 ○ 0.001 ○ 0.001 ○

本川－９ 0.001 0.001 0.001

本川－１８ <0.001 0.001 0.001

湖沼生物Ｂ ＹＬ－１ 0.002 ○ 0.004 ○ 0.002 ○

（３）海域 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

ＢＳｔ-12 － ＜0.001 －

ＢＳｔ-15 － 0.001 －

ＫＳｔ-5 － 0.002 －

ＢＳｔ-10 － 0.002 －

ＵＳｔ-4 0.001 － 0.002

ＳＳｔ-4 0.001 － <0.001

ＳＵＳｔ-4 <0.001 － 0.009

ＳＵＳｔ-8 <0.001 － 0.004

大 分 県 南 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ ○ － ○

響 灘 及 び 周 防 灘 （ イ ） 海域生物特Ａ ○ － ○

大 分 県 地 先 水 域 海域生物Ａ － ○ －

大 分 県 北 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ － ○ －

○

耶 馬 溪 ダ ム 貯 水 池

水域名
水域
類型

測定地点
（基準点）

4年度 5年度 6年度

○

松 原 ダ ム 貯 水 池 （ 梅 林 湖 ）

北 川 ダ ム 貯 水 池

芹 川 ダ ム 貯 水 池 湖沼生物Ｂ ○

水域名
水域
類型

測定地点
（基準点）

4年度 5年度 6年度
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２　ノニルフェノール

（１）河川 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

山国川上流 生物Ａ 大曲橋 － － － － <0.00006 ○

山国川下流 生物Ｂ 下唐原 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

山移川 生物Ｂ ＹＲ－１ <0.00006 ○ － － <0.00006 ○

津民川上流 生物Ａ 土居橋 － － － － <0.00006 ○

津民川下流 生物Ｂ 津民小橋 － － － － <0.00006 ○

跡田川 生物Ｂ 耶馬橋 － － － － <0.00006 ○

犬丸川 生物Ｂ 今津大橋 － － － － <0.00006 ○

伊呂波川 生物Ｂ 高津橋 － － － － <0.00006 ○

生物Ｂ 白岩橋 － － <0.00006

生物Ｂ 小松橋 － － <0.00006

寄藻川 生物Ｂ 浮殿橋 － － － － <0.00006 ○

桂川 生物Ｂ えびす橋 － － － － <0.00006 ○

都甲川 生物Ｂ 出合橋 － － － － <0.00006 ○

伊美川 生物Ｂ 古町 － － <0.00006 ○ － －

田深川 生物Ｂ 丹過橋 － － <0.00006 ○ － －

武蔵川 生物Ｂ 涼月橋 － － <0.00006 ○ － －

安岐川 生物Ｂ 港橋 － － <0.00006 ○ － －

錦江橋 － <0.00006 ○ － －

大左右橋 － <0.00006 ○ － －

南田位橋 － <0.00006 －

藤助橋 － <0.00006 －

祓川 生物Ｂ 御幸橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

住吉川 生物Ｂ 新川橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

王ノ瀬橋 <0.00006 <0.00006 ○ <0.00006 ○

丹生橋 <0.00006 <0.00006 ○ <0.00006 ○

尾田川 生物Ｂ 落合橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

弁天大橋 <0.00006 － －

府内大橋 <0.00006 <0.00006 <0.00006

天神橋 <0.00006 <0.00006 <0.00006

裏川 生物Ｂ 裏川橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

寒田川 生物Ｂ 平田橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

七瀬川上流 生物Ａ 出合橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

七瀬川下流 生物Ｂ 光吉 <0.00006 ○ － － － －

尼ヶ瀬川 生物Ｂ 樋門 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

賀来川 生物Ｂ 賀来橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

芹川 生物Ｂ 猿渡橋 <0.00006 ○ － － － －

阿蘇野川上流 生物Ａ 村内橋 <0.00006 ○ － － － －

阿蘇野川下流 生物Ｂ 西鶴大橋 <0.00006 ○ － － － －

鶴崎橋 <0.00006 － －

白滝橋 <0.00006 <0.00006 <0.00006

犬飼 <0.00006 － －

猿飛橋 <0.00006 － －

判田川 生物Ｂ 八地蔵橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

茜川 生物Ｂ 福門大橋 <0.00006 ○ － － － －

野津川 生物Ｂ 吉四六大橋 <0.00006 ○ － － － －

三重川 生物Ｂ 下赤嶺橋 <0.00006 ○ － － － －

奥嶽川上流 生物Ａ 権現橋 <0.00006 ○ － － － －

奥嶽川下流 生物Ｂ 岩戸橋 <0.00006 ○ － － － －

九折川 生物Ａ 岡橋 <0.00006 ○ － － － －

緒方川上流 生物Ａ 原尻の滝 <0.00006 ○ － － － －

緒方川下流 生物Ｂ 共栄橋 <0.00006 ○ － － － －

稲葉川 生物Ｂ 萬里橋 <0.00006 ○ － － － －

玉来川 生物Ｂ 常盤橋 <0.00006 ○ － － － －

乙津川 生物Ｂ 海原橋 <0.00006 ○ － － － －

原　川 生物Ｂ 日岡橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

馬代橋 － <0.00006 ○ － －

臼杵川河口 － <0.00006 ○ － －

末広川 生物Ｂ 一の井手堰 － － <0.00006 ○ － －

番匠川上流 生物Ａ 虫月橋 － － <0.00006 ○ － －

番匠大橋 <0.00006 <0.00006 <0.00006

番匠川河口 <0.00006 <0.00006 <0.00006

中川 生物Ｂ 新常盤橋 － － <0.00006 ○ － －

中江川 生物Ｂ 長島橋 － － <0.00006 ○ － －

堅田川上流 生物Ａ 船形橋 － － <0.00006 ○ － －

柏江橋 － <0.00006 －

茶屋ケ鼻橋 <0.00006 <0.00006 <0.00006

木立川 生物Ｂ 木立潮止堰 － － <0.00006 ○ － －

筑後川下流 生物Ｂ 三隈大橋 <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

玖珠川 生物Ｂ 市の村橋 － － － － <0.00006 ○

町田川 生物Ｂ 潜石橋 － － － － <0.00006 ○

庄手川 生物Ｂ 庄手川流末 － － － － <0.00006 ○

花月川上流 生物Ａ 山神橋 － － － － <0.00006 ○

花月川下流 生物Ｂ 三郎丸橋 － － － － <0.00006 ○

大肥川 生物Ｂ  茶屋ノ瀬橋 － － － － <0.00006 ○

　　　１　測定地点は、各水域の環境基準点である。

　　　２　平均値 -は測定未実施であることを示す。

　　　３　判定欄の〇は環境基準を達成、×は非達成、- は測定未実施のため評価不可であることを示す。（以下同じ）

5年度

－

－

山国川水系

県北河川
駅館川 －

水系等の区分 水域名

－

水域

類型

4年度測定地点

（基準点）

大分市内河川
丹生川 生物Ｂ

国東半島

東部河川

別杵速見河川

八坂川 生物Ｂ

朝見川 生物Ｂ

大 野 川 水 系

大野川 生物Ｂ －○

○

大分川水系

大分川 生物Ｂ －

生物Ｂ

臼杵市内河川
臼杵川 生物Ｂ －

番匠川水系

筑後川水系

○

堅田川下流 生物Ｂ ○

○番匠川下流

○

○

－

6年度

○

－

－

－

○

－
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（２）湖沼 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

湖沼生物Ｂ Ｍ－１ <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

湖沼生物Ｂ ダム前－５ <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

本川－９ <0.00006 <0.00006 <0.00006

本川－１８ <0.00006 <0.00006 <0.00006

湖沼生物Ｂ ＹＬ－１ <0.00006 ○ <0.00006 ○ <0.00006 ○

（３）海域 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

ＢＳｔ-12 － <0.00006 －

ＢＳｔ-15 － <0.00006 －

ＫＳｔ-5 － <0.00006 －

ＢＳｔ-10 － <0.00006 －

ＵＳｔ-4 <0.00006 － <0.00006

ＳＳｔ-4 <0.00006 － <0.00006

ＳＵＳｔ-4 <0.00006 － <0.00006

ＳＵＳｔ-8 <0.00006 － <0.00006

湖沼生物Ｂ

水域名
水域
類型

耶 馬 溪 ダ ム 貯 水 池

水域名
水域
類型

測定地点
（基準点）

5年度

○

測定地点
（基準点）

松 原 ダ ム 貯 水 池 （ 梅 林 湖 ）

北 川 ダ ム 貯 水 池

芹 川 ダ ム 貯 水 池

5年度

大 分 県 地 先 水 域 海域生物Ａ ○

○

－

－

響 灘 及 び 周 防 灘 （ イ ） 海域生物特Ａ －

大 分 県 北 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ ○

大 分 県 南 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ －

○

4年度

○

4年度

○

○

6年度

○

6年度

－

－
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（１）河川 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

山国川上流 生物Ａ 大曲橋 － － － － <0.0006 ○

山国川下流 生物Ｂ 下唐原 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

山移川 生物Ｂ ＹＲ－１ － － － － － －

津民川上流 生物Ａ 土居橋 － － － － <0.0006 ○

津民川下流 生物Ｂ 津民小橋 － － － － <0.0006 ○

跡田川 生物Ｂ 耶馬橋 － － － － <0.0006 ○

犬丸川 生物Ｂ 今津大橋 － － － － <0.0006 ○

伊呂波川 生物Ｂ 高津橋 － － － － <0.0006 ○

生物Ｂ 白岩橋 － － <0.0006

生物Ｂ 小松橋 － － <0.0006

寄藻川 生物Ｂ 浮殿橋 － － － － <0.0006 ○

桂川 生物Ｂ えびす橋 － － － － <0.0006 ○

都甲川 生物Ｂ 出合橋 － － － － <0.0006 ○

伊美川 生物Ｂ 古町 － － <0.0006 ○ － －

田深川 生物Ｂ 丹過橋 － － <0.0006 ○ － －

武蔵川 生物Ｂ 涼月橋 － － <0.0006 ○ － －

安岐川 生物Ｂ 港橋 － － <0.0006 ○ － －

錦江橋 － <0.0006 －

大左右橋 － <0.0006 －

南田位橋 － <0.0006 －

藤助橋 － <0.0006 －

祓川 生物Ｂ 御幸橋 <0.0006 ○ 0.0017 ○ <0.0006 ○

住吉川 生物Ｂ 新川橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

王ノ瀬橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

丹生橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

尾田川 生物Ｂ 落合橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ 0.0006 ○

弁天大橋 <0.0006 － －

府内大橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

天神橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

裏川 生物Ｂ 裏川橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

寒田川 生物Ｂ 平田橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

七瀬川上流 生物Ａ 出合橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

七瀬川下流 生物Ｂ 光吉 － － － － － －

尼ヶ瀬川 生物Ｂ 樋門 <0.0006 ○ <0.0006 ○ 0.0006 ○

賀来川 生物Ｂ 賀来橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

芹川 生物Ｂ 猿渡橋 <0.0006 ○ － － － －

阿蘇野川上流 生物Ａ 村内橋 <0.0006 ○ － － － －

阿蘇野川下流 生物Ｂ 西鶴大橋 <0.0006 ○ － － － －

鶴崎橋 － － －

白滝橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

犬飼 <0.0006 － －

猿飛橋 <0.0006 － －

判田川 生物Ｂ 八地蔵橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ 0.0006 ○

茜川 生物Ｂ 福門大橋 <0.0006 ○ － － － －

野津川 生物Ｂ 吉四六大橋 <0.0006 ○ － － － －

三重川 生物Ｂ 下赤嶺橋 0.0013 ○ － － － －

奥嶽川上流 生物Ａ 権現橋 <0.0006 ○ － － － －

奥嶽川下流 生物Ｂ 岩戸橋 <0.0006 ○ － － － －

九折川 生物Ａ 岡橋 <0.0006 ○ － － － －

緒方川上流 生物Ａ 原尻の滝 <0.0006 ○ － － － －

緒方川下流 生物Ｂ 共栄橋 <0.0006 ○ － － － －

稲葉川 生物Ｂ 萬里橋 <0.0006 ○ － － － －

玉来川 生物Ｂ 常盤橋 <0.0006 ○ － － － －

乙津川 生物Ｂ 海原橋 － － － － － －

原　川 生物Ｂ 日岡橋 <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

馬代橋 － <0.0006 －

臼杵川河口 － <0.0006 －

末広川 生物Ｂ 一の井手堰 － － <0.0006 ○ － －

番匠川上流 生物Ａ 虫月橋 － － <0.0006 ○ － －

番匠大橋 <0.0006 <0.0006 0.0006

番匠川河口 <0.0006 <0.0006 <0.0006

中川 生物Ｂ 新常盤橋 － － <0.0006 ○ － －

中江川 生物Ｂ 長島橋 － － <0.0006 ○ － －

堅田川上流 生物Ａ 船形橋 － － <0.0006 ○ － －

柏江橋 － <0.0006 －

茶屋ケ鼻橋 <0.0006 <0.0006 <0.0006

木立川 生物Ｂ 木立潮止堰 － － <0.0006 ○ － －

筑後川下流 生物Ｂ 三隈大橋 0.0017 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

玖珠川 生物Ｂ 市の村橋 － － － － <0.0006 ○

町田川 生物Ｂ 潜石橋 － － － － <0.0006 ○

庄手川 生物Ｂ 庄手川流末 － － － － <0.0006 ○

花月川上流 生物Ａ 山神橋 － － － － <0.0006 ○

花月川下流 生物Ｂ 三郎丸橋 － － － － <0.0006 ○

大肥川 生物Ｂ  茶屋ノ瀬橋 － － － － <0.0006 ○

　　　１　測定地点は、各水域の環境基準点である。

　　　２　平均値 -は測定未実施であることを示す。

　　　３　判定欄の〇は環境基準を達成、×は非達成、- は測定未実施のため評価不可であることを示す。（以下同じ）

－

4年度

－

３　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）

水系等の区分 水域名
水域

類型

測定地点

（基準点）

5年度

国東半島

東部河川

別杵速見河川

八坂川 生物Ｂ

山国川水系

県北河川
駅館川

○

朝見川 生物Ｂ ○

－

－

大分川水系

大分川 生物Ｂ －○

大分市内河川
丹生川 生物Ｂ ○○

臼杵市内河川
臼杵川 生物Ｂ ○－

大 野 川 水 系

大野川 生物Ｂ －－

○

堅田川下流 生物Ｂ ○

○

－

番匠川水系

番匠川下流

筑後川水系

生物Ｂ

－

6年度

○

－

－

○

－

－

－

○
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（２）湖沼 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

湖沼生物Ｂ Ｍ－１ <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

湖沼生物Ｂ ダム前－５ <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

本川－９ <0.0006 <0.0006 <0.0006

本川－１８ <0.0006 <0.0006 0.0010

湖沼生物Ｂ ＹＬ－１ <0.0006 ○ <0.0006 ○ <0.0006 ○

（３）海域 (単位：㎎/L)

平 均 値 判 定 平 均 値 判 定 平 均 値 判 定

ＢＳｔ-12 － <0.0006 －

ＢＳｔ-15 － <0.0006 －

ＫＳｔ-5 － <0.0006 －

ＢＳｔ-10 － <0.0006 －

ＵＳｔ-4 <0.0006 － <0.0006

ＳＳｔ-4 <0.0006 － <0.0006

ＳＵＳｔ-4 <0.0006 － <0.0006

ＳＵＳｔ-8 <0.0006 － <0.0006

松 原 ダ ム 貯 水 池 （ 梅 林 湖 ）

北 川 ダ ム 貯 水 池

芹 川 ダ ム 貯 水 池 湖沼生物Ｂ

水域名
水域
類型

耶 馬 溪 ダ ム 貯 水 池

水域名
水域
類型

測定地点
（基準点）

5年度

○

測定地点
（基準点）

大 分 県 地 先 水 域 海域生物Ａ

○ －

○

○

響 灘 及 び 周 防 灘 （ イ ） 海域生物特Ａ

大 分 県 北 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ

大 分 県 南 部 沿 岸 域 海域生物特Ａ

－○

4年度

○

4年度

－

－

5年度

6年度

○

6年度

－

－

○

○
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表 3-8 環境基準類型指定状況            

（令和 7 年 3 月 31 日現在）  

 

（１）　生活環境の保全に関する環境基準（BOD、COD等）

　ア　河　川

水系等の区分 水 域 名 範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

山国川（１） 新谷橋より上流 ＡＡ イ

山国川（２） 新谷橋より下流 Ａ イ

津民川 全域 ＡＡ イ

跡田川 全域 Ａ イ

伊呂波川 全域 Ａ イ 平 成 18 年 3 月 31 日

都甲川 全域 Ａ イ 県 告 示 第 359 号

犬丸川 全域 Ａ ロ

駅館川 全域（津房川を含む） Ａ イ

寄藻川 全域 Ａ イ

桂　川 全域 Ａ イ

伊美川 全域 Ａ イ

田深川 全域 Ａ イ

武蔵川 全域 Ａ イ

安岐川 全域 Ａ イ

八坂川 全域 Ａ イ

朝見川上流 観海寺橋より上流 Ａ イ

朝見川下流 観海寺橋より下流 Ｃ ロ

祓　川 全域 Ｂ ハ

丹生川上流 松本橋より上流（支川を除く） Ａ イ

丹生川下流 松本橋より下流（支川を除く） Ｂ ロ

大分川上流 小野鶴橋より上流（流入する支川を含む） Ａ イ

大 分 川 水 系 大分川中流
 小野鶴橋から府内大橋まで（流入する支川を
含む）

Ａ ロ

大分川下流 府内大橋より下流（流入する支川を含む） Ｂ ハ

大野川上流 筒井大橋より上流（流入する支川を含む） Ａ イ

大野川下流 筒井大橋より下流（流入する支川を含む） Ａ ロ

乙津川 原川を除く全域 Ａ イ

原　川 全域 Ｃ ロ

中　川 全域 Ｂ イ

中江川 全域 Ｂ イ

筑後川（１）
 松原ダムより上流で松原ダム貯水池(梅林
湖)(全域)に係る部分を除く

ＡＡ イ

筑後川（２） 松原ダムから豆津橋まで Ａ イ

大肥川 全域 Ａ イ

花月川 全域 Ａ イ

庄手川 全域 Ａ イ

玖珠川 全域 Ａ イ

町田川 全域 ＡＡ イ

備考１　達成期間の欄中の記号は、次の期間を示す。

　　　　「イ」はただちに達成

　　　　「ロ」は５年以内可及的速やかに達成

　　　　「ハ」は５年を超える期間で可及的速やかに達成

山 国 川 水 系

昭 和 48 年 3 月 31 日
環境庁告 示第 21号

昭 和 62 年 5 月 15 日
県 告 示 第 698 号

県 北 河 川
昭 和 49 年 4 月 1 日
県 告 示 第 477 号

国 東 半 島
東 部 河 川

平 成 17 年 3 月 31 日
県 告 示 第 469 号

別杵速見河川
昭 和 49 年 4 月 1 日
県 告 示 第 477 号

大分市内河川

住吉川 全域 Ｃ イ
平 成 19 年 3 月 30 日
県 告 示 第 408 号

平 成 11 年 3 月 31 日
県 告 示 第 289 号

昭 和 47 年 4 月 1 日
県 告 示 第 227 号

大 野 川 水 系

昭 和 47 年 4 月 1 日
県 告 示 第 227 号

平 成 7 年 6 月 2 日
県 告 示 第 592 号

臼杵市内河川

臼杵川 全域 Ａ イ
昭 和 49 年 4 月 1 日
県 告 示 第 477 号

末広川 全域 Ａ イ
平 成 16 年 3 月 31 日
県 告 示 第 400 号

番 匠 川 水 系

番匠川上流 潮止堰より上流 Ａ イ
昭 和 46 年 5 月 25 日
閣 議 決 定

番匠川下流 潮止堰より下流 Ａ イ
平 成 20 年 3 月 31 日
県 告 示 第 222 号

堅田川上流 柏江橋より上流 Ａ イ
昭 和 46 年 5 月 25 日
閣 議 決 定

堅田川下流 柏江橋より下流 Ａ イ
平 成 16 年 3 月 31 日
県 告 示 第 400 号

木立川 全域 Ａ イ
平 成 16 年 3 月 31 日
県 告 示 第 400 号

平 成 7 年 6 月 2 日
県 告 示 第 592 号

筑 後 川 水 系

昭 和 48 年 3 月 31 日
環境庁告 示第 21号

昭 和 62 年 5 月 15 日
県 告 示 第 698 号
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　イ　湖　沼

範 囲
水 域

類 型

達 成

期 間

指 定 年 月 日

告 示 等
水 域 名

松 原 ダ ム 貯 水 池 （ 梅 林 湖 ） 全域 Ａ イ
平 成 28 年 3 月 31 日
環境省告 示第 41号

北 川 ダ ム 全域 Ａ イ
平 成 19 年 3 月 30 日
県 告 示 第 409 号

　ウ　海域

水域 達成 指 定 年 月 日

類型 期間 告 示 等

豊前地先海域 別記1参照 Ａ ハ

響灘及び周防灘 別記2参照 Ａ イ

住吉泊地水域 別記4参照 Ｃ イ

乙津泊地水域 別記5参照 Ｃ イ

鶴崎泊地水域 別記6参照 Ｃ イ

大分港水域 別記7参照 Ｂ イ

別府港水域 別記8参照 Ｂ イ

守江港水域 別記9参照 Ｂ イ

別府湾中央水域 別記10参照 Ａ 3年以内

別府湾東部水域 別記11参照 Ａ イ

大野川東部水域 別記12参照 Ｂ イ

佐賀関港水域 別記13参照 Ｂ イ

 佐伯湾中央水域 別記17参照 Ｂ イ

 佐伯湾東部水域 別記18参照 Ａ イ

水 系 等 の 区 分 水 域 名 範 囲

周防灘
平 成 14 年 3 月 29 日
環 境 省 告 示 第 33 号

国東半島地先水域 別記3参照 Ａ イ
昭 和 50 年 4 月 1 日
県 告 示 第 370 号

別府湾

昭 和 49 年 7 月 1 日
県 告 示 第 796 号

平 成 11 年 3 月 31 日
県 告 示 第 289 号

北海部郡東部地先 別記14参照 Ａ イ
平 成 10 年 3 月 31 日
県 告 示 第 300 号

臼杵湾 別記15参照 Ａ イ
昭 和 49 年 4 月 1 日
県 告 示 第 477 号

津久見湾 別記16参照 Ａ イ
昭 和 49 年 4 月 1 日
県 告 示 第 477 号

佐伯湾
平 成 28 年 3 月 29 日
県 告 示 第 200 号

南海部郡地先水域 別記19参照 Ａ イ
昭 和 53 年 4 月 1 日
県 告 示 第 336 号

（２）　生活環境の保全に関する環境基準（全窒素及び全燐）

水 系 等 の 区 分 水 域 名 範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

別記21参照 海域Ⅱ イ

別府湾（イ） 別記22参照 海域Ⅱ イ

別府湾（ロ） 別記23参照 海域Ⅱ イ

別記14参照 海域Ⅱ イ

別記15参照 海域Ⅱ イ

別記16参照 海域Ⅱ イ

別記24参照 海域Ⅱ イ

備考　1　達成期間の欄中の記号は、次の期間を示す。

「イ」はただちに達成

「ロ」は5年以内可及的速やかに達成

「ハ」は5年を超える期間で可及的速やかに達成

※1　全燐に限る

松原ダム貯水池（梅林湖） 全域 湖沼Ⅲ イ
平 成 28 年 3 月 31 日
環境省告 示第 41号

北川ダム 全域 湖沼Ⅲ※1 イ
平 成 19 年 3 月 30 日
県 告 示 第 409 号

周防灘 響灘及び周防灘(ニ) 別記20参照 海域Ⅱ イ
平 成 15 年 3 月 27 日
環 境 省 告 示 第 35 号

国東半島地先

平 成 10 年 3 月 31 日
県 告 示 第 301 号

別府湾

北海部郡東部地先

臼杵湾

津久見湾

佐伯湾
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（３）　水生生物の保全に係る水質環境基準

　ア　河　川

水系等の区分 水 域 名 範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

山国川上流 大曲橋より上流 生物Ａ イ

山国川下流 大曲橋より下流 生物Ｂ イ

山移川 全域 生物Ｂ イ

津民川上流 土居橋より上流 生物Ａ イ

津民川下流 土居橋より下流 生物Ｂ イ

跡田川 全域 生物Ｂ イ

犬丸川 全域 生物Ｂ イ

伊呂波川 全域 生物Ｂ イ

駅館川 全域（津房川を含む） 生物Ｂ イ

寄藻川 全域 生物Ｂ イ

桂川 全域 生物Ｂ イ

都甲川 全域 生物Ｂ イ

伊美川 全域 生物Ｂ イ

田深川 全域 生物Ｂ イ

武蔵川 全域 生物Ｂ イ

安岐川 全域 生物Ｂ イ
平 成 24 年 1 月 17 日
県 告 示 第 46 号

八坂川 全域 生物Ｂ イ

朝見川 全域 生物Ｂ イ

祓川 全域 生物Ｂ イ

住吉川 鳥越橋より下流 生物Ｂ イ

丹生川 全域 生物Ｂ イ

尾田川 堤原橋より下流 生物Ｂ イ

大分川 全域 生物Ｂ イ

裏川 全域 生物Ｂ イ

寒田川 全域 生物Ｂ イ

七瀬川上流 出会橋より上流 生物Ａ イ

七瀬川下流 出会橋より下流 生物Ｂ イ

尼ヶ瀬川 全域 生物Ｂ イ

賀来川 全域 生物Ｂ イ

芹川 鑰小野橋より下流（芹川ダム貯水池を除く） 生物Ｂ イ

阿蘇野川上流 村内橋より上流 生物Ａ イ

阿蘇野川下流 村内橋より下流 生物Ｂ イ

大野川 白水ダムより下流 生物Ｂ イ

判田川 全域 生物Ｂ イ

茜川 全域 生物Ｂ イ

野津川 全域 生物Ｂ イ

三重川 全域 生物Ｂ イ

奥嶽川上流 権現橋より上流 生物Ａ イ

奥嶽川下流 権現橋より下流 生物Ｂ イ

九折川 全域 生物Ａ ※ イ

緒方川上流 原尻の滝より上流 生物Ａ イ

緒方川下流 原尻の滝より下流 生物Ｂ イ

稲葉川 稲葉ダムより下流 生物Ｂ イ

玉来川 全域 生物Ｂ イ

乙津川 全域 生物Ｂ イ

原　川 全域 生物Ｂ イ

臼杵川 全域 生物Ｂ イ

末広川 全域 生物Ｂ イ

番匠川上流 虫月橋より上流 生物Ａ イ

番匠川下流 虫月橋より下流 生物Ｂ イ

中川 全域 生物Ｂ イ

中江川 全域 生物Ｂ イ

堅田川上流 船形橋より上流 生物Ａ イ

堅田川下流 船形橋より下流 生物Ｂ イ

木立川 全域 生物Ｂ イ

山 国 川 水 系

平 成 22 年 9 月 24 日

環境省告 示第 46号

平 成 25 年 3 月 29 日
県 告 示 第 226 号

県 北 河 川
平 成 25 年 3 月 29 日
県 告 示 第 226 号

国 東 半 島
東 部 河 川

平 成 25 年 3 月 29 日
県 告 示 第 226 号

別杵速見河川
平 成 24 年 1 月 17 日
県 告 示 第 46 号

大分市内河川
平成 22年 10月 12日
県 告 示 第 796 号

大 分 川 水 系
平成 22年 10月 12日
県 告 示 第 796 号

大 野 川 水 系
平成 22年 10月 12日
県 告 示 第 796 号

臼杵市内河川
平 成 24 年 1 月 17 日
県 告 示 第 46 号

番 匠 川 水 系
平 成 24 年 1 月 17 日
県 告 示 第 46 号



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  146 

 

 

 

 

 

水系等の区分 水 域 名 範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

筑後川下流
 北里川合流点より下流
　（松原ダム貯水池を除く）

生物Ｂ イ
平 成 22 年 9 月 24 日
環境省告 示第 46号

玖珠川 全域 生物Ｂ イ

町田川 全域 生物Ｂ イ

庄手川 全域 生物Ｂ イ

花月川上流 山神橋より上流 生物Ａ イ

花月川下流 山神橋より下流 生物Ｂ イ

大肥川  全域 生物Ｂ イ

　　※　九折川については、全亜鉛の基準は適用しない。

筑 後 川 水 系
平 成 25 年 3 月 29 日
県 告 示 第 226 号

　イ　湖　沼

範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

全域 湖沼生物Ｂ イ
平 成 22 年 9 月 24 日
環境省告 示第 46号

全域 湖沼生物Ｂ イ
平 成 24 年 1 月 17 日
県 告 示 第 47 号

全域 湖沼生物Ｂ イ
平成 22年 10月 12日
県 告 示 第 797 号

全域 湖沼生物Ｂ イ
平 成 25 年 3 月 29 日
県 告 示 第 227 号

水 域 名

松 原 ダ ム 貯 水 池 （ 梅 林 湖 ）

北 川 ダ ム 貯 水 池

芹 川 ダ ム 貯 水 池

耶 馬 溪 ダ ム 貯 水 池

　ウ　海　域

範 囲
水 域
類 型

達 成
期 間

指 定 年 月 日
告 示 等

 全域（大分県北部沿岸域及び大分県南部沿岸
域に係る部分を除く）

海域生物Ａ イ
平 成 26 年 3 月 28 日
県 告 示 第 184 号

別記25参照 海域生物特Ａ イ
平 成 26 年 3 月 28 日
県 告 示 第 184 号

別記26参照 海域生物特Ａ イ
平 成 26 年 3 月 28 日
県 告 示 第 184 号

 全域（響灘及び周防灘（イ）に係る部分を除
く）

海域生物Ａ イ
平 成 29 年 5 月 22 日
環境省告 示第 47号

別記27参照 海域生物特Ａ イ
平 成 29 年 5 月 22 日
環境省告 示第 47号

備考１　達成期間の欄中の記号は、次の期間を示す。
　　　　「イ」はただちに達成

響 灘 及 び 周 防 灘 （ イ ）

水 域 名

大 分 県 地 先 水 域

大 分 県 北 部 沿 岸 域

大 分 県 南 部 沿 岸 域

響 灘 及 び 周 防 灘
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別記

No 水 域 名 水 域 の 範 囲

1 豊前地先海域 大分県西国東郡香々地町(注1)長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

2 響灘及び周防灘
宇部市黒埼と大分県西国東郡香々地町(注1)長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡埼を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海
域であって豊前地先海域並びに昭和46年５月25日閣議決定の宇部東港、宇部本港、工業運河、栄川入江、小野田港、宇部・小野田
地先海域(甲)、宇部・小野田地先海域(乙)、奥洞海、製鉄戸畑泊地、堺川泊地、洞海湾湾口部及び響灘に係る部分を除いたもの

3 国東半島地先水域 香々地町(注1)長崎鼻から杵築市臼石鼻に至る陸岸の地先海域

4 住吉泊地水域 大分港住吉東防波堤燈台から大分港住吉西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

5 乙津泊地水域 大分港乙津東防波堤燈台から大分港乙津西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

6 鶴崎泊地水域 大分港鶴崎東防波堤燈台から大分港鶴崎西防波堤燈台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

7 大分港水域
大分市白木三角点、同三角点より24度20分2,100ｍの地点、大分市千歳三角点より24度40分6,100ｍの地点、同地点から136度の線
と大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻とを結ぶ線の交点、大分市大在大野川右岸北端の各点を順次結んだ線及び陸岸で囲
まれた海域

8 別府港水域
両郡橋(別府市と大分市との境界地点)から島山山頂まで引いた線、別府市と日出町との境界陸岸地点から大崎鼻まで引いた線及び
別府市と日出町との境界陸岸地点から両郡橋に至る陸岸により囲まれた海域

9 守江港水域 杵築市権現鼻と同市住吉浜燈台とを結んだ線及び陸岸で囲まれた海域

10 別府湾中央水域
大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻とを結んだ線及び陸岸で囲まれた区域から守江港水域、別府港水域、大分港水域、鶴
崎泊地水域、乙津泊地水域及び住吉泊地水域を除く海域

11 別府湾東部水域
杵築市臼石鼻と大分市大在大野川右岸北端を結ぶ線及び大分市大在大野川右岸北端から佐賀関町(注2)関崎に至る海岸に囲まれ
た海域で、大野川東部水域及び佐賀関港の水域を除く水域

次の各点を順次結んだ線及び陸岸で囲まれた水域

(1) 大分市大在大野川右岸北端

(2) 大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻とを結ぶ線と大分臨海工業地帯１号地北東端から10度1,800ｍの点と
　　大分市大字竹下と大字里との境界と海岸との交点から358度22分3,000ｍの点とを結ぶ線の交点

(3) 大分市大字竹下と大字里との境界と海岸との交点から358度22分3,000ｍの点

(4) 大分市と北海部郡佐賀関町(注2)との境界と海岸との交点から101度52分514ｍの地点から358度22分4,080ｍの点

(5) 大分市と北海部郡佐賀関町(注2)との境界と海岸との交点から101度52分514ｍの点

13 佐賀関港 北海部郡佐賀関町(注2)踊鼻と同町若獅子鼻を結ぶ線及び陸岸で囲まれた水域

14 北海部郡東部地先 北海部郡佐賀関町(注2)関崎と愛媛県佐田岬を結ぶ線から臼杵市下ノ江港灯台に至る陸岸の地先海域

15 臼杵湾 臼杵市下ノ江港灯台から津久見市楠屋鼻に至る陸岸の地先海域

16 津久見湾 津久見市楠屋鼻から南海部郡上浦町(注3)蒲戸崎に至る陸岸の地先海域

17 佐伯湾中央水域
佐伯市大字二栄漁港防波堤先端と大入島大字高松浦上浦936番地を結ぶ線、大入島、元ヶ鼻と片白島北端を結ぶ線、同島、同島南
端と野崎鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

18 佐伯湾東部水域 佐伯市上浦蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域であって、佐伯湾中央水域に係る部分を除いたもの

19 南海部郡地先水域 鶴御崎(鶴見町(注4)と米水津村(注5)との境界陸岸地点)から大分県と宮崎県の境界陸岸地点に至る陸岸の地先海域

20 響灘及び周防灘(ニ)
北九州市網ノ鼻とＢ点(網ノ鼻から南東方22,100ｍの地点(北緯33度48分7秒、東経131度11分54秒))を結ぶ線、同地点とＣ点(Ｂ地点
から東方20,600ｍの地点(北緯33度48分7秒、東経131度25分7秒))を結ぶ線、同地点と大分県西国東郡香々地町(注1)長崎鼻を結ぶ
線及び陸岸により囲まれた海域

21 国東半島地先 西国東郡香々地町(注1)長崎鼻から杵築市臼石鼻に至る陸岸の地先海域

22 別府湾(イ)
大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻を結ぶ線及び陸岸で囲まれた海域であって、鶴崎泊地、乙津泊地、住吉泊地を除いたも
の

23 別府湾(ロ)
大分市大在大野川右岸北端と杵築市臼石鼻を結ぶ線、杵築市臼石鼻と北海部郡佐賀関町(注2)関崎を結ぶ線及び陸岸で囲まれた
海域

24 佐伯湾 南海部郡上浦町(注3)蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域

25 大分県北部沿岸域
宇部市黒崎と豊後高田市香々地長崎鼻を結ぶ線、別府市と日出町との境界陸岸地点から大崎鼻まで引いた線(別府市と日出町の境
界陸岸地点から水深30mの地点までの部分に限る。)、水深30mの等深線及び陸岸に囲まれた海域

26 大分県南部沿岸域
杵築市臼石鼻と大分市大在大野川右岸北端を結ぶ線（大野川右岸北端から水深30mの地点までの部分に限る。）、大分県と宮崎県の
境界陸岸地点、水深30mの等深線及び陸岸に囲まれた海域（入津湾を除く。）

27 響灘及び周防灘（イ） 平成29年5月22日環境省告示47号の別記26参照

12 大野川東部水域

注１　「西国東郡香々地町」または「香々地町」とは現「豊後高田市香々地」をいう。
注２　「北海部郡佐賀関町」または「佐賀関町」とは現「大分市佐賀関」をいう。
注３　「南海部郡上浦町」とは現「佐伯市上浦」をいう。
注４　「鶴見町」とは現「佐伯市鶴見」をいう。
注５　「米水津村」とは現「佐伯市米水津」をいう。
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表 3-9 水生生物調査に係る指標生物 

  

 

図 3-10 瀬戸内区域及び入津 

 

 

水 質 階 級 指 標 生 物

ナ ミ ウ ズ ム シ

ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類

ヘ ビ ト ン ボ

ヤ マ ト ビ ケ ラ 類

ア ミ カ 類

サ ワ ガ ニ

カ ワ ゲ ラ 類

ナ ガ レ ト ビ ケ ラ 類

ブ ユ 類

ヨ コ エ ビ 類

カ ワ ニ ナ 類

コ ガ タ シ マ ト ビ ケ ラ 類

ヒ ラ タ ド ロ ム シ 類

ヤ マ ト シ ジ ミ

コ オ ニ ヤ ン マ

オ オ シ マ ト ビ ケ ラ

ゲ ン ジ ボ タ ル

イ シ マ キ ガ イ

Ⅰ　きれいな水

Ⅱ　ややきれいな水

水 質 階 級 指 標 生 物

タ ニ シ 類

ミ ズ ム シ

ニ ホ ン ド ロ ソ コ エ ビ

シ マ イ シ ビ ル

ミ ズ カ マ キ リ

イ ソ コ ツ ブ ム シ 類

サ カ マ キ ガ イ

ア メ リ カ ザ リ ガ ニ

チ ョ ウ バ エ 類

エ ラ ミ ミ ズ

ユ ス リ カ 類

Ⅲ　きたない水

Ⅳ　とてもきたない水
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表 3-11 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定事業場数
及び有害物質貯蔵指定施設数 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

1 鉱業又は水洗炭業

1の2 畜産農業又はサービス業 3 3 8 200 208 211 3

2 畜産食料品製造業 1 3 1 5 7 54 61 66 4

3 水産食料品製造業 8 3 11 11 1 140 152 163 9

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 5 5 10 26 286 312 322 5

5 みそ、しょう油等製造業 5 5 4 66 70 75 5

6 小麦粉製造業

7 砂糖製造業

8 パン・菓子の製造業又は製あん業 1 1 3 1 11 15 16 2

9 米菓製造業又はこうじ製造業 1 1 1

10 飲料製造業 9 6 15 4 95 99 114 9

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業 4 13 17 17

12 動植物油脂製造業 3 3 3

13 イースト製造業

14 でん粉又は化工でん粉の製造業

15 ぶどう糖又は水あめの製造業

16 めん類製造業 9 24 33 33

17 豆腐又は煮豆の製造業 8 168 176 176

18 インスタントコーヒー製造業

18の2 冷凍調理食品製造業 7 7 7

18の3 たばこ製造業

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しく は加工業 2 4 6 6

20 洗毛業

21 化学繊維製造業 1 1 1 1

21の2 一般製材業又は木材チップ製造業 17 17 17

21の3 合板製造業 1 1 1

21の4 パーティクルボード製造業

22 木材薬品処理業 1 7 8 8

23 パルプ・紙又は紙加工品の製造業 3 3 3 3

23の2 新聞業・出版業・印刷業又は製版業 9 1 10 10

24 化学肥料製造業 1 1 2 2

25 削除

26 無機顔料製造業

27 25号及び26号の事業以外の無機化学工業製品製造業 3 3 2 1 3 6 3

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業 1 1 1

29 コールタール製品製造業

30 発酵工業 1 1 1 1

31 メタン誘導品製造業

32 有機顔料又は合成染料の製造業

33 合成樹脂製造業 1 1 5 5 6 1

34 合成ゴム製造業 1 1 1

35 有機ゴム薬品製造業

36 合成洗剤製造業

37 31号から36号ま での事業以外の石油化学工業 3 3 1 1 4 3

38 石けん製造業

38の2 界面活性剤製造業

39 硬化油製造業

40 脂肪酸製造業 1 1 1

41 香料製造業

42 ゼラチン又はにかわの製造業

43 写真感光材料製造業

44 天然樹脂製品製造業

45 木材化学工業

瀬戸内

法許可

対象事

業場数
瀬戸内

法
水濁法

小計

大分市内

水濁法

未満の特定事業場

指定地域

内事業場 瀬戸内

法適用

区域外

の地域

小計

特定

事業

場数
水濁法

その他の地域

水 濁 法

施 行 令

別 表 第

１ の 号

番 号

業種名

日平均排水量 50m3 日平均排水量 50m3

計
以上の特定事業場

水濁法瀬戸内

法

瀬戸内

法

大分市内 その他の地域
瀬戸内

法
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表 3-12 排水基準の概要                            

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

表 3-13 地下水調査井戸数 

 

 

 

  

項 目 適 用 事 業 場 適 用 区 域 適 用 年 月 最 近 の 改 正 状 況

有害物質 平成24年5月23日(平成24年5月25日施行)

Cd､Cr6+等28項目 1,4-ジオキサン追加

その他の項目 日平均排出水量50㎥ 平成5年8月27日(平成5年10月1日施行)

COD､BOD等15項目 以上の特定事業場 海域の窒素､燐追加

 令和4年10月31日(令和4年10月31日施行)
総
量
規
制

総 量 規 制 基 準 COD､T-N､T-P 同　上 瀬戸内区域

上 乗 せ
排 水 基 準

 化学的酸素要求量(COD)、 窒素含有量

(T-N)及びりん含有量(T-P)に係る第９次
総量規制基準

同　上
瀬戸内・
入津区域

昭和49年8月1日
 平成14年12月24日(平成15年4月1日施行)
 適用区域に入津追加

COD､SS､油分

昭和55年7月1日

種 類

濃
度

規
制

一 律 排 水 基 準

全特定事業場 全　域 昭和46年6月24日

同　上 同　上

（１）市町村別 （単位：本）

定点方式 ローリング方式 計

大分市 0 10 10 0 8 18

別府市 4 2 6 0 0 6

中津市 2 1 3 0 3 6

日田市 4 1 5 0 1 6

佐伯市 4 0 4 0 1 5

臼杵市 1 1 2 0 1 3

津久見市 1 1 2 0 0 2

竹田市 1 0 1 0 0 1

豊後高田市 0 1 1 0 4 5

杵築市 1 0 1 0 0 1

宇佐市 1 2 3 0 2 5

豊後大野市 3 1 4 0 2 6

由布市 1 0 1 0 0 1

国東市 4 0 4 4 2 10

姫島村 0 0 0 0 0 0

日出町 0 0 0 0 0 0

九重町 0 0 0 0 1 1

玖珠町 0 0 0 0 1 1

合計 27 20 47 4 26 77

市町村名
概　　況　　調　　査 汚染井戸周辺

地区調査
継続監視調査 合　　計

（２）測定機関別 （単位：本）

定点方式 ローリング方式 計

大分県 24 10 34 4 18 56
国土交通省 3 0 3 0 0 3

大分市 0 10 10 0 8 18
合計 27 20 47 4 26 77

調査機関
概　　況　　調　　査 汚染井戸周辺

地区調査
継続監視

調査
合　　計
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表 3-14 地下水質調査結果 

 
 

（１）環境基準項目（調査区分別） （単位：本）

調査

井戸数

検出

井戸数

超過

井戸数

調査

井戸数

検出

井戸数

超過

井戸数

調査

井戸数

検出

井戸数

超過

井戸数

調査

井戸数

検出

井戸数

超過

井戸数

調査

井戸数

検出

井戸数

超過

井戸数

 カドミウム 0.003以下 11 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 36 0 0

 全シアン 検出されないこと 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0

 鉛 0.01以下 11 0 0 20 0 0 0 0 0 5 1 0 36 1 0

 六価クロム 0.02以下 11 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 36 0 0

 砒素 0.01以下 11 3 0 20 5 0 0 0 0 5 3 1 36 11 1

 総水銀 0.0005以下 7 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 28 0 0

 アルキル水銀 検出されないこと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ＰＣＢ 検出されないこと 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0

 ジクロロメタン 0.02以下 12 0 0 20 1 0 0 0 0 5 0 0 37 1 0

 四塩化炭素 0.002以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

クロロエチレン※ 0.002以下 1 0 0 10 0 0 0 0 0 7 2 0 18 2 0

 １，２－ジクロロエタン 0.004以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

 １，１－ジクロロエチレン 0.1以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 12 0 0 44 0 0

 １，２－ジクロロエチレン 0.04以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 12 8 0 44 8 0

 １，１，１－トリクロロエタン 1以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

 １，１，２－トリクロロエタン 0.006以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

 トリクロロエチレン 0.01以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 12 9 1 44 9 1

 テトラクロロエチレン 0.01以下 12 3 0 20 0 0 0 0 0 6 5 2 38 8 2

 １，３－ジクロロプロペン 0.002以下 13 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 38 0 0

 チウラム 0.006以下 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

 シマジン 0.003以下 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

 チオベンカルブ 0.02以下 8 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

 ベンゼン 0.01以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

 セレン 0.01以下 7 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下 27 26 0 20 19 0 4 4 0 19 14 7 70 63 7

 ふっ素 0.8以下 24 19 0 20 11 0 0 0 0 24 19 1 68 49 1

 ほう素 1以下 9 3 0 20 2 0 0 0 0 5 0 0 34 5 0

 1,4-ジオキサン 0.05以下 12 0 0 20 0 0 0 0 0 5 0 0 37 0 0

27 27 0 20 19 0 4 4 0 26 26 12 77 76 12

備考１　　1,2-ジクロロエチレンは、シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和

　　　２　　検出井戸とは、各物質ごとに、定量下限値以上の検出のあった井戸本数をいい、超過井戸本数を含む。

　　　３　　超過井戸とは、年間平均値が環境基準を超過したものをいう。

　　　※　別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

合　　　計
定点方式 ローリング方式

総　　　　計

環境基準項目
環境基準値

（mg/L）

概況調査 汚染井戸周辺
地区調査

継続監視調査
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（２）環境基準項目（用途別） (単位：本)

調　 査 検   出 超   過 調　 査 検   出 超   過 調　 査 検   出 超   過

井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数

1 0.003以下 10 0 0 26 0 0 36 0 0

2 検出されないこと 6 0 0 20 0 0 26 0 0

3 0.01以下 10 0 0 26 1 0 36 1 0

4 0.02以下 10 0 0 26 0 0 36 0 0

5 0.01以下 10 3 0 26 8 1 36 11 1

6 0.0005以下 7 0 0 21 0 0 28 0 0

7 検出されないこと 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 検出されないこと 6 0 0 20 0 0 26 0 0

9 0.02以下 8 0 0 29 1 0 37 1 0

10 0.002以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

11 0.002以下 0 0 0 18 2 0 18 2 0

12 0.004以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

13 0.1以下 8 0 0 36 0 0 44 0 0

14 0.04以下 8 0 0 36 8 0 44 8 0

15 1以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

16 0.006以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

17 0.01以下 8 0 0 36 9 1 44 9 1

18 0.01以下 8 1 0 30 7 2 38 8 2

19 0.002以下 8 0 0 30 0 0 38 0 0

20 0.006以下 6 0 0 22 0 0 28 0 0

21 0.003以下 6 0 0 22 0 0 28 0 0

22 0.02以下 6 0 0 22 0 0 28 0 0

23 0.01以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

24 0.01以下 6 0 0 21 0 0 27 0 0

25 10以下 18 16 1 52 47 6 70 63 7

26 0.8以下 17 11 1 51 38 0 68 49 1

27 1以下 8 1 0 26 4 0 34 5 0

28 0.05以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

18 18 2 59 58 10 77 76 12総　　　計

　※　別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

 ベンゼン

 セレン

 硝酸性窒素及び  亜硝酸性窒素

 ふっ素

 ほう素

 1,4-ジオキサン

 トリクロロエチレン

 テトラクロロエチレン

 1,3-ジクロロプロペン

 チウラム

 シマジン

 チオベンカルブ

 クロロエチレン※

 1,2-ジクロロエタン

 1,1-ジクロロエチレン

 1,2-ジクロロエチレン

 1,1,1-トリクロロエタン

 1,1,2-トリクロロエタン

 砒素

 総水銀

 アルキル水銀

 ＰＣＢ

 ジクロロメタン

 四塩化炭素

基準値
（単位：mg/L）

飲用に供しているもの その他の井戸 合　　計

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

 カドミウム

 全シアン

 鉛

 六価クロム
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（３）要監視項目

調　 査 検   出 超   過 調　 査 検   出 超   過 調　 査 検   出 超   過

井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数 井戸数

1 　　0.06以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

2 　　0.06以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

3 　　0.2以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

4 　　0.008以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

5 　　0.005以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

6 　　0.003以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

7 　　0.04以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

8 　　0.04以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

9 　　0.05以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

10 　　0.008以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

11 　　0.006以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

12 　　0.008以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

13 　　0.03以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

14 　　0.008以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

15 － 6 0 0 20 0 0 26 0 0

16 　　0.6以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

17 　　0.4以下 8 0 0 29 0 0 37 0 0

18 　　0.06以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

19 － 9 1 0 26 1 0 35 2 0

20 　　0.07以下 9 0 0 26 1 0 35 1 0

21 　　0.02以下 6 0 0 20 0 0 26 0 0

22 　　0.0004以下 0 0 0 10 0 0 10 0 0

23 　　0.2以下 9 1 1 26 7 2 35 8 3

24 　　0.002以下 9 1 0 26 3 0 35 4 0

25
　　0.00005以下
　　（暫定）

2 2 0 14 13 2 16 15 2

10 2 1 39 13 4 49 15 5総　　　計

ニッケル

モリブデン

アンチモン

エピクロロヒドリン

全マンガン

ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン
酸（PFOA）

ウラン

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）

イプロベンホス（ＩＢＰ）

クロルニトロフェン（ＣＮＰ）

トルエン

キシレン

フタル酸ジエチルヘキシル

イソプロチオラン

オキシン銅（有機銅）

クロロタロニル（ＴＰＮ）

プロピザミド

ＥＰＮ

ジクロルボス（ＤＤＶＰ）

クロロホルム

1,2-ジクロロプロパン

ｐ-ジクロロベンゼン

イソキサチオン

ダイアジノン

フェニトロチオン(MEP)

（単位：本）

指針値
（単位：mg/L）

飲用に供しているもの その他の井戸 合　　計
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表 3-15 総量削減計画の概要（COD、窒素含有量及びりん含有量） 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単位：トン/日)

54年度 59年度 59年度 64年度 元年度 6年度 6年度 11年度 11年度 16年度

現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量

生活排水 21 (22) 21 19 19 17 19 17 18 16

産業排水 29 (56) 31 30 29 27 25 25 22 22

そ の 他 8 (7) 8 8 7 7 7 7 6 6

総　　量 58 (85) 60 57 55 51 51 49 46 44

注：（　）内は、計画ベースの値である。

第５次

ＣＯＤ

第１次 第２次 第３次 第４次

(単位：トン/日) (単位：トン/日)

16年度 21年度 21年度 26年度 26年度 31年度 元年度 ６年度

現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量

16 15 14 13 13 12 11 8

17 17 13 13 14 14 12 12

5 5 6 6 5 5 5 5

38 37 33 32 32 31 28 25

第６次 第７次 第８次 第９次

(単位：トン/日)

11年度 16年度 16年度 21年度 21年度 26年度 26年度 31年度 元年度 ６年度

現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量

生活排水 11 10 11 10 10 10 8 8 9 7

産業排水 8 8 6 6 6 6 7 7 6 6

そ の 他 22 21 16 16 18 17 18 18 17 17

総　　量 41 39 33 32 34 33 33 33 32 30

第９次

窒素含有量

第５次 第６次 第７次 第８次

(単位：トン/日)

11年度 16年度 16年度 21年度 21年度 26年度 26年度 31年度 元年度 ６年度

現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量 現状負荷量 削減目標量

生活排水 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5

産業排水 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

そ の 他 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2

総　　量 2.6 2.5 2.3 2.2 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2

第９次第８次

りん含有量

第５次 第６次 第７次
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図 3-16 瀬戸内海の環境保全に関する大分県計画の概要 
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表 3-17 水質環境基準等（公共用水域） 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

 

（２）要監視項目及び指針値

（単位：mg/L） （単位：mg/L）

項 目

1 カドミウム 1

2 全シアン 2

3 鉛 3

4 六価クロム 4

5 砒素 5

6 総水銀 6

7 アルキル水銀 7

8 ＰＣＢ 8

9 ジクロロメタン 9

10 四塩化炭素 10

11 1,2-ジクロロエタン 11

12 1,1-ジクロロエチレン 12

13 シス-1,2-ジクロロエチレン 13

14 1,1,1-トリクロロエタン 14

15 1,1,2-トリクロロエタン 15

16 トリクロロエチレン 16

17 テトラクロロエチレン 17

18 1,3-ジクロロプロペン 18

19 チウラム 19

20 シマジン 20

21 チオベンカルブ 21

22 ベンゼン 22

23 セレン 23

24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 24

25 ふっ素 25

26 ほう素 26

27 1,4-ジオキサン

（１）人の健康の保護に関する環境基準

基 準 値 項               目 指 針 値

0.003 以下 クロロホルム 0.06 以下

検出されないこと トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 以下

0.01 以下 1,2-ジクロロプロパン 0.06 以下

0.02 以下 p-ジクロロベンゼン 0.2 以下

0.01 以下 イソキサチオン 0.008 以下

0.0005 以下 ダイアジノン 0.005 以下

検出されないこと フェニトロチオン(MEP) 0.003 以下

検出されないこと イソプロチオラン 0.04 以下

0.02 以下 オキシン銅(有機銅) 0.04 以下

0.002 以下 クロロタロニル(TPN) 0.05 以下

0.004 以下 プロピザミド 0.008 以下

0.1 以下 ＥＰＮ 0.006 以下

0.04 以下 ジクロルボス(DDVP) 0.008 以下

1 以下 フェノブカルブ(BPMC) 0.03 以下

0.006 以下 イプロベンホス(IBP) 0.008 以下

0.01 以下 クロルニトロフェン(CNP) －

0.01 以下 トルエン 0.6 以下

0.002 以下 キシレン 0.4 以下

0.006 以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 以下

0.003 以下 ニッケル －

0.02 以下 モリブデン 0.07 以下

0.01 以下 アンチモン 0.02 以下

0.01 以下 塩化ビニルモノマー 0.002 以下

10 以下 エピクロロヒドリン 0.0004 以下

0.8 以下 全マンガン 0.2 以下

備考
１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る
　　基準値については、最高値とする。
２　「検出されないこと」は、測定方法の欄に掲げる方法に
　　より測定した場合において、その結果が当該方法の定
　　量限界を下回ることをいう。
３　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用し
　　ない。
４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、
　　日本産業規格 K0102（以下「規格」という。）43.2.1、
　　43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオン
　　の濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により
　　測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を
　　乗じたものの和とする。

備考
１　PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及び
　　PFOAの合計値とする。

1 以下 ウラン 0.002 以下

0.05 以下
27

 ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸
（PFOA）

0.00005以下
（暫定）
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（３）生活環境の保全に関する環境基準、水生生物の保全に係る水質環境基準・要監視項目

1　河川(湖沼を除く。)

ア 生活環境の保全に関する環境基準

ＡＡ

水 道 1 級
自 然 環 境 保 全 及 び

A 以 下 の 欄 に 掲 げ る
も の

Ａ

水 道 2 級
水 産 1 級

及 び B 以 下 の 欄 に
掲 げ る も の

Ｂ

水 道 3 級
水 産 2 級
及 び C 以 下 の 欄 に

掲 げ る も の

Ｃ

水 産 3 級

工 業 用 水 1 級
及 び D 以 下 の 欄 に

掲 げ る も の

Ｄ

工 業 用 水 2 級
農 業 用 水

及 び E の 欄 に 掲 げ る
も の

Ｅ
工 業 用 水 3 級

環 境 保 全

項
目

　
　

類
型

利 用 目 的 の
適 応 性

基準値

該 当 水 域水素イオン
濃度(ｐＨ)

生物化学的酸素

要求量(ＢＯＤ)

浮遊物質量
(ＳＳ)

溶存酸素量
(ＤＯ)

大腸菌数

6.5以上

8.5以下
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上

20CFU

/100mL以下

第1の2の(2)により
水 域 類 型 ごとに
指定する水域

6.5以上

8.5以下
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上

300CFU

/100mL以下

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上
1,000CFU

/100mL以下

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 － 

6.0以上

8.5以下
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 － 

6.0以上

8.5以下
10mg/L以下

ごみ等の浮遊がみとめられないこ

と。
2mg/L以上 － 

測 定 方 法

規格K0102-1　12に定める方法
又はガラス電極を用いる水質

自動監視測定装置によりこれと同
程度の計測結果の得られる方法

規格K0102-1　18に定める方法  付表8に掲げる方法

規格K0102-1　21.2、21.3、21.4

及び21.5に定める方法
又は隔膜電極若しくは光学式セ

ンサを用いる水質自動監視測定
装置によりこれと同程度の計測結
果の得られる方法

規格K0102-5　5.6.2（5.6.2.7は

除く。）に定める方法（ただし、試
料採取後直ちに試験ができない
ときは、０～５℃（凍結させない）

の暗所に保存し、９時間以内に試
験することが望ましく、12 時間以

内に試験する。）

 備　考
　１　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値

　　　　(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする。
　２ 　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg／l以上とする。
　３ 　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であつて、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう。

　４　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100ＣＦＵ/100ml以下とする。
　５ 　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300ＣＦＵ/100ml以下とする。

　６　 水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
　７　大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　 　 2　水　道　1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

　  　　　　　〃　2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　  　　　　〃　3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

　　  3　水　産　1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
　　  　　　　〃　2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

　　　  　　　〃　3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
　　　4　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
　　  　　　　　〃　2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

　　　　　  　　〃　3 級：特殊の浄水操作を行うもの
　　  5　環 境 保 全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ　水生生物の保全に係る水質環境基準・要監視項目

全亜鉛
ノ ニ ル
フ ェ ノ ー ル

直鎖アルキル
ベンゼンスルホ
ン酸及びその塩
（ＬＡＳ）

クロロホルム フェノール
ホ ル ム ア
ル デ ヒ ド

4-t- オ ク チ ル
フ ェ ノ ー ル

アニリン
2,4- ジ ク ロ ロ
フ ェ ノ ー ル

生
物
Ａ

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 0.7mg/L以下 0.05mg/L以下 1mg/L以下 0.001mg/L以下 0.02mg/L以下 0.03mg/L以下

生
物
特
Ａ

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下 0.006mg/L以下 0.01mg/L以下 1mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.02mg/L以下 0.003mg/L以下

生
物
Ｂ

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下 3mg/L以下 0.08mg/L以下 1mg/L以下 0.004mg/L以下 0.02mg/L以下 0.03mg/L以下

生
物
特
Ｂ

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下 3mg/L以下 0.01mg/L以下 1mg/L以下 0.003mg/L以下 0.02mg/L以下 0.02mg/L以下

規格K0102-3
12.2、12.3、
12.4
及び12.5に定め
る方法

付表9に掲げる
方法

規格K0102-4
6.2.5に定める
方法

規格K0125
5.1、5.2及び
5.3.1に定める
方法

 平成15年環水
企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号付
表1に掲げる方
法

平成15年環水
企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号付
表2に掲げる方
法

平成15年環水
企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号付
表2に掲げる方
法

平成25年環水
大水発第
1303272号付表
2に掲げる方法

平成25年環水
大水発第
1303272号付表
3に掲げる方法

項
目

　
　
　
　
類
型

水生生物の生息状況の適応性

環境基準値 要監視項目指針値

該当水域

備　考
　１　基準値は年間平均値とする。

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む
水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

第1の2の(2)により
水 域 類 型 ごとに
指定する水域

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる
水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の
生育場として特に保全が必要な水域

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
これらの餌生物が生息する水域

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に
掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔
の生育場として特に保全が必要な水域

測定方法
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２　湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

ア　生活環境の保全に関する環境基準

ＡＡ

水 道 1 級

水 産 1 級
自 然 環 境 保 全 及

び Ａ 以 下 の 欄 に
掲 げ る も の

Ａ

水 道 2 、 3 級

水 産 2 級
及 び Ｂ 以 下 の 欄 に

掲 げ る も の

Ｂ

水 産 3 級

工 業 用 水 1 級
農 業 用 水 及 び

Ｃ の 欄 に 掲 げ る も の

Ｃ
工 業 用 水 2 級
環 境 保 全

項
目

　
　

類
型

利 用 目 的 の

適 応 性

基準値

該 当 水 域水素イオン
濃度(ｐＨ)

化学的酸素

要求量(ＣＯＤ)

浮遊物質量
(ＳＳ)

溶存酸素量
(ＤＯ)

大腸菌数

6.5以上

8.5以下
1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上

20CFU

/100mL以下

第1 の2 の(2)
により水域類

型ごとに指定
する水域

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上
300CFU

/100mL以下

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上 － 

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下
ごみ等の浮遊が認められ
ないこと。

2mg/L以上 － 

測 定 方 法

規格K0102-1　12に定める

方法又はガラス電極を用
いる水質自動監視測定装

置によりこれと同程度の計
測結果の得られる方法

規格K0102-1　17.2に定め
る方法

 付表8に掲げる方法

規格K0102-1　21.2、

21.3、21.4及び21.5に定め
る方法

又は隔膜電極若しくは光
学式センサを用いる水質

自動監視測定
装置によりこれと同程度の

計測結果の得られる方法

規格K0102-5　5.6.2

（5.6.2.7は除く。）に定める
方法（ただし、試料採取後

直ちに試験ができないとき
は、０～５℃（凍結させな

い）の暗所に保存し、９時
間以内に試験することが望

ましく、12 時間以内に試
験する。）

　備　考

　　　1　水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
　　　2　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100ＣＦＵ/100ml以下とする。

　　　3　水道３級を利用目的としている測定点（水浴又は水道２級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数1,000ＣＦＵ/100ml以下とする。
　　　4　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300ＣＦＵ/100ml以下とする。

　　　5　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

　 　 2　水　道　1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　  　　　　〃 2、3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

　 　 3　水　産　1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
　  　　　　　〃　2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用

　　  　　　　〃　3 級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
　　  4　工業用水1 級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

　　　　　　　〃　 　2 級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
　　  5　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

イ　生活環境の保全に関する環境基準（窒素、燐）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

項

目

　

　

類

型
利用目的の適応性

基準値

該当水域

全窒素 全燐

自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L以下 0.005mg/L以下

第1の2の(2)により水域類型ごとに指定す

る水域

水道1、2、3級(特殊なものを除く。)

水産1種

及びⅢ以下の欄に掲げるもの

0.2mg/L以下 0.01mg/L以下

水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L以下 0.03mg/L以下

水産2種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L以下 0.05mg/L以下

水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 1mg/L以下 0.1mg/L以下

測定方法
規格K0102-2　17.3、17.4又は17.5

（17.5.3.2を除く。)に定める方法

規格K0102-2　18.4（18.4.1.4のb)を除

く。)に定める方法

 備　考

　　 1　基準値は、年間平均値とする。

　　 2　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、

　　　　全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。

　　 3　農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　 　 2　水　道　1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　   　　　　 〃　2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　   　　　 〃　3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(｢特殊なもの｣とは、臭気物質の除去が可能な特殊な
　　　  　　　　　　　　　浄水操作を行うものをいう。)
　　  3　水　産　1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
　　    　　　 〃　2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
　　    　　　 〃　3 種：コイ、フナ等の水産生物用
　　　４　環 境 保 全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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ウ　水生生物の保全に係る水質環境基準・要監視項目

全亜鉛
ノ ニ ル

フ ェ ノ ー ル

直鎖アルキ

ルベンゼン

スルホン酸
及びその塩

（ＬＡＳ）

クロロホルム フェノール
ホ ル ム ア

ル デ ヒ ド

4-t- オ ク チ

ルフェノール
アニリン

2,4-ジクロロ

フ ェ ノ ー ル

生

物
Ａ

0.03
mg/L以下

0.001
mg/L以下

0.03
mg/L以下

0.7
mg/L以下

0.05
mg/L以下

1
mg/L以下

0.001
mg/L以下

0.02
mg/L以下

0.03
mg/L以下

生

物
特

Ａ

0.03
mg/L以下

0.0006
mg/L以下

0.02
mg/L以下

0.006
mg/L以下

0.01
mg/L以下

1
mg/L以下

0.0007
mg/L以下

0.02
mg/L以下

0.003
mg/L以下

生
物

Ｂ

0.03

mg/L以下

0.002

mg/L以下

0.05

mg/L以下

3

mg/L以下

0.08

mg/L以下

1

mg/L以下

0.004

mg/L以下

0.02

mg/L以下

0.03

mg/L以下

生
物

特
Ｂ

0.03

mg/L以下

0.002

mg/L以下

0.04

mg/L以下

3

mg/L以下

0.01

mg/L以下

1

mg/L以下

0.003

mg/L以下

0.02

mg/L以下

0.02

mg/L以下

規格K0102-

3
12.2、12.3、

12.4

及び12.5に

定め

る方法

付表9に掲
げる方法

規格K0102-
4

6.2.5に定め

る

方法

規格K0125

5.1、5.2及び
5.3.1に定め

る方法

 平成15年環

水企発第
031105001

号・環水管
発第

031105001

号付表1に

掲げる方法

平成15年環

水企発第
031105001

号・環水管
発第

031105001

号付表2に

掲げる方法

平成15年環

水企発第
031105001

号・環水管
発第

031105001

号付表2に

掲げる方法

平成25年環
水大水発第

1303272号

付表2に掲

げる方法

平成25年環
水大水発第

1303272号

付表3に掲

げる方法

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこ

れらの餌生物が生息する水域

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲

げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生
育場として特に保全が必要な水域

項
目

　
　

　
　

類

型

水生生物の生息状況の適応性

環境基準値 要監視項目指針値

該当水域

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物

及びこれらの餌生物が生息する水域

第1 の2 の(2)
により水域類

型ごとに指定
する水域

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生

物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域

測定方法

備　考

　１　基準値は年間平均値とする。

エ　水生生物の保全に係る水質環境基準（底層溶存酸素量）

生
物
１

生
物
２

生
物
３

該当水域

底層溶存酸素量

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又
は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する
水域

3.0mg/Ｌ以上

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階にお
いて貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

2.0mg/Ｌ以上

項
目

　
　
類
型

水生生物が生息・再生産する場の適応性

環境基準値

測定方法

規格K0102-1 21.2、21.3、
21.4及び21.5に定める方
法又は付表10に掲げる方
法

備　考
　１　基準値は年間平均値とする。

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階に
おいて貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L以上

第１の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
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３　海域

ア　生活環境の保全に関する環境基準

Ａ

水産1級

自然環境保全及びＢ以下の欄
に掲げるもの

Ｂ

水産2級

工業用水及びＣの欄に掲げる
もの

Ｃ 環境保全

 備　考
 　　1　アルカリ性法とは、次のものをいう。

 　　　 試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v％)1mLを加え、次に過マンガン酸カリウム
　　　　溶液(2mmol/L)10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後、よう化カリウム溶液

　　　　(10w/v％)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v％)1滴を加え、冷却後、硫酸(2＋1）0.5mLを加えてよう素を遊離させ
　　　　て、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。

　　　　同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。

　　　　  ＣＯＤ（O２mg/L）＝0.08×[(b)－(a)]×ｆNa２Ｓ２Ｏ３×1000/50

 　　　　　(a) ： チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の滴定値(mL)
 　　　　　(b) ： 蒸留水について行った空試験値(mL)

 　　　　　ｆNa２Ｓ２Ｏ３： チオ硫酸ナトリウム溶液 （10mmol/L）の力価

　　 2　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。

　　 3　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

 　   2　水　産　1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
　　  　　    〃 　2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用

　　  3　環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

測 定 方 法

規格K0102-1　12に定める方
法又はガラス電極を用いる水

質自動監視測定装置によりこ
れと同程度の計測結果の得ら

れる方法

規格K0102-1　17.2に定める
方法(ただし、B類型の工業用

水及び水産2級のうちノリ養殖
の利水点における測定方法

はアルカリ性法)

規格K0102-1　21.2、21.3、

21.4及び21.5に定める方法又
は隔膜電極を用いる水質自

動監視測定装置によりこれと
同程度の計測結果の得られる

方法

規格K0102-5　5.6.2（5.6.2.7
は除く。）に定める方法（ただ

し、試料採取後直ちに試験が
できないときは、０～５℃（凍結

させない）の暗所に保存し、９
時間以内に試験することが望

ましく、12 時間以内に試験す
る。）

規格K0102-1　22.5に定める

方法

検出されないこと

7.0以上

8.3以下
8㎎/L�以下 2㎎/L�以上 － － 

7.8以上
8.3以下

2㎎/L�以下 7.5㎎/L�以上
 300CFU

/100mL以下
検出されないこと

第1の2の(2)
に より 水 域

類 型 ご とに
指定する水

域

7.8以上

8.3以下
3㎎/L�以下 5㎎/L�以上 － 

項

目

　

　
類

型

利用目的の適応性

基準値

該 当 水 域水素イオン

濃度(ｐＨ)

化学的酸素

要求量(ＣＯＤ)

溶存酸素量

(ＤＯ)
大腸菌数

n－ヘキサン抽

出物質(油分等)

イ　生活環境の保全に関する環境基準（窒素、燐）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

　備　考
　　　 1　基準値は、年間平均値とする。
　　　 2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

 (注)  1　自 然 環 境 保 全：自然探勝等の環境保全
  　    2　水   産   1   種 ：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
　 　  　　　　  〃   2   種 ：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
　　 　  　　　  〃   3   種 ：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
 　     3　生物生息環境保全 ：年間を通して底生生物が生息できる限度

水産3種、工業用水、生物生息環境保全 1㎎/�以下 0.09㎎/�以下

測定方法
規格K0102-2 17.4又は17.5（17.5.3.2を除
く。）に定める方法

規格K0102-2 18.4（18.4.1.4のb)を除く。）に
定める方法

自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) 0.2㎎/�以下 0.02㎎/�以下

第1の2の(2)により水域類型
ごとに指定する水域

水産1種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)

0.3㎎/�以下 0.03㎎/�以下

水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。) 0.6㎎/�以下 0.05㎎/�以下

項
目

　
　
類
型

利用目的の適応性

基準値

該当水域

全窒素 全燐

３　海域

ア　生活環境の保全に関する環境基準

Ａ

水産1級

自然環境保全及びＢ以下の欄
に掲げるもの

Ｂ

水産2級

工業用水及びＣの欄に掲げる
もの

Ｃ 環境保全

 備　考
 　　1　アルカリ性法とは、次のものをいう。

 　　　 試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v％)1mLを加え、次に過マンガン酸カリウム
　　　　溶液(2mmol/L)10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後、よう化カリウム溶液

　　　　(10w/v％)1mLとアジ化ナトリウム溶液(4w/v％)1滴を加え、冷却後、硫酸(2＋1）0.5mLを加えてよう素を遊離させ
　　　　て、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。

　　　　同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。

　　　　  ＣＯＤ（O２mg/L）＝0.08×[(b)－(a)]×ｆNa２Ｓ２Ｏ３×1000/50

 　　　　　(a) ： チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol/L）の滴定値(mL)
 　　　　　(b) ： 蒸留水について行った空試験値(mL)

 　　　　　ｆNa２Ｓ２Ｏ３： チオ硫酸ナトリウム溶液 （10mmol/L）の力価

　　 2　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。

　　 3　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

(注) 1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

 　   2　水　産　1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
　　  　　    〃 　2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用

　　  3　環 境 保 全 ：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

測 定 方 法

規格K0102-1　12に定める方
法又はガラス電極を用いる水

質自動監視測定装置によりこ
れと同程度の計測結果の得ら

れる方法

規格K0102-1　17.2に定める
方法(ただし、B類型の工業用

水及び水産2級のうちノリ養殖
の利水点における測定方法

はアルカリ性法)

規格K0102-1　21.2、21.3、

21.4及び21.5に定める方法又
は隔膜電極を用いる水質自

動監視測定装置によりこれと
同程度の計測結果の得られる

方法

規格K0102-5　5.6.2（5.6.2.7
は除く。）に定める方法（ただ

し、試料採取後直ちに試験が
できないときは、０～５℃（凍結

させない）の暗所に保存し、９
時間以内に試験することが望

ましく、12 時間以内に試験す
る。）

規格K0102-1　22.5に定める

方法

検出されないこと

7.0以上

8.3以下
8㎎/L�以下 2㎎/L�以上 － － 

7.8以上
8.3以下

2㎎/L�以下 7.5㎎/L�以上
 300CFU

/100mL以下
検出されないこと

第1の2の(2)
に より 水 域

類 型 ご とに
指定する水

域

7.8以上

8.3以下
3㎎/L�以下 5㎎/L�以上 － 

項

目

　

　
類

型

利用目的の適応性

基準値

該 当 水 域水素イオン

濃度(ｐＨ)

化学的酸素

要求量(ＣＯＤ)

溶存酸素量

(ＤＯ)
大腸菌数

n－ヘキサン抽

出物質(油分等)
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ウ　水生生物の保全に係る水質環境基準・要監視項目

全亜鉛
ノ ニ ル
フ ェ ノ ー ル

直鎖アルキル
ベンゼンスル
ホン酸及びそ
の塩（ＬＡＳ）

クロロホルム フェノール
ホ ル ム ア
ル デ ヒ ド

4-t- オク チル
フ ェ ノ ー ル

アニリン
2,4- ジ ク ロ ロ
フ ェ ノ ー ル

生
物
Ａ

0.02
㎎/L�以下

0.001
㎎/L�以下

0.01
㎎/L�以下

0.8
mg/L以下

2
mg/L以下

0.3
mg/L以下

0.0009
㎎/L�以下

0.1
㎎/L�以下

0.02
㎎/L�以下

生
物
特
Ａ

0.01
㎎/L�以下

0.0007
㎎/L�以下

0.006
㎎/L�以下

0.8
mg/L以下

0.2
mg/L以下

0.03
mg/L以下

0.0004
㎎/L�以下

0.1
㎎/L�以下

0.01
㎎/L�以下

規格K0102-3
12.2、12.3、
12.4
及び12.5に定
め
る方法

付表9に掲げ
る方法

規格K0102-4
6.2.5に定める
方法

規格K0125
5.1、5.2及び
5.3.1に定める
方法

 平成15年環
水企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号
付表1に掲げ
る方法

平成15年環水
企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号
付表2に掲げ
る方法

平成15年環水
企発第
031105001号・
環水管発第
031105001号
付表2に掲げ
る方法

平成25年環水
大水発第
1303272号付
表2に掲げる
方法

平成25年環水
大水発第
1303272号付
表3に掲げる
方法

水 生 生 物 の 生 息 す る 水 域 第1の2の(2)
に より 水 域
類 型 ご とに
指定する水
域

生物Ａの水域のうち、水生生物の生息する産
卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に
保全が必要な水域

測　　　　　定　　　　　方　　　　　法

備　考
　１　基準値は年間平均値とする。

項
目

　
　
　
　
類
型

水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性

環境基準値 要監視項目指針値

該 当 水 域

エ　水生生物の保全に係る水質環境基準（底層溶存酸素量）

生
物
１

生
物
２

生
物
３

測定方法
規格32に定める方法又は付
表13に掲げる方法

備　考
　１　基準値は年間平均値とする。

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階にお
いて貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

4.0mg/L以上

第１の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は
再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

3.0mg/Ｌ以上

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において
貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

2.0mg/Ｌ以上

項
目

　
　
類
型

水生生物が生息・再生産する場の適応性

環境基準基準値

該当水域

底層溶存酸素量



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  164 

 

表 3-18 地下水の環境基準等と地下浸透の防止に係る基準 

（令和 7 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

  

（１）人の健康の保護に関する環境基準 （２）要監視項目及び指針値

(単位：mg/L) (単位：mg/L)

項 目

1 カドミウム 1

2 全シアン 2

3 鉛 3

4 六価クロム 4

5 砒素 5

6 総水銀 6

7 アルキル水銀 7

8 ＰＣＢ 8

9 ジクロロメタン 9

10 四塩化炭素 10

11 クロロエチレン※ 11

12 1,2-ジクロロエタン 12

13 1,1-ジクロロエチレン 13

14 1,2-ジクロロエチレン 14

15 1,1,1-トリクロロエタン 15

16 1,1,2-トリクロロエタン 16

17 トリクロロエチレン 17

18 テトラクロロエチレン 18

19 1,3-ジクロロプロペン 19

20 チウラム 20

21 シマジン 21

22 チオベンカルブ 22

23 ベンゼン 23

24 セレン 24

25  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

26 ふっ素

27 ほう素

28 1,4-ジオキサン

基 準 値 項　　　目 指 針 値

0.003 以下 クロロホルム 0.06 以下

検出されないこと 1,2-ジクロロプロパン 0.06 以下

0.01 以下 p-ジクロロベンゼン 0.2 以下

0.02 以下 イソキサチオン 0.008 以下

0.01 以下 ダイアジノン 0.005 以下

0.0005 以下 フェニトロチオン(MEP) 0.003 以下

検出されないこと イソプロチオラン 0.04 以下

検出されないこと オキシン銅(有機銅) 0.04 以下

0.02 以下 クロロタロニル(TPN) 0.05 以下

0.002 以下 プロピザミド 0.008 以下

0.002 以下 ＥＰＮ 0.006 以下

0.004 以下 ジクロルボス(DDVP) 0.008 以下

0.1 以下 フェノブカルブ(BPMC) 0.03 以下

0.04 以下 イプロベンホス(IBP) 0.008 以下

1 以下 クロルニトロフェン(CNP) －

0.006 以下 トルエン 0.6 以下

0.01 以下 キシレン 0.4 以下

0.01 以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 以下

0.002 以下 ニッケル －

0.006 以下 モリブデン 0.07 以下

0.003 以下 アンチモン 0.02 以下

0.8 以下

1 以下

0.02 以下 エピクロロヒドリン 0.0004 以下

0.01 以下 全マンガン 0.2 以下

0.05 以下

備考
１　 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る
　　基準値については 、最高値とする｡
２ 　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法
　　により測定した場合において、その結果が当該方法の
　　定量限界を下回ることをいう。
３ 　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本産業規格
　　　（以下「規格」という。）K0102の43.2.1、4.2.3、43.2.5又は
　　43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259
　　を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度
　　に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
４　 1，2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、
　　　5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格
　　　K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス
　　　体の濃度の和とする。
※　別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

備考
１　PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及び
　　PFOAの合計値とする。

0.01 以下 ウラン 0.002 以下

10 以下

25
 ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン
酸（PFOA）

0.00005以下
（暫定）
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表 3-19 水質関係公害防止協定値 
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表 3-20 健康項目に係る環境基準を達成した地点の調査結果 

 

 

表 3-21 公共用水域の生活環境項目(BOD、COD)の環境基準達成状況 

 

 

表 3-22 水環境の現状（河川別） 

（１） 山国川水系 

山国川は一級河川であり、山移川等多くの支川を合し、中津川を分派して周防灘に流

入している。流域には特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 山国川水系 BOD 年間平均値の経年変化 

 

最大値 平均値 基準値

(mg/L) （mg/L) (mg/L)

朝見川 藤助橋 6 6 0.027 0.021

町田川 潜石橋 6 6 0.024 0.021
砒素 0.01

基準値超過
検体数

水　域 地点名 項　目 総検体数

区 分
水 域

山国川（１） 山国川（２） 津民川 跡田川 伊呂波川 －
犬丸川 駅館川 寄藻川 桂川 大野川下流
都甲川 伊美川 田深川 武蔵川
安岐川 八坂川 朝見川上流 朝見川下流
祓川 住吉川 丹生川上流 丹生川下流
大分川上流 大分川中流 大分川下流 大野川上流
乙津川 原川 臼杵川 末広川
番匠川上流 番匠川下流 堅田川上流 堅田川下流
木立川 中川 中江川 筑後川（２）
大肥川 花月川 庄手川 玖珠川
町田川

北川ダム －

響灘及び周防灘 国東半島地先海域 豊前地先海域 －
住吉泊地水域 乙津泊地水域
鶴崎泊地水域 大分港水域
大野川東部水域 別府港水域
守江港水域 佐賀関港水域
別府湾中央水域 別府湾東部水域
北海部郡東部地先水域  臼杵湾
津久見湾 佐伯湾中央水域
佐伯湾東部水域  南海部郡地先水域

河 川

湖 沼 松原ダム貯水池

海　　　域

欠 測非 達 成達 成

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

山国川上流（AA類型）

山国川下流（ Ａ 類型）

上流（釼ノ木橋）

下流（下唐原）

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

津民川（ＡＡ類型）

津民小橋
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（２） 県北河川 

犬丸川、伊呂波川、駅館川、寄藻川、桂川及び都甲川（桂川の支川）は、周防灘（豊

前地先）に流入する二級河川である。これらの流域に特に大きな汚濁源はなく、生活排

水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、伊呂波川で環境基準を超過した。

環境基準を超過した原因として、一時的な汚濁量の増加、渇水や藻類の繁殖などの影響

が考えられる。 

BOD 年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

寄藻川では、例年 BOD 年間平均値が大きく変動しているが、この変動は、渇水や一次

生産の活発化によって BOD 値が大きく上昇することがあり、これにより全体の平均値が

増減するためと考えられる。 

 

図 県北河川 BOD 年間平均値の経年変化 

 

 

 
 

 

 

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

跡田川（Ａ類型）

耶馬橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

犬丸川（Ａ類型）

今津大橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

伊呂波川（Ａ類型）

高津橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/l)

(年度)

駅館川（Ａ類型）

上流（白岩橋）

下流（小松橋）

0

1

2

3

4

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

寄藻川（Ａ類型）

浮殿橋
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（３） 国東半島東部河川 

伊美川は国東半島北部から、田深川、武蔵川及び安岐川は半島東部から国東半島地先

海域に流入する二級河川である。これらの河川の流域には特に大きな汚濁源はなく、生

活排水が汚濁の主体となっている。環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、

いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態であるが、安岐川においては増加傾

向である。 

 

図 国東半島東部河川 BOD 年間平均値の 

 

 

 

 

（４） 別杵速見地域河川 

八坂川は立石川等 7 支川を合して別府湾（守江港）に流入する二級河川であり、朝見

川は 3 支川を合し、別府市南部の市街地を貫流して別府湾に流入している二級河川であ

る。両河川の流域には特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

 

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

桂川（Ａ類型）

えびす橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

都甲川（Ａ類型）

出合橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

伊美川（A類型）

古町

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

田深川（A類型）

丹過橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

安岐川（Ａ類型）

港橋

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

武蔵川（A類型）

涼月橋
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図 別杵速見地域河川 BOD 年間平均値の経年変化 

 
 

 

（５） 大分川水系 

大分川は、本県を代表する一級河川で、賀来川、阿蘇野川、芹川のほか、七瀬川等 45

の支川を合し、裏川を分派して別府湾に流入している。上流域には温泉観光地の由布市

湯布院町があり、下流の大分市内には食料品、機械器具等の製造業が立地しているが、

流域人口が多い中流域の生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 大分川水系 BOD 年間平均値の経年変化 

 
 

（６） 大野川水系 

大野川は、本県の中央部を貫流する代表的な一級河川であり、玉来川、稲葉川、緒方

川、三重川等 128 の支川を合し、乙津川を分派して別府湾に流入している。上流域には

特に大きな汚濁源はなく、生活排水、畜産排水が汚濁の主体であるが、下流域には化学、

機械器具等の大規模企業が立地し、産業排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、大野川下流で環境基準を超過した。

環境基準を超過した原因として、例年に比べて少雨傾向であったことなどから、河川流

量が少ない日が続いたことや、藻類の繁殖などの影響が考えられる。 

BOD の年間平均値の推移は、大野川上流、乙津川及び原川はおおむね横ばい状態であ

る。 

大野川下流の鶴崎橋付近では、冬から春にかけて藻類による内部生産由来で BOD 値が

大きく上昇することがあり、これにより全体の平均値が増減したと考えられる。 
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3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

八坂川（Ａ類型）

上流（大左右橋）

下流（錦江橋）

0
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2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

朝見川上流（Ａ類型）

朝見川下流（Ｃ類型）

上流（南田位橋）

下流（藤助橋）

0

1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

大分川上・中流（Ａ類型）

大分川下流（Ｂ類型）
上流（天神橋）
中流（府内大橋）
下流（広瀬橋）
下流（弁天大橋）
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図 大野川水系 BOD 年間平均値の経年変化 

 

 

 

 

 

（７） 大分市内河川 

祓川、住吉川及び丹生川は、いずれも大分市内を貫流し、別府湾に流入する二級河川

である。これらの河川の流域には、特に大きな汚濁源はないが、流域人口が比較的多く、

生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 大分市内河川 BOD 年間平均値の経年変化 
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上流（丹生橋）
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（８） 臼杵市内河川 

臼杵川は、中臼杵川等 8 支川を合し、臼杵市を貫流して、河口部では末広川、熊崎川

と合流し臼杵湾に流入する二級河川である。下流域には食料品等の製造業が立地しているが、

特に大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体である。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 臼杵市内河川 BOD 年間平均値の経年変化 

  
 

（９） 番匠川水系 

番匠川は、佐伯市内を貫流する一級河川であり、堅田川、木立川等 47 の支川を合し、

中川、中江川を分派して佐伯湾に流入している。これら河川の流域には特に大きな汚濁

源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、番匠川、堅田川上流、木立川、中川及び中江川はおおむ

ね横ばい状態であるが堅田川下流においては増加傾向である。 

 

図 番匠川水系 BOD 年間平均値の経年変化 
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（10） 筑後川水系 

筑後川は、九州を代表する一級河川であり、県内の支川は津江川、玖珠川等 78 あり、

日田市の夜明ダム下流で福岡県に至り、有明海に流入している。これら河川の流域には

大きな汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

BOD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 筑後川水系 BOD 年間平均値の経年変化 
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表 3-23 各湖沼 COD 年間平均値の経年変化 

 
 

 

 

 

 

 
 第１発電所放水口はリニューアル工事のた

め令和 6 年度から欠測 
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Ｍ－３

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

下筌ダム

Ｓ－１

Ｓ－３

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

耶馬溪ダム

ＹＬ－１

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

北川ダム（Ａ類型）

ダム前５

田代２９

発電所放水口

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

芹川ダム 本川９

本川１８

第１発電所放水口

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

大分川ダム（ななせダム）貯水池（のつはる湖）

Ｎ－１

Ｎ－２

0

1

2

3

4

5

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

大山ダム

貯水池基準地点



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  174 

 

表 3-24 水環境の現状（海域別） 

 

（１） 周防灘 

周防灘は、中津市から豊後高田市までの地先海域で、沿岸の中津市、宇佐市、豊後高

田市から直接又は山国川や駅館川等の河川を通じて、生活排水や産業排水等が流入して

いる。 

近年、輸送機械、電気機械関係等の製造業が立地しているが、大規模な水質汚濁源と

なる事業場はない。陸域からの汚濁の流入は生活排水が主体である。浅海域の潮流は微

弱であり、海水の交換が緩慢な閉鎖性海域で、浅海域の底質等の影響があり、水質はや

や汚濁された状態が続いている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、豊前地先海域において環境基準を

超過した。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 周防灘 COD 年間平均値の経年変化 

 
 

（２） 国東半島地先水域 

国東半島地先水域は、国東市の国見町から安岐町までの地先海域で、大分空港周辺に

は IC 関係の先端技術産業が立地しているが、大規模な汚濁源はなく、陸域からの汚濁の

流入は、生活排水が主体で汚濁負荷量は比較的少ない。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、環境基準を達成している。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 国東半島地先 COD 年間平均値の経年変化 
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（３） 別府湾 

別府湾は、湾口の幅が 20km、奥行きが 25km で、湾口部の水深は 50m であるのに対し、

湾奥部の高崎山前面付近では 70m と深くなっており、湾奥部の潮流が微弱で特に停滞性

が強く、中央部はやや浅くなっており、中央水域は他の水域に比べて水質の改善が困難

であると考えられる。沿岸の杵築市、日出町、別府市、大分市のほか、大分川、大野川

を通じて内陸部の豊後大野市、竹田市等からも生活排水や産業排水が流入している。流

域人口は県人口の 60%以上を占め、南岸の大分市には紙パルプ、化学、石油精製、鉄鋼、

非鉄金属などの大規模工場群が立地しているため、流入する汚濁負荷量が多い。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、いずれも環境基準を達成している。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

   図 別府湾 COD 年間平均値の経年変化 
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（４） 北海部郡東部地先水域 

北海部郡東部地先水域は、佐賀関半島東端の関崎から臼杵市下ノ江に至る地先の海域

で、この海域の背後には大規模な汚濁源はなく、陸域から流入する生活排水が汚濁の主

体となっている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 3-4 のとおりで、環境基準を達成している。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 北海部郡東部地先 COD 年間平均値の経年変化 

 
（５） 臼杵湾 

臼杵湾は、臼杵市下ノ江から津久見市楠屋鼻に至る陸岸のリアス式の地先海域で臼杵

川等の陸水の影響を比較的受けやすい。この海域には臼杵市等からの生活排水と醸造業

等の産業排水が流入しているが大規模な汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となって

いる。 

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4 のとおりで、環境基準を超過した。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 臼杵湾 COD 年間平均値の経年変化 
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（６） 津久見湾 

津久見湾は、津久見市楠屋鼻から佐伯市上浦蒲戸崎に至る陸岸のリアス式の地先海域

で、この海域には、セメント工業、窯業土石製品製造業などの産業排水と津久見市等か

らの生活排水が流入しているが大規模な汚濁源はなく、生活排水が汚濁の主体となって

いる。 

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4 のとおりで、環境基準を達成している。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 津久見湾 COD 年間平均値の経年変化 

 
（７） 佐伯湾 

佐伯湾は、佐伯市上浦蒲戸崎から鶴御崎に至る陸岸の地先海域で、一級河川番匠川が

流入している。この海域には、佐伯市に立地する発酵工業、造船業等の産業排水と沿岸

部の市の生活排水が流入している。湾奥部に位置する大入島との間の中央水域（旧甲、

乙、丙水域）は閉鎖性水域で B 類型に指定されている。 

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4 のとおりで、いずれも環境基準を達成して

いる。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 

 

図 佐伯湾 COD 年間平均値の経年変化 

  
 

（８） 南海部郡地先水域 

南海部郡地先水域は、鶴御崎から宮崎県との県境に至る陸岸の地先海域で、この海域

は、養殖漁業が盛んであり、陸域からの汚濁の流入は畜産排水等で、大規模な汚濁源は

ない。 

環境基準の達成状況は資料編 表 水質 4 のとおりで、環境基準を達成している。 

なお、入津湾は、閉鎖性水域として平成 6 年度から水質測定を実施しており、環境補

助点 3 地点で水質測定を実施している。 

COD の年間平均値の推移は、おおむね横ばい状態である。 
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図 南海部郡地先 COD 年間平均値の経年変化 

  

 

表 3-25 海水浴場調査結果（令和 6 年度） 
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度

南海部郡地先（Ａ類型）

NSt-4
NSt-5
NSt-12
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1

2

3

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(㎎/L)

(年度)

南海部郡地先（Ａ類型）

入津湾 NuSt-1
NuSt-2
NuSt-3

開設前 開設中 開設前 開設中 開設前 開設中 開設前 開設中 開設前 開設中

田ノ浦ビーチ 不検出 4 1.9 2.9 >1 >1 なし なし AA B

こうざき 不検出 不検出 1.4 3.2 >1 >1 なし なし AA B

大志生木 不検出 不検出 1.4 2.5 >1 >1 なし なし AA B

瀬会 不検出 不検出 1.5 2.7 >1 >1 なし なし AA B

黒島 不検出 不検出 1.4 1.7 >1 >1 なし なし AA AA

浜公園 不検出 不検出 1.5 1.8 >1 >1 なし なし AA AA

住吉浜ﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｰｸ 不検出 不検出 1.5 2.0 >1 >1 なし なし AA AA

奈多 11 不検出 1.8 1.7 >1 >1 なし なし A AA

糸ヶ浜 17 2 1.9 2.1 >1 >1 なし なし A B

国が定めた海水浴場の判定基準

判定は、下表に基づいて以下のとおりとする。

水質ＡＡ

水質Ａ

水質Ｂ

水質Ｃ

日出町

市 町 名 海水浴場名

ふん便性
大腸菌群数
(個/100mL)

COD
(mg/L)

判　　定

大分市

佐伯市

臼杵市

杵築市

透 明 度
(m)

油膜の有無

(1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が｢不適｣であるものを
　　｢不適｣な水浴場とする。
(2) ｢不適｣でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度によって、
　　｢水質ＡＡ｣、｢水質Ａ｣、 ｢水質Ｂ｣及び｢水質Ｃ｣を判定し、｢水質ＡＡ｣及び｢水質Ａ｣であるものを｢適｣、
　　｢水質Ｂ｣及び｢水質Ｃ｣であるものを｢可｣とする。
　　　・各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
　　　・各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
　　　・各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
　　　・これら以外のものを「水質C」とする。

区　 分 ふん便性大腸菌群数 ＣＯＤ 油 膜 の 有 無 透　明　度

適
不検出（検出限界２個/100mL) 2mg/L以下 油膜が認められない 全透（1m以上)

100個/100mL以下 2mg/L以下 油膜が認められない 全透（1m以上)

可
400個/100mL以下 5mg/L以下 常時は油膜が認められない 1m未満～50cm以上

1,000個/100mL以下 8mg/L以下 常時は油膜が認められない 1m未満～50cm以上

不　 適 1,000個/100mLを超えるもの 8mg/L超 常時油膜が認められる 50cm未満
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表 3-26 水生生物調査の参加団体、参加者数 

 

表 3-27 水生生物調査結果 

 

表 3-28 水質汚濁防止法に基づく届出件数 

 

表 3-29 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく申請及び届出件数 

 

(令和6年度)

環

境

保

全

課

東

部

保

健

所

国

東

保

健

部

中

部

保

健

所

由

布

保

健

部

南

部

保

健

所

豊

肥

保

健

所

西

部

保

健

所

北

部

保

健

所

豊

後

高

田

保

健

部

大

分

市

計

設 置 届 (第5条) 5 68 6 6 39 5 4 10 25 2 29 199

使 用 届 (第6条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構 造 等 変 更 届 (第7条) 4 2 3 2 14 0 3 0 3 0 19 50

氏 名 等 変 更 ・ 廃 止 届 (第10条) 16 47 34 7 33 4 6 6 25 4 75 257

承 継 届 (第11条) 4 11 0 0 20 2 2 2 4 1 5 51

区 分

(令和6年度)

設 置 許 可 申 請 (第5条) 23 (8)

使 用 届 (第7条) 0 (0)

構 造 等 変 更 許 可 申 請 (第8条) 26 (16)

構 造 等 変 更 届 (第8条第4項) 1 (1)

氏 名 等 変 更 届 (第9条) 21 (14)

汚 染 状 態 等 変 更 届 (第9条) 0 (0)

廃 止 届 (第9条) 12 (2)

承 継 届 (第10条) 14 (4)

備考　( )内は大分市の件数(再掲)

区 分 件 数
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表 3-30 特定事業場立入調査実施状況 

 

表 3-31 排水基準違反に対する措置状況等 

 

表 3-32 水質事故発生状況（件数） 

 

特

定

事

業

場

数

延

べ

立

入

件

数

排

水

基

準

違

反

件

数

特

定

事

業

場

数

延

べ

立

入

件

数

排

水

基

準

違

反

件

数

特

定

事

業

場

数

延

べ

立

入

件

数

排

水

基

準

違

反

件

数

415 180 4 388 181 11 395 148 4

4,032 135 0 4,052 220 0 4,025 223 0

4,447 315 4 4,440 401 11 4,420 371 4

927 198 3 890 199 4 891 200 1

5,374 513 7 5,330 600 15 5,311 559 7

令 和 5 年 度 令 和 6 年 度

区分

大 分 市 実 施 分

合 計

大分県
実施分

50m3/日以上の特定事業場

50m3/日未満の特定事業場

小 計

令 和 4 年 度

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

19 31 24 16 12 19 19 14 19 8 17

6 2 1 2 2 1 3 2 0 1 0

（３）その他 7 4 16 2 3 6 3 2 1 1 6

ア　色 1 2 5 1 2 3 2 0 0 0 0

イ　臭い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ　その他 6 2 11 1 1 3 1 2 1 1 6

32 37 41 20 17 26 25 18 20 10 24

14 17 30 38 19 17 36 29 28 12 19

1 5 5 10 3 4 4 10 5 8 4

（３）その他 9 9 10 6 6 4 8 4 2 9 4

ア　色 5 5 3 3 2 0 1 0 0 5 1

イ　臭い 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ　その他 4 3 7 3 4 4 7 4 2 4 3

24 31 45 54 28 25 48 43 35 29 27

33 48 54 54 31 36 55 43 47 20 36

7 7 6 12 5 5 7 12 5 9 4

（３）その他 16 13 26 8 9 10 11 6 3 10 10

ア　色 6 7 8 4 4 3 3 0 0 5 1

イ　臭い 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウ　その他 10 5 18 4 5 4 8 6 3 5 9

56 68 86 74 45 51 73 61 55 39 51

計

（１）油の流出

（２）魚の斃死

小　　計

発生年度

大
分
市

（１）油の流出

（２）魚の斃死

小　　計

大
分
市
以
外
の
区
域

（１）油の流出

（２）魚の斃死

小　　計
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表 3-33 水道普及率の推移 

年度 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 

普及率
（％） 91.4 91.4 91.6 91.9 92.2 92.2 91.7 9１.8 92.0 92.2 

 

 

表 3-34 小規模給水施設の整備実施状況  

（１）小規模給水施設普及支援事業実施状況（平成 25 年度～平成 30 年度） 

施設整備実施箇所 
H25 日田市松金地区、日田市出口福路地区 

H26 
日田市出口松原地区、日田市岩下地区、宇佐市小平西
部地区、宇佐市小平東部地区、宇佐市須崎地区 

H27 
日田市松野地区、竹田市九重野田原地区、竹田市南稲
葉地区、竹田市籾山久保地区、宇佐市大内地区、宇佐
市大平地区、日出町法花寺地区 

H28 
竹田市緩木高源寺地区、竹田市久住小倉地区、竹田市
宮城久保地区、宇佐市西椎屋地区、九重町相挾間地区 

H29 
竹田市緩木尾村地区、竹田市久住梅ノ木地区、竹田市
神原井手ノ上地区、竹田市直入社家地区、中津市耶馬
溪小川内地区、中津市山国市平地区 

H30 
別府市東山合棚地区、津久見市畑地区、竹田市久住石
田地区、豊後大野市松谷地区、豊後大野市小切畑地区、
九重町折戸地区 

 

（２）小規模給水施設水源確保等支援事業実施状況（令和元年度～令和 3 年度） 

施設整備実施箇所 

R1 

別府市山の口Ａ（二又）地区、別府市山の口Ｂ（山の
口）地区、別府市山の口Ｃ（３組）地区、別府市山の
口Ｄ・Ｅ（常行寺・境の台）地区、別府市山の口（ね
じ山）地区、竹田市次倉糸原地区、竹田市直入仲村地
区、竹田市九重野百木地区、宇佐市正覚寺、九重町甘
川水地区、豊後高田市小畑地区 

R2 

別府市東山１区片山１・２地区、別府市東山１区小杉・
鳥居地区、別府市東山１区中井地区、別府市枝郷上小
平地区、別府市枝郷棚林地区、臼杵市須久保地区、竹
田市明治小仲尾地区、豊後高田市大岩屋地区、豊後高
田市郷倉地区、豊後高田市梅木地区、宇佐市熊地区、
九重町後辻上地区、九重町後辻下地区、豊後高田市小
河内地区、豊後高田市鳥越地区 

R3 

別府市内成自治区御苑・勢家地区、別府市内成自治区
勢場地区、別府市内成自治区太郎丸１地区、別府市内
成自治区山際地区、別府市内成自治区太郎丸２地区、
別府市城島自治区合の原地区、宇佐市田平地区、宇佐
市中尾地区、宇佐市古間地地区、九重町拓郷地区、九
重町桐木地区、九重町奥郷地区、九重町日ノ迫地区、
九重町柿ノ木原地区、豊後高田市鏡迫地区、豊後高田
市上黒土地区、豊後高田市一畑地区、豊後高田市小畑
下地区、臼杵市出羽地区、九重町岩ノ上地区、豊後高
田市甘坪地区 
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表 3-35 公共下水道実施市町村一覧表   

（令和 7 年 3 月 31 日） 

 

 

表 3-36 農業集落排水事業実施市町村一覧表 

（令和 7 年 3 月 31 日） 

 

 

表 3-37 漁業集落排水事業実施市町村一覧表   

（令和 7 年 3 月 31 日） 
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図 3-38 浄化槽設置整備事業補助基数の推移 

 

 

図 3-39 浄化槽設置基数の推移 
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図 3-40 浄化槽規模別・種類別設置状況 

 

 

 

 

 

 

人槽

5,064 3,659 1,262 122 11 5 5 0 0 0 0 0 0

15,035 13,337 1,595 84 13 6 0 0 0 0 0 0 0

91 68 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

20,190 17,064 2,878 207 24 12 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 2 15 27 22 21 4 2 2 0 0 0 0

7 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0

102 2 15 30 23 23 4 3 2 0 0 0 0

20,292 17,066 2,893 237 47 35 9 3 2 0 0 0 0

(1)旧構造基準適用のもの（昭和56年7月建設省告示1292号前）

合 計

4,001～
5,000

5,001～
10,000

10,001～
種類

単
独
処
理
浄
化
槽

腐 敗 型

ば っ 気 型

そ の 他

小 計

201～
300

301～
500

501～1,000
1,001～
2,000

2,001～
3,000

3,001～
4,000

令和7年3月31日現在

合
併
処
理
浄

化
槽

散 水 ろ 床

活 性 汚 泥

そ の 他

小 計

合 計
5～
20

21～
100

101～
200

（2）新構造基準適用のもの（昭和56年7月建設省告示1292号後）

30,593 2,724 109 42 7 2 0 1 0 0 0 0 0

7,700 306 52 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,299 3,030 162 51 9 2 0 1 0 0 0 0 0

1,421 439 312 653 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

19,617 19,167 320 123 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

73 0 0 0 26 25 10 11 0 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

1,336 606 440 159 84 26 17 1 2 1 0 0

11 0 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0

161 25 28 47 26 24 7 3 0 1 0

1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69,911 63,630 1,746 3,278 777 323 81 53 17 5 1 0 0 0 0

38,147 36,362 590 940 194 47 7 6 1 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

86 71 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92,533 83,236 2,378 4,054 1,426 815 282 202 72 51 9 5 1 1 1

130,832 7,084 1,588 866 291 204 72 52 9 5 1 1 1

51～100
                   人槽
種類

合 計
5～

10

11～

20

21～

50

3,001～

4,000

4,001～

5,000

5,001～

10,000
10,001～

単

独

処

理

浄

化

槽

分 離 接 触 ば っ 気 27,708

分 離 ば っ 気 7,332

散 水 ろ 床

101～200 201～300 301～500
501～

1,000

1,001～

2,000

2,001～

3,000

3

小 計 35,044

合

併

処

理

浄

化

槽

構

造

例

示

型

分 離 接 触 ば っ 気

嫌 気 ろ 床 接 触 ば っ 気

脱 窒 ろ 床 接 触 ば っ 気

接 触 ば っ 気

散 水 ろ 床

長 時 間 ば っ 気

標 準 活 性 汚 泥

接 触 ば っ 気 ･ ろ 過

そ の 他

小　　　　　　　　計

合 計 120,658

令和7年3月31日現在

凝 集 分 離

接 触 ば っ 気 ･ 活 性 炭

凝 集 分 離 ･ 活 性 炭

硝 化 液 循 環

三 次 処 理 脱 窒 ･ 脱 燐

大

臣

認

定

型

うち窒素又は燐除去能力

を有する高度処理型

うち窒素及び燐除去能力

を有する高度処理型

うちＢＯＤ除去能力

に関する高度処理型

回 転 板 接 触

1

そ の 他
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図 3-41 検査実施件数（保健所等）                

（令和 6 年度） 

 

表 3-42 維持管理別判定結果                     

（令和 6 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査区分

保健所 適正 おおむね適正 不適正 適正 おおむね適正 不適正
東 部 保 健 所 249 162 65 22 4,683 2,916 1,500 267
国 東 保 健 部 39 28 10 1 2,139 1,438 580 121
中 部 保 健 所 129 98 23 8 2,806 2,024 620 162
南 部 保 健 所 181 142 27 12 6,974 4,206 2,058 710
西 部 保 健 所 124 76 39 9 5,333 3,433 1,581 319
大 分 市 842 595 208 39 19,188 12,066 6,245 877
日 田 市 53 40 11 2 3,172 2,092 998 82
中 津 市 213 164 36 13 5,774 4,144 1,394 236
津 久 見 市 25 20 3 2 826 492 227 107
竹 田 市 52 29 20 3 3,062 2,214 692 156
豊 後 高 田 市 27 23 2 2 1,213 851 240 122
宇 佐 市 155 116 22 17 4,287 2,981 1,014 292
豊 後 大 野 市 219 151 59 9 5,474 4,053 1,276 145
由 布 市 246 174 52 20 4,884 3,246 1,457 181
姫 島 村 0 0 0 0 10 6 4 0

計 2,554 1,818 577 159 69,825 46,162 19,886 3,777

７条検査 １１条検査

件数
判定

件数
判定

適正 おおむね適正 不適正 適正 おおむね適正 不適正
管理契約有 2,450 1,787 567 96 68,522 45,976 19,624 2,922
管理契約無 50 50 695 695
自主管理 1 1 209 31 130 48

不明 53 31 9 13 399 155 132 112

計 2,554 1,818 577 159 69,825 46,162 19,886 3,777

管理状況
７条検査 １１条検査

計
判定

計
判定
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表 3-43 赤潮発生状況            

 （令和 6 年度） 

 

 

 

 

 

 

発生海域
漁業被害
の有無

1/22 ～ 6/10 豊後水道（猪野串湾） 無

5/10 ～ 8/1 豊後水道（入津湾） 無

6/2 ～ 7/31 豊後水道（猪串湾） 無

6/6 ～ 8/15 豊後水道（佐伯湾） 無

6/10 ～ 6/17 別府湾 無

6/20 ～ 7/20 周防灘、伊予灘 無

7/1 ～ 9/27 豊後水道（佐伯湾） 有

7/8 ～ 7/29 豊後水道（猪串湾） 無

7/16 ～ 8/21 豊後水道（臼杵湾） 無

7/17 ～ 8/16 豊後水道（津久見湾） 無

7/18 ～ 9/13 周防灘、伊予灘 有

7/29 ～ 9/13 周防灘 無

7/29 ～ 9/2 豊後水道（猪串湾） 無

7/30 ～ 9/27 豊後水道（米水津湾） 無

8/8 ～ 10/3 豊後水道（入津湾） 無

8/13 ～ 8/22 豊後水道（入津湾） 無

8/15 ～ 8/19 豊後水道（猪串湾） 無

8/16 ～ 9/11 豊後水道（津久見湾） 無

8/16 ～ 8/21 豊後水道（佐伯湾） 無

9/18 ～ 11/7 豊後水道（入津湾） 無

9/24 ～ 11/11 豊後水道（猪串湾） 無

9/25 ～ 11/7 豊後水道（入津湾） 無

11/27 ～ 12/20 豊後水道（入津湾） 無

2/27 ～ 3/3 豊後水道（名護屋湾） 無

2/17 ～ 5/30 伊予灘 無

3/10 ～ 3/24 豊後水道（猪串湾） 無

メソディニウム　ルブラン

アカシオ　サングイネア

レプトシリンドルス属

アカシオ　サングイネア

メソディニウム　ルブラン

メソディニウム　ルブラン

メソディニウム　ルブラン

シャットネラ属

シャットネラ属

プロロセントラム　デンタータム

メソディニウム　ルブラン

ノクチルカ　シンチランス

シャットネラ属

カレニア　ミキモトイ

ユートリプティエラ属

カレニア　ミキモトイ

カレニア　ミキモトイ

カレニア　ミキモトイ

ゴニオラックス　ポリグラマ

カレニア　ミキモトイ

カレニア　ミキモトイ

プロロセントラム　シグモイデス

小型渦鞭毛藻類

発生期間 赤潮構成種名

ケラチウム属

ケラチウム属

ヘテロシグマ　アカシオ
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表 3-44 漁業被害の補填状況    

（昭和 50 年度～令和 6 年度） 

 

 

年度
被害発生期間

(月日）
関係支店数

(関係漁協数）
申請件数 申請被害額（千円） 補填額（千円）

50 5.25- 6.30 6 263 13,511 10,162

51 5.24-9 12 7 217 38,978 24,235

52 5.12-7.10 1 96 9,414 8,065

54 8.13-8.23 3 3 123,790 27,100

56 6. 9 -6.28 7 589 69,271 14,855

57 7 26-8. 2 11 139 255,783 16,993

60 7.11-8.19 26 499 486,373 56,793

61 7.19-8.20 6 67 35,003 8,490

元 8 4-8.19 3 69 31,041 12,199

3 10.18-10.19 1 1 17,403 6,021

9 7.16-7. 25 1 3 4,518 2,623

10 8.16-8 22 2 2 1,432 1,031

13 7.29-8.10 2 12 152,816 5,153

15 8.7-8.9 1 1 1,496 667

17 7 25-8.10 3 19 353,743 50,076

5.16-6. 5 2 4 17,800 4,000

7.20-8. 7 7 13 156,262 43,403

7.1-7.10 1 6 113,403 18,036

7.10-7.12 1 4 2,929 1,925

3.17-6.3 2 3 10,659 2,982

7.2-8.6 7 8 80,831 20,597

21 7.17-7.30 2 3 24,736 7,764

22 8.27-9.24 2 13 17,134 5,072

7.14-9.22 4 7 7,058 3,757

1.20 1 1 260 204

24 6.14-8.7 6 9 234,647 59,414

26 7.26-9.1 3 3 21,897 7,528

27 7.20-7.30 2 2 1,972 801

3.29-7.22 2 46 280,432 50,930

7.3-7.25 2 2 17,315 4,484

9.6-9.21 1 1 181 0

7.12-9.21 3 4 83,483 20,275

7.20-8.28 2 8 32,584 6,164

7.19-9.4 2 4 79,213 18,469

12.1-12.13 1 2 2,078 1,000

18

19

20

23

28

29
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備考 上記の表に記載のない年度は、被害額の申請がなかった。 

 

表 3-45 赤潮被害対策事業の補助金交付状況  

（昭和 60 年度～令和 6 年度） 

 

備考 上記の表に記載のない年度は、被害額の申請がなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.21-7.9 2 2 2,732 1,150

6.23 1 1 329 270

8.20-8.30 1 1 1,147 600

R元 7.22-9.2 2 3 15,400 4,326

R3 12.8-4.19 1 1 154 70

R4 9.1-10.5 2 4 2,608 1,590

9.23-10.9 1 2 2,259 770

10.9 1 1 920 492

7.1-9.27 1 1 6,881 2,120

7.18-9.13 1 1 2,998 989

合計 146 2,140 2,814,874 533,645

30

R6

R5

年度
被害発生期間

(月日）
関係支店数

(関係漁協数）
事業実施件数

補助金申請額
（千円）

補助金交付額
（千円）

60 7.16- 8.13 2 3 1,300 1,300

61 7.30- 8.21 3 4 1,085 1,085

元 8.31-9.6 2 2 1,919 1,919

10 8.16-8.25 1 2 806 806

17 7.27- 8.16 2 2 1,240 1,240

18 7.20-8.10 1 1 520 520

20 7.31-8.11 1 1 570 570

合計 12 15 7,440 7,440
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４ 騒音・振動・悪臭・交通公害関係資料 

表 4-1-1 騒音に係る環境基準 

（１）道路に面する地域以外の地域                   （単位：デシベル） 

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

AA 50 以下 40 以下 

A 及び B 55 以下 45 以下 

C 60 以下 50 以下 

備考１ 時間の区分は、昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前 6 時ま

での間とする。 

２ AA を当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要す

る地域とする。 

３ A を当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

４ B を当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

５ C を当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

（２）道路に面する地域                        （単位：デシベル） 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

A 地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 以下 55 以下 

B 地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及び 
C 地域のうち車線以上の車線を有する道路に面する地域 

65 以下 60 以下 

備考 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分

をいう。 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次

表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

 

（幹線交通を担う道路に近接する空間における特例） 

基準値 

昼間 夜間 

70 以下 65 以下 

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認めら

れるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシ

ベル以下）によることができる。 

（注１）「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。 

(1) 道路法第 3 条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあって

は 4 車線以上の区間に限る。)。 

(2) 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第 7 条第 1 項第 1 号に

定める自動車専用道路。 

 

表 4-1-2 航空機騒音に係る環境基準 

地域の類型 基準値 

Ⅰ 57 デシベル以下 

Ⅱ 62 デシベル以下 

備考１ Ⅰを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

２ Ⅱを当てはめる地域は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 
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表 4-1-3 特定工場等に関する騒音の規制基準 

 

備考１ 第 1 種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域を
いう。 

２ 第 2 種区域とは、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域をいう。 
３ 第 3 種区域とは、住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、そ

の区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。 
４ 第 4 種区域とは、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の

生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。 
 

表 4-1-4 特定建設作業に関する騒音の規制基準 

 

備考 1 号区域とは、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域について
は、市長)が指定した区域を言う。 
イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 
ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合

しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域 
ニ 学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法

第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 2 項に規定する診療所のうち患者の収容施
設を有するもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉法第 5 条の 3
に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 80 メートルの区域 2 号区域とは、
法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域を言
う。 

  

第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域

昼間 50 60 65 70
午前8時～午後7時
（津久見市は午前7
時～午後7時）

朝・夕 45 50 60 65

午前6時～午前8時
(津久見市は午前6
時～午前7時)
午後7時～午後10
時

夜間 40
45

日田市は40
50

津久見市は55
60

臼杵市は55
午後10時～
翌日の午前6時

時間の区分
区域の区分

時間の区分

2号区域1号区域

区域の区分
規制項目

午後10時～午前6時午後7時～午前7時

85デシベル

作業禁止日

最大作業日数

最大作業時間

作業禁止時間

基準値

日曜日及び休日

連続6日

14時間／日10時間／日
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表 4-1-5 騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定等市町村一覧 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

１種 ２種 ３種 ４種 １号 ２号 １種 ２種 １号 ２号

大 分 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

野 津 原 町 ○ ○ ○ ○ ○

佐 賀 関 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中 津 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 光 村 ○ ○

本 耶 馬 渓 町 ○ ○

耶 馬 溪 町 ○ ○

山 国 町 ○ ○ ○ ○

日 田 市 日 田 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐 伯 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上 浦 町 ○ ○ ○ ○

弥 生 町 ○ ○ ○ ○

本 匠 村 ○ ○ ○ ○

宇 目 町 ○ ○ ○ ○

直 川 村 ○ ○ ○ ○

鶴 見 町 ○ ○ ○ ○

米 水 津 村 ○ ○ ○ ○

蒲 江 町 ○ ○ ○ ○

臼 杵 市 臼 杵 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

竹 田 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

久 住 町

豊 後 高 田 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

香 々 地 町 ○ ○

杵 築 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山 香 町 ○ ○ ○

宇 佐 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

院 内 町 ○ ○

安 心 院 町 ○ ○

三 重 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

緒 方 町 ○ ○

大 野 町 ○ ○ ○ ○

千 歳 村 ○ ○ ○ ○

犬 飼 町 ○ ○ ○ ○

挾 間 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

庄 内 町 ○ ○ ○ ○

湯 布 院 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国 見 町 ○ ○ ○

国 東 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

武 蔵 町 ○ ○ ○ ○

安 岐 町 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ S54. 4. 3 第389号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(備考)　着色されている市町は、騒音に係る環境基準の類型の当てはめがあることを示す。

町告示 町告示

市告示 市告示

市告示

市告示 市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示 市告示

市告示 市告示

市告示
市告示

市告示 市告示

市告示 市告示

市告示 市告示

市告示
市告示

市告示 規制地域なし

規制地域なし

騒 音 規 制 法

告　 示
年月日

特定建設 特定建設

作業に係

特定工場

等に係る

振 動 規 制 法

作業に係

分　　　　

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

告　 示
年月日

告　 示
番　 号

特定工場等に係る

る区域の区域の区分　　　　 区域の区

区分　　　区分　　　

市告示

市告示

市告示

規制地域なし

市告示

市告示

市告示

規制地域なし

市告示

規制地域なし

市告示

る区域の
旧 市 町 村 名 告　 示

番　 号

市告示

市告示

竹 田 市

日 出 町

豊 後 大 野 市

市 町 村 名

津 久 見 市

杵 築 市

佐 伯 市

由 布 市

大 分 市

中 津 市

玖 珠 町

九 重 町

市告示

宇 佐 市

規制地域なし

別 府 市

国 東 市

市告示

豊 後 高 田 市

市告示

姫 島 村 規制地域なし

規制地域なし

規制地域なし

規制地域なし

規制地域なし

町告示 町告示

市告示

規制地域なし

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示

市告示
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表 4-1-6 一般地域における騒音の環境基準達成状況 

（令和 6 年度） 

地点数 達成率 地点数 達成率 地点数 達成率

Ａ 2 2 100% 2 100% 2 100%
Ｂ 2 2 100% 2 100% 2 100%
Ｃ 2 2 100% 2 100% 2 100%
計 6 6 100% 6 100% 6 100%
A 2 0 0% 1 50% 1 50%
B 5 2 40% 2 40% 2 40%
C 3 1 33% 2 67% 1 33%
計 10 3 30% 5 50% 4 40%
A 1 1 100% 1 100% 1 100%
B 1 1 100% 1 100% 1 100%
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 3 3 100% 3 100% 3 100%
A 1 1 100% 1 100% 1 100%
B 2 2 100% 2 100% 2 100%
C 0 0 - 0 - 0 -
計 3 3 100% 3 100% 3 100%
A 2 2 100% 2 100% 2 100%
B 4 3 75% 3 75% 3 75%
C 5 5 100% 5 100% 5 100%
計 11 10 91% 10 91% 10 91%
A 1 1 100% 1 100% 1 100%
B 1 1 100% 1 100% 1 100%
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 3 3 100% 3 100% 3 100%
A 1 1 100% 1 100% 1 100%
B 1 1 100% 1 100% 1 100%
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 3 3 100% 3 100% 3 100%
A 1 1 100% 1 100% 1 100%
B 3 3 100% 3 100% 3 100%
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 5 5 100% 5 100% 5 100%
A 2 2 100% 2 100% 2 100%
B 2 2 100% 2 100% 2 100%
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 5 5 100% 5 100% 5 100%
A 2 2 100% 2 100% 2 100%
B 0 0 - 0 - 0 -
C 1 1 100% 1 100% 1 100%
計 3 3 100% 3 100% 3 100%

Ａ 15 13 86.7% 14 93.3% 14 93%
Ｂ 21 17 81.0% 17 81.0% 17 81.0%
Ｃ 16 14 87.5% 15 93.8% 14 87.5%
計 52 44 84.6% 46 88.5% 45 86.5%

備考 調査は下記の機関による

時間区分毎の環境基準達成状況

大分市

日田市

中津市

竹田市

夜間測　 定
地点数

地域の
類   型

環境基準達成地点

佐伯市

昼間市町村名

大分市環境対策課、中津市環境政策課、日田市環境課、佐伯市環境対策課、津久見市環境保全
課、竹田市環境課、豊後高田市環境課、杵築市市民生活課、宇佐市生活環境課、国東市環境衛生
課

国東市

津久見市

宇佐市

合計

豊後高田市

杵築市
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表 4-1-7 一般地域における騒音の環境基準達成状況の経年変化 

 

表 4-1-8 道路に面する地域の騒音測定結果 

（令和 6 年度） 
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備考１ 調査は下記の機関による。 

    大分市環境対策課、中津市環境政策課、日田市環境課、佐伯市環境対策課、臼杵市環境課、津久見市

環境保全課、竹田市環境課、豊後高田市環境課、杵築市市民生活課、宇佐市生活環境課、国東市環境

衛生課 

２ 網掛け部分は大分県環境保全課の常時監視測定結果である。 

３ △は環境基準値を超過するもの。▲は要請限度を超過する騒音レベルを示す。 

（要請限度は 3 日間の測定で評価を行わなければならないため、※を付したものは参考までの評価と

する。） 

 

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

昼間
（Leq）

夜間
（Leq）

東九州自動車道 大分市大字金谷迫1573-2 2025/1/23 2025/1/24 B b 4 55 49 70 65 75 70

大分市浜の市2丁目 2024/11/18 2024/11/19 C c 6 70 △ 66 70 65 75 70

大分市大字古国府1174-1 2025/1/21 2025/1/22 C c 2 △ 71 64 70 65 75 70

大分市中判田1520-1 2024/10/23 2024/10/24 B b 2 △ 71 △ 67 70 65 75 70

大分市中戸次5186－2 2024/11/21 2024/11/22 C c 4 △ 71 65 70 65 75 70

大分市大字中戸次4840-19 2024/11/21 2024/11/22 C c 4 70 65 70 65 75 70

杵築市山香町大字下2659 2025/1/16 2025/1/17 - - 2 69 61 70 65 75 70

宇佐市大字岩崎1177-1 2025/2/19 2025/2/20 B b 2 67 64 70 65 75 70

宇佐市大字四日市965-1 2025/2/26 2025/2/27 C c 2 70 △ 66 70 65 75 70

宇佐市大字南宇佐2124-5 2025/2/18 2025/2/19 C c 2 69 65 70 65 75 70

一般国道210号線 大分市大字横瀬2159番3 2024/11/19 2024/11/20 B b 2 68 62 70 65 75 70

一般国道210号線 大分市大道町3丁目4番42号 2024/11/13 2024/11/14 C c 5 68 65 70 65 75 70

一般国道210号線 日田市石井2丁目556-6 2025/2/7 2025/2/8 B b 2 64 60 70 65 75 70

中津市山国町宇曽1210 2025/1/20 2025/1/21 - b 2 △ 74 △ 68 70 65 75 70

中津市耶馬渓町柿坂138-1 2025/1/21 2025/1/22 - b 2 69 62 70 65 75 70

中津市本耶馬渓町曽木1861-1 2025/1/22 2025/1/23 - b 2 △ 72 △ 66 70 65 75 70

日田市吹上町1231-4 2025/3/21 2025/3/22 C c 4 50 40 70 65 75 70

中津市下池永436 2025/1/15 2025/1/16 C c 2 △ 72 △ 69 70 65 75 70

中津市沖代町１丁目1-11 2025/1/29 2025/1/30 C c 4 △ 74 △ 70 70 65 75 70

豊後高田市新地1719番地1 2025/1/15 2025/1/16 B c 2 54 53 70 65 75 70

杵築市大字杵築塩田665 2025/1/16 2025/1/17 C c 2 56 54 70 65 75 70

国東市国東町小原121番地4 2025/3/6 2025/3/10 C c 2 66 57 70 65 75 70

国東市国東町鶴川1905番地1 2025/3/6 2025/3/10 A a 2 63 47 70 65 75 70

国東市国東町鶴川136番地1 2025/3/6 2025/3/10 C c 2 62 58 70 65 75 70

国東市国東町田深280番地2 2025/3/6 2025/3/10 C c 2 58 54 70 65 75 70

速見郡日出町川崎527-1 2025/1/20 2025/1/21 C c 2 69 62 70 65 75 70

大分市大字佐賀関750-90 2024/11/27 2024/11/28 C c 2 66 58 70 65 75 70

佐伯市西谷町５番４９号 2024/11/12 2024/11/13 C c 2 57 49 70 65 75 70

佐伯市大字戸穴336番地１ 2024/11/18 2024/11/19 B b 2 61 48 70 65 75 70

津久見市セメント町2番 2024/12/24 2024/12/25 C c 2 65 57 70 65 75 70

津久見市中町4-32 2024/12/17 2024/12/18 C c 2 △ 74 △ 68 70 65 75 70

津久見市大字千怒210-6 2024/12/10 2024/12/11 C c 2 67 59 70 65 75 70

宇佐市大字別府254-5 2024/10/22 2024/10/23 C c 4 68 58 70 65 75 70

宇佐市院内町山城32 2024/11/5 2024/11/6 B b 2 64 53 70 65 75 70

一般国道388号線 佐伯市駅前2丁目4番26号 2024/11/14 2024/11/15 C c 4 58 51 70 65 75 70

一般国道500号線 宇佐市安心院町下毛2112-1 2025/3/5 2025/3/6 B b 2 59 48 70 65 75 70

一般国道502号 臼杵市大字野田286番地 2025/3/5 2025/3/6 C c 4 68 61 70 65 75 70

県道21号大分臼杵線 大分市錦町2丁目14番12号 2024/11/12 2024/11/13 C c 4 △ 72 △ 66 70 65 75 70

宇佐市大字長洲1482-1 2024/10/30 2024/10/31 C c 2 68 62 70 65 75 70

中津市中殿512 2025/1/8 2025/1/9 C c 2 △ 71 △ 68 70 65 75 70

中津市中殿573-14 2025/1/9 2025/1/10 C c 2 △ 71 △ 66 70 65 75 70

中津市豊田２-14-38 2025/1/27 2025/1/28 C c 4 67 57 70 65 75 70

県道29号豊後高田国東線 国東市国東町田深741番地 2025/3/6 2025/3/10 B b 2 59 56 70 65 75 70

県道38号坂ノ市中戸次線 大分市坂ノ市西4丁目10番6号 2024/11/6 2024/11/7 B b 2 59 50 70 65 75 70

県道44号 宇佐市大字川部841-1 2024/11/11 2024/11/12 B b 2 60 50 70 65 75 70

中津市殿町1383-1 2025/2/10 2025/2/11 C c 2 △ 72 △ 68 70 65 75 70

中津市一ツ松62-1 2025/1/14 2025/1/15 A b 2 69 62 70 65 75 70

県道110号東下中津線 中津市上宮永310-2 2025/1/28 2025/1/29 A b 2 △ 72 64 70 65 75 70

県道663号万田四日市線 中津市福島1902 2025/1/30 2025/1/31 B b 2 64 54 70 65 75 70

県道日出真那井杵築線 速見郡日出町川崎843-2 2025/1/20 2025/1/21 C c 2 65 57 70 65 75 70

県道鶴崎大南線 大分市皆春621-1 2024/11/12 2024/11/13 B b 2 67 60 70 65 75 70

県道田尻臨海線 中津市田尻1101 2025/1/16 2025/1/17 B b 2 △ 74 △ 70 70 65 75 70

県道臼木沖代線 中津市三光臼木1495-4 2025/1/23 2025/1/24 - b 2 69 59 70 65 75 70

県道大田杵築線 杵築市大字杵築古野924 2025/1/16 2025/1/17 B b 2 61 58 70 65 75 70

市道田島大原通り線 日田市上城内町1番8号 2025/3/7 2025/3/8 C c 2 64 60 65 60 75 70

市道大原日田線 日田市田島2丁目6番1号 2025/2/17 2025/2/18 C c 2 56 45 65 60 75 70

市道駅前佐伯大橋線 佐伯市池船町19番19号 2024/11/13 2024/11/14 B b 2 63 54 65 60 75 70

市道臼坪女島線 佐伯市中村北町6番8号 2024/11/11 2024/11/12 B b 2 62 53 65 60 75 70

市道117号線 宇佐市大字閤395 2025/2/25 2025/2/26 C c 2 65 57 65 60 75 70

市道120号線 宇佐市大字四日市1352-2 2025/3/10 2025/3/11 C c 2 63 52 65 60 75 70

市道128号線 宇佐市大字岩崎798-2 2024/11/18 2024/11/19 B b 1 54 43 55 45 65 55

市道243号線 宇佐市大字神子山新田39-17 2024/10/29 2024/10/30 B b 2 59 43 65 60 75 70

市道七里線 竹田市大字会々七里 2025/3/25 2025/3/26 B b 2 53 45 65 60 75 70

一般国道212号線

測 定 終 了
年 月 日

要請限度環境基準
騒

音

規

制

区

分

測　定　地　点
測定結果

(等価騒音ﾚﾍﾞﾙ・dB）
環境基準値

（ｄB)
等価騒音

レベル（ｄB)

夜間
（Leq）

測 定 開 始
年 月 日

県道108号中津吉富線

一般国道213号線

車

線

数

一般国道10号線

昼間
（Leq）

県道23号中津高田線

道　路　名

一般国道217号線

一般国道387号線

環

境

基

準

類

型
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表 4-1-9 道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況の面的評価結果 

（令和 6 年度） 

  

昼夜とも基準値以下 昼のみ基準値以下 夜のみ基準値以下 昼夜とも基準値超過 

戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 

全戸数 

（89,543 戸） 
87,571  97.8 556  0.6 413  0.5 1,003  1.1 

近接空間 

（35,167 戸） 
33,939  96.5 282  0.8 262  0.7 684  1.9 

非近接空間 

（54,376 戸） 
53,632  98.6 274  0.5 151  0.3 319  0.6 

備考１ 近接空間とは、面的評価を行う 50ｍの範囲のうちで、道路端から以下に示す距離の範囲をいう。 

・2 車線以下の車線を有する幹線道路   道路端から 15ｍ 

・2 車線を超える車線を有する幹線道路  道路端から 20ｍ 

  ２ 非近接空間とは、50ｍの評価範囲のうちで近接空間以外の場所をいう。 

 

 

表 4-1-10 道路に面する地域における騒音の環境基準の達成状況の評価結果（道路
種類別総括表） 

（令和 6 年度） 

 

 

 

備考 上表の「全体(住居等戸数)」「全体(割合)」に記載されている数字は、重複計上されている分を除く。 

ただし、「道路種類別の内訳」に記載されている戸数及び割合については、交差点等における複数評価

区間の重複計上分を含む。 

 

 

 

 

 

 

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

（ｋｍ） （区間） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （戸）

3170.1 1,165 89,543 87,571 556 413 1,003 35,167 33,939 282 262 684 54,376 53,632 274 151 319

高速自動車国道 138.9 53 1,314 1,296 5 9 4 486 481 5 0 0 828 815 0 9 4

一般国道 982.8 480 34,500 33,004 349 212 935 13,648 12,662 228 108 650 20,852 20,342 121 104 285

県　　　道 2036.5 617 51,151 50,571 226 211 143 19,438 19,116 72 160 90 31,713 31,455 154 51 53

4車線以上の市町村道 11.9 15 4,203 4,202 0 0 1 2,518 2,518 0 0 0 1,685 1,684 0 0 1

全体　（住居等戸数）

【
道
路

種
類

別
の

内

訳

】

評価結果（非近接空間）評価結果（全体） 評価結果（近接空間）評
価
区
間
延
長

評
価
区
間
数

評
価
区
間

延
長

評
価
区
間

数

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

住居等戸
数

①＋②＋
③＋④

昼夜とも
基準値以

下
①

昼のみ
基準値以

下
②

夜のみ
基準値以

下
③

昼夜とも
基準値超

過
④

（ｋｍ） （区間） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

3170.1 1165 100.0 97.8 0.6 0.5 1.1 100.0 96.5 0.8 0.7 1.9 100.0 98.6 0.5 0.3 0.6

高速自動車国道 138.9 53 100.0 98.6 0.4 0.7 0.3 100.0 99.0 1.0 0.0 0.0 100.0 98.4 0.0 1.1 0.5

一般国道 982.8 480 100.0 95.7 1.0 0.6 2.7 100.0 92.8 1.7 0.8 4.8 100.0 97.6 0.6 0.5 1.4

県　　　道 2036.5 617 100.0 98.9 0.4 0.4 0.3 100.0 98.3 0.4 0.8 0.5 100.0 99.2 0.5 0.2 0.2

4車線以上の市町村道 11.9 15 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 99.9 0.0 0.0 0.1

全体　（割合）

【
道

路
種

類

別

の

内
訳

】
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表 4-1-11 町村の路線別の面的評価結果（戸数） 

（令和 6 年度） 

 

住
居
等

戸
数

①
＋
②
＋
③

＋
④

昼
夜
と
も

基
準
値

以
下 ①

昼
の
み

基
準
値

以
下 ②

夜
の
み

基
準
値

以
下 ③

昼
夜
と
も

基
準
値

超
過 ④

住
居
等

戸
数

①
＋
②
＋
③

＋
④

昼
夜
と
も

基
準
値

以
下 ①

昼
の
み

基
準
値

以
下 ②

夜
の
み

基
準
値

以
下 ③

昼
夜
と
も

基
準
値

超
過 ④

住
居
等

戸
数

①
＋
②
＋
③

＋
④

昼
夜
と
も

基
準
値

以
下 ①

昼
の
み

基
準
値

以
下 ②

夜
の
み

基
準
値

以
下 ③

昼
夜
と
も

基
準
値

超
過 ④

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

（
戸
）

九
州

横
断

自
動

車
道

長
崎

大
分

線
90

90
0

0
0

35
35

0
0

0
55

55
0

0
0

一
般

国
道

1
0
号

55
3

51
5

0
14

24
18

0
16

4
0

0
16

37
3

35
1

0
14

8

一
般

国
道

1
0
号

（
日

出
バ

イ
パ

ス
）

32
32

0
0

0
12

12
0

0
0

20
20

0
0

0

一
般

国
道

2
1
0
号

71
3

68
5

13
3

12
30

6
28

6
8

0
12

40
7

39
9

5
3

0

一
般

国
道

2
1
3
号

42
8

39
4

0
30

4
15

4
14

5
0

9
0

27
4

24
9

0
21

4

一
般

国
道

3
8
7
号

51
5

51
5

0
0

0
28

0
28

0
0

0
0

23
5

23
5

0
0

0

一
般

国
道

3
8
7
号

Ｂ
Ｐ

（
町

田
バ

イ
パ

ス
）

72
72

0
0

0
50

50
0

0
0

22
22

0
0

0

西
浦

姫
島

港
線

99
99

0
0

0
36

36
0

0
0

63
63

0
0

0

北
浦

姫
島

港
線

52
52

0
0

0
16

16
0

0
0

36
36

0
0

0

稲
積

姫
島

港
線

14
2

14
2

0
0

0
57

57
0

0
0

85
85

0
0

0

日
出

山
香

線
55

55
0

0
0

24
24

0
0

0
31

31
0

0
0

八
坂

真
那

井
線

11
11

0
0

0
6

6
0

0
0

5
5

0
0

0

日
出

港
線

92
86

0
6

0
23

23
0

0
0

69
63

0
6

0

日
出

真
那

井
杵

築
線

39
0

39
0

0
0

0
18

5
18

5
0

0
0

20
5

20
5

0
0

0

藤
原

杵
築

線
4

4
0

0
0

4
4

0
0

0
0

0
0

0
0

別
府

一
の

宮
線

6
6

0
0

0
3

3
0

0
0

3
3

0
0

0

飯
田

高
原

中
村

線
13

1
12

7
0

0
4

64
60

0
0

4
67

67
0

0
0

下
恵

良
九

重
線

22
1

22
1

0
0

0
13

7
13

7
0

0
0

84
84

0
0

0

田
野

庄
内

線
46

46
0

0
0

27
27

0
0

0
19

19
0

0
0

書
曲

野
田

線
21

9
21

9
0

0
0

13
5

13
5

0
0

0
84

84
0

0
0

田
野

宝
泉

寺
停

車
場

線
50

50
0

0
0

29
29

0
0

0
21

21
0

0
0

右
田

引
治

線
25

25
0

0
0

16
16

0
0

0
9

9
0

0
0

菅
原

戸
畑

線
24

24
0

0
0

5
5

0
0

0
19

19
0

0
0

田
野

野
上

線
47

47
0

0
0

24
24

0
0

0
23

23
0

0
0

森
耶

馬
溪

線
22

22
0

0
0

13
13

0
0

0
9

9
0

0
0

玖
珠

山
国

線
43

7
43

7
0

0
0

19
8

19
8

0
0

0
23

9
23

9
0

0
0

日
田

玖
珠

線
88

88
0

0
0

47
47

0
0

0
41

41
0

0
0

玖
珠

天
瀬

線
52

52
0

0
0

22
22

0
0

0
30

30
0

0
0

白
地

日
田

線
3

3
0

0
0

2
2

0
0

0
1

1
0

0
0

川
上

玖
珠

線
29

29
0

0
0

11
11

0
0

0
18

18
0

0
0

平
原

耶
馬

渓
線

11
11

0
0

0
6

6
0

0
0

5
5

0
0

0

全
体

（
合

計
）

4
,5

2
8

4
,4

2
2

13
53

40
2
,0

1
3

1
,9

6
8

8
9

28
2
,5

1
5

2
,4

5
4

5
44

12

(備
考

1
)　

上
表

の
戸

数
は

、
交

差
点

等
に

お
け

る
複

数
評

価
区

間
の

重
複

計
上

分
を

含
む

。
た

だ
し

、
「
全

体
(合

計
)」

の
戸

数
は

、
重

複
計

上
さ

れ
て

い
る

分
を

除
く

。

路
　

　
線

　
　

名

面
的

評
価

（
全

体
）

面
的

評
価

（
近

接
空

間
）

面
的

評
価

（
非

近
接

空
間

）
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表 4-1-12 町村の路線別の面的評価結果（割合） 

（令和 6 年度） 

 

 

 

 

昼
夜

と
も

基
準

値
以

下

昼
の

み
基

準
値

以
下

夜
の

み
基

準
値

以
下

昼
夜

と
も

基
準

値
超

過

昼
夜

と
も

基
準

値
以

下

昼
の

み
基

準
値

以
下

夜
の

み
基

準
値

以
下

昼
夜

と
も

基
準

値
超

過

昼
夜

と
も

基
準

値
以

下

昼
の

み
基

準
値

以
下

夜
の

み
基

準
値

以
下

昼
夜

と
も

基
準

値
超

過

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

(
%
)

九
州

横
断

自
動

車
道

長
崎

大
分

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

一
般

国
道

1
0
号

93
.1

0.
0

2.
5

4.
3

91
.1

0.
0

0.
0

8.
9

94
.1

0.
0

3.
8

2.
1

一
般

国
道

1
0
号

（
日

出
バ

イ
パ

ス
）

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

一
般

国
道

2
1
0
号

96
.1

1.
8

0.
4

1.
7

93
.5

2.
6

0.
0

3.
9

98
.0

1.
2

0.
7

0.
0

一
般

国
道

2
1
3
号

92
.1

0.
0

7.
0

0.
9

94
.2

0.
0

5.
8

0.
0

90
.9

0.
0

7.
7

1.
5

一
般

国
道

3
8
7
号

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

一
般

国
道

3
8
7
号

Ｂ
Ｐ

（
町

田
バ

イ
パ

ス
）

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

西
浦

姫
島

港
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

北
浦

姫
島

港
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

稲
積

姫
島

港
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

日
出

山
香

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

八
坂

真
那

井
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

日
出

港
線

93
.5

0.
0

6.
5

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

91
.3

0.
0

8.
7

0.
0

日
出

真
那

井
杵

築
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

藤
原

杵
築

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

別
府

一
の

宮
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

飯
田

高
原

中
村

線
96
.9

0.
0

0.
0

3.
1

93
.8

0.
0

0.
0

6.
3

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

下
恵

良
九

重
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

田
野

庄
内

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

書
曲

野
田

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

田
野

宝
泉

寺
停

車
場

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

右
田

引
治

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

菅
原

戸
畑

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

田
野

野
上

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

森
耶

馬
溪

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

玖
珠

山
国

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

日
田

玖
珠

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

玖
珠

天
瀬

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

白
地

日
田

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

川
上

玖
珠

線
10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

平
原

耶
馬

渓
線

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

全
体

（
合

計
）

97
.7

0.
3

1.
2

0.
9

97
.8

0.
4

0.
4

1.
4

97
.6

0.
2

1.
7

0.
5

(備
考

1
)　

上
表

の
割

合
の

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
交

差
点

等
に

お
け

る
複

数
評

価
区

間
の

重
複

計
上

分
の

戸
数

を
含

ん
で

い
る

。
た

だ
し

、
「
全

体
(合

計
)」

の
割

合
の

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
重

複
計

上
さ

れ
て

い
る

分
を

除
い

て
い

る
。

路
　

　
線

　
　

名

面
的

評
価

結
果

(
全

体
)

面
的

評
価

結
果

(
近

接
空

間
)

面
的

評
価

結
果

(
非

近
接

空
間

)
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表 4-1-13 令和 6 年度自動車騒音の環境基準達成状況の評価結果 

 

 

この結果は、国立研究開発法人国立環境研究所が運営するインターネットサイト「環境展望台」で、地理

情報システムを用いて公開されている。

(https://tenbou.nies.go.jp/arcgis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8) 

 

 

表 4-1-14 航空機騒音実態調査結果 

（令和 6 年度）  

 

※調査地点番号が連番でないのは、調査地点の見直しを行ったことによるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.1

No.2

No.5

No.9

No.10

No.13

※調査地点番号が連番でないのは、調査地点の見直しを行ったことによるもの

国東市武蔵町内田1648番地 Ⅰ 5342

国東市安岐町下原807番地1 Ⅱ 6752

40Ⅰ

国東市安岐町下原1134番地1

国東市武蔵町糸原1627

47Ⅰ

調査地点 地域類型調　査　場　所
WECPNLＬden(dB)

58国東市武蔵町糸原120

調査結果

Ⅱ 46

50

55

Ⅱ

49

国東市武蔵町糸原3694 63

https://tenbou.nies.go.jp/arcgis/monitor/
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表 4-1-15 騒音苦情受付件数（発生原因別） 

（令和 6 年度） 

 

 

表 4-1-16 騒音に係る特定施設別届出数 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

う
ち
低
周
波

県 保 健 所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 分 市 19 32 0 0 0 5 1 2 2 0 6 67 1
別 府 市 13 11 3 0 0 0 2 7 0 0 3 39 0
中 津 市 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
日 田 市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
佐 伯 市 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
臼 杵 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津 久 見 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹 田 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊 後 高 田 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杵 築 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇 佐 市 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
豊 後 大 野 市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
由 布 市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
国 東 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姫 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日 出 町 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 6 0
九 重 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玖 珠 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 37 49 6 0 0 7 3 12 2 1 13 130 1

営

業

拡

声

機

家

庭

生

活

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

そ

の

他

合
　
計

ア

イ

ド

リ

ン

グ

・

空

ぶ

か

し

   発生原因区分

市町村等

工

場

・

事

業

場

建

設

作

業

自

動

車

航

空

機

鉄

道

　 　　　特定施設

市町村

機

　
　
械

金

属

加

工

圧

縮

機

等

空

　
　
気

破

砕

機

等

土

石

用

織

機

製

造

機

械

建

設

用

資

材

製

粉

機

穀

物

用

機

械

木

材

加

工

抄

紙

機

印

刷

機

械

射

出

成

形

機

合

成

樹

脂

用

鋳

型

造

型

機

総

数

特

定

施

設

総

数

特

定

工

場

等

大 分 市 708 5,960 338 834 62 1 329 11 271 245 31 8,790 902

別 府 市 22 597 2 0 2 0 47 0 117 5 0 792 178

中 津 市 334 961 39 0 13 1 78 0 37 225 15 1,703 190

日 田 市 37 276 4 0 2 0 268 0 32 1 0 620 123

佐 伯 市 99 488 45 0 7 0 114 0 61 0 1 815 103

臼 杵 市 9 391 1 0 6 0 12 0 15 0 1 435 48

津 久 見 市 38 568 178 0 2 0 0 0 1 0 0 787 28

竹 田 市 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 5

豊 後 高 田 市 16 143 1 0 1 0 7 0 15 74 0 257 30

杵 築 市 0 107 0 0 0 0 0 0 0 5 0 112 2

宇 佐 市 99 104 1 0 2 0 8 0 3 85 0 302 48

豊 後 大 野 市 2 72 4 0 3 0 0 0 0 26 0 107 23

由 布 市 5 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 9

国 東 市 23 94 1 0 1 0 1 0 0 105 0 225 21

姫 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日 出 町 0 2 13 71 0 1 0 0 0 0 0 87 5

九 重 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玖 珠 町 1 10 0 0 0 0 0 0 2 22 0 35 8

合 計 1,395 9,801 627 905 101 3 867 11 554 793 48 15,105 1,723
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表 4-1-17 騒音に係る特定建設作業別届出数 

（令和 6 年度） 

 

表 4-1-18 騒音苦情件数の推移 

 

    特定建設作業

市町村

使

用

す

る

作

業

く

い

打

機

等

を

使

用

す

る

作

業

び

ょ

う

打

機

を

使

用

す

る

作

業

さ

く

岩

機

を

使

用

す

る

作

業

空

気

圧

縮

機

を

設
け

て

行

う

作

業

ﾌ
ﾟ

ﾗ

ﾝ

ﾄ

等

を

ｺ

ﾝ

ｸ

ﾘ

ｰ

ﾄ

使

用

す

る

作

業

ﾊ
ﾞ

ｯ

ｸ

ﾎ

ｳ

を

使

用

す

る

作

業

ｼ

ｮ

ﾍ

ﾞ

ﾙ

を

ﾄ

ﾗ

ｸ

ﾀ

ｰ

使

用

す

る

作

業

ｰ

ｻ

ﾞ

ｰ

を

ﾌ

ﾞ

ﾙ

ﾄ

ﾞ

合

計

大 分 市 28 0 709 26 0 18 0 1 782

別 府 市 8 0 63 3 1 90 0 0 165

中 津 市 2 0 1 0 0 10 0 0 13

日 田 市 0 0 1 2 0 4 0 0 7

佐 伯 市 0 0 1 0 0 48 0 0 49

臼 杵 市 0 0 3 0 0 4 0 0 7

津 久 見 市 2 0 4 0 0 10 0 0 16

竹 田 市 0 0 0 0 0 3 0 0 3

豊 後 高 田 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵 築 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇 佐 市 0 0 4 1 1 15 0 0 21

豊 後 大 野 市 0 0 9 1 0 12 0 0 22

由 布 市 3 0 17 2 0 26 0 0 48

国 東 市 0 0 0 0 0 2 0 0 2

姫 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日 出 町 0 0 5 0 0 5 0 0 10

九 重 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玖 珠 町 0 0 0 0 0 3 0 0 3

合 計 43 0 817 35 2 250 0 1 1,148
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表 4-2-1 振動規制基準 

 

 
備考 「第 1 種区域」とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の

用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域をいう。 

「第 2 種区域」とは、住居の用に併せて、商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域

内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用

に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生

を防止する必要がある区域をいう。 

 

 
備考 「1 号区域」とは、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の地域については、市

長。)が指定した区域を言う。 

イ 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合 

しているため、振動の発生を防止する必要がある区域 

ニ 学校教育法第 1 条に規定する学校、児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する保育所、医療法 

第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院及び同条第 3 項に規定する診療所のうち患者を入院さ 

せるための施設を有するもの、図書館法第 2 条第 1 項に規定する図書館並びに老人福祉 

法第 5 条の 3 に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 80 メートルの区域 

「2 号区域」とは、法第 3 条第 1 項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

を言う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）特定工場等 （単位：デシベル）

　　区域の区分
時間の区分

昼間

夜間 55 60
午後7時～翌日の午前8時
（ただし、津久見市は午後7時～翌日の午前7時）

第1種区域 第2種区域 時間の区分

60 65
午前8時～午後7時
（ただし、津久見市は午前7時～午後7時）

（2）特定建設作業

基 準 値

作 業 禁 止 時 間

最 大 作 業 時 間

最 大 作 業 日 数

作 業 禁 止 日 日曜日及び休日

75デシベル

午後7時～翌日の午前7時 午後10時～翌日の午前6時

10時間／日 14時間／日

連　続　6　日

規 制 項 目
区域の区分

1号区域 2号区域
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表 4-2-2 振動苦情受付件数（発生原因別） 

                                                       （令和 6 年度） 

 
 

表 4-2-3 振動に係る特定施設別届出数 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

　　振動の種類

市町村

県 保 健 所

大 分 市

別 府 市

中 津 市

日 田 市

佐 伯 市

臼 杵 市

津 久 見 市

竹 田 市

豊 後 高 田 市

杵 築 市

宇 佐 市

豊 後 大 野 市

由 布 市

国 東 市

姫 島 村

日 出 町

九 重 町

玖 珠 町

合 計

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 7 0 0 0 7

工場・事業場 建設作業 道路交通 鉄道 その他 合　　計

0 0 0 0 0 0

2 10 1 0 0 13

2 18 1 0 2 23

　 　　　特定施設

市町村

機

　
　
械

金

属

加

工

圧

縮

機

土
石
用
破
砕
機
等

織

機

ｺ

ﾝ

ｸ

ﾘ

ｰ

ﾄ

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
ﾏ
ｼ

ﾝ

等

木

材

加

工

機

械

印

刷

機

械

用

の

ﾛ

ｰ

ﾙ

機

合

成

樹

脂

練

ｺ
ﾞ
ﾑ
練
用
又
は

射

出

成

形

機

合

成

樹

脂

用

鋳

型

造

型

機

特

定

施

設

総

数

特
定
工
場
等
総
数

大 分 市 604 849 247 716 27 32 116 0 231 29 2,851 466

別 府 市 56 122 2 0 0 0 39 0 5 0 224 62

中 津 市 284 346 25 0 3 4 5 14 293 4 978 135

日 田 市 0 141 0 0 0 2 0 0 1 0 144 20

佐 伯 市 82 69 46 0 0 27 13 0 1 0 238 52

臼 杵 市 76 156 1 0 1 1 5 0 1 0 241 36

津 久 見 市 36 144 171 0 0 0 0 0 0 0 351 23

竹 田 市 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3

豊 後 高 田 市 17 100 1 0 0 2 4 0 93 0 217 27

杵 築 市 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 11 2

宇 佐 市 98 66 1 0 0 0 0 0 85 0 250 35

豊 後 大 野 市 0 16 3 0 0 0 0 0 26 0 45 9

由 布 市 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5

国 東 市 22 40 1 0 0 0 0 0 85 0 148 15

姫 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日 出 町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

九 重 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玖 珠 町 0 9 0 0 0 0 0 2 22 0 33 6

合 計 1,278 2,081 498 716 31 70 182 16 848 33 5,753 897
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表 4-2-4 振動に係る特定建設作業別届出数 

（令和 6 年度） 

 

表 4-3-1 悪臭苦情受付件数（発生原因別） 

（令和 6 年度） 

 

 

　 特定建設作業

市町村

大 分 市

別 府 市

中 津 市

日 田 市

佐 伯 市

臼 杵 市

津 久 見 市

竹 田 市

豊 後 高 田 市

杵 築 市

宇 佐 市

豊 後 大 野 市

由 布 市

国 東 市

姫 島 村

日 出 町

九 重 町

玖 珠 町

合 計

0

0

7

0

0

845

0

0

0

10

8

21

71

8

3

49

3

8

0

0

5

0

0

796

0

0

0

10

8

17

63

5

3

48

3

6

く い 打 機 等 を
使 用 す る 作 業

鋼 球を使用 して
破 壊 す る 作 業

舗装版破砕機を
使 用 す る 作 業

ブ レ ー カ ー を
使 用 す る 作 業

合計

26 0 3 628 657

8

2

0

1

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

2

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

県 保 健 所 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 4 0 10

大 分 市 14 2 0 2 2 7 0 0 3 0 30 18 78

別 府 市 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12 4 22

中 津 市 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

日 田 市 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

佐 伯 市 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

臼 杵 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津 久 見 市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

竹 田 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

豊 後 高 田 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵 築 市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

宇 佐 市 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9

豊 後 大 野 市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

由 布 市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3

国 東 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

姫 島 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日 出 町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4

九 重 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玖 珠 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 23 2 2 3 4 21 1 1 5 0 46 28 136

合

計

建

設

作

業

現

場

下

水

・

用

水

個
人
住
宅

・

ア

パ
ー

ト

・

寮

不

明

ご

み

集

積

所

   発生原因区分

市町村等

飼

料

・

肥

料

製

造

工

場

食

料

品

製

造

工

場

化

学

工

場

サ

ー

ビ

ス

業

・

そ

の

他

移

動

発

生

源

畜

産

農

業

そ

の

他

の

製

造

工

場
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表 4-3-2 六段階臭気強度表示法 

 

臭気強度

0

1

2

3

4

5 強烈なにおい                     　　　　　　　　　　 

内容

無臭      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）　　　　　　　　

何のにおいであるかがわかる弱い臭い（認知閾値濃度）　　

らくに感知できるにおい                　　　　　　　　

強いにおい                      　　　　　　　　　　　
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表 4-3-3 悪臭防止法に基づく規制基準 

 

(1)　敷地境界線の地表における規制基準 （単位:ppm）

　ア　物質濃度による規制

特定悪臭物質の種類 特定悪臭物質の種類

アンモニア 1 イソバレルアルデヒド 0 . 003

メチルメルカプタン 0 . 002 イソブタノール 0 . 9

硫化水素※ 0 . 02 酢酸エチル 3

硫化メチル 0 . 01 メチルイソブチルケトン 1

二硫化メチル 0 . 009 トルエン 10

トリメチルアミン 0 . 005 スチレン 0 . 4

アセトアルデヒド 0 . 05 キシレン 1

プロピオンアルデヒド 0 . 05 プロピオン酸 0 . 03

ノルマルブチルアルデヒド 0 . 009 ノルマル酪酸 0 . 001

イソブチルアルデヒド 0 . 02 ノルマル吉草酸 0 . 0009

ノルマルバレルアルデヒド 0 . 009 イソ吉草酸 0 . 001

※別府市内は硫化水素の規制が適用されない。

　イ　臭気指数による規制

　　（宇佐市）

　　（豊後大野市）

(2)　排出口における規制基準

　ア　物質濃度による規制

　イ　臭気指数による規制

　　（宇佐市、豊後大野市）

第１種区域（都市計画区域内）の規制基準 第２種区域（都市計画区域外）の規制基準

12 14

規制基準 規制基準

特定悪臭物質(＊)の種類ごとに次の式により算出した流量

　　ｑ＝0.108×He２×Cm

　　　　　ｑ      悪臭物質の流量（0℃、1気圧でのｍ３／時）
　　　　　He    　補正された気体排出口の高さ（ｍ）
　　　　　Cm      敷地境界における規制基準（ppm）

＊　ｱﾝﾓﾆｱ、硫化水素、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、
　　 ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、
　　 ｷｼﾚﾝ

第１種区域（都市計画区域内）の規制基準 第２種区域（都市計画区域外）の規制基準

　　（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市）

　　（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市）

15

　(1)に掲げる規制基準の値を基礎として規則第６条の２に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭
気指数

12
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表 4-3-4 かおり風景 100 選選定地点（県内） 

 

 

(3)　排出水における規制基準

　ア　物質濃度による規制

特定悪臭物質の種類

0 . 03

0 . 007

0 . 002

0 . 1

0 . 02

0 . 005

0 . 3

0 . 07

0 . 01

0 . 6

0 . 1

0 . 03

　イ　臭気指数による規制

　　（宇佐市）

　　（豊後大野市）

硫化メチル
 0.001ｍ３毎秒以下の場合

 0.001ｍ３毎秒を超え、0.1ｍ３毎秒以下の場合

 0.1ｍ３毎秒を超える場合

二硫化メチル

 0.1ｍ３毎秒を超える場合

メチルメルカプタン
 0.001ｍ３毎秒以下の場合

 0.001ｍ３毎秒を超え、0.1ｍ３毎秒以下の場合

 0.1ｍ３毎秒を超える場合

硫化水素
 0.001ｍ３毎秒以下の場合

 0.001ｍ３毎秒を超え、0.1ｍ３毎秒以下の場合

 0.001ｍ３毎秒以下の場合

 0.001ｍ３毎秒を超え、0.1ｍ３毎秒以下の場合

　(1)に掲げる規制基準の値を基礎として規則第６条の３に定める方法により算出した臭気指数

 0.1ｍ３毎秒を超える場合

排出水の量 規制基準(mg/L)

　　（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市）

第１種区域（都市計画区域内）の規制基準 第２種区域（都市計画区域外）の規制基準

28 30

市町村

別府市

大分市

臼杵市
竹田市

竹田市
九重町

名称

別府八湯の湯けむり

大分野津原香りの森

臼杵・竹田の城下町のカボス

くじゅう四季の草原、野焼きのかおり
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図 4-3-5 畜産環境保全指導体制 

 
 

図 4-3-6 畜産環境対策推進体制 
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図 4-3-7 悪臭苦情件数の推移 

 

 

図 4-3-8 内容別苦情発生状況 

（調査期間 7月 1日～6月 30日） 
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図 4-3-9 畜種別苦情発生状況 

（調査期間 7 月 1 日～6 月 30 日） 
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５ 土壌関係資料 

表 5-1 土壌の汚染状況に関する基準 

 

表 5-2 要措置区域一覧 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

 

土壌溶出量基準 土壌含有量基準

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

クロロエチレン 0.002mg/L 以下 

カドミウム及びその化合物 0.003mg/L 以下 45mg/kg 以下 

六価クロム化合物 0.05mg/L 以下 250mg/kg 以下 

 遊離シアンとして

50mg/kg 以下 

水銀及びその化合物 0.0005mg/L 以下 

　　うちアルキル水銀 検出されないこと

セレン及びその化合物 0.01mg/L 以下 150mg/kg 以下 

鉛及びその化合物 0.01mg/L 以下 150mg/kg 以下 

砒素及びその化合物 0.01mg/L 以下 150mg/kg 以下 

ふっ素及びその化合物 0.8mg/L 以下 4,000mg/kg 以下 

ほう素及びその化合物 1mg/L 以下 4,000mg/kg 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ＰＣＢ 検出されないこと

有機りん化合物 検出されないこと

　
第
三
種

　

(

農
薬
等

)

特定有害物質の種類

　
第
二
種

　

（
重
金
属
等

）

シアン化合物 検出されないこと

15mg/kg 以下 

　
第
一
種

　

（
揮
発
性
有
機
化
合
物

）
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表 5-3 形質変更時要届出区域一覧 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 
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６ 廃棄物関係資料 

 

表 6-1 ごみ処理状況の推移 

区      分 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

計画処理区域内人口（千人） 1,160 1,152 1,141 1,131 1,124 1,112 

計画処理区域ごみ総排出量（t/年） 401,250 405,385 395,733 390,604 384,545 368,495 

ご
み
処
理
量 

直接焼却 324,124 328,099 321,138 318,137 315,110 304,478 

直接埋立 2,897 2,890 3,261 2,837 2,657 2,465 

直接資源化 8,989 8,728 8,740 9,257 9,203 8,519 

高速堆肥化 541 494 443 466 395 348 

その他 60,662 61,067 59,917 57,821 55,137 50,490 

計（t/年） 397,213 401,278 393,499 388,518 382,502 366,300 

計画処理区域内 1 人 1 日あたりごみ排出量(g) 948 962 950 946 937 906 

1 人 1 日あたりごみ排出量（全国値）（g） 919 918 901 890 880 851 

※ごみ処理量には、資源化量を含まない。 

表 6-2 し尿処理状況の推移 

 

表 6-3 令和 6 年度最終処分場水質検査実施状況 

検査 

項目 

浸透水 放流水 地下水 

検査

件数 

超過

件数 

検査

件数 

超過

件数 

検査

件数 

超過

件数 

BOD 47 1 7 0 26 0 

COD 47 1 7 0 26 0 

その他 47 0 7 0 26 0 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

下水道人口 512,650 525,691 529,836 535,771 549,947 561,858

コミュニティプラント人口 591 608 587 589 580 528

集落排水施設等人口 - - - 10,926 18,096 19,050

浄化槽人口 532,294 518,220 507,121 486,547 461,502 442,300

計 ① 1,045,535 1,044,519 1,037,544 1,033,833 1,030,125 1,023,736

計画収集人口 103,238 97,049 95,291 88,799 85,153 79,243

自家処理人口 11,035 10,228 8,249 8,755 8,582 8,590

計 ② 114,273 107,277 103,540 97,554 93,735 87,833

①＋② 1,159,808 1,151,796 1,141,084 1,131,387 1,123,860 1,111,569

②÷(①＋②) 9.9% 9.3% 9.1% 8.6% 8.3% 7.9%

③ 321,640 327,693 328,550 328,227 325,108 323,889

し尿処理施設 92,361 87,774 85,511 82,636 80,145 76,432

ごみ堆肥化施設 0 0 0 0 0 0

メタン化施設 0 0 0 0 0 0

下水道投入 0 0 0 0 0 0

農地還元 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0

し尿処理量計 ④ 92,361 87,774 85,511 82,636 80,145 76,432

③＋④ 414,001 415,467 414,061 410,863 405,253 400,321

⑤ 10,581 9,798 8,674 9,221 9,275 9,544

⑥ 0 0 0 0 0 0

⑤＋⑥ 10,581 9,798 8,674 9,221 9,275 9,544

③＋④＋⑤＋⑥ 424,582 425,265 422,735 420,084 414,528 409,865

④＋⑤ 102,942 97,572 94,185 91,857 89,420 85,976

(④＋⑤)÷②
÷年度日数

2.47 2.49 2.49 2.58 2.61 2.68

2.62 2.68 2.71 2.81 2.83 2.89

　　くみ取りし尿排出量計

　　1人1日当たりくみ取りし尿排出量 (l/人・日)

　　1人1日当たりくみ取りし尿排出量の全国値 (l/人・日)

処
理
量

（
k
l

）

浄化槽汚泥処理量

し
尿
処
理
量

し尿＋浄化槽汚泥処理量

自
　
家

処
理
量

　し尿処理量

　浄化槽汚泥処理量

　自家処理量計

し尿処理量計 (し尿+浄化槽汚泥+自家処理量)

人
口

（
人

）

水
洗
化

人
　
口

非
水
洗

化
人
口

計画処理区域内人口（総人口）

非水洗化率(%)
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表 6-4 産業廃棄物の不法投棄件数及び苦情処理件数（過去５年間） 

 

 

１　種類別の不法投棄件数及び苦情処理件数

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

燃え殻 2 3 2 3 2 2 2 3

汚泥

廃油 3 1 2 1 1

廃酸 2 2

廃アルカリ 2 2

廃プラスチック類 26 21 21 12 13 19 19 17 12 15

紙くず 3 1 1 2 1

木くず 26 15 22 16 13 17 20 16 14 13

繊維くず 3 2 4 3 1 1 2 4 1

動植物性残さ 1 1 1 1

動物系固形不要物

ゴムくず 1 1 1

金属くず 13 9 7 6 3 10 7 6 7 5

ガラスくず等 7 7 17 7 7 6 6 13 5 7

鉱さい

がれき類 30 18 24 18 15 20 18 20 14 17

動物のふん尿 3 1 1 4 1 1 1

動物の死体     1 1

ばいじん

その他

合計 110 79 106 67 54 79 79 87 60 60

不法投棄件数 苦情処理件数

※不法投棄や苦情処理各１件に対し、対象となる産業廃棄物の種類が複数に及ぶ場合

があるため、１と２の合計件数は必ずしも一致しない。

２　地域別産業廃棄物の不法投棄件数及び苦情処理件数

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

東部保健所 4 3 3 5 3 3 3 8 8 5

国東保健部 5 8 8 3 7 7 6 5 4 4

中部保健所 3 3 4 3 5 1 2 4 2 2

由布保健部 4 4 0 1 4 2 3 3 2 7

南部保健所 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1

豊肥保健所 15 8 5 5 3 11 10 2 2 8

西部保健所 10 4 5 3 1 7 3 1 1 3

北部保健所 9 9 16 9 9 7 9 15 5 7

豊後高田保健部 5 7 7 2 1 5 9 4 1 0

合計 56 48 49 32 34 44 51 43 26 37

※東部＝別府市・日出町・杵築市／国東＝国東市／中部＝臼杵市・津久見市

由布＝由布市／南部＝佐伯市／豊肥＝竹田市・豊後大野市

西部＝日田市・玖珠町・九重町／北部＝中津市・宇佐市／豊後高田＝豊後高田市

不法投棄件数 苦情処理件数
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表 6-5 種類別―発生量及び処理・処理量 

（令和 5 年度） 

 

表
6
-
6
　

種
類

別
-
発

生
量

及
び

処
理

量
＜

令
和

5
年

度
＞

（
無

変
換

）

（
そ

の
1
）

(
単

位
：

ｔ
/
年

)

区
　

分
発

生
量

有
償

物
量

排
出

量
自

己
中

間
処

理
量

自
己

未
処

理
量

搬
出

量
自

己
最

終
処

分
量

自
己

中
間

処
理

後
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
処

理
先

地
域

の
内

訳
）

再
生

利
用

量
自

己
最

終
委

託
中

間
委

託
直

接
そ

の
他

量
再

生
利

用
量

自
己

最
終

委
託

中
間

委
託

直
接

そ
の

他
量

県
内

県
外

処
分

量
処

理
量

最
終

処
分

量
処

分
量

処
理

量
最

終
処

分
量

(
A
)

(
B
)

(
C
)

(
D
)

(
E
)

(
E
1
)

(
E
2
)

(
E
3
)

(
E
4
)

(
E
5
)

(
G
)

(
G
1
)

(
G
2
)

(
G
3
)

(
G
4
)

(
G
5
)

(
H
)

(
I
)

種
 
 
 
 
類

(
B
+
C
)

(
D
+
G
)

(
I
+
K
+
J
)

(
E
2
+
G
2
)

9
,
4
9
4
,
2
5
6

6
,
3
7
8
,
0
0
6

3
,
1
1
6
,
2
4
9

1
,
7
3
3
,
3
9
8

8
9
5
,
4
8
6

8
2
0
,
9
1
8

7
4
,
1
6
9

3
7
2

2
7

1
,
3
8
2
,
8
5
2

5
1
,
1
2
8

1
,
3
4
2
,
0
8
2

3
9
,
2
9
0

3
4
6

1
,
4
5
7
,
4
1
5

1
,
1
2
8

1
,
1
2
8

1
8
,
6
6
9

9
1
8

1
7
,
7
5
1

1
7
,
7
5
1

1
6
,
3
9
4

1
,
3
5
6

1
7
,
7
5
1

1
,
7
0
3
,
3
9
7

7
6
6
,
5
7
1

9
3
6
,
8
2
5

8
5
5
,
8
6
0

6
8
,
4
4
1

6
8
,
4
4
1

8
0
,
9
6
5

2
7
7

7
3
,
7
2
2

6
,
8
0
8

1
5
8

1
4
9
,
4
0
7

2
7
7

2
7
7

有
機

性
汚

泥
8
1
6
,
0
0
0

8
1
6
,
0
0
0

7
8
8
,
0
7
6

4
8
,
8
1
2

4
8
,
8
1
2

2
7
,
9
2
3

2
7
,
8
0
0

5
1

7
3

7
6
,
7
3
5

無
機

性
汚

泥
8
8
7
,
3
9
7

7
6
6
,
5
7
1

1
2
0
,
8
2
6

6
7
,
7
8
4

1
9
,
6
2
9

1
9
,
6
2
9

5
3
,
0
4
2

2
7
7

4
5
,
9
2
2

6
,
7
5
8

8
5

7
2
,
6
7
1

2
7
7

2
7
7

3
8
,
9
8
5

1
,
2
0
4

3
7
,
7
8
1

1
5
2

7
6

7
6

3
7
,
6
2
9

3
7
,
6
2
9

3
7
,
7
0
5

一
般

廃
油

8
,
8
3
9

7
1

8
,
7
6
7

1
5
2

7
6

7
6

8
,
6
1
6

8
,
6
1
6

8
,
6
9
2

廃
溶

剤
3
,
9
8
1

1
,
1
2
0

2
,
8
6
1

2
,
8
6
1

2
,
8
6
1

2
,
8
6
1

そ
の

他
2
6
,
1
6
5

1
3

2
6
,
1
5
2

2
6
,
1
5
2

2
6
,
1
5
2

2
6
,
1
5
2

3
1
,
4
8
2

9
1
7

3
0
,
5
6
5

3
0
,
5
6
5

3
0
,
5
2
7

3
8

3
0
,
5
6
5

3
8
,
3
6
3

3
8
,
3
6
3

1
9

1
9

1
9

3
8
,
3
4
5

3
8
,
3
4
5

3
8
,
3
6
3

8
9
,
4
4
1

6
,
7
3
2

8
2
,
7
0
9

1
,
0
4
2

9
7
4

2
7
1
1

2
6
1

8
1
,
6
6
7

8
4

7
8
,
8
9
6

2
,
6
8
4

3
8
2
,
6
3
9

8
4

8
4

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2
,
9
9
8

5
2
,
9
9
3

2
,
9
9
3

2
,
9
8
5

6
2

2
,
9
9
3

廃
タ

イ
ヤ

8
6
,
4
4
4

6
,
7
2
8

7
9
,
7
1
6

1
,
0
4
2

9
7
4

2
7
1
1

2
6
1

7
8
,
6
7
4

8
4

7
5
,
9
1
1

2
,
6
7
9

1
7
9
,
6
4
6

8
4

8
4

7
,
2
9
8

2
,
6
4
4

4
,
6
5
3

3
8
0

3
8
0

3
8
0

4
,
2
7
3

4
,
2
2
3

5
0

4
,
6
5
3

1
5
8
,
7
7
9

5
0
,
9
0
0

1
0
7
,
8
7
9

8
7
5

1
4
6

1
3
9

5
3

1
0
7
,
0
0
4

1
0
6
,
7
6
6

2
2
7

1
1

1
0
7
,
1
5
0

1
,
5
8
1

1
,
0
6
8

5
1
3

5
1
3

4
9
9

1
4

5
1
3

1
8
,
7
1
9

9
9
6

1
7
,
7
2
3

1
,
8
7
5

1
,
1
7
2

1
,
1
7
2

1
5
,
8
4
9

5
1
5
,
8
4
4

1
7
,
0
1
6

2
,
3
5
4

2
,
3
5
4

2
,
3
5
4

2
,
2
8
4

7
0

2
,
3
5
4

1
5
5
,
4
6
8

9
9
,
0
8
7

5
6
,
3
8
1

2
2

2
5
6
,
3
7
9

5
6
,
3
0
4

6
8

7
5
6
,
3
8
1

8
0
,
0
1
0

2
,
2
3
3

7
7
,
7
7
7

9
9
3

9
9
3

9
9
3

7
6
,
7
8
4

6
5
8

6
7
,
1
7
5

8
,
9
5
2

7
7
,
7
7
7

6
5
8

6
5
8

4
,
8
0
3
,
3
4
3

4
,
7
8
5
,
5
0
9

1
7
,
8
3
4

1
7
,
8
3
4

1
7
,
8
3
4

1
7
,
8
3
4

8
1
8
,
8
5
2

8
6
,
2
9
3

7
3
2
,
5
5
8

3
,
5
4
7

3
,
5
4
7

2
,
5
1
5

1
,
0
2
6

6
7
2
9
,
0
1
1

4
2

7
1
7
,
3
0
8

1
1
,
5
4
4

1
1
7

7
3
0
,
0
4
3

4
2

4
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
3
9
7
,
3
9
5

4
5
,
4
2
2

3
5
1
,
9
7
4

2
,
5
2
1

2
,
5
2
1

2
,
5
1
5

6
3
4
9
,
4
5
3

3
4
5
,
4
5
2

3
,
8
8
4

1
1
7

3
4
9
,
4
5
8

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
2
9
4
,
4
6
8

3
8
,
1
6
0

2
5
6
,
3
0
8

1
,
0
2
6

1
,
0
2
6

1
,
0
2
6

2
5
5
,
2
8
1

2
5
4
,
8
0
7

4
7
4

2
5
6
,
3
0
8

そ
の

他
1
2
6
,
9
8
9

2
,
7
1
1

1
2
4
,
2
7
7

1
2
4
,
2
7
7

4
2

1
1
7
,
0
4
9

7
,
1
8
6

1
2
4
,
2
7
7

4
2

4
2

8
7
3
,
2
7
9

8
,
0
4
4

8
6
5
,
2
3
5

8
6
5
,
2
3
5

8
1
8
,
4
0
1

8
1
8
,
4
0
1

3
,
2
1
6

3
,
2
1
6

3
,
1
3
9

1
,
1
9
3

1
,
1
9
3

7
7

7
7

1
,
2
7
0

6
0
6
,
2
1
2

5
6
4
,
5
4
7

4
1
,
6
6
6

4
1
,
6
6
6

4
0
,
1
8
3

1
,
4
8
3

4
1
,
6
6
6

そ
の

他
産

業
廃

棄
物

4
4
,
8
0
9

3
4
2

4
4
,
4
6
7

2
8
0

1
4
3

3
7

1
0
7

4
4
,
1
8
7

6
7

3
8
,
0
7
5

6
,
0
3
4

1
1

4
4
,
3
3
0

6
7

6
7

感
染

性
廃

棄
物

6
,
9
0
2

6
,
9
0
2

1
7
2

3
7

3
7

6
,
7
3
0

6
,
7
1
5

1
5

6
,
7
6
6

混
合

物
等

3
7
,
0
6
0

3
4
2

3
6
,
7
1
9

1
0
7

1
0
7

1
0
7

3
6
,
6
1
2

6
7

3
1
,
0
1
2

5
,
5
2
1

1
1

3
6
,
7
1
9

6
7

6
7

水
銀

廃
棄

物
8
4
7

8
4
7

1
8
4
5

3
4
8

4
9
8

8
4
5

廃
水

銀

動
物

の
死

体

注
）

表
中

の
数

値
は

四
捨

五
入

の
関

係
で

合
計

が
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。

木
く

ず

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

合
計

燃
え

殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

紙
く

ず

ｶ
ﾞ
ﾗ
ｽ
･
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
･
陶
磁
器
く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

ば
い

じ
ん

動
物

の
ふ

ん
尿

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず
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表
6
-
6
　

種
類

別
-
発

生
量

及
び

処
理

量
＜

令
和

5
年

度
＞

（
無

変
換

）

（
そ

の
2
）

(
単

位
：

ｔ
/
年

)

委
託
処
理
量

再
生
利
用
量

最
終
処
分
量

そ
の
他
量

資
源
化
量

委
託
直
接
最
終
処
分
量

委
託
中
間
処
理
量

（
処
理
主
体
の
内
訳
）

（
処
理
先
地
域
の
内
訳
）

委
託
中
間
処
理
後
量

処
理
主
体
の
内
訳

業
者

自
治
体

県
内

県
外

業
者

自
治
体

県
内

県
外

（
委

託
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

事
業
者

自
治
体

処
理
業
者

再
生
利
用
量

最
終
処
分
量

(K
)

(O
)

(L
)

(M
)

(M
1)

(M
2)

(R
)

(Q
)

(Q
1)

(Q
2)

(Q
3)

(J
)

(S
)

(O
+L
)

(E
1+
G1
+M
1)

(I
+O
+M
2)

(E
5+
G5
)

(B
+R
)

1,
45

5,
91

4
39

,6
62

39
,6

62
38

,0
42

1,
62

1
1,

41
6,

25
2

1,
41

1,
40

6
4,

84
5

1,
24

2,
13

0
17

4,
12

2
1,

34
8,

63
5

1,
30

9,
51

9
39

,1
17

2,
13

0,
44

2
79

,9
07

1,
12

8
78

,7
79

37
3

8,
50

8,
44

8

17
,7

51
1,

35
6

1,
35

6
28

9
1,

06
7

16
,3

94
16

,3
94

3,
40

9
12

,9
85

16
,3

94
16

,3
72

22
16

,3
72

1,
37

8
1,

37
8

17
,2

90

14
8,

97
2

6,
80

8
6,

80
8

6,
80

7
1

14
2,

16
3

14
1,

45
1

71
2

92
,3

07
49

,8
56

12
5,

37
3

12
1,

46
0

3,
91

2
12

1,
46

0
10

,9
98

27
7

10
,7

21
15

8
88

8,
03

2

76
,6

62
51

51
51

76
,6

12
75

,9
00

71
2

49
,4

99
27

,1
13

71
,2

77
70

,0
80

1,
19

7
70

,0
80

1,
24

7
1,

24
7

73
70

,0
80

72
,3

09
6,

75
8

6,
75

8
6,

75
7

1
65

,5
52

65
,5

52
42

,8
08

22
,7

44
54

,0
96

51
,3

80
2,

71
6

51
,3

80
9,

75
0

27
7

9,
47

4
85

81
7,

95
1

37
,7

05
37

,7
05

37
,7

05
26

,3
39

11
,3

66
31

,8
25

31
,5

60
26

4
31

,5
60

26
4

26
4

32
,7

64

8,
69

2
8,

69
2

8,
69

2
4,

10
4

4,
58

7
3,

64
4

3,
48

0
16

4
3,

48
0

16
4

16
4

3,
55

1

2,
86

1
2,

86
1

2,
86

1
1,

65
6

1,
20

5
2,

17
9

2,
17

6
3

2,
17

6
3

3
3,

29
6

26
,1

52
26

,1
52

26
,1

52
20

,5
78

5,
57

4
26

,0
02

25
,9

04
97

25
,9

04
97

97
25

,9
17

30
,5

27
30

,5
27

26
,9

12
3,

61
5

12
,9

57
17

,5
70

20
,7

10
20

,3
26

38
4

20
,3

26
38

4
38

4
38

21
,2

43

38
,3

45
38

,3
45

38
,3

45
15

,7
20

22
,6

24
21

,9
64

21
,6

95
26

9
21

,6
95

26
9

26
9

19
21

,6
95

82
,5

52
2,

94
5

2,
94

5
2,

94
0

5
79

,6
07

79
,6

07
61

,0
73

18
,5

34
71

,1
29

64
,3

31
6,

79
8

64
,3

33
9,

82
7

84
9,

74
3

3
71

,0
66

2,
99

1
6

6
6

2,
98

5
2,

98
5

55
9

2,
42

6
2,

25
0

2,
24

8
2

2,
24

8
8

8
2

2,
25

2

79
,5

61
2,

94
0

2,
94

0
2,

93
5

5
76

,6
22

76
,6

22
60

,5
13

16
,1

08
68

,8
79

62
,0

83
6,

79
6

62
,0

86
9,

81
9

84
9,

73
5

1
68

,8
14

4,
65

3
50

50
50

4,
60

3
4,

60
3

4,
17

8
42

4
4,

57
2

4,
48

4
88

4,
48

4
13

9
13

9
7,

12
8

10
7,

13
6

23
1

23
1

23
1

10
6,

90
5

10
6,

90
5

10
1,

71
1

5,
19

4
10

5,
56

6
10

4,
23

7
1,

32
9

10
4,

23
7

1,
56

0
1,

56
0

14
15

5,
13

7

51
3

14
14

14
49

9
49

9
49

9
48

8
40

0
88

40
0

10
2

10
2

1,
46

7

17
,0

16
17

,0
16

16
,4

97
51

8
15

,8
79

1,
13

7
13

,8
78

13
,8

43
35

13
,8

48
35

35
14

,8
44

2,
35

4
70

70
70

2,
28

4
2,

28
4

2,
04

8
23

6
2,

28
4

2,
28

3
1

2,
28

3
71

71
2,

28
3

56
,3

74
68

68
68

56
,3

06
56

,3
06

54
,1

87
2,

11
9

56
,3

06
55

,5
39

76
7

55
,5

39
83

5
83

5
7

15
4,

62
6

77
,1

19
8,

95
2

8,
95

2
8,

95
2

68
,1

67
68

,1
67

66
,1

37
2,

03
0

68
,1

67
59

,0
12

9,
15

6
59

,0
12

18
,7

65
65

8
18

,1
07

61
,2

45

17
,8

34
17

,8
34

17
,8

34
4,

71
3

13
,1

21
17

,8
34

17
,5

58
27

5
17

,5
58

27
5

27
5

4,
80

3,
06

7

72
9,

87
8

11
,5

44
11

,5
44

11
,5

44
71

8,
33

5
71

8,
33

5
71

3,
21

2
5,

12
3

71
8,

33
5

70
8,

87
4

9,
46

1
71

1,
38

9
21

,0
47

42
21

,0
05

12
3

79
7,

68
2

34
9,

33
5

3,
88

4
3,

88
4

3,
88

4
34

5,
45

2
34

5,
45

2
34

2,
77

0
2,

68
2

34
5,

45
2

34
0,

57
1

4,
88

1
34

3,
08

6
8,

76
4

8,
76

4
12

3
38

8,
50

8

25
6,

30
8

47
4

47
4

47
4

25
5,

83
3

25
5,

83
3

25
4,

59
7

1,
23

6
25

5,
83

3
25

4,
78

2
1,

05
1

25
4,

78
2

1,
52

6
1,

52
6

29
2,

94
2

12
4,

23
5

7,
18

6
7,

18
6

7,
18

6
11

7,
04

9
11

7,
04

9
11

5,
84

4
1,

20
5

11
7,

04
9

11
3,

52
1

3,
52

9
11

3,
52

1
10

,7
57

42
10

,7
15

11
6,

23
2

81
8,

40
1

82
6,

44
5

1,
27

0
1,

27
0

1,
27

0
1,

19
4

76
1,

27
0

1,
26

9
1

1,
26

9
1

1
1,

26
9

41
,6

66
1,

48
3

1,
48

3
1,

48
3

40
,1

83
40

,1
83

34
,9

46
5,

23
7

40
,1

83
40

,1
81

2
40

,1
81

1,
48

5
1,

48
5

60
4,

72
7

44
,2

52
6,

14
0

6,
14

0
5,

59
3

54
8

38
,1

11
38

,1
11

31
,6

22
6,

48
9

32
,3

59
26

,0
96

6,
26

3
26

,0
96

12
,4

71
67

12
,4

03
11

26
,4

38

6,
76

6
15

15
15

6,
75

1
6,

75
1

2,
13

2
4,

62
0

1,
00

1
23

4
76

7
23

4
78

2
78

2
23

4

36
,6

40
5,

62
8

5,
62

8
5,

57
8

50
31

,0
12

31
,0

12
29

,4
76

1,
53

6
31

,0
10

25
,5

23
5,

48
7

25
,5

23
11

,1
83

67
11

,1
15

11
25

,8
64

84
5

49
8

49
8

49
8

34
8

34
8

14
33

4
34

8
33

9
9

33
9

50
6

50
6

33
9

注
）
表
中
の
数
値
は
四
捨
五
入
の
関
係
で
合
計
が
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
処
理
主
体
の
内
訳
）

（
処
理
先
地
域
の
内
訳
）
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表 6-6 排出量（業種別・種類別） 
                                                          （令和 5 年度） 

 

(
単

位
：

ｔ
/
年

)

業
　
種

種
　
類

農 業

林 業

食 料 品

飲 料 ・ た ば こ ・

飼 料

繊 維 工 業

木 材 ・ 木 製 品

家 具 ・ 装 備 品

パ ル プ ・ 紙 ・

紙 加 工 品

印 刷 ・ 印 刷 関 連

化 学 工 業

石 油 製 品 ・

石 炭 製 品

プ ラ ス チ ッ ク 製 品

ゴ ム 製 品

な め し 皮 ・

同 製 品 ・ 毛 皮

窯 業 ・ 土 石 製 品

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属

金 属 製 品

は ん 用 機 械 器 具

生 産 用 機 械 器 具

業 務 用 機 械 器 具

電 子 部 品 ・ デ バ イ

ス

・ 電 子 回 路

電 気 機 械 器 具

情 報 通 信 機 械 器 具

輸 送 用 機 械 器 具

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

熱 供 給 業

上 水 道 業

工 業 用 水 道 業

下 水 道 業

病 院

病 院 以 外 の

医 療 ， 福 祉

3
,
1
1
6
,
2
4
9

8
5
7
,
7
8
2

8
5
7
,
3
3
2

4
5
0

1
,
5
4
0

9
1
5
,
0
9
5

7
0
1
,
1
3
5

2
9
,
5
3
6

6
2
,
6
0
4

7
1
7

5
,
5
3
8

1
,
1
0
6

2
6
2
,
4
8
1
1
,
3
4
3

5
7
,
2
8
8

6
,
6
1
7

3
,
5
5
4

3
,
2
1
3

1
6
6

9
2
,
5
4
9

1
,
8
1
5

1
8
,
9
7
3

7
,
1
3
9

2
,
6
9
8

2
,
1
4
4

3
7
,
5
6
1

1
0
,
8
0
4

9
1
4

2
2
,
3
4
8

6
6
,
0
9
7

3
,
9
3
0

5
7
5
,
9
7
7

4
1
,
9
4
3

2
0

2
6
4

5
7
,
3
3
0

2
5
,
8
7
3

4
5
0
,
5
4
7
3
,
2
4
7

1
8
,
4
3
4
3
,
7
9
0

1
0
,
2
8
7

9
,
1
2
1

1
,
1
6
6

9
7
1

2
7
,
9
9
2

1
7
,
7
5
1

1
1
,
6
3
0

3
7
9
8

3
,
3
8
2

7
,
3
3
2

7
8

3
9

6
,
1
1
7

6
,
1
1
7

3

9
3
6
,
8
2
5

2
2
,
6
2
2

3
4
9
,
6
6
5

2
0
,
7
8
1

2
9
,
1
8
1

5
3

2
4
6
,
0
7
9

5
,
0
8
2

4
,
0
2
6

2
7
6

1
5
2

2
2
,
7
3
5

2
8
8

1
,
7
1
5

6
6
4

6
7
8

2
0
5

4
,
5
6
8

5
,
2
1
3

5
7

1
,
0
9
2

6
,
7
7
3

4
9

5
5
4
,
3
5
1

2
0
,
5
4
2

8
2

5
7
,
3
1
4

2
5
,
8
7
3

4
5
0
,
5
4
0

1
7
9

1
,
3
8
9

3
,
0
9
9

1
,
0
3
3

7
4
4

2
8
9

4
0
3

4
,
0
8
4

有
機
性
汚
泥

8
1
6
,
0
0
0

3
0
6
,
0
6
2

2
0
,
7
1
6

2
9
,
1
6
7

2
4
5
,
5
7
9

4
,
5
7
0

1
3
6

7
8
8

1
1
,
3
5
5

7
7

2
0

3
,
5
5
1

2
1

5
7

2
2

2
5
0
6
,
6
0
8
8
,
3
6
6

8
2

4
7
,
6
2
0

4
5
0
,
5
4
0

9
4
5

1
,
3
0
3

1
,
0
3
3

7
4
4

2
8
9

1
1

3
7

無
機
性
汚
泥

1
2
0
,
8
2
6

2
2
,
6
2
2

4
3
,
6
0
2

6
5

1
4

5
3

5
0
0

5
1
1

4
,
0
2
6

1
4
1

1
5
2

2
1
,
9
4
7

2
8
6

3
6
0

6
6
4

6
0
1

1
8
4

1
,
0
1
7

5
,
1
9
2

1
,
0
9
2

6
,
7
5
1

4
6

4
7
,
7
4
3

1
2
,
1
7
6

9
,
6
9
4

2
5
,
8
7
3

1
7
9

4
4
4

1
,
7
9
5

3
9
2

4
,
0
4
7

3
7
,
7
8
1

4
3
0
0

3
5
,
2
8
4

3
7
3

5
2

2
9

1
5
,
5
9
0

1
8

2
3
2

1
9
7

8
8
9
3

7
9
1
3

5
3
4

3
4
1

4
8
4

1
0
,
1
9
2
1
,
1
0
6

8
2

1
,
0
8
3

3
,
1
8
6

1
2

2
8

2
7

1
2
1
7

1
,
4
4
5

1
9
9

6
2

2
1

4
1

5
2
3
6

一
般
廃
油

8
,
7
6
7

4
2
8
6

6
,
3
4
7

3
2
2

5
1

1
5

4
6
0

1
5

8
6

1
1
0

8
4
5

7
7
4
7

3
9
8

2
7
0

4
6
0

3
9

2
6
2

2
,
3
0
0

5
2
8

2
7

1
2
1
7

1
,
4
4
0

1
9
9

3
4

1
0

2
4

2
1
3

廃
溶
剤

2
,
8
6
1

2
,
8
6
1

1
4

3
7
7

1
2
1

1
7

1
3
8

6
2

6
8

1
,
2
6
7

7
5
0

5
4

1

そ
の
他

2
6
,
1
5
2

1
4

2
6
,
0
7
6

5
1

1
1

1
4
,
7
5
3

3
2
5

7
0

8
4
8

2
8

7
3

3
2
3

8
,
9
2
5

3
5
6

4
4

7
6
7

8
8
4

7
6

2
8

1
1

1
7

5
2
3

3
0
,
5
6
5

2
9
,
5
9
6

2
8
1

2
1
,
4
6
5

2
2
,
7
8
7

2
1

4
1
1

3
,
3
6
3

1
0

1
3
4

9
6

1
,
1
2
2

3
2

2
7

2
3
8

2
1
7
3

1
5
9

1
3

1
1
1
2

4
6
3

4
3
6

2
7

1
7
3

4
8

3
8
,
3
6
3

3
8
,
0
9
7

1
3

6
0

2
2
,
2
4
1

1
5

1
6
1

1
3

8
0
9

1
1

4
0
9

5
3
7

1
,
4
1
4

1
9
2

1
1
,
1
2
4

1
,
1
1
6

2
9

2
9

7
4
5

3
5

3
5

8
6

6
3

8
2
,
7
0
9

5
8
8

5
8
1

7
2
0
0

1
0
,
7
2
0

5
5
,
4
0
8

1
,
3
6
4

5
7
3

6
9
9

2
6

1
0
1

3
1

1
9

2
,
2
6
9

1
4
9

2
,
5
0
8

3
1
2

1
6

5
0
0

7
9
1

1
1
,
0
0
8

2
0
8

3
2
5

2
8
4

2
0
,
6
9
0
1
,
5
5
5

4
6
8

5
,
1
7
9

2
,
7
1
1

3
,
6
2
4

4
7

3
0

3
1
1

1
2

1
,
6
3
0

7
,
0
4
6

1
3
3

1
,
6
5
4

1
,
2
4
0

4
1
4

1
0
5

5
,
1
7
9

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

2
,
9
9
3

3
0

1
7

9
9

1
,
1
2
9

1
,
8
0
5

1
2

廃
タ
イ
ヤ

7
9
,
7
1
6

5
8
8

5
8
1

7
1
7
0

1
0
,
7
0
3

5
5
,
3
9
9

1
,
3
6
4

5
7
3

6
9
9

2
6

1
0
1

3
1

1
9

2
,
2
6
9

1
4
9

2
,
5
0
8

3
1
2

1
6

4
9
1

7
9
1

1
1
,
0
0
8

2
0
8

3
2
5

2
8
4

2
0
,
6
9
0
1
,
5
5
5

4
6
8

5
,
1
7
9

2
,
7
1
1

3
,
6
2
4

4
7

3
0

3
1
1

1
2

5
0
1

5
,
2
4
1

1
3
3

1
,
6
5
4

1
,
2
4
0

4
1
4

1
0
4

5
,
1
7
7

4
,
6
5
3

1
,
6
4
9

2
,
8
8
6

4
2
0

1
1

3
2
6
7

1
,
2
1
1

6
2

1
1

5
1
2

3
8

1
4
8

5
0
5

2
2
3

2
3

9
1
0
1

8

1
0
7
,
8
7
9

4
1
6

4
1
6

5
9

8
9
,
5
9
3

1
3
,
5
4
3

1
2
3

1
1

9
4
,
6
1
1

9
3
6

1
1

8
8
4
4

4
4

1
4
1

8
1
4
2

7
6
0

8
3
,
1
2
5

2
1
1

7
9
8

2
6
9

4
6
1

6
2

4
5

2
9
8

5
5
4

6
5

1
,
1
8
1

1
,
1
6
2

1
1
8

8
7
6

7
5
9

7
8

1
,
3
7
4

5
1
3

4
0
9

6
6

1
6
5

3
8

1
7
,
7
2
3

1
7
,
2
7
0

5
,
9
9
9

1
1
,
2
6
7

4
2
7
6

1
7
7

2
,
3
5
4

8
2
,
3
4
4

2
,
3
4
3

1
1

5
6
,
3
8
1

4
6

9
,
4
6
6

4
3
,
1
2
1

7
9

1
7

3
2
2

2
2

1
1

6
8
4

1
1
1
4

1
7

4
1

2
5

2
7
7

1
,
1
0
3

2
3

3
2
5

7
7

7
5

1
2

2
,
9
5
0

3
7
,
1
9
2

6
9

3
3

2
5

3
2

3
2
7
2

2
,
0
4
1

2
6
6

3
3
9

2
6
2

7
8

3
7

7
6
0

7
7
,
7
7
7

1
,
1
5
2

2
1
,
7
3
9

5
0
,
1
2
4

3
9

7
3

3
4
7

7
1
4
7

8
9
1

1
0

4
7
,
7
1
5

1
9
4

1
0
6

1
2
7

9
3
2
6

9
6

1
5
4

2
6
9

9
3
8
5

2
3
2

1
5
3

1
2

1
,
0
1
8

8
0

1
5
5

1
5
3

2
2
8

3
,
0
8
4

1
7
,
8
3
4

3
,
8
7
8

1
3
,
9
5
6

1
7
2

8
6

3
7
7

1
3
,
3
2
1

7
3
2
,
5
5
8

7
2
3
,
1
6
5
4
,
7
9
5

7
3

2
1
6
0

3
0
7

3
,
3
8
0

2
8
8
5

2
5

1
9

4
6
3
3

6
2
0

1
3

3
,
4
3
0

4
0

4
9
5

コ
ン
ク
リ
ー
ト
片

3
5
1
,
9
7
4

3
4
6
,
1
2
6
3
,
3
6
4

3
,
3
6
4

3
1
9

3
1
4

5
1
,
7
1
5

4
5
0

廃
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

2
5
6
,
3
0
8

2
5
4
,
3
3
5

3
1
0

3
0
7

3
1
1

3
8

1
,
6
2
5

2
6

そ
の
他

1
2
4
,
2
7
7

1
2
2
,
7
0
5
1
,
1
2
0

7
3

2
1
6
0

1
5

2
8
8
5

2
2

1
9

4
3
0
3

3
0
3

9
0

4
0

1
9

8
6
5
,
2
3
5

8
5
3
,
6
1
2

8
5
3
,
6
1
2

1
1
,
6
2
3

3
,
2
1
6

3
,
1
3
9

3
,
1
3
9

7
7

4
1
,
6
6
6

7
2
9

2
7
,
6
0
4

1
2
,
7
0
7

1
,
1
0
3

1
3
,
7
9
4

1
2
,
9
0
6

1
2
,
9
0
6

4
2
6

そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物

4
4
,
4
6
7

2
7

2
7

7
9

3
0
,
8
1
6
5
,
7
4
6

6
5

3
0

4
1
5
3

7
1

2
6
9

2
,
4
5
3

6
8
3

8
5
7

2
5

8
1
5

5
5
7

1
4

2
4

3
6

4
7
0

1
2

9
4

9
4

4
4

7
7
0

1
3

6
,
5
4
4

6
,
2
3
0

3
1
5

1
6

3
1
6

感
染
性
廃
棄
物

6
,
9
0
2

3
6
8

3
3
6
5

6
6
,
4
6
9

6
,
1
6
6

3
0
3

2
5
7

混
合
物
等

3
6
,
7
1
9

2
7

2
7

7
9

3
0
,
8
0
7
4
,
5
4
7

6
5

3
0

4
1
4
7

7
1

2
6
9

2
,
4
5
0

6
8
3

5
5

2
5

8
1
5

1
7
3

9
2
4

3
6

4
7
0

1
2

9
4

9
4

4
4

7
5
9

1
3

7
4

6
2

1
2

1
4

2
5
9

水
銀
廃
棄
物

8
4
7

8
8
3
1

3
2

8
0
2

1
9

5
6

1
1

廃
水
銀

注
）
表
中
の
数
値
は
四
捨
五
入
の
関
係
で
合
計
が
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
 
 
※
欄
の
「
そ
の
他
の
業
種
」
は
、
“
漁
業
”
、
“
情
報
通
信
業
”
、
“
金
融
業
，
保
険
業
”
、
“
不
動
産
業
，
物
品
賃
貸
業
”
、
“
学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
”
、
“
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業
”
、
“
教
育
，
学
習
支
援
業
”
、
“
公
務
”
の
合
計
値
で
あ
る
。

卸 売 業 ， 小 売 業

合 計

農 業 ・ 林 業

鉱 業 ， 採 石 業 ，

砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

繊
維
く
ず

そ の 他 の 業 種 ※

合
計

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

宿 泊 業 ，

飲 食 サ ー ビ ス 業

医 療 ・ 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 業 ，

サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類

さ れ な い も の ）

電 気 ・ ガ ス ・

熱 供 給 ・ 水 道 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

が
れ
き
類

動
物
の
ふ
ん
尿

動
物
の
死
体

ば
い
じ
ん

動
植
物
性
残
さ

動
物
系
固
形
不
要
物

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ

ス
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・

陶
磁

器
く

ず

鉱
さ
い
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表 6-7 産業廃棄物処理施設の設置数 

 

 

表 6-8 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和7年3月末現在）

しゃ断型

安定型

管理型

注：

注：

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類の埋立処分地最終処分場

法第１５条第１項の許可対象となる施設で、法（平成３年法律第９５号）附則第５条第１項の規定により、許可を受けたとみなされる施設を含む。なお、
同一施設であって２種類以上に該当する場合は、それぞれの施設数に計上している。

（　）内は大分市所管分で内数

 木くずまたはがれき類の破砕施設

計 341 (151)

234

1

処理施設の種類  

10m3/日を超えるもの 汚泥の脱水施設

 廃油の油水分離施設

規模

 廃プラスチック類の焼却施設

 廃プラスチック類の破砕施設

 汚泥の乾燥施設

5m3/日を超えるもの

10m
3
/日を超えるもの(天日乾燥施設にあっては100m3/日)

10m
3
/日を超えるもの

(8)16

 廃酸・廃アルカリの中和施設

 廃油の焼却施設

 汚泥のコンクリート固型化施設

 その他の産業廃棄物の焼却施設

(98)

(1)

12

 汚泥の焼却施設

37

(1)

(7)

(2)

(10)

(8)

14

6

 施設数

0.1t/日を超えるもの

50m3/日を超えるもの

1m3/日を超えるもの

(25)

5t/日を超えるもの

5

11

2

有害物質を含むもの

その他（上記以外）の埋立処分地

(4)

(22)38

-

36

6

(13)

(4)

（令和7年3月末現在）

収集

運搬

中間

処理

最終

処分

中間

最終
小計

収集

運搬

中間

処理

最終

処分

中間

最終
小計 合計

2,656 113 4 10 2,783 289 4 0 1 294 3,077

148 92 4 9 253 14 5 3 0 22 275

2,804 205 8 19 3,036 303 9 3 1 316 3,352合計

大分市長許可

大分県知事許可

区分

特別管理産業廃棄物産業廃棄物
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７ 自然環境関係資料 

表 7-1 市町村別自然公園面積調 
（令和７年 10 月 1 日現在）（単位：ha） 

 

 

特別 第１種 第２種 第３種 特別 第１種 第２種 第３種

保護地区 特別地域 特別地域 特別地域 保護地区 特別地域 特別地域 特別地域

大分市 0.0 146.0 24.0 267.0 437.0

別府市 84.0 2,252.0 2,336.0 0.0

中津市 0.0 0.0

日田市 0.0 0.0

佐伯市 0.0 0.0

臼杵市 0.0 0.0

津久見市 0.0 0.0

竹田市 1,034.0 1,107.0 978.0 1,806.0 1,886.0 6,825.0 0.0

豊後高田市 0.0 736.0 70.0 806.0

杵築市 0.0 0.0

宇佐市 0.0 0.0

豊後大野市 0.0 0.0

由布市 258.0 1,806.0 198.0 793.0 3,063.0 0.0

国東市 0.0 906.0 278.0 1,184.0

姫島村 0.0 78.0 428.0 506.0

日出町 0.0 0.0

九重町 91.0 808.0 2,958.0 1,684.0 904.0 6,445.0 0.0

玖珠町 2.0 2.0 0.0

計 1,125.0 2,257.0 7,996.0 3,688.0 3,583.0 18,649.0 146.0 24.0 1,987.0 0.0 776.0 2,933.0

※海面普通地域を除く

普通地域 計 普通地域 計

阿蘇くじゅう国立公園 瀬戸内海国立公園

特別 第１種 第２種 第３種 特別 第１種 第２種 第３種

保護地区 特別地域 特別地域 特別地域 保護地区 特別地域 特別地域 特別地域

大分市 0.0 0.0

別府市 0.0 0.0

中津市 49.6 5,271.4 7,175.8 24,863.6 37,360.4 0.0

日田市 1,426.8 1,090.4 6,651.9 9,169.1 0.0

佐伯市 0.0 452.0 23.0 3,703.0 4,178.0

臼杵市 0.0 0.0

津久見市 0.0 0.0

竹田市 0.0 482.0 4,029.0 4,511.0

豊後高田市 0.0 0.0

杵築市 0.0 0.0

宇佐市 752.4 2,143.0 2,895.4 0.0

豊後大野市 0.0 593.0 60.0 898.0 1,551.0

由布市 0.0 0.0

国東市 0.0 0.0

姫島村 0.0 0.0

日出町 0.0 0.0

九重町 260.6 2,390.4 3,842.0 6,493.0 0.0

玖珠町 97.9 186.4 3,267.9 1,297.4 14,005.0 18,854.6 0.0

計 147.5 447.0 13,108.9 9,563.6 51,505.5 74,772.5 593.0 934.0 83.0 8,630.0 10,240.0

計 計普通地域

耶馬日田英彦山国定公園 祖母傾国定公園
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特別 第１種 第２種 第３種 第２種 第３種 豊後水道 神角寺芹川 津江山系 祖母傾

保護地区 特別地域 特別地域 特別地域 特別地域 特別地域 普通地域 普通地域 普通地域 普通地域

大分市 266.7 266.7 0.00 2,348.0

別府市 0.0 0.00

中津市 0.0 0.00

日田市 0.0 0.00 16,246.0

佐伯市 29.5 260.2 2,921.0 231.4 3,442.1 0.00 4,266.9 1,497.14

臼杵市 186.6 40.5 227.1 0.00 918.1

津久見市 5.6 153.2 199.1 357.9 0.00 3,086.5

竹田市 0.0 0.00 2,577.0 861.56

豊後高田市 0.0 1,295.00 3,435.50 2,993.40 7,723.90

杵築市 0.0 506.80 603.60 758.90 1,869.30

宇佐市 0.0 458.90 458.90

豊後大野市 0.0 0.00 3,769.5 11,765.25

由布市 0.0 0.00 1,371.0

国東市 0.0 709.40 3,083.80 1,287.50 5,080.70

姫島村 0.0 0.00

日出町 0.0 0.00

九重町 0.0 0.00

玖珠町 0.0 0.00

計 29.5 265.8 3,527.5 471.0  (33.5) 4,293.8 2,511.20 7,122.90 5,498.70 15,132.80 8,271.5 10,065.5 16,246.0 14,123.95

海中公園 計 普通地域 計

国東半島県立自然公園 国東半島以外の県立自然公園日豊海岸国定公園

特別 第１種 第２種 第３種 特別 第１種 第２種 第３種 第２種 第３種

保護地区 特別地域 特別地域 特別地域 保護地区 特別地域 特別地域 特別地域 特別地域 特別地域

大分市 146.0 24.0 267.0 0.0 0.0 437.0 0.0 0.0 266.7 0.0 0.0 266.7 0.0 0.00 2,348.00 2,348.00 3,051.70

別府市 0.0 84.0 2,252.0 0.0 0.0 2,336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2,336.00

中津市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 5,271.4 7,175.8 24,863.6 37,360.4 0.0 0.00 0.00 0.00 37,360.40

日田市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,426.8 1,090.4 6,651.9 9,169.1 0.0 0.00 16,246.00 16,246.00 25,415.10

佐伯市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 712.2 2,944.0 3,934.4 0.0 7,620.1 0.0 0.00 5,764.04 5,764.04 13,384.14

臼杵市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.6 40.5 0.0 227.1 0.0 0.00 918.10 918.10 1,145.20

津久見市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 153.2 199.1 0.0 357.9 0.0 0.00 3,086.50 3,086.50 3,444.40

竹田市 1,097.0 1,092.0 1,012.0 1,744.0 1,880.0 6,825.0 0.0 482.0 0.0 4,029.0 0.0 4,511.0 0.0 0.00 3,438.56 3,438.56 14,774.56

豊後高田市 0.0 0.0 736.0 0.0 70.0 806.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,295.0 3,435.50 2,993.40 7,723.90 8,529.90

杵築市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506.8 603.60 758.90 1,869.30 1,869.30

宇佐市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 752.4 0.0 2,143.0 2,895.4 0.0 0.00 458.90 458.90 3,354.30

豊後大野市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 593.0 0.0 60.0 898.0 0.0 1,551.0 0.0 0.00 15,534.75 15,534.75 17,085.75

由布市 0.0 251.0 1,780.0 195.0 837.0 3,063.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1,371.00 1,371.00 4,434.00

国東市 0.0 0.0 906.0 0.0 278.0 1,184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 709.4 3,083.80 1,287.50 5,080.70 6,264.70

姫島村 0.0 0.0 78.0 0.0 428.0 506.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 506.00

日出町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

九重町 91.0 808.0 2,958.0 1,684.0 904.0 6,445.0 0.0 260.6 2,390.4 0.0 3,842.0 6,493.0 0.0 0.00 0.00 0.00 12,938.00

玖珠町 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 97.9 186.4 3,267.9 1,297.4 14,005.0 18,854.6 0.0 0.00 0.00 0.00 18,856.60

計 1,334.0 2,259.0 9,991.0 3,623.0 4,397.0 21,604.0 770.0 1,646.8 16,719.4 18,664.6 51,505.5 89,306.3 2,511.2 7,122.90 54,205.65 63,839.75 174,750.05

普通地域 計

国立公園計 国定公園計 県立自然公園計

合計

普通地域 計 普通地域 計



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  220 

 

 

表 7-2 狩猟鳥獣 

 

表 7-3 狩猟者による主な鳥獣の捕獲数 

 

 

大分市 0.0 437.0 0.0 0.0 266.7 0.0 0.0 2,348.0 0.0 0.0 3,051.7 50,239.0 6.1%

別府市 2,336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,336.0 12,534.0 18.6%

中津市 0.0 0.0 37,360.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,360.4 49,153.0 76.0%

日田市 0.0 0.0 9,169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,246.0 0.0 25,415.1 66,603.0 38.2%

佐伯市 0.0 0.0 0.0 4,178.0 3,442.1 0.0 4,266.9 0.0 0.0 1,497.1 13,384.1 90,311.0 14.8%

臼杵市 0.0 0.0 0.0 0.0 227.1 0.0 918.1 0.0 0.0 0.0 1,145.2 29,120.0 3.9%

津久見市 0.0 0.0 0.0 0.0 357.9 0.0 3,086.5 0.0 0.0 0.0 3,444.4 7,948.0 43.3%

竹田市 6,825.0 0.0 0.0 4,511.0 0.0 0.0 0.0 2,577.0 0.0 861.6 14,774.6 47,753.0 30.9%

豊後高田市 0.0 806.0 0.0 0.0 0.0 7,723.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8,529.9 20,624.0 41.4%

杵築市 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,869.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,869.3 28,008.0 6.7%

宇佐市 0.0 0.0 2,895.4 0.0 0.0 458.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,354.3 43,905.0 7.6%

豊後大野市 0.0 0.0 0.0 1,551.0 0.0 0.0 0.0 3,769.5 0.0 11,765.3 17,085.8 60,314.0 28.3%

由布市 3,063.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,371.0 0.0 0.0 4,434.0 31,932.0 13.9%

国東市 0.0 1,184.0 0.0 0.0 0.0 5,080.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,264.7 31,810.0 19.7%

姫島村 0.0 506.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506.0 699.0 72.4%

日出町 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,332.0 0.0%

九重町 6,445.0 0.0 6,493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,938.0 27,137.0 47.7%

玖珠町 2.0 0.0 18,854.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,856.6 28,651.0 65.8%

計 18,649.0 2,933.0 74,772.5 10,240.0 4,293.8 15,132.8 8,271.5 10,065.5 16,246.0 14,124.0 174,728.1 634,073.0 27.6%

津江山系

国　定 県　　立

計
市町村
面積

祖母傾
阿蘇

くじゅう
瀬戸内海

耶馬日田
英彦山

祖母傾 日豊海岸 国東半島 豊後水道
神角寺
芹川

公園の
占める
割合

国　立

マガモ・カルガモ・コガモ・ヨシガモ・ヒドリガモ・オナガガモ・ハシビロガモ・ホシハジロ・キンクロハジロ・スズガモ・クロガモ・エ
ゾライチョウ・ヒヨドリ・ムクドリ・コジュケイ・ヤマドリ・キジ・ヤマシギ・タシギ・キジバト・ニュウナイスズメ ・スズメ・ミヤマガラス・ハ
シボソガラス・ハシブトガラス・カワウ
                                                                                                                                        鳥類　２６種

ヒグマ・ツキノワグマ・ノウサギ・ユキウサギ・イノシシ・ノイヌ・ノネコ・タイワンリス・シマリス・タヌキ・キツネ・テン・イタチ
※・シベリアイタチ・アナグマ・ニホンジカ・ミンク・ハクビシン・アライグマ・ヌートリア
                                                                                                                                        獣類　２０種

（頭・羽）（令和２年度）

鳥獣名  大分県  全国

シカ 4,171 155,380

イノシシ 5,283 122,465

タヌキ 153 6,613

アナグマ 246 2,067

キジ 182 23,887

ヤマドリ 57 10,667

カモ類 1,147 157,740

※1  有害捕獲による捕獲数は含まない。
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表 7-4 主な鳥獣による農林作物の被害金額の推移  

       （単位：千円） 

鳥獣名 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

シカ 49,270  42,623  44,306  40,744  40,792  37,547  36,353  

イノシシ 104,909  97,351  93,252  92,321  87,081  82,043  96,182  

サル 9,913  8,543  7,850  9,236  5,103  4,717  4,280  

カラス 7,970  5,362  4,818  3,730  2,863  2,277  2,011  

全体 191,757  172,476  165,275  162,188  150,062  140,934  156,784  

 



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  222 

 

表 7-5 令和 6 年度温泉利用状況報告書（総括表） 

 

 



                                資料編 

 

 

大分県環境白書  223 

 

表 7-6 令和 6 年度温泉利用状況報告書 他目的利用分 
上段：利用数、下段：うち浴用、飲用に供されているもの（内数）（令和 7 年 3 月 31 日現在） 
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表 7-7 自然公園法及び県立自然公園条例に基づく自然公園指定区域（大分県分） 

                                （令和 7 年 3 月 31 日現在） 

①国立公園                                （単位：ha） 

 

②国定公園                                 （単位：ha） 
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③県立自然公園                         （単位：ha） 
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表 7-8 自然環境保全地域指定状況 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 

 

表 7-9 自然海浜保全地区指定状況 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 
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表 7-10 令和 6 年度自然公園許可届出（協議及び届出を含む）件数 
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表 7-11 自然環境学術調査実施状況 

 

表 7-12 おおいたの重要な自然共生地域一覧表 

おおいたの重要な自然共生地域一覧表 

地域分類 公      表      地      域      等 

山地・森林 柞原八幡宮の社叢（大分市）、ラクテンチの森（別府市）、前津江町の権現岳林木遺伝資

源保存林（日田市）、佐伯市城山の自然林（佐伯市）、四浦地区（津久見市）、神原渓谷

（竹田市）、真玉八幡神社の森（豊後高田市）、武蔵町小城山のスダジイ林（国東市）、

鳴子川渓谷（九酔渓）（九重町）、寺床から熊の墓の渓谷林（九重町）、鹿伏岳のブナ・

ミズナラ林を含む山林（九重町） 

草地・湿原 天間高原（別府市）、湯沢（九重町） 

里地・里山 野依新池と中津宇佐のため池群（中津市）、田染荘小崎（豊後高田市）、三重町又井地区

（豊後大野市）、三重町菅尾石仏周辺（千歳町ひょうたん公園）（豊後大野市）、由布市

庄内町平石地区（由布市）、うーたの里山（大分市） 

河川・湖沼 乙津川（大分市）、大分川源流域（由布市） 

海岸・干潟 生物多様性に富む中津干潟と塩性湿地（中津市）、臼杵川河口干潟（臼杵市）、下ノ江海

岸（大間）（臼杵市）、カブトガニが生息する八坂川下流干潟と守江湾（杵築市）、生物

多様性に富む宇佐地域の干潟と塩性湿地（宇佐市）、姫島周辺沿岸（姫島村）、小深江漁

港周辺（日出町） 
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表 7-13 大分県の都市公園現況 
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表 7-14 令和 6 年度の事業概要（交付金事業） 

都市名 事業主体 箇所数 箇所名 
大分県 県 4 大分スポーツ公園他 3 公園 
大分市 市 2 牧西児童公園他 1 公園 
別府市 市 4 上人ヶ浜公園他 3 公園 
中津市 市 2 田尻ファミリー公園他 1 公園 
日田市 市 1 月隈公園 
佐伯市 市 1 野岡緑道 
竹田市 市 1 竹田市総合運動公園 
宇佐市 市 1 西大堀地区公園 
日出町 町 1 豊岡公園 

計（1 県 7 市 1 町） 17 箇所  
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表 7-15 特別保護樹木・樹林の指定状況 
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(2)特別保護樹林一覧表                      （令和 6 年 3 月現在） 

番号 名  称 所   在 所  有 樹林の状況（主樹種） 指定年月日 

1 熊野権現の森 
豊後高田市田染平
野 

熊野社 
スギ、ウラジロ、カシ、
ケヤキ、モチノキ、ム
ク、ツバキ 

S49.3.15 

2 朝見神社の森 別府市朝見 朝見神社 
スギ、カシ、クス、バ
クチノキ 

S49.3.15 

3 観海寺の森 
別府市南立石観海
寺 

佐藤 保雄 コジイ S49.3.15 

4 
火男火売神社
の森 

別府市鶴見 
火 男火 売 神
社 

スギ、イチイガシ S49.3.15 

5 
柞原八幡宮の
森 

大分市大字上八幡 柞原八幡宮 
スギ、ヒノキ、クス、
モミジ 

S49.3.15 

6 春日神社の森 大分市大字勢家町 春日神社 
クス、ケヤキ、エノキ、
イヌマキ、ムクノキ 

S49.3.16 

7 
小野鶴八幡社
の森 

大分市大字小野鶴 
小 野鶴 八 幡
社 

スギ、イチョウ、モミ S49.3.15 

8 
西寒多神社の
森 

大分市大字寒田 西寒多神社 
ヒノキ、スギ、イチイ
ガシ、オガタマノキ 

S49.3.15 

9 日吉神社の森 大分市大字木田 日吉神社 
ヒノキ、スギ、クス、
モミ、カシ、シイ、ハ
ゼ 

S49.3.15 

10 
若宮八幡社の
森 

佐伯市大字鶴望 若宮八幡社 
スギ、クス、ツガ、シ
イ 

S49.3.15 

11 城原神社の森 竹田市大字米納 城原神社 
スギ、イチョウ、モミ
ジ、ケヤキ、クス、ヒ
ノキ 

S49.3.15 

12 
堅田八幡社の
森 

佐伯市大字長谷 堅田八幡社 シイ、カシ S50.1.7 

13 
宮園鎮座津江
神社の森 

日田市中津江村合
瀬 

津江神社 スギ S50.1.7 

14 
法華寺のツバ
キ林 

中津市大字福島 法華寺 ヤブツバキ S50.1.7 

15 健男社の森 
豊後大野市緒方町
上畑 

健男社 スギ、ヒノキ、マツ S50.1.7 

16 鷹松神社の森 大分市大字高松東 鷹松神社 クス、イチョウ、マキ S51.3.9 

17 八坂神社の森 
佐伯市弥生大字江
良 

八坂神社 
ハナガガシ、スギ、ヒ
ノキ、マツ 

S51.3.9 

18 
津江神社大杉
の森 

日田市上津江町川
原 

津江神社 スギ S51.3.9 

19 
キンメイモウ
ソウチクの林 

臼杵市野津町大字
王子 

西山 順一 
キンメイモウソウチ
ク 

S51.7.20 

20 
雲八幡神社の
森 

中津市耶馬渓町宮
園 

雲八幡神社 スギ H10.3.20 

21 
真玉八幡神社
の林 

豊後高田市西真玉 
真 玉八 幡 神
社 

コジイ、イチイガシ H17.12.9 
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表 7-16 県緑化地域の指定状況              

（令和 6 年 3 月現在） 

 

表 7-17 記念物の指定状況              

 （令和 7 年 3 月 31 日現在） 
（史   跡） 

分  類 国指定 県指定 
貝塚・集落跡・古墳など 22 41 
城跡など 6 9 
社寺跡・祭祀信仰遺跡など 14 31 
教育・学術・文化施設など 1 1 
交通・治水・生産施設など  9 
墳墓及び墓 1 13 
旧宅など 4 1 

計 48 105 

 

 

 

 

 

（名   勝） 

分  類 国指定 県指定 
公園・庭園 2 2 
峡谷・瀑布・渓流 1 3 
岩石・洞穴 3     
火山・温泉 1  

計 7 5 

 

（天然記念物） 

分  類 国指定 県指定 
動物（生息地を含む） 6 7 
植物（群落・自生地を含む） 9 68 
地質・鉱物 9 5 

計 24 80 

 

表 7-18 国・県指定文化財件数(選定含む) 

           （令和７年３月３１日現在） 

国 指 定 県 指 定 合計 

重要文化財（国宝４含む）   ９１ 有形文化財 ５０３ ５９４ 

重要無形文化財     ２ 無形文化財     ２     ４ 

重要有形民俗文化財     ４ 有形民俗文化財   １４   １８ 

重要無形民俗文化財     ７ 無形民俗文化財   ４８   ５５ 

史跡（特別史跡１含む）   ４８ 史跡 １０５ １５３ 

名勝     ７ 名勝     ５   １２ 

天然記念物（特別天然記念物２含む）   ２４ 天然記念物   ８０ １０４ 

重要伝統的建造物群保存地区（選定）     ２  ―     ２ 

重要文化的景観（選定）     ５  ―     ５ 

選定保存技術      １     １ 

合計 １９０ 合計 ７５８ ９４８ 

 

表 2.4-12 県緑化地域の指定状況                  （令和 6 年 3月現在） 
区分 指定地域 指定面積 指定地域の範囲 指定年月日 

別府地域 

明ばん鉄輪地域 130 
別府市の明ばん、鉄輪温泉地帯背後
の丘陵山地の地域 

S49.3.15 

野田地域 150 
別府市の亀川地区背後の貴船域を中
心とした丘陵山地の地域 

S49.3.15 

海岸地域 330 
東別府から亀川に至る国道 10 号線
より別府湾沿いの地域 

S49.3.15 

計  610   

佐伯地域 佐伯中部地域 620 
番匠川、中江川及び日豊本線に囲ま
れた地域 

S62.4.7 

合計 ４ 地域 1,230   
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表 7-19 温泉の源泉数・湧出量 

〈全国の状況〉 

●源泉数の上位 5 都道府県（令和 5 年度） 

源泉数 
大分県 5,086 
鹿児島県 2,735 
北海道 2,239 
静岡県 2,192 
熊本県 1,337 

 

●湧出量の上位 5 都道府県（令和 5 年度） 

湧出量（L／分） 
大分県 291,121 
北海道 195,909 
鹿児島県 166,960 
青森県 142,255 
熊本県 130,488 

〈大分県の状況〉 

●源泉数の上位 5 市町村（令和 5 年度） 

源泉数 
別府市 2,832 
由布市 1,071 
九重町  430 
大分市  241 
日田市  151 

 

●湧出量の上位 5 市町村（令和 5 年度） 

湧出量（L／分） 
別府市 101,910 
九重町  82,905 
由布市  51,917 
大分市  16,532 
日田市  13,161 

 

表 7-20 温泉掘削等許可状況    

（件） 

年度／区分 掘削 増掘 動力 計 
令和2年度 50 4 20 74 
令和3年度 18 3 21 42 
令和4年度 40 7 15 62 
令和5年度 27 4 21 52 
令和6年度 30 2 20 52 

表 7-21「大分県温泉調査研究会」令和６年度調査研究   

令和 6年度は、次の 10テ－マについての調査研究を行った。 

〇持続可能な温泉利用についての検討 

～温泉管理のマンパワー不足をどう解消するか～ 

〇夕食前の温泉全身入浴に続く、次日の朝食前早朝時の温泉全身入浴が、ひとのコルチゾール日内変動

に及ぼす影響_快眠後の気分向上への効果 

〇大分平野の地下構造（３）－伏在断層の分布と活動性－ 

〇大分市温泉化学成分の地質学的・地球統計学的考察 

〇九重火山群の第四紀火山岩類の地球化学的研究３ 

〇九重山山麓の湧水等のSr同位体比 

 由布市九重火山群黒岳・前岳山麓で採取された湧水について 

〇2018年～2024年の６年間で別府市内にて発生した入浴中の緊急搬送数の分析 

 ～入浴中の体調不良につながるファクターの探求～ 

〇温泉の蒸気を活用した調理：他の調理法と比較した場合の味覚、色、効率等の違い 

〇産業動物におけるプレバイオティクスとしての温泉藻類RG92エキスの評価 

〇低成長ウナギにおける温泉藻類RG92エキスの成長促進効果と雌性化に関する検討 

※調査研究成果については、大分県温泉調査研究会報告第 76号（令和７年 8月発行）で公表。 
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８ エコエネルギー関係資料 

表 8-1 大分県エコエネルギー導入促進に関する変遷 

年 内容 

平成 15 年 「大分県エコエネルギー導入促進条例」施行、「大分県新エネルギービジョン」策定 

平成 23 年 東日本大震災による再生可能エネルギーへの注目度向上 

平成 24 年 FIT（固定価格買取制度）開始 

平成 24 年 
メガソーラーを始めとした太陽光発電の飛躍的増加、温泉熱、小水力、木質バイオマスなど

を活用した発電事業の活発化 

令和 2 年 国が「2050 年カーボンニュートラル」目標宣言 

令和 3 年 
国が 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標を 2013 年度比 46％削減、さらに 50％削減に

挑戦と発表、「第 6 次エネルギー基本計画」閣議決定 

令和 3 年 
国が「第 6 次エネルギー基本計画」閣議決定、省エネルギー推進、再生可能エネルギー最

大限導入、化石電源比率削減、火力発電脱炭素化、原発依存度低減の方針明記 

令和 7 年 
国が「第 7 次エネルギー基本計画」閣議決定、再生可能エネルギー発電量割合 4～5 割程

度と最大電源に位置付け 

表 8-2 令和 6 年度エコエネルギー導入目標及び実績  
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表 8-3 令和 6 年度省エネルギーに資する取組の目標及び実績 

 

表 8-4 県内のエコエネルギー導入状況 

１ 太陽光発電（10,000kW以上）                 （令和 7年 3月現在） 
 設置個所 設備概要・規模等 設置者等 備考 

1 大分市大字青崎 26,540.8 kW（大分市） Ｄａｉｇａｓ大分みらいソーラー㈱ H25年度 

2 大分市日吉原 20,652.4 kW（大分市） 三井不動産㈱ H25年度 

3 大分市大字青崎 82,017.5 kW（大分市） 大分メガソーラー合同会社 H25年度 

4 杵築市山香町大字広瀬 24,472 kW（杵築市） 
ハンファソーラーパワー杵築合同会

社 
H26年度 

5 九重町大字野上 25,362.0 kW（九重町） 合同会社九重ソーラー H27年度 

6 大分市大字細 11,701.2 kW（大分市） 
合同会社今井メガソーラー大分細発

電所 
H27年度 

7 大分市大字日吉原 44,884.2 kW（大分市） 大分日吉原ソーラー㈱ H27年度 

8 日出町藤原 14,421.2 kW（日出町） ㈲日出電機ソーラーパーク H28年度 

9 別府市大字東山 26,673.0 kW（別府市） Ｂｅｐｐｕ Ｓｏｌａｒ合資会社 H30年度 

10 宇佐市大字上矢部 50,016.0 kW（宇佐市） 
ＳＧＥＴみやこメガソーラー合同会

社 
H30年度 

11 大分市大字志生木 26,000.9 kW（大分市） 合同会社ＢＨ志生木 R1年度 

12 大分市大字今市 38,648.8 kW（大分市） Ｏｉｔａ Ｓｏｌａｒ合同会社 R1年度 

13 日出町大字南畑 53,403.6 kW（日出町） ティーダ・パワー０１合同会社 R2年度 

14 日出町大字南畑 18,030.2 kW（日出町） 京セラＴＣＬソーラー合同会社 R2年度 

15 日出町大字南畑 14,309.2 kW（日出町） 京セラＴＣＬソーラー合同会社 R2年度 

16 宇佐市大字橋津 10,515.2 kW（宇佐市） 合同会社開発４０号 R3年度 

17 杵築市山香町大字広瀬 11,006.4 kW（杵築市） 
合同会社Ｂｌｕｅ Ｐｏｗｅｒ Ｏ

ｉｔａ Ｋｉｔｓｕｋｉ２ 
R3年度 

18 別府市大字内成 33,228.8 kW（別府市） 別府内成ソーラー発電所管理㈱ R3年度 

19 日田市大字日高 10,019.8 kW（日田市） ジャパンインフラ１５号合同会社 R3年度 

20 玖珠町大字岩室 11,274.0 kW（玖珠町） ㈱ブイハウス R3年度 

21 玖珠町大字日出生 20,416.7 kW（玖珠町） 合同会社玖珠発電所 R3年度 

22 由布市湯布院町川西 22,711.9 kW（由布市） ＥＳ ＮＰＶ５合同会社 R4年度 

23 日出町大字藤原 12,980.2 kW（日出町） ㈱ソーラーパワー赤松 R4年度 

24 日田市大字友田 23,290.0 kW（日田市） 
ＦＳ Ｊａｐａｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ

４合同会社 
R5年度 

25 由布市挾間町七蔵司 11,273.3 kW（由布市） 七蔵司ソーラー発電合同会社 R5年度 

26 九重町湯坪 10,031.0 kW（九重町） 伸和工業㈱ R5年度 

27 大分市大字杉原 29,086.2 kW（大分市） 大分杉原太陽光発電所合同会社 R5年度 

28 由布市湯布院町大字中川 13,277.5 kW（由布市） 合同会社ＡＤソーラー２号 R5年度 
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【参考】住宅用太陽光発電 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 太陽熱利用（住宅用太陽熱利用除く）  

設置個所 設備概要・規模等 設置者等 備考 

1 日田はぎの園（日田市） 
真空管 
1.75㎡×17本 

社会福祉法人大分
県社会福祉事業団 

S58年度 

2 
大分県身体障害者福祉セン
ター（大分市） 

真空ガラス管式 
1.75㎡×84枚 

大分県 S61年度 

3 糸口学園（宇佐市) 
平板型 
1.91㎡×75枚 

社会福祉法人大分
県社会福祉事業団 

H4年度 

4 日田市営畑中住宅 
ＯＭソーラー（パッシ
ブソーラーシステム） 
集熱面積 3㎡程度 

日田市 H8年度 

5 
医療法人財団天心堂へつぎ
病院（大分市） 

集熱面積 127.4㎡ 
蓄熱容量 18㎥ 

医療法人財団天心
堂 

H9年度 

6 日田市すぎっ子保育園 
ＯＭソーラー（パッシ
ブソーラーシステム） 
集熱面積 137㎡ 

日田市 H11年度 

7 
大分駅南高齢者福祉複合施
設 

真空ガラス式 
集熱面積 21.84㎡ 
蓄熱容量 2.0㎥ 

大分市 H11年度 

8 西部清掃事業所 
集熱面積 60㎡ 
蓄熱容量 3㎥ 

大分市 H11年度 
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9 日田市上津江振興局 
ＯＭソーラー（パッシ
ブソーラーシステム）  
集熱面積 33㎡ 

日田市 H12年度 

10 飯田高原診療所 空調設備 九重町 H12年度 

11 日出町保健福祉センター 
パッシブソーラーシス
テム 

日出町 H13年度 

12 
豊後高田市健康交流センタ
ー 

集熱面積 201㎡ 豊後高田市 H13年度 

13 
白丹交流センター(竹田市久
住町） 

パッシブソーラーシス
テム 

竹田市 H13年度 

14 
大分市消防局 中央消防署 
明野出張所 

集熱面積 6.0㎡ 
蓄熱容量 330㍑ 

大分市 H13年度 

15 
社会福祉法人平成会（日田
市） 

60枚 
社会福祉法人平成
会 

H15年度 

16 特別養護老人ホーム長良苑 集熱面積 52㎡ 
社会福祉法人長陽
会 

H18年度 

17 
中津し尿・浄化槽汚泥高度処
理施設 

集熱面積 115㎡ 中津市 H18年度 

18 大分市南消防署 

真空式ソーラーシステ
ム 
集熱面積 18.54㎡ 
蓄熱容積 27ℓ 

大分市 H18年度 

19 日田市立大明小学校・中学校 
ＯＭソーラー 
（集熱面積 321㎡） 

日田市 H24年度 

20 中津市立中津市民病院 集熱面積 200㎡ 
中津市（市民病院総務

課） 
H24年度 

21 
深耶馬温泉館「もみじの湯」 集熱面積 86.43㎡ 

中津市（耶馬溪支所
地域振興課） 

H27年度 

22 
豊寿園 集熱面積 167.76㎡ 

中津市（介護長寿
課） 

H28年度 

23 日出町学校給食センター 集熱面積 177㎡ 日出町 R4年度 

 

３ 風力発電  
設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 大分キャノンマテリアル㈱ 1kW× 1基 
大分キャノンマテリ
アル㈱ 

H15年度 

2 鏡山（玖珠町戸畑) 1,000kW×11基 
㈱ＪＥＮ玖珠ウィン
ドファーム 

H16年度 

3 大分瓦斯㈱生産部大分工場 １kW× 1基 大分瓦斯㈱ H22年度 
4 大分石油㈱（国東市) 3.2kW× 2基 大分石油㈱ H27年度 
5 ＦＩＴ認定設備（7件） 106.4kW   H28年度 
6 ＦＩＴ認定設備（12件） 212.8kW  H29年度 
7 ＦＩＴ認定設備（2件） 35.5kW   H30年度 
8 ＦＩＴ認定設備（2件） 35.8kW   R元年度 
9 ＦＩＴ認定設備（1件） 19.5kW  R4年度 

10 
臼杵市大字田尻（大分ウィン
ドファーム） 

14，000kW 
（3，200kW×5基） 

コスモエコパワー㈱ 
R5年度 

合計 （R6年度まで）25,423kW 

 

４ 廃棄物発電  
設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 大分市福宗清掃工場（大分市） 
6,000kW 
（工場内消費、余剰
分は売電） 

大分市 H9年度 
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2 エコセンター番匠（佐伯市） 
1,600kW 
（工場内消費、余剰
分は売電） 

佐伯市 H14年度 

3 
佐野清掃センター清掃工場
（大分市) 

9,500kW（工場内消
費、余剰分は売電） 

大分市 H15年度 

4 王子板紙㈱大分工場（大分市） 
25,000kW（ 362GＪ
/h）（工場内消費） 

王子板紙㈱ H16年度 

5 
Be‐ Kanadevia とよたまき 
藤ヶ谷清掃センター(別府市） 

4,000kW 
別杵速見地域広域市
町村圏事務組合 

H26年度 

6 中津終末処理場（中津市） 49kW 月島機械㈱福岡支店 R3年度 
合計 （R6年度まで）46,149kW 

 

５ バイオマスエネルギー（バイオマス発電（廃棄物利用を除く）・熱利用・燃料製造） 

 

  【バイオマス発電】  
設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 日田市バイオマス資源化セ
ンター（日田市） 

340kW 日田市 H18年度 

2 ㈱エフオン日田（日田市） 12,000kW ㈱エフオン日田 H18年度 

3 
浄化センター内マイクロガ
スタービン発電（日田市） 

95kW 日田市 H23年度 

4 二豊味噌協業組合(臼杵市） 50kW 二豊味噌協業組合 H25年度 

5 
日本フォレスト㈱天瀬発電
所（日田市） 

5,700kW ㈱グリーン発電大分 H25年度 

6 
新日鐵住金㈱大分製鐵所（大
分市） 

1,716kW 
※出力 330MW 

新日鐵住金㈱ H26年度 

7 
イーレックスニューエナジ
ー㈱（佐伯市） 

50,000kW 
イーレックスニュー
エナジー㈱ 

H28年度 

8 
㈱エフオン豊後大野（豊後大
野市） 

18,000kW ㈱エフオン豊後大野 H28年度 

9 ㈱未来電力（宇佐市） 600kW ㈱未来電力 H30年度 
10 旧豊洋中学校（臼杵市） 45kW ワタミエナジー㈱ R3年度 

11 
大分バイオマス発電所（大分
市） 

22,000kW 
大分バイオマスエナ
ジー合同会社 

R3年度 

合計 （R6年度まで）110,546kW 

 

  【バイオマス熱利用・燃料製造等】  
設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 日田市清掃センター（日田市） 熱利用 838,000kJ/h 日田市 H2年度 

2 
ドリームフューエルセンター
（津久見市) 

廃棄物固形燃料（Ｒ
ＤＦ）製造 

津久見市 H8年度 

 

 

3 東部開発固形燃料製造工場（大
分市） 

廃プラスチック、建
設廃材、古紙を固形
化燃料し、工場ボイ
ラーに使用 4,000t/
月 
（王子板紙大分工場
に販売) 

㈱東部開発 
H16年
度 

4 三和酒類㈱（宇佐市） 
メ タ ン ガ ス 利 用 
834ｋ㎥/年 

三和酒類㈱ 
H20年
度 

5 ㈱日本フォレスト（日田市） 5,000㎥/年 ㈱日本フォレスト 
H23年
度 

6 中山リサイクル産業㈱（佐伯市） 15,000㎥/年 
中山リサイクル産
業㈱ 

H23年
度 
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7 中山リサイクル産業㈱（杵築市） 22,100㎥/年 
中山リサイクル産
業㈱ 

H26年
度 

8 佐伯広域森林組合 8,000㎏／h 佐伯広域森林組合 R2年度 
9 ㈱タカフジ（佐伯市） 22,500㎥/年 ㈱タカフジ R3年度 

合計             （R6年度まで）4,318kW 

 

  【木屑焚ボイラー】 
 設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 中津市 
水量 1,200㍑温水循

環式 
中津市 H18年度 

2 ㈱佐藤製材所（日田市） 3,000kg/h ㈱佐藤製材所 H18年度 
3 ㈱ヤマサ（九重町） 1,000kg/h ㈱ヤマサ H18年度 
4 佐伯広域森林組合 5,000kg/h 佐伯広域森林組合 H20年度 
5 ㈱武内製材所（日田市） 3,000kg/h ㈱武内製材所 H23年度 

6 ㈱こがね（中津市） 
チップボイラー

（550kW） 
㈱こがね H23年度 

7 ㈲安心院製材所（日田市） 3,500kg/h ㈲安心院製材所 H23年度 
8 小田製材所（日田市） 4,000kg/h ㈱小田製材所 H24年度 

9 
日田資源開発事業協同組合
(日田市） 

6,000kg/h 
日田資源開発事業
協同組合 

H26年度 

10 大分県立美術館（大分市） 
チップボイラー

（180kW） 
大分県 H26年度 

11 
㈱池永セメント工業所（大分
市） 

7 50kg/h 
㈱池永セメント工
業所 

H26年度 

12 
医療法人聖陵会聖陵ストーム
（日田市） 

5 00kg/h 医療法人聖陵会 H26年度 

13 ㈱日田中央木材市場（日田市） 2,400kg/h 
㈱日田中央木材市
場 

H27年度 

14 ㈱深津製材所   300kg/h ㈱深津製材所 H28年度 
合計            （R6年度まで）95,128kW相当 

 

【RPF加温機】 
 設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 
おおいた中央柑橘園芸農協連
合会(杵築市) 

5,360kW相当 
（80kW相当×67台） 

おおいた中央柑橘
園芸農協連合会
(杵築市) 

H20年度 

2 
おおいた中央柑橘園芸農協連
合会(国東市) 

80kW相当 
（80kW相当×1台） 

おおいた中央柑橘
園芸農協連合会
(国東市) 

H20年度 

3 日出町柑橘研究会（日出町） 
560kW相当 

（80kW相当×7台） 
日出町柑橘研究会
（日出町） 

H20年度 

4 
竹田市かぼす生産出荷組合
（竹田市） 

240kW相当 
（80kW相当×3台） 

竹田市かぼす生産
出荷組合（竹田市） 

H20年度 

合計             （R6年度まで）6,240kW相当 

 

  【ペレットストーブ】 
 設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 ㈱トライ・ウッド（日田市） 
出力 11,000kcal
×5基 

㈱トライ・ウッド H18年度 

2 
社会福祉法人永生会 
明治清流苑（大分市） 

出力 11,000kcal
程度×3基 

社会福祉法人永生会 H18年度 

3 
サッポロビール㈱ 
新九州工場（日田市） 

出力  5,000kcal
×1基 

サッポロビール㈱ H19年度 
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4 
㈱日田中央木材市場（日田
市） 

出力 11,000kcal
×1基 

㈱日田中央木材市場 H19年度 

5 
社会福祉法人永生会 
清流苑（大分市） 

出力 11,000kcal
×1基 

社会福祉法人永生会 H20年度 

6 
社会福祉法人慈眼福祉会 
みのり保育園（日田市） 

出力 11,000kcal
×1基 

社会福祉法人慈眼福祉
会 

H20年度 

7 
日田市立五馬中学校（日田
市） 

出力  8,250kcal
×3基 

日田市 H20年度 

8 
医療法人仁友会 
森内科医院（大分市） 

出力 11,000kcal
×1基 

医療法人仁友会 H20年度 

9 
社会福祉法人洗心会 
ナーシングホームはるかぜ
（別府市） 

出力 11,000kcal
×1基 

社会福祉法人洗心会 H21年度 

10 
日田市立津江中学校（日田
市） 

出力 10,080kcal
×1基 

九州薪・木質ペレット活
用協議会 

H25年度 

11 
長者原ビジターセンター（九
重町） 

出力 7ｋW×2基 九州地方環境事務所 H26年度 

合計              （R6年度まで）226.08kW 

 

  【BDF製造装置】 
 設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 
くにさきエコシステム㈱（国東
町） 

ごみ収集車 4 台
1,000㍑/月 

くにさきエコシステム
㈱ 

H13年度 

2 おおの育成会はいだて作業所 
90Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

おおの育成会 H18年度 

3 
社会福祉法人 
ぴいたあパンの家（日田市） 

90Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

社会福祉法人ぴいたあ
パンの家 

H18年度 

4 
社会福祉法人清流会 
宇佐リハビリセンター（宇佐
市）  

90Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

社会福祉法人清流会 H19年度 

5 ㈱大総（大分市） 
400Ｌ BDF 製造
／日 

㈱大総 H20年度 

6 
社会福祉法人 
ぴいたあパンの家（日田市） 

200Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

社会福祉法人ぴいたあ
パンの家 

H20年度 

7 
社会福祉法人樹の実園（杵築
市） 

90Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

社会福祉法人樹の実園 H21年度 

8 
社会福祉法人みのり村（杵築
市） 

90Ｌ BDF 製造
／1バッヂ 

社会福祉法人みのり村 H21年度 

 

６ 地熱発電  
会社名 発電所名 所在地 出力 運転開始年度 備考 

1 
九電みらいエ
ナジー㈱ 

大岳 九重町 14,500kW S42年度 
更（2020.10
完了）により
出力増 

2 
九電みらいエ
ナジー㈱ 

八丁原１号 九重町 55,000kW S52年度  

3 
九電みらいエ
ナジー㈱ 

八丁原２号 九重町 55,000kW H2年度  

4 

九電みらいエ
ナジー㈱ 
出光大分地熱
㈱ 

滝上 九重町 27,500kW 
H8年度 

H22年度増強 
 

5 
㈾九重観光ホ
テル 

九重 九重町    990kW H12年度  
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6 九州電力㈱ 
八丁原バイ
ナリー発電 

九重町 2,000kW H18年度  

7 
九電みらいエ
ナジー㈱ 

菅原バイナ
リー発電所 

九重町 5,000kW H27年度  

8 
出光大分地熱
㈱ 

滝上バイナ
リー発電所 

九重町 5,050kW H28年度  

9 
オリックス不
動産㈱ 

杉乃井地熱
発電所 

別府市 1,100kW R6年度 
 

合計（R6年度まで）166,140kW 

 

６-２ 温泉熱発電 

 設置個所 規模等 会社名 備考 

1 
アベメディカル温泉熱発電所（別
府市） 

  19kW アベメディカル H27年度 

2 FIT認定設備（別府市） 31.9kW  H28年度 
3 FIT認定設備（別府市） 32.8kW  H28年度 

4 
九重野矢地区バイナリー発電所
（九重町） 

  49kW ㈱タカフジ H29年度 

5 
湯布院フォレストエナジーバイ
ナリー2号発電所（由布市） 

49.8kW 
湯布院フォレストエナジー
㈱ 

H29年度 

6 レナ発電所 1号発電所（別府市）  220kW ㈱神和苑 H29年度 
7 アイベック発電所（別府市）  760kW ㈱アイベック R元年度 

8 
ライフテック別府温泉発電所（別
府市） 

 720kW 合同会社ライフテック R元年度 

9 FIT認定設備（別府市） 46.3kW  H30年度 

10 
生長の家 大分・別府地熱発電所
（別府市） 

49.9kW 宗教法人「生長の家」 R2年度 

11 
別府温泉ガーデン発電所（別府
市） 

  49.6kW 別府温泉ガーデン R2年度 

12 FIT認定設備（九重町）   20kW          R2年度 

13 
BLD地熱発電所 
別府南立石 Power Station 

 280kW 
BLD Power Stations 株式
会社 

R5年度 

14 JREF別府南立石地熱発電所  280kW 
JREF 別府南立石地熱発電合
同会社 

R5年度 

合計（R6年度まで）2,608.3kW 

 

７ 中小水力発電（出力 1,000kW未満・除く九州電力分) 

 設置個所 規模等 設置者等 備考 

1 
富士緒井路第一発電所（豊後大野市緒
方町) 

 380kW 富士緒井路土地改良区 S51年度 

2 松原ダム発電所（日田市大山町）  220kW 
国土交通省松原ダム管理事
務所 

S57年度 

3 大野原発電所（豊後大野市大野町)  260kW 大野町土地改良区 S62年度 
4 花合野川発電所（由布市湯布院町）  680kW 大分県企業局 H元年度 
5 やまめの郷（日田市前津江町) 18.2kW やまめの郷 H9年度 
6 サッポロビール新九州工場（日田市）  9.9kW サッポロビール㈱ H12年度 
7 鯛生発電所（日田市中津江村)   66kW 日田市 H15年度 
8 城原井路発電所（竹田市)   25kW 城原井路土地改良区 H22年度 
9 浄化センター内小水力発電（日田市）  3.7kW 日田市 H22年度 
10 鏡坂公園内小水力発電（日田市） 0.33kW 日田市 H22年度 
11 女子畑小水力発電（日田市）    1kW 日田市 H23年度 
12 日田市小ヶ瀬井路（日田市）    1kW 日田市 H24年度 
13 三隈川小水力発電所(日田市）   10kW 国土交通省 H24年度 
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14 宮ヶ瀬発電所（竹田市）   17kW 
竹田市土地改良区宮ヶ瀬工
区 

H27年度 

15 緒方井路発電所（豊後大野市）   19kW 緒方井路土地改良区 H27年度 
16 松木ダム発電所（九重町） 49.9kW 九重町 H29年度 

17 
大分市上下水道局 三芳配水場（大分
市） 

49.9kW ㈱フソウ九州支店 R元年度 

18 日出生発電所（玖珠町）   49kW 玖珠町土地改良区 R元年度 

19 長谷緒井路発電所（豊後大野市）  998kW 長谷緒土地改良区 
R2年度 
更新 

20 稲葉ダム発電所（竹田市）  420kW ㈱ニシコー R2年度 
21 明正土地改良区（豊後大野市）   49kW 明正土地改良区 R3年度 
22 荻柏原小水力発電所  325kW 荻柏原土地改良区 R5年度 
23 白水小水力発電所  266kW 白水井路土地改良区 R5年度 
24 元治水小水力発電所  330kW 元治水井路土地改良区 R6年度 
25 朝地町小水力発電所   49kW 朝地町井路土地改良区 R6年度 
合計（R6年度まで）4,296.93kW 

 

 

８ 天然ガスコージェネレーション 
 設置個所 規模等 設置者等 備考 
1 住友化学㈱大分工場（大分市) 6,500kW 住友化学㈱ H14年度 

2 
医療法人同仁会大分下郡病院（大
分市） 

66kW 
（22kW×3 マ
イクロエン
ジン） 

医療法人同仁会 H16年度 

3 ダイハツ九州㈱（中津市） 5,820kW ダイハツ九州㈱ H17年度 

4 
医療法人山本記念会山本病院デイ
ケア棟（別府市） 

  9.9kW 医療法人山本記念会 H18年度 

5 大分赤十字病院新館（大分市）   350kW 日本赤十字社 H18年度 
6 マリーゴールド迎賓館（大分市）     5kW マリーゴールド迎賓館 H18年度 

7 
マチカラフィットネス大分（大分
市） 

    5kW ㈱マチカラフィットネス H20年度 

8 ホテルフォルツァ大分（大分市）     5kW ㈱エフ・ジェイ・ホテルズ H20年度 

9 
大分市学校給食西部共同調理場
（大分市） 

   25kW 大分市 H22年度 

10 大分醤油協業組合（臼杵市）   800kW 大分醤油協業組合 H25年度 

11 
スポーツクラブＮＡＳパークプレ
イス大分（大分市） 

   25kW スポーツクラブＮＡＳ㈱ H26年度 

12 花べっぷ（別府市）     5kW JR九州ホテルズ㈱ H27年度 

13 
コナミスポーツクラブ大分明野
（大分市） 

  9.9kW ㈱コナミスポーツクラブ H28年度 

14 
スポーツクラブルネサンスおおい
た（大分市） 

  9.9kW ㈱ルネサンス H30年度 

15 ＲＥＸホテル別府（別府市）   9.9kW 冨士レックス㈱ R元年度 
合計（R6年度まで）13,645.6kW 

 

 

９ 燃料電池  
設置個所 規模等（kW） 備考 

1 民生用燃料電池導入支援補助金 35.7kW(0.7kW×51ヶ所) H21年度 
2 民生用燃料電池導入支援補助金 14.7kW(0.7kW×21ヶ所) H22年度 
3 民生用燃料電池導入支援補助金 30.8kW(0.7kW×44ヶ所) H23年度 
4 民生用燃料電池導入支援補助金 30.1kW(0.7kW×43ヶ所) H24年度 
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5 民生用燃料電池導入緊急対策費補助金  81.9kW(0.7kW×117ヶ所) H24・H25年度 
6 民生用燃料電池導入支援補助金  70.0kW(0.7kW×100ヶ所) H25年度 
7 民生用燃料電池導入支援補助金 76.3kW(0.7kW×109ヶ所) H26年度 
8 民生用燃料電池導入支援補助金 63.7kW(0.7kW×91ヶ所) H28年度 
9 民生用燃料電池導入支援補助金 77.7kW(0.7kW×111ヶ所) H29年度 
10 民生用燃料電池導入支援補助金 81.9kW(0.7kW×117ヶ所) H30年度 
11 民生用燃料電池導入支援補助金 38.5kW(0.7kW×55ヶ所) R元年度 
12 大分市役所 3.0kW R元年度 
13 碩田学園 3.0kW R元年度 
14 民生用燃料電池導入支援補助金 29.4kW(0.7kW×42ヶ所） R2年度 
15   74.2kW(0.7kW×106ヶ所） R3年度 
16   50.4kW(0.7kW×72ヶ所) R4年度 
17   22.4kW(0.7kW×32ヶ所） R5年度 
18  24.5kW(0.7kW×35ヶ所） R6年度 
合計（R6年度まで）808.2kW 

 

表 8-5 大分県エネルギー産業企業会エコエネルギーチャレンジ支援事業費補助金 

 
分野 取組概要 事業者 

水素 

メタン（都市ガス）改質ガスからの水素精製を数
か月単位で連続運転を行うことで耐久性試験を行
い、水素ステーション実装を想定した FCV 充填水
素の国際規格基準との適合性を検証した。 

株式会社ハイドロネクスト 

水素 

液化水素に替えてハンドリングが比較的容易なア
ンモニアを水素キャリアとして活用すること、専
用の高圧蓄圧機に替えて吸蔵合金水素圧縮機を活
用することにより、総合的にエネルギーロスが少
ない水素供給が可能なシステムの研究を実施し
た。 

佐伯重工業株式会社 

水素 

水素ガスは分子が小さく漏れやすいことから、各
種配管の継ぎ手部は固定式が主流であるが、高炉
等へのガス供給を止めることなくノズルの向きを
自在に変えることのできる回転可能な継ぎ手の開
発を進めた。 

株式会社トライテック 

 
 

表 8-6 ものづくり循環経済促進事業 

             （R6年度採択実績） 
テーマ 事業者 

廃プラを原料とした再生ペレット製造工程における乾燥機・押出機の導
入による粉状原料ロスの解消 

三重化成(株) 

無処理 CTP導入による印刷工程における廃液（アルカリ性）の発生抑制 (有)三晃堂印刷 
廃プラ洗浄脱水機導入による廃プラスチックの再生ペレットへの原料
化（1次加工） 

ゆうび(株) 

「前処理破砕設備導入による埋立て処分率の削減及びリサイクル率の向
上」 

(有)西部開発 

廃棄みそを利用した乳牛用飼糧の製造 フンドーキン醤油(株） 
テニス用ガット生産における繊維収束及びコーティング用の樹脂塗布の
為のディッピング設備導入による余剰廃棄接着剤・樹脂の発生抑制 

(株)トアルソン 
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９ 衛生環境研究センター関係資料 

表 9-1 衛生環境研究センターの変遷 

年 月 主な出来事 

昭和 48 年 
3 大分市大字曲字芳河原団地内に公害センターが建設された。 

4 衛生研究所と統合し、公害衛生センターとして発足した。 

平成 3 年 5 
衛生環境研究センターと改称し、組織改正により管理情報部（管理課、企画情報課）、化

学部、微生物部、大気部及び水質部の 5 部 2 課制となった。 

平成 12 年 

3 特定化学物質分析棟を新設した。 

4 
組織改正により、管理部（管理課）、企画・特定化学物質部、化学部、微生物部、大気部及

び水質部の 6 部 1 課制となった。 

平成 14 年 4 管理部の管理課が廃止され、6 部制となった。 

平成 15 年 3 大分市高江西 2 丁目 8 番地に新庁舎が完成し、芳河原団地から移転した。 

平成 18 年 4 
組織改正により、部制が廃止され、企画・管理、化学、微生物、大気・特定化学物質及び

水質の 5 担当制となった。 

平成 30 年 3 ダイオキシン類の分析業務を終了した。 

表 9-2 環境保全に関する試験研究 

表 衛生 1 環境保全に関する試験研究 

試験研究 概     要 担当名 

微小粒子状物質(PM2.5)成

分分析調査 

 微小粒子状物質の発生源を明らかにするため、大気汚染防止法に基づき、

平成 27年度から成分分析調査を行っている。 

大気・特定化

学物質担当 

有害大気汚質物質調査  大気汚染防止法に基づき、平成 9 年度から一般環境等で揮発性有機化合

物（VOC）等の有害大気汚染物質についてモニタリング調査を行っている。

令和 6年度は、5市の一般環境等で調査を行った。 

大気・特定 

化学物質担当 

浮遊粉じん調査  浮遊粉じんによる大気の汚染状況を把握するための調査を行っている。

令和 6年度は、重金属成分等の調査を１市の固定発生源周辺で行った。 

大気・特定 

化学物質担当 

大気汚染の常時監視  大気汚染防止法に基づき、昭和 46年度からテレメーターシステム（常時

監視測定局）により二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オ

キシダント、微小粒子状物質（PM2.5)等の測定を行っている。 

大気・特定 

化学物質担当 

環境放射能調査  放射能のバックグランドを測定し、環境放射能の水準を把握するため、

原子力規制庁の委託を受け、昭和 62年度から調査を行っている。令和 6年

度も引き続き、降水中のβ線及びモニタリングポストにより空間線量率の

測定を行うとともに、大気浮遊じん、降下物、土壌、野菜、牛乳等のγ線を

測定し、環境中に存在する放射性核種の調査を行った。 

大気・特定 

化学物質担当 

酸性雨調査  県内における酸性雨の実態と推移を把握するための調査を昭和 60 年度

から継続的に行っている。令和 6年度は、大分市における雨水の pH等測定

とイオン成分の分析を実施した。 

大気・特定 

化学物質担当 

公共用水域等の調査  昭和 46年度から測定計画に基づいて実施しており、令和 6年度は、39河

川 58地点、2湖沼 5地点において、生活環境項目（9項目）、健康項目（26

水質担当 
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項目）、要監視項目（25 項目）、水生生物保全項目（3 項目）、特定項目（1

項目）、特殊項目（2 項目）及びその他項目（9 項目）について年 1～12 回

の測定を行った。また、地下水については、52地点（井戸）において、環

境基準項目（27 項目）、要監視項目（24 項目）及びその他項目（７項目）

について、年 1～2回の測定を行った。 

瀬戸内海広域総合水質調査  瀬戸内海関係府県が環境省の委託を受け、昭和 47 年度から実施してお

り、令和 6 年度は、春季、夏季、秋季、冬季の年 4 回にわたり、生活環境

項目、クロロフィル-ａ、全有機炭素、栄養塩類等について、大分県地先海

域の 8地点（2層）の測定を行った。 

水質担当 

海水浴場水質調査  県下の主要海水浴場の水質の状況を把握するとともに、一般に公表し県

民の利用に資するために昭和 47年から実施しており、令和 6年度は、6海

水浴場について、遊泳期間前 2回、遊泳期間中 1回の調査を行った。 

水質担当 

微生物担当 

工場・事業場の排水監視に

伴う水質調査 

 水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく規制対象事業

場等の排水監視のため、令和 6 年度は、175 事業場の 207 の排水について

水質測定を行った。 

水質担当 

産業廃棄物調査  産業廃棄物最終処分場の維持管理状況を監視・指導するため、放流水、

浸出水及び監視用井戸水について調査を実施している。令和 6 年度は、生

活環境項目や健康項目等について、20処分場の 108の放流水等の水質測定

を行った。 

水質担当 

温泉調査  温泉法に基づき、現地（湧出地）及び試験室において、令和 6 年度は、

依頼検査 3件と行政検査 35件の温泉分析を行った。 

水質担当 

微生物担当 

表 9-3 大気汚染等に関する調査分析件数（令和 6 年度）  

 

 

表 9-4 水質汚濁等に関する調査分析件数（令和 6 年度）  

 

検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数

総　　　数 975 13,535 3 117 71 1,455 1,049 15,107

公共用水域等の調査 533 8,137 533 8,137

海水浴場調査 66 177 66 177

工場・事業場排水監視水質調査 207 1,166 207 1,166

産業廃棄物調査 108 2,030 108 2,030

温泉分析 35 1,867 3 117 38 1,984

その他 26 158 26 158

瀬戸内海広域総合水質調査 64 1,376 64 1,376

化学物質環境実態調査 7 79 7 79

調査研究 計
区　　　分

行政検査 依頼検査 委託業務検査

検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数 検体数 成分数

総　　　計 593 32,486 168 266 1,010 8,590 1,771 41,342

微小粒子状物質(PM2.5)成分分析調査 224 5,264 224 5,264

有害大気汚染物質調査 216 876 216 876

浮遊粉じん調査 12 60 12 60

石綿粉じん調査 4 4 4 4

大気汚染常時監視 120 25,318 120 25,318

交通環境・一般環境調査 5 916 5 916

その他 12 48 12 48

環境放射能調査 165 251 165 251

酸性雨調査 1,010 8,590 1,010 8,590

化学物質環境実態調査 3 15 3 15

計調査研究
区　　　分

行政検査 依頼検査 委託業務検査
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10 第 4 次環境基本計画の進捗状況 

表 10-1 令和 6 年度における環境指標の評価結果 

評価区分 達成 概ね達成 未達成 計 

達成状況 19 (51.4％) 16 (43.2％) 2 (5.4％) 37 (100％) 

 

 

 

表 10-2 環境指標一覧 

 

 

環境指標 単位
R6
目標値

R6
実績値

達成率 評価

温室効果ガス排出量（吸収量考慮）
千t-CO₂
以下

25,991
(R4)

28,085
(R4)

91.9%
概ね
達成

大分県地球温暖化防止活動学生推進員等による
情報発信件数（年間）

件 100 94 94.0%
概ね
達成

エコアクション21登録事業者数 件 103 99 96.1%
概ね
達成

おおいたグリーン事業者認証制度登録件数
（脱炭素部門）（累計）

件 97 95 97.9%
概ね
達成

早生樹による再造林面積 ha 90 142 157.8% 達成

計画等を策定し地域気候変動適応対策に取り組
む市町村数（累計）

市町村 6 10 166.7% 達成

治水対策により浸水被害が軽減する地区数
（累計）

地区 8 8 100.0% 達成

土砂災害のリスクが軽減される家屋数（累計） 戸 501 610 121.8% 達成

熱中症一時休憩所設置箇所数 箇所 575 685 119.1% 達成

温暖化適応品種の導入割合
（ぶどう品種：シャインマスカット）

％
24.0
(R4)

23.5
(R4)

97.9%
概ね
達成

企業連携等によるGXプロジェクト創出件数
（累計）

件 4 5 125.0% 達成

県内の水素ステーション数（累計） 基 1 1 100.0% 達成

産業廃棄物再生利用等設備導入支援件数
（累計）

件 91 92 101.1% 達成

おおいたグリーン事業者認証制度登録件数
（脱プラスチック部門）（累計）

件 28 26 92.9%
概ね
達成

大分県リサイクル認定製品数（累計） 件 388 386 99.5%
概ね
達成

一般廃棄物の最終処分量 t
24,300
(R5)

25,450
(R5)

95.3%
概ね
達成

産業廃棄物の最終処分量 ｔ
66,700
(R5)

79,907
(R5)

80.2% 未達成

PM2.5の環境基準達成日率 ％ 99.9 99.9 100.0% 達成

光化学オキシダント環境基準達成時間率 ％ 95.4 94.6 99.2%
概ね
達成

○評価区分 

 「達成」   ：達成率 100％以上 

 「概ね達成」： 〃   90％以上 

 「未達成」  ： 〃   90％未満 
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環境指標 単位
R6
目標値

R6
実績値

達成率 評価

対策を講じた主要渋滞箇所数(累計) 箇所 30 30 100.0% 達成

解体作業等における石綿大気濃度適合率 ％ 100 100 100.0% 達成

道路交通騒音の環境基準達成率 ％ 97.6 97.8 100.2% 達成

河川の環境基準達成率 ％ 100 95.3 95.3%
概ね
達成

海域の環境基準達成率 ％ 100 94.7 94.7%
概ね
達成

海岸清掃参加者数 人 17,750 17,633 99.3%
概ね
達成

自然公園指導員の委嘱数 人 65 68 104.6% 達成

ＮＰＯとの協働による生物多様性保全活動の実
施件数

件 111 100 90.1%
概ね
達成

おおいたの重要な自然共生地域の選定数
（累計）

件 29 28 96.6%
概ね
達成

鳥獣保護区特別保護地区の面積 ha 658 658 100.0% 達成

日本型直接支払協定面積 ha 41,202 40,868 99.2%
概ね
達成

漁場再生面積(累計) ha 67,100 67,900 101.2% 達成

モニタリングを行う源泉数 個 34 34 100.0% 達成

ジオガイド認定者数（累計） 人 160 156 97.5%
概ね
達成

阿蘇くじゅう国立公園の公園利用者数
（大分県分）

千人
4,600
(R5)

3,860
(R5)

83.9% 未達成

農山漁村ツーリズム宿泊延べ人数 人泊 5,100 6,616 129.7% 達成

環境教育参加者数 人 13,000 13,437 103.4% 達成

グリーンアップおおいた実践隊登録数（累計） 団体 80 80 100.0% 達成
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語句説明・索引 

※ページ数は主なページを記載しています。 
 

［あ］ 
赤潮（p35） 

海中のプランクトンが異常増殖し、海水の色
が変わる現象。発生のメカニズムは完全に究
明されていないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾
内で、雨後に強い日射と海面の静かな日が続
くときに発生しやすい。海水中の窒素、燐等
の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に
関連して発生すると考えられている。魚介類
に対する被害の原因として、①赤潮プランク
トンが魚介類のエラに詰まって窒息する、②
赤潮プランクトンの細胞分裂のため、海水中
のDOが欠乏する、③有害物が赤潮プランクト
ンにより生産排出される、④細菌が増殖する、
などの諸説がある。 

 
悪臭防止法（p24） 

工場その他事業場における事業活動に伴っ
て発生する悪臭について必要な規制を行い、
その他悪臭防止対策を推進することにより、
生活環境を保全し、国民の健康の保護に資す
ることを目的としたもの（昭和46年法律第91
号）。 

 

アドベンチャーツーリズム（p61） 

「アクティビティ」、「自然」、「異文化

体験」の3つの要素のうち2つ以上で構成さ

れる旅行形態のこと。 

 
［い］ 
硫黄酸化物（SOX）（p18） 

二酸化硫黄（亜硫酸ガス：SO₂）や三酸化硫黄
（無水硫酸：SO₃）など硫黄酸化物の総称であ
る。重油、石炭など硫黄を含む燃料の燃焼に
よって発生し、一般的に燃焼過程で発生する
のは大部分が二酸化硫黄である。人の呼吸器
に影響を与えたり、植物を枯らしたりするた
め大気汚染の原因物質の一つとして重視さ
れている。環境基準は、二酸化硫黄について
定められている。 

 
一酸化炭素（CO）（p20） 

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生
する。血液中のヘモグロビンと結合して酸素
の供給を阻害するため、高濃度になると貧血
を起こしたり、中枢神経を麻痺させたりする。
主な発生源は自動車である。 

 
一般廃棄物（p14） 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさら
に「ごみ」と「し尿」に分類される。また、

「ごみ」は商店、オフィス、レストランの事
業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般
家庭の日常生活に伴って生じた「家庭ごみ」
に分類される。 

 
［う］ 
上乗せ排水基準（p28） 

ばい煙又は排出水の排出の規制に関して、全
国一律の排出基準又は排水基準に代えて適
応するものとして、都道府県知事が条例で定
める、より厳しい排出基準又は排水基準をい
う。 

 
［え］ 
エコアクション21（p65） 

事業者等が環境への取組を自主的に行うた
めの方法を定めたもの。認証取得により企
業価値が向上し、取引先の拡大等につなが
る。 

 
エコエネルギー（p11） 

温室効果ガスの排出の少ない、環境に優し
いエネルギーのことで、「新エネルギー利
用等の促進に関する特別措置法（新エネル
ギー法）」で定める太陽光発電や風力発電
のほか、大分県の自然的特色を考慮して、
地熱、水力、海洋エネルギーを含めたエネ
ルギーの総称。 

 
エコドライブ（p6） 

環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用。
優しい発進を心がけたり無駄なアイドリン
グを止めることで燃費の節約に努め、地球
温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を
減らす運転のこと。 

 
エコふぁみ（p5） 

九州エコファミリー応援アプリの通称。九

州７県で共同運営している環境アプリ。毎

日エコチェックやエコ記録等の取組を行う

ことでポイントがたまり、景品があたる。

個人が環境活動に取り組むきっかけづくり

を目的としている。 

 

［お］ 
大分県エコエネルギー導入促進条例（p12） 

エネルギー問題は二十一世紀の大きな課題
であることを考え、地球環境を守り、限りあ
る資源を次の世代へと引き継ぐため、各地域
でのエコエネルギーの導入促進が重要であ
るという認識から、平成 15 年 3 月に制定（平
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成 15 年 4 月 1 日施行）。 
国の新エネルギー利用等の促進に関する特
別措置法施行令（平成 9 年政令第 208 号）第
1 条に規定する定義を基本として、「地熱発
電」「水力発電」「海洋エネルギー」を加えて、
「エコエネルギー」と定義（第 2 条）してい
る。新エネルギー関係条例では北海道、宮城
県、岩手県に続き 4 番目の制定。 

 
大分県グリーン購入推進方針（p67） 

県の事務、事業における環境負荷の少ない製
品やサービスの優先的な調達を総合的かつ
計画的に推進する県の調達方針。県内におけ
る環境物品等の市場形成、開発促進を図ると
ともに、県民、事業者等の環境物品等の購入
への転換を促すことを目的とする。 

 
大分県産業廃棄物税条例（p16） 

循環型社会を構築するために、産業廃棄物の
排出抑制や再生利用等の取組を誘導すると
ともに、産業廃棄物の適正な処理を推進する
財源を確保するため、平成 17 年 4 月 1 日か
ら施行された。徴収した産業廃棄物税の使途
事業は①排出抑制・再生利用の推進②適正処
理の推進③基盤整備の推進④啓発広報等の
推進の 4 事業である。 

 
大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例
（p16） 

産業廃棄物の適正な処理を推進し、現在及び
将来の県民の生活環境の保全に寄与するこ
とを目的に、平成 17 年 7 月に制定し、平成
17 年 10 月から（一部は平成 18 年 4 月から）
施行している。①産業廃棄物処理施設等の設
置等②県外産業廃棄物の搬入③産業廃棄物
の不適正な処理の防止の 3本を柱としている。 

 

大分県次世代エネルギーパーク構想（p12） 

新エネルギーに関する設備や体験施設を整

備し、国民が実際に新エネルギーを見て触

れる機会を増やすことを通じて、地球環境

と調和した将来のエネルギーのあり方につ

いて、国民の理解増進を図ることを目的と

した、経済産業省の制度。 

 

おおいたの重要な自然共生地域（p48） 
身近な自然で生物多様性が保たれている又
は希少野生動植物が生息・生育している地域
のうち、自然公園法等による法的規制がない
又は弱い地域を中心に大分県が選定する地
域。 

 

大分県森林環境税（p50） 
県民の理解と協力のもと、「森林環境の保全」
と「森林を全ての県民で守り育てる意識の醸

成」を推進するために平成１８年度に導入し
た県民税。税収は、県民の暮らしを守る森づ
くりや森林資源の循環利用、県民の森づくり
意識の醸 成等に充てられる。 

 
大分県長期総合計画（p69） 

県行財政運営の長期的、総合的な指針を示し
たものであり、県民と行政が目指すべき目標
を共有し、その実現に向けてともに努力する
内容を明らかにしたもの。大分県長期総合計
画「安心・活力・発展プラン 2015」が令和６
年度末で終期を迎えるため、新たな大分県長
期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン
2024～新しいおおいたの共創～」が策定され
た。 

 
大分県農薬指導士（p42） 

農薬の安全使用・適正販売の確保を図るため、
農林水産省通知（昭和 62 年農蚕第 6166 号）
に基づいて、大分県が定めた「大分県農薬指
導士認定推進要領」の規定による認定制度で
ある。この認定制度は、農薬取締法等関係法
令及び適正な農作物防除や農薬販売等に必
要とされる基礎的・専門的知識の普及・定着
を推進し、これらの知識を有する者を養成す
ることを目的とする。 

 
大分県廃棄物処理計画（p14） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5条の
5 に規定された都道府県廃棄物処理計画であ
り、廃棄物を減量・リサイクルし、適切な処
理を確保していくための総合的かつ計画的
な施策の推進を目的に策定された。第 5 次計
画の対象期間は、令和 3 年度から令和 7 年度
までの 5 か年となっている。 

 
おおいたプラごみゼロ宣言（p13） 

県民・事業者・行政が連携、協力し、本県の
かけがえのない自然環境を次の世代に確実
に継承するため、新たに発生するプラスチッ
クごみゼロを掲げ、排出抑制、資源循環、適
正処理と清掃活動に県民総参加で取り組ん
でいくことを宣言（令和 5 年 8 月）。 

 
オゾン層（p8） 

地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は
地上から約 10～50㎞上空の成層圏に存在し、
オゾン層と呼ばれている。太陽光に含まれる
有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物
を保護する役割を果たす。近年フロンガスな
どによるオゾン層の破壊が大きな問題とな
っている。 

 
汚濁負荷量（p29）  

環境中に一定時間内に排出される汚濁物質
の総量を表すもので、㎎/L 等で表される汚濁
物質の濃度概念と対比される。汚濁負荷量は、
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濃度×排出水量（排出量）で算出される。例
えば、BOD1,000㎎/L（=1㎏/㎥）の排水を 1,000
㎥/日排出する場合、BOD 汚濁負荷量は 1,000
㎎/L×1,000㎥/日=1,000㎏/日と算出される。 

 
汚泥（p15） 

工場排水等の処理後に残った泥状のもの及
び各種製造業の製造工程において生じた泥
状のものであって、有機性及び無機性のもの
のすべてを含むものである。 

 
温室効果ガス（p4） 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収
し再放出する気体のことをいう。 
地球温暖化対策の推進に関する法律では、二
酸化炭素（CO₂）、メタン（CH₄）、一酸化二窒
素（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン類
（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、
六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の
７物質が温室効果ガスとして定義されてい
る。 

 
温泉法（p59） 

温泉を保護しその利用の促進を図り、公共の
福祉の増進に寄与することを目的として昭和
23 年に制定された法律。温泉の定義（摂氏 25
度以上の温度又は法に定める成分を有する
地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気、ガ
ス）、温泉の保護（温泉を掘削・増掘する場合、
動力で汲み上げる場合には都道府県知事の
許可が必要）、温泉の利用（温泉を公共の入浴
又は飲用に供しようとする場合は、都道府県
知事の許可が必要）、国民保養温泉地の指定
などについて規定されている。 
 

［か］ 
カーボンニュートラル（p10） 

「パリ協定」の目標達成に向け、二酸化炭素
などの温室効果ガスの人為的な発生源によ
る排出量と、森林等の吸収源による除去量と
の間の均衡を達成し、温室効果ガス（二酸化
炭素）排出量を実質ゼロにすること。 

 
カーボンリサイクル（p10） 

二酸化炭素を資源として捉え、分離・回収し
て様々な製品や燃料に再利用すること。 

 
核種分析（p43） 

自然界には種々の元素があるが、同じ元素で
も原子核の重さの違いによって同位元素（ア
イソトープ）が存在する。そこで、一つ一つ
の原子核を区別して考えるとき、核種という
言葉が使われる。例えば、Co（コバルト）と
いう元素を例にとると、自然界には 59Co（コ
バルト-59）という核種のみが存在し、原子炉
の中では 60Co（コバルト-60）という核種が
作られている。そして、59Co は放射能を持た

ないので安定核種、放射能を持つ 60Co は放
射性核種と呼ばれる。そこで種々の環境試料
を調べ、その中の放射能がどのような核種に
由来するかを調べることを核種分析という。 

 
環境影響評価[環境アセスメント］（p67） 

環境汚染や自然環境の破壊を未然に防止す
るため、開発行為が環境に及ぼす影響につい
てあらかじめ回避・低減するための情報公開
に基づく手続き、このための調査、予測、評
価を行い、その結果を公表し、これに対する
意見を求める。これらの意見を反映して事業
の実施に際し、環境影響の回避・低減にどう
努めるかを事業者は説明し、環境保全対策を
実行する。こうして公害の防止、自然環境の
保全、歴史的・文化的遺産の保全その他の環
境保全の見地から適正な配慮がなされる手
続等をいう。環境基本法第 20 条において「土
地の形状の変更、工作物の新設その他これら
に類する事業を行う事業者が、その事業の実
施に当たりあらかじめその事業に係る環境
の保全について適正に配慮することを推進
するため、必要な措置を講ずるもの」と規定
されている。 

 
環境 NPO 法人（p63） 

特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づいて
県知事からの設立の認証を受けた法人（NPO
法人）のうち、環境の保全を図る活動を行う
法人。 

 
環境基準（p18） 

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染及び騒音につ
いて、人の健康を保護し、生活環境を保全す
る上で維持されることが望ましい基準（行政
上の目標基準）として、環境基本法第 16 条に
定義されている。 

 
環境基本法（p18）  

地球化時代の環境政策の新たな枠組を示す
基本的な法律として、平成 5年に制定された。
環境省所管。基本理念としては、（1）環境の
恵沢の享受と継承等、（2）環境への負荷の少
ない持続的発展が可能な社会の構築等、（3）
国際的協調による地球環境保全の積極的推
進が掲げられている。この他、国、地方公共
団体、事業者、国民の責務を明らかにし、環
境保全に関する施策（環境基本計画、環境基
準、公害防止計画、経済的措置など）が順次
規定されている。また、6 月 5 日を環境の日
とすることも定められている。 

 
グリーンアップおおいたアドバイザー（p63） 

県内在住で、環境に関する専門的な知識や経
験を有する方を、「グリーンアップおおいた
アドバイザー」として委嘱し、地域や学校な
どが環境に関する講演会や学習会、自然観察
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会などを行う際に、主催者の申請に基づいて、
講師として派遣する制度。 

 
環境負荷（p65） 

人の活動により、環境に加えられる影響であ
って、環境の保全上の支障の原因となるおそ
れのあるもの。工場・事業場からの排水、排
出ガスや生活排水、ごみ、自動車排ガスなど
はもとより、自然が損なわれることの原因と
なるもの、二酸化炭素のように蓄積した結果
として支障を生ずる可能性のあるものも含
む。 
 

環境犯罪（p71） 

環境犯罪とは、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律違反、動物の愛護及び管理に関

する法律違反、鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律違反などの、環

境汚染を引き起こし、生物多様性に影響を

及ぼすような犯罪の総称をいう。 
 

 
環境マネジメントシステム（p65）  

事業者が自主的に環境保全に関する取組を
進めるにあたり、環境に関する方針や目標等
を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組
んでいくことを「環境管理」又は「環境マネ
ジメント」といい、このための工場や事業場
内の体制・手続き等を「環境マネジメントシ
ステム」という。認証制度として「ISO14001」
と「エコアクション 21」がある。 

 
［き］ 
気候変動適応法（p8） 

気候変動への適応を推進することを目的と
して、平成 30 年に制定された。環境省所管。
本法では、政府による気候変動適応計画の策
定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、
国立環境開発法人国利環境研究所による気
候変動への適応を推進するための業務の実
施、地域気候変動適応センターによる気候変
動への適応に関する情報の収集及び提供等
の措置を実施することが定められている。地
域においては、都道府県及び市町村地域適応
計画の策定、地域気候変動適応センターの確
保を努力義務としている。 

 
揮発性有機化合物（VOC）（p18） 

揮 発 性 有 機 化 合 物 で Volatile Organic 
Compounds の略。代表的な物質として、トル
エン、キシレン、酸化エチルなど。主なもの
で約 200 種類。塗料溶剤（シンナー）、接着
剤、インキ、一部大分県の洗浄剤等に含まれ
る。 
SPM や光化学オキシダントの原因物質の一つ。

規制の対象となる VOC については、大気汚染
防止法において、「大気中に排出され、又は飛
散したときに気体である有機化合物（浮遊粒
子状物質及びオキシダントの生成の原因と
ならない物質として政令で定める物質を除
く。）」と定義している（第 2 第 4 項）。 
気体の状態で大気中に排出され、又は飛散す
る有機化合物は、一部の物質を除き、大気中
における光化学反応の結果、オキシダント
（オゾン等）を生成する。また、光化学反応
の結果、VOC が低揮発性の有機化合物を生成
し、それが凝縮等により、浮遊粒子状物質を
生成する。 

 
吸収源（p7） 

二酸化炭素等の温室効果ガスを吸収する森
林や海洋等のこと。 

 
休猟区（p48） 

狩猟鳥獣の増殖を図るため狩猟行為が禁止
されている区域で、3 年を限度として狩猟者
のために設定される区域である。 

 
［く］ 
空間線量（p43） 

空間における放射線の量（強さ）であり、一
般に大気、大地からのγ線、宇宙線等が含ま
れる。なお、単位時間当たりの線量を線量率
といい、nGy/h（ナノグレイ/時）の単位で表
す。 

 
国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律（p67） 

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な
社会の構築を図るため、（1）国等の公的部門
による環境物品等の調達の推進、（2）情報提
供の充実により、環境物品等への需要の転換
を促進することを目的としている。平成 12年
5 月制定、平成 13 年 4 月 1 日完全施行。 

 
グリーンアップおおいた（p2） 

本県の恵み豊かで美しく快適な環境を「守る」
のみならず「活かして選ばれる」視点を加え、
経済の発展も促す取組を進める「環境先進県
おおいた」を目指す県民運動。 

 
グリーンアップおおいたアドバイザー（p63） 

グリーンアップおおいたの一環として、県が
地域や学校等で開催される環境に関する講
演会や研修会等に派遣する講師。 

 
グリーンアップおおいた実践隊（p64） 

県内各地で環境保全活動を通してグリーン
アップおおいたを実践する団体。 
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［こ］ 
光化学オキシダント（p20） 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫
外線により光化学反応を起こして生成する
二次汚染物質で、オゾン（O₃）、パーオキシア
セチルナイトレート（PAN）等の酸化性物質の
総称である。 

 
公共用水域（p26） 

水質汚濁防止法で用いられている公共用水
域とは、社会通念上広く一般の利用に開放さ
れた水域のみならず、かんがい用水路、道路
側溝等を含むものとして次のように定義さ
れている。河川、湖沼、港湾、沿岸海域その
他公共の用に供される水域及びこれに接続
する地域公共管渠、かんがい用水路その他の
公共のように供される水路（終末処理場を有
する公共下水道及び流域下水道を除く。）を
いう。 

 
固定発生源（p18） 

大気汚染物質の発生源は固定発生源と移動
発生源に大別される。固定発生源としては、
工場のボイラー、加熱炉、焼成炉等の生産設
備と事業場の冷暖房用ボイラー、焼却炉等が
ある。移動発生源としては自動車、船舶等が
ある。 

 
［さ］ 
30by30 目標（p48） 

2030 年までに陸と海の 30％以上を保護地域
と OECM（2010 年の愛知目標で概念化された
もので、2018 年の COP14 で「保護地域以外の
地理的に画定された地域で、付随する生態系
の機能とサービス、適切な場合、文化的・精
神的・社会経済的・その他地域関連の価値と
ともに、生物多様性の域内保全にとって肯定
的な長期の成果を継続的に達成する方法で
統治・管理されているもの」と定義された。）
により保全しようとする目標。 

 
再生可能エネルギー（p10） 

自然の営みから半永久的に得られ、継続して
利用できるエネルギー。有限でいずれ枯渇す
る化石燃料などと違い、自然の活動によって
エネルギー源が絶えず再生、供給され、地球
環境への負担が少ない。新エネルギー（中小
水力・地熱・温泉熱・太陽光・風力・バイオ
マスなど）、大規模水力、波力・海洋温度差熱
などのエネルギーをさす。 

 
再造林（p50） 

人工林の伐採跡地に人工造林を行うこと。県
内ではスギ・ヒノキ人工林の伐採後、林業適
地には再びスギ・ヒノキの苗木を植栽するこ
とが多い。 

 

里山（p55） 
薪や落葉、きのこや山菜の採取など、住民の
生活と密接に関わってきた集落の近くに広
がる身近な山林などをいう。 

 
産業廃棄物（p12） 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え
殻、汚泥、廃油など 20 種類の廃棄物のこと。 

 
産業廃棄物監視員（p16） 

産業廃棄物の適正処理を推進し、不法投棄や
野外焼却の防止を図るため、県及び各保健所
に配置している。①産業廃棄物処理施設、産
業廃棄物処理業者、産業廃棄物排出業者、産
業廃棄物の資源化再生利用者の事業場等の
監視指導②産業廃棄物の不法投棄、野外焼却
等の不適正処理の調査及び行為者に対する
指導等を主な業務としている。 

 
酸性雨（p9） 

石炭や石油などの化石燃料の燃焼などによ
り硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中へ放出
され、これらのガスが雲に取り込まれた後、
化学反応により硫酸イオンや硝酸イオンな
どに変化して、雨の核となったり、降下する
雨滴に取り込まれたりして酸性の雨として
降下する現象をいう。一般的には、pH が 5.6
以下の雨水が酸性雨とされており、森林や農
作物に被害を与えたり、河川や湖沼を酸性化
し、魚類等の生息できない環境にするなど、
生態系に大きな影響が及ぼすことが懸念さ
れる。 

 
［し］ 
GX（ジーエックス）（p10） 

グリーントランスフォーメーション（Green 
Transformation）の略。温室効果ガスの排出
削減と経済成長をともに実現すべく、化石燃
料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギ
ーを活用していくための変革やそれに向け
た活動のこと。 

 
J-クレジット制度（p7） 

省エネ設備の導入や再エネ利用による二酸
化炭素等の排出削減量、適切な森林管理によ
る二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」と
して国が認証する制度。企業が二酸化炭素削
減目標を達成するために、自社の努力だけで
は削減量が不足する場合等にクレジットを
購入する。森林事業者は、クレジットによる
資金を活用して森林管理を強化するなど、持
続可能な林業経営が可能となる。 

 
ジオパーク（p60） 

地球科学的、歴史・文化的に貴重な地質遺産
等を保全し、調査研究を行うとともに、教育
学習活動やツーリズム等に有効活用する取
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り組みを行う地域のこと。大地（Geo）と公園
（Park）を組み合わせた造語。2025 年 1 月現
在 48 地域が日本ジオパークに認定されてい
る。 

 
自然海浜保全地区（p46） 

水際線付近において砂浜等に類する自然の
状態が維持されているものや、海水浴、潮干
狩りなど公衆に利用され、将来にわたりその
利用が行われることが適当であると認めら
れるもの。 

 
持続可能な開発のための教育（p62） 

Education for Sustainable Development（持
続可能な開発のための教）の略。持続可能な
社会の実現を目指し、一人ひとりが、世界の
人々や将来世代、環境との関係性の中で生き
ていることを認識し、よりよい社会づくりに
参画するための力を育む教育のこと。 

 
循環型社会（p13） 

廃棄物の 3R（発生抑制・再使用・再利用）を
推進し、また適正に処理することにより、天
然資源の消費が抑制され、環境への負荷がで
きる限り低減される社会のこと。 

 
浄化槽（p32） 

し尿等を微生物の作用による腐敗や酸化分
解等によって処理し、公共用水域等に放流す
るための設備又は施設をいう。し尿のみを処
理する設備又は施設を単独処理浄化槽、し尿
及び生活排水（厨房排水、洗濯排水等）を併
せて処理する設備又は施設を合併処理浄化
槽という。 

 
振動規制法（p24） 

工場及び事業場における事業活動並びに建
設工事に伴って発生する相当範囲にわたる
振動について必要な規制を行うとともに、道
路交通振動に係る要請の措置を定めること
等により、生活環境を保全し、国民の健康の
保護に資することを目的としたもの（昭和 51
年法律第 64 号）。 

 
［す］ 
水生生物による水質調査（p28） 

川には、サワガニ、トビケラ、ヘビトンボ、
カワゲラなどいろいろな水生生物が生息し
ており、これらの生息の状況が水の汚れと密
接に関連していることを利用した、生物を指
標とする川の水質調査法である。 

 
3R（p13） 

リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、
リサイクル（再生利用）のこと。 
 
 

［せ］ 
生活排水（p32） 

便所、台所、風呂、洗濯及び炊事等の家庭生
活を営む上で排出される汚水のことで、公共
用水域に排出されるもののうち産業排水を
除いたもの。生活排水の中でし尿を除いたも
のを生活雑排水という。 

 
生態系（p47） 

ある地域に生息・生育する生産者（植物）、消
費者（動物）、分解者（微生物）からなる生物
群集とそれを取り巻く大気、水、土、光など
の無機的環境を合わせた一つの機能系。地域
全体を一つの生態系と見なすこともある。 

 
生物多様性（p51） 

地球上の生物の多様さとともに、その生息・
生育環境の多様さを表す概念であり、生態系
の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝
子）の多様性という 3 つのレベルの多様性を
指す。健全な自然環境が維持されるためには、
生物の多様性を確保することが不可欠であ
る。 
 

［そ］ 
騒音規制法（p23） 

工場及び事業場における事業活動並びに建
設工事に伴って発生する相当範囲にわたる
騒音について必要な規制を行うとともに、自
動車騒音に係る許容限度を定めること等に
より、生活環境を保全し、国民の健康の保護
に資することを目的としたもの（昭和 43 年
法律第 98 号）。 

 
騒音に係る環境基準（p23） 

騒音に係る環境上の条件について、生活環境
を保全し、人の健康の保護に資する上で、維
持されることが望ましい基準で、地域の類型
及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒
音、鉄道騒音及び建設作業騒音を除く一般騒
音に適用される。 

 
総量規制（p31） 

一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を
環境保全上許容できる限界にとどめるため、
工場等に対し汚染（濁）物質許容排出量を配
分し、この量をもって規制する方法をいう。
大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方法は、
工場等の排出ガスや排出水に含まれる汚染
（濁）物質の濃度のみを対象としていたが、
この濃度規制では地域の望ましい環境を維
持達成することが困難であるため、その解決
手段として総量規制制度が導入されている。 
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［た］ 
ダイオキシン類（p38） 

ダイオキシン類対策特別措置法によって定
義された一群の有機塩素化学物質で、ポリ塩
化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）とポリ塩
化ジベンゾフラン（PCDFS）及びコプラナーポ
リ塩化ビフェニル（Co-PCBs）の総称である。
ベトナム戦争で使われた枯葉剤にダイオキ
シンが不純物として含まれており、奇形児が
生まれると言われている。近年、我が国でも
ゴミ焼却場から排出されるダイオキシン類
が社会問題となっていたが、ダイオキシン類
対策特別措置法の施行後は、環境中への排出
量が少なくなっている。 

 
大気汚染防止法（p18） 

工場及び事業場における事業活動並びに建
築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化
合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関
する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保
するため工場及び事業場における事業活動
に伴う水銀等の排出を規制し、並びに自動車
排出ガスに係る許容限度を定めること等に
より、国民の健康を保護するとともに生活環
境を保全すること等を目的としたもの（昭和
43 年法律第 97 号）。 

 
多自然川づくり（p51） 

洪水など治水上の安全性を確保しつつ、瀬や
淵、河畔林等の現存する良好な環境資源をで
きるだけ残すなど、河川が本来有している生
物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出する
とともに、河川景観や地域の暮らし、歴史・
文化との調和に配慮した川づくりのこと。 

 
脱炭素社会（p6） 

今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生
源による排出量と吸収源による除去量との
均衡（世界全体でのカーボンニュートラル）
を達成する社会のこと。 

 
炭化水素（HC）（p19） 

炭素と水素からなる化合物の総称で、光化学
オキシダントの原因物質の一つである。主な
発生源としては、塗装・印刷工場、重油等の
貯蔵タンク、自動車等がある。環境基準は設
定されていないが、中央公害対策審議会（当
時）により光化学オキシダントの生成を防止
する観点から、非メタン炭化水素についての
指針値が示されている。 

 
［ち］ 
地球温暖化対策計画（p7） 

地球温暖化対策の総合的活計画的な推進を
図るため、地球温暖化対策推進法に基づいて
策定する地球温暖化に関する総合計画であ
る。温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、

事業者、国民党が講ずべき措置に関する基本
的事項、中期目標（2030 年度 2013 年度比で
46%減）等の目標達成のために国、地方公共団
体が高ずべき施策等について記載されてい
る。 

 
地球温暖化防止活動推進員（p6） 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 37 条
に基づき都道府県知事が委嘱する、地域にお
ける地球温暖化の現状及び地球温暖化防止
に関する知識の普及や温暖化防止の取組を
推進する運動員。 

 
地球温暖化防止活動推進センター（p6） 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 24 条
の規定に基づき、設置が定められた地球温暖
化防止に向けた普及啓発のための組織。都道
府県知事等が、当該都道府県等の区域に 1 つ
だけ指定することができる。 

 
窒素酸化物（NOX）（p19） 

化石燃料の燃焼によって発生する窒素と酸
素の化合物の総称であり、大気中の窒素酸化
物の主なものは一酸化窒素（NO）と二酸化窒
素（NO₂）である。石油、ガス等が燃焼する際
などに発生し、燃焼過程では最初に一酸化窒
素として排出され、これが空気中の酸素と結
合して徐々に二酸化窒素に変わる。発生源は、
工場・事業場、自動車から家庭の厨房施設な
ど多種多様である。人の呼吸器に影響を与え
るほか、光化学オキシダントの原因物質の一
つである。環境基準は、二酸化窒素について
定められている。 

 
鳥獣保護区（p48） 

野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、狩
猟行為が禁止されている区域である。鳥獣保
護区内に設けられる特別保護地区内では、野
生動植物の生息に影響を及ぼす行為は許可
が必要である。 

 
［て］ 
テレメータシステム（p19） 

環境中の汚染物質の濃度などを自動測定器
で測定し、得られたデータをネットワークを
経由して監視室に送信し、監視室のコンピュ
ータで集中管理するシステムをいう。このシ
ステムは現在、環境監視用と発生源監視用の
2 種類がある。 

 
［な］ 
75%水質値（p26） 

年間の日間平均値の全データをその値が小
さいものから順に並べ、0.75×n 番目（n は日
間平均値のデータ数）のデータ値をもって
75%水質値とする（0.75×n が整数でない場合
は、端数を切り上げた整数番目の値をとる。）。 
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［ね］ 
ネイチャーポジティブ（自然再興）（P48) 

自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性
の損失を止め、反転させること。生物多様性
国家戦略 2023-2030 では、2030 年ミッション
として「2030 年までに『ネイチャーポジティ
ブ：自然再興』を実現する。」ことを掲げてい
る。 

 
［は］ 
ばい煙（p18） 

大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼、
合成、その他の処理に伴い、工場等の煙突か
ら排出される硫黄酸化物、ばいじん及び有害
物質をいう。ばいじんはボイラー、電気炉等
から発生するすすや固体粒子をいい、有害物
質は、カドミウム、塩素、フッ素、鉛、窒素
酸化物等の人の健康や生活環境に有害な物
質をいう。 

 
［ひ］ 
干潟（p62） 

内湾に流入する河川の河口やその沿岸にお
いて干潮時に露出する砂泥域で、河川流や沿
岸流によって砂や泥が堆積して形成される。 

 
微小粒子状物質（PM2.5）（p68） 

大気中に浮遊している 2.5μm（１μm は１㎜
の千分の１）以下の小さな粒子で、肺の奥深
くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、
循環器系への影響が心配されている。 
発生源としては、ボイラー、焼却炉などのば
い煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆
積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船
舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、
土壌、海洋、火山等の自然起源のものもある。 

 
［ふ］ 
富栄養化（p30） 

海洋や湖沼で窒素、燐等の栄養塩類の少ない
ところは、プランクトンが少なく、透明度も
大きい。このような状態を貧栄養であるとい
う。これに対し、栄養塩類が多いところでは、
プランクトンが多く透明度が小さい。このよ
うな状態を富栄養であるという。有機物によ
る水質汚濁その他の影響で、富栄養へと変化
する現象を富栄養化という。 

 
不法投棄（p14） 

ごみを定められた以外の場所、例えば山林や
河川敷等に不法に投棄する行為のことで、環
境破壊を招いている。廃棄物の処理及び清掃
に関する法律では、廃棄物は排出者が自己管
理するか、一定の資格をもつ処理業者に委託
しなければならないとされている。 

 
 

粉じん（p18） 
大気汚染防止法では、物の破砕、選別その他
の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛
散する物質を粉じんという。 

 
［へ］ 
閉鎖性水域（p30） 

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的
長く、水の交換が行われにくい水域をいう。
水利特性上汚濁物質が蓄積しやすいため、水
質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容
易でないという特徴がある。 

 
［ほ］ 
保安林（p50） 

水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防
備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目
的を達成するため、農林水産大臣又は都道府
県知事によって指定される森林のこと。指定
されると、それぞれの目的に沿った森林の機
能を確保するため、立木の伐採や土地の形質
の変更等が規制される。 

 
放射線（p42） 

主な放射線には、α線・β線・γ線の 3 種類
がある。α線は高速のヘリウム原子核であり
+（プラス）の電荷を持っている。β線は高速
の電子で－（マイナス）の電荷を持っている。
またγ線は電磁波の 1 種で最も強い透過力
を持っている。その他の放射線には、X 線・
中性子線・陽子線等がある。放射能とはこの
放射線を出す能力（性質）のことである。 

 
［ゆ］ 
ユネスコエコパーク（p60） 

ユネスコ（国連教育科学文化機関）が、生態
系の保全と持続可能な利活用の調和を目的
に、自然と人間社会の共生の世界的なモデル
となる地域を登録する制度。正式名称は
「Biosphere Reserve（生物圏保存地域）」と
いい、「ユネスコエコパーク」は制度に親しみ
をもってもらうためにつけられた日本国内
のみでの呼称。2025 年 9 月現在、142 か国 784
地域、うち国内では 10 地域が登録されてい
る。 

 
［り］ 
リスクコミュニケーション（p38） 

リスクに関する正確な情報を行政、専門家、
企業、市民などの関係者間で共有し、相互に
意思疎通を図ること。関係者の間で信頼関係
を構築することで、リスクの回避や除去ある
いは低減につながる。 
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［B］ 
BOD（生物化学的酸素要求量）（p26） 

水中の汚濁物質（有機物）が 20℃、5 日間で
微生物によって酸化分解され、無機化、ガス
化されるときに消費される酸素の量。BOD が
大きいと、その水は有機物による汚濁が進ん
でいることを示す。BOD は、河川の汚濁状況
を表す指標として採用されている。 

 
［C］ 
COD（化学的酸素要求量）（p26） 

水中の有機物などは、溶存酸素を消費し、水
中生物の生育を阻害する。このような有機物
などによる水質汚濁の指標として、現在 BOD
及び COD が採用されており、このほか TOC（全
有機炭素）等について検討が行われている。
これらの有機汚濁指標は、いずれも㎎/L で表
され、数値が高いほど汚濁が著しいことを示
す。COD は、水中の汚濁物質（主として有機
物）を酸化剤で化学的に酸化するときに消費
される酸素量をもって表し、環境基準では海
域及び湖沼の汚濁指標として採用されてい
る。 

 
［D］ 
DO（溶存酸素）（p27） 

水に溶けている酸素のことをいう。河川等の
水質が有機物で汚濁されると、この有機物を
分解するため水中の微生物が溶存酸素を消
費し、その結果、溶存酸素が不足して魚介類
の生存が脅かされる。更に、酸素の欠乏状態
が長く続くと嫌気性の分解が起こり、硫化水
素などのガスを発生して水質は著しく悪化
する。 

 
［P］ 
pH（ピーエイチ）（p9）  

水素イオン濃度指数で、mol/L 単位で測られ
た水素イオン濃度の逆数の常用対数として
定義された量のことである。pH=-log［H+］
pH=7 は中性、pH<7 は酸性、pH>7 はアルカリ
性を表す。 

 
ppm（ピーピーエム）（p20） 

ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに
使われ、%が 100 分の 1 をいうのに対し、ppm

は 100 万分の 1 を意味する。例えば、空気 1
㎥中に 1㎤の物質が含まれているような場合、
あるいは水 1 ㎏（約 1L）中に 1 ㎎の物質が溶
解しているような場合、この物質の濃度を
1ppm という。ppm より微量の濃度を表す場合
には ppb（10 億分の 1）、ppt（1 兆分の 1）も
用いられる。 

 
［S］ 
SS（Suspended solid）（p26） 

粒径 2㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質を
いい、水質汚濁の指標の一つである。水の濁
りの原因となるもので魚類のエラをふさい
でへい死させたり、日光の透過を妨げること
によって水生植物の光合成作用を妨害する
などの有害作用がある。また、有機性浮遊物
質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底
質を悪化させる。 

 
［T］ 
TEQ（p39） 

ダイオキシン類全体の毒性の強さを表した
毒性等量のことである。ダイオキシン類には、
毒性が異なる様々な異性体が存在している
ため、単純に各異性体の量を合計してもダイ
オキシン類全体の毒性の強さを表すことが
できない。そこで、最も毒性が強い 2,3,7,8-
TCDD の毒性を基準（1）として、他の異性体
の毒性の強さを表す係数をあらかじめ定め
ておき、個々の異性体の濃度に定められた係
数をかけた数値を合計して、ダイオキシン類
全体の毒性の強さを表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


